


◇重要政策大細の発行に当たって

「国民のために働く内閣」 を キ ャ ッ チ フ レー ズに、 菅義偉内閣が9月

に発足してから3ヵ月余り。新型コロナウイルスの感染拡大防止を最優

先に、Go To ト ラ ベ ル、 イ ー トなど経済活動の活性化に加えて、 デジタ

ル庁の新設に伴う行政手続きに係る押印廃止、 不妊治療の保険適用、

2 0 5 0年を目標とする温室効果ガス実質ゼロの実現など、 "菅カラ ー "

の独自施策は確実に始動している。

一方、 外交においても、 米国のバ イ テ ン次期大統領との電話会談で、

尖閣諸島を日米安保条約の適用防衛エリアとする認識を共有したほか、

本県選出の梶山弘志経産大臣を引き続き起用し、 RCEP (東アジア地域

包括的経済連携)の合意による15ヵ国の巨大な自由貿易圈の実現に踏

み出すなど、 政治 ・経済両分野で地歩固めに入っている。

国内の課題では、本県もサッカ ー競技の会場になっている新型コ ロナ

ウイルス感染下での東京オリンピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク開催への準備、

コロナの影響で低迷した地方経済の活性化、 ワクチンの確保など、猶予

なきクリアすべき対策が待ち構えている。

だが、いかなる理由があろうと、政治的空白は許されない。 その意味

では、 コ ロナ禍の時代にあって、今日ほどレジリ ェ ンス (回復する力)

的な政治の再構築が求められている時はないのかも知れない。
かんlむ

そのためには、 「諫言」 を尊ぶ精神が欠かせないのではないだろうか。

諫言は、 組織の上に立つ者にと っては貴重な教訓と言われるが、 それは

二元代表制の下で県政を担う県議会にも当てはまることであり、実際、

県議会の最大会派である我々いばらき自民党は、基本姿勢の一つとして

諫言を銘肝し、 日々の議会活動に邁進している。

特に、 「見えない脅威」 に対する対応では、最前線でコ ロナと闘う医療

従事者の関係団体はもとより、 コ ロナ禍で厳しい経営を余儀なくされて

いる業界の団体とのヒアリング等を重ねるとともに、会派所属議員への

アンケー ト等を通じて地域の生の声の把握に努めるなど、 現場に寄り添 っ

た政務調査活動により、 県政や政府に窮状を訴えてきた。

前後するが、我々が新型コ ロナウイルスを巡り、 「県民の生活や経済活



動などに重大な影響を及ぼしかねない」 と し て、 大井川和彦知事に

「緊急要望」 を提出したのは、本県で初めて感染者が確認された1ヵ月以

上も前の 2月 6日である。 こうした迅速な取り組みをはじめ、 4月の

緊急事態宣言の発出後や第2波、 第3波の兆しなど節日、 節日で知事要

望を行ってきた。

その一方で、国の緊急経済対策を受けた4月と7月の臨時会に加え、

第 2、 3、 4回定例会の代表質問や一般質問では、発言者全員が様々な

分野から課題等を取り上げ、 県民の暮らしや地域経済をどう守っていく

のか、 そうした視点から論戦を繰り広げてきた。

現場を支える医師や看護師等を支援する医療従事者応援制度や、 事業

継続と雇用維持のための中小企業・小規模事業者への無利子融資制度、

観光や飲食等の業種を下支えする 「いばらき応援割」 などは、 我々の働

きかけが反映された施策である。

今回の本書 「令和3年度いばらき自民党重要政策大綱」 では、 喫緊の

課題である 「新型コ ロナウイルス感染症対策に係る最重要政策項目」 を

巻頭で一括して取り上げたのが特徴である。 併せて、 例年通り、 産業の

振興や環境の保全、医療・福祉の充実、人材の育成・確保などに関わる

1 0  0を超える各種団体との県政懇談会において寄せられた要望などを

盛り込んでおり、 その数は新規項日96件、一部修正項日138件を含

む 2 6 7 4 件 と な っ た。

所属議員42名は、本書を議会活動の"バイブル"として、新年度もよ

り一層積極的に、 そして第4回定例会に上程した議員提案条例 「県災害

ボ ラ ン テ ィ ア活動を支援し、 促進するための条例」 の よ う に、政策立案

機能をフルに発揮して、 コ ロナ禍を乗り越え、 県総合計画が日指す

「活力があり、 県民が日本一幸せな県」 の実現に取り組む決意を新たにし

たところである。

残り1年を切った大井川県政が、新年度予算編成に当たっては我々の、

いや県民の声に可能な限り応えるよう強く求めるものである。 県民各位

には、 施策の推進に当たってご理解とご協力を切にお願い申し上げる

次第である。
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◇新型コロナウイルス感染症対策に係る最重要政策項日

いまだ収東の兆しが見えない新型 コ ロナウイルスの感染

防止対策と社会経済活動の両立を図るために、 知事の リーダー

シ ップのもと、 様々な分野において、 前例にとらわれること

ない、 スピー ド感をもつた対応をされるよう要請する。

1 .  医療 ・福祉提供体制の充実 ・強化

(1) PCR検査の実施体制の整備、簡易検査キ ットの供給支援

(2) 医療用物資の確保、供給体制の確立

(3) 医療機関、 社会福祉施設等の提供体制の充実強化

(4) 軽症者療養施設の均衡ある設置

(5) 医療機関等への財政的な支援

(6) 医療、介護従事者等の確保、支援策の充実

(7) 医療機関等の風評被害対策、医療・介護従事者等への差別防止

対策

(8) 保健所等の人員、 施設設備の充実強化

2 .  感染拡大防止の徹底と思い切った経済対策の実施

(1) 茨城版コロナ N e x t及び県条例の機動的な運用、適時適切な

情報発信

(2) 感染防止対策を行う事業者への支援 (資機材購入費の補助)、

休業要請時における協力金・経営悪化に伴う損失補償などの支援

(3) 中小企業、個人事業主への支援

(4) 観光事業者への支援、県内各地の観光需要の喚起・誘客の促進

(5) 雇用の確保

(6) 感染対策費の補助等による、地域鉄道、バス、 タ ク シ ー、運転

代行など公共交通事業者に対する支援

(7) 農林水産事業者の人員不足や収入減少への支援



(8) 県産農林水産物、 県産品の地産地消と県外販路拡大の取組強化

(9) 県土強準”化と景気の回復に資する公共事業の予算確保
3. 県民生活の再建支援

(1) 県民に対する迅速で正確な情報提供の徹底、 及び誹言券中傷への

対策

(2) 生活困難な世帯、 障害者、 高齢者等の要介護世帯等への支援

(3) 家庭内のD V対策や自殺者対策など心のケアを必要な県民への

支援

(4) 感染症対策と連動した防災対策の実施

4 .教育機関への対策
(1) 学校施設等における感染対策の充実強化及び授業時間の確保

(2) 加配等による教員の負担軽減

(3) オンライン教育環境の整備促進

(4) 子どもの心のケア体制の充実

(5) 就学に係る経済的な支援

(6) 学校給食事業者への支援



(注) 【新規】は新規項目
※ 印 は一部修正

◇安心、 いきいき、 魅力いっばいの新しい茨城を目指す
と と も に、 災害からの復旧・復興を成し遂げる最重要
政策項日

1. 安心、 いきいき、 魅力いっばいの新しい茨城県を目指す
人口減少が急速に進む中にあって、 茨城が 「県民が日本一
幸せな県」 となり、  本県の輝かしい未来を実現していくため、
県の総力を挙げて地方創生に取り組むとともに、 県民総活躍
社会を見据えた暮らしやすい環境整備を進め、 県民の安全安
心を確保して、 本県発展に向けた施策の着実な推進を図る。

1 .  「新しい」 暮らしやすさ、 安全 ・安心をつく る
(1) 少子化・人口減少対策の施策拡充

※ ① 「日本一子どもを産み育てやすい県」 の実現を県政の基本指

針とし、 少子化対策を始め、 県内に新たな安定した雇用を創出

していくための取り組み、仕事と子育ての両立を図れるような

労働環境の整備、働き方改革など、 あらゆる分野の施策で具体

化を進める。

② 産婦人科 ・小児科の診療体制を整備するとともに、医療水準

の向上を図るため、 医師をはじめとする医療従事者の養成 ・確

保を図る。

o地域医療介護総合確保基金を活用して、 早期の医師確保と医

療体制の整備を図る。

③ 母体及び新生児の救急医療を安定して提供できるよう、

N I CU(新生児集中治療管理室)の整備を促進する。

④ 医療的ケアを必要とする子どもとその家族への支援体制と環

境の整備を促進する。

⑤ 小児医療費助成制度(マル福)の充実により、子育て家庭の

経済的負担の軽減を図る。

⑥ 子ども・子育て支援新制度実施のため、確実な財源を確保す

る o

⑦ 待機児童ゼロを実現すべく、保育所や認定こども園などの拡



充を一層促進する。 また、 保育士の処遇改善を一層進めてその

確保を図ることや、良質の保育ができるような施策を行う。

⑧ 少子化の大きな要因である未婚化・晩婚化・晩産化に対応す

るため、各市町村の結婚支援事業の連携をはじめ、結婚・出産・

子育て支援のための社会システムが構築されるよう環境整備を

図る。

⑨ 首都圈から若者を呼び込むため、県内企業等とも連携し、 移

住 ・二地域居住や関係人口の拡大等の取り組みを強力に推進す

るなど、 U ・ I ・  J タ ー ンを促進する。官民一体での支援体制

をつくる。

⑩ 全ての小学校区で放課後の子どもの安全で健やかな活動拠点

を確保するため、 放課後子ども総合プランを推進し、 そのため

の環境整備を行う。

⑪ 子育て家庭の経済的負担、 すなわち保育料や医療費、 教育費

などのさらなる軽減策を実施することによって、茨城は 「子育

てしやすい県である」 と ア ピールし、 これにより、出生数の増

のみならず、 若い世代の定住と流入につなげる。

⑫ 少子化対策として、「命をっないでいくことが大切である」 と

いう認識を小学生の時から醸成していけるよう、心の教育の充

実を図る。

⑬ 特に、 家庭で子育てをする親に対して施設保育と同等に支援

する。

⑭ 子どもの貧困対策として、 生活困窮家庭の子どもへの学習支

援などに取り組む。

(2) 健康長寿日本一を目指す

① 健やかなライフサイクルの確立に向けた健康寿命の延伸につ

いては、 健康寿命日本一を視野に入れ、 健康政策に係るこれま

での蓄積を十分に生かすとともに検証し、 さ ら に、茨城システ

ムと言えるような仕組みを構築し、  新たな産業創造も見据えて

取り組んでいく 。

※ ② 介護をはじめとする社会福祉事業に対する人材の確保 ・育成
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※

※

のため、 現場職員の処遇改善を図るとともに、 経済情勢を適切

に反映した報酬や措置費単価の改定を国に対して働きかける。

o介護職員のみに支給されている介護職員処遇改善加算の継続

と、 現在対象とされていない看護職員、 相談員等への対象範

囲の拡大を国に働きかける。

③ 要介護度の維持 ・改善や職員の人材育成 ・処遇改善等に成果

を上げた介護保険事業者に対し、 インセンティブ (成功報酬 )

を与えるこ とで、現場のモチベー ションを高める奨励金制度を

創設する。

④ 「人生10  0年時代」 における県政の施策のあり方について、

全庁的議論を踏まえ、 ビジョンを示す。

⑤ 長年にわたって培われた高齢者の経験 ・知識 ・技術等を活か

し、 長寿社会の中で活躍を促進するため、 高齢者の多様な就業

機会の確保に取り組んでいく 。

(3) 団塊の世代が75歳を迎える2025年問題及び団塊ジュニア

世代が高齢化する2040年問題を前提とした医療 ・福祉 ・介護
体制強化

① 医師確保対策を県政の最重要課題とし、 新たに策定した医師

確保計画により、 県立高校の医学コースの設置や医学部の新設 ・

誘致による医師の養成や、 政策医療を中心とした医師の配置調

整等の取組を推進し、 抜本的な医師不足及び地域偏在の解消を

図る。

② 魅力ある研修を行い、全国から若手医師を集め、県内に定着

を図るなど、広範な医師確保施策を大胆に進める。

③ I C Tを活用し、地域の中核的な医療機関相互の連携を図り、

茨城型遠隔医療モデルを構築することにより、医師不足を補完

する有効な手段とする。

④ 県内では医師不足等により医療機能が低下しており、医療提

供体制の再構築が必要な地域があることから、 医療機関の再編

統合を推進する。

⑤ 訪問看護など看護師の役割の重要性に鑑み、 看護師の増員と
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質の向上を図る。准看護師養成校について、既存は当面維持し

つつも、新設は止め、 (正)看護師養成に向けた誘導施策を講ずる。

⑥ 医療(医師や看護師等) ・福祉(介護職員や保育士等)の人

材の育成強化及び女性が活躍できる環境整備として、 離職防止

対策と再就業支援の強化等を図る。

⑦ 救急患者が迅速に適切な処置が受けられるよう、消防救急指

令の県内一元化を進める。

⑧ 高齢者の利用ニー ズに応じた介護サー ビス基盤の整備や、 介

護する家族への支援など介護離職ゼロの実現に向けた施策に取

り組む。

⑨ 本県独自に推進している地域ヶァシステムの運用の中で蓄積

さ れ た ノ ウ ハ ウ で あ る 「コ ーデ ィ ネ ー ト機能」 の充実を図りな

が ら、 高齢者をはじめとする、 すべての要援護者に対し、 適切

で質の高い医療 ・介護サー ビス等が切れ目なく提供される 「茨

城型地域包括ケアシステム」 の構築を推進する。

⑩ 医療機関や回復期病床からの受け入れ先となる介護施設の状

況や在宅介護の実情、 患者の心情など、 現場の視点を踏まえて

地域医療構想を実現していく 。

⑩ 認知症の予防と容態に応じた適時 ・適切な医療 ・介護の提供

体制の構築を推進する。

o認知症の前段階である軽度認知障害対策の推進などにより、

認知症の発症や重症化の予防に取り組む。

oかかりっけ医等が専門医、 認知症サポ ー ト医等の支援を受け

ながら、 必要に応じて認知症疾患医療センタ ー等の専門医療

機関に紹介の上、 速やかに鑑別診断が行われる体制を構築す

る o

o若年性認知症に関する普及啓発を推進するとともに、相談窓

口の設置などにより、 適切な支援が受けられる体制を構築す

る。

⑫ 県民の生涯を通じた歯と口腔の健康づくりを推進する。

o 「茨城県歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例」 等に基
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づき、 8020・6424運動 (80歳で20本以上の歯を保つこと及び

64歳で24本以上の歯を保つこと) を推進する。

o歯と口腔の健康づくりをさらに推進するため、行政に従事す

る歯科衛生士の確保を図る。

⑬ 薬局における健康相談や情報提供の機能強化を支援すること

に よ り、県民のセルフ メデ ィケ ー ションの推進を図る。 また、

薬局の在宅医療や地域活動への参画などを推進し、 住民の健康

を幅広くサポー トする 「健康サポー ト薬局」 の普及を図る。

⑭ 新たなインフルエンザの発生に備え医療体制を強化するとと

もに、 タミフル等の医薬品の備蓄や県民への普及啓発等の対策

を進める。

⑮ 地域医療介護総合確保基金を活用し、医療 ・介護等福祉の充

実を図る。

⑯ 国民健康保険の都道府県単位化に伴い、市町村との連携を一

層強化し、 新制度の円滑な運営を確保する。

【新規】 ⑰ 保健所の機能強化を図るため、老朽化が著しい庁舎の改築を

早急に進め、適切な規模の相談 ・執務スペー ス等の確保やバ リ

ア フ リ ー化を図る。 その際、現体制への再編時に、利便性の低

下を懸念する声が高ま ったこ となどを踏まえ、立地場所等を考

慮する。

(4) 県民の命と健康を守る県立病院の再構築

① 中央病院、 こころの医療センタ ー及びこども病院の県立3病

院は、 県民への安全・安心な医療提供のための積極的な機能充

実を図りながら、県財政への負担軽減を図るために、抜本的な

経営改善を推進する。

o県立中央病院は、 建設後30年以上が経過し、 施設の老朽化、

狭隘化が進み、 手術室不足が常態化している状況にある。 災

害拠点病院として大規模災害に備えるべく、早急に免震構造

にしなければならないことを踏まえ、無駄な二重投資は避け、

大局的な全体構想のもと、 全面建て替えをする。

o中央病院を一層魅力的なものとするため、本県の強みを生か
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し、 医療とっ く ば の ロ ボ ッ ト技術や画期的な次世代がん治療

B N C Tなど科学技術との連携を進める、 いわゆる医工連携

をコ ン セ プ ト と し、先進的な医療機関とする。全国の大学か

ら若手医師を呼び込み、養成して、県内定着を図るという医

師養成センタ ー機能構想を確立する。

(5) がん対策推進

① 「茨城県がん検診を推進し、 がんと向き合うための県民参療

条例」 の柱であるがん検診受診率50%以上の日標を早期に達成

するため、条例の趣旨を県民に し っかりと浸透させながら、実

効性ある施策を関係機関との密接な連携のもと、積極的にかつ

広範に推進する。

② がんになっても働き続けられる労働環境の整備と意識の醸成

を進める。

③ 自宅療養のがん患者の居場所づくりを進める。

④ 小児がん対策を進める。

⑤ がん治療には、つくばの最新技術を活用する。

⑥ 胃がんリスクを知るためのA  B C検診(リスク層別化検査)

の導入を促進する。

⑦ がん教育を推進する。

【新規】 ⑧ 女性の医師や検査技師等が検診にあたる女性専用がん検診車

の導入を推進する。

(6) いばらきノーマラ イゼーションの推進

① 「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城

県づくり条例」 の日的でもある、 誰もが住みなれた地域で社会

を構成する一員として共に歩み幸せに暮らすことのできる社会

の実現のため、 障害のある人が地域社会で自立し、 様々な分野

で社会参加が図れるよう、福祉サー ビスの基盤づくりを推進す

る と と も に、雇用の拡充を図る。

② ヘルプマー ク ・ヘルプカ ー ドの認知度向上に向けた取組を行

つ o

③ 障害のある未就学児の保育所、幼稚園、認定こども園への受



※

※

け入れを促進する。

④ 老朽化、狭隘化等、多くの課題がある県立あすなろの郷につ

いては、 セー フティネッ ト としての持つべき役割や機能、運営

面の課題などの検討を行い、 再整備を早期に進める。

(7) 犬猫殺処分ゼロ実現

① 「茨城県犬描殺処分ゼロを日指す条例」 に基づき、殺処分減

少に対する各種政策を積極的に展開する。

② 犬や描を保護し、譲渡等の機能を有する動物愛護センタ ーの

設置を進める。

③ 県動物指導センタ ーの支所を保健所ごとに開設するよう努め

る。

(8) 県北の格差是正対策

① 人口減少が著しい県北地域の振興を図るため、 「定住人口の確

保」「交流人口の拡大」 「生活環境基盤の充実」 を基本とし、各

種振興施策を積極的に推進する。

o県北地域の定住人口の確保を図るために、 雇用の確保・創出

をはじめ、医療、福祉、子育て、教育の環境や、広域交通ネッ

ト ワ ー クの整備とい った生活環境基盤の充実を図る。 I C T

を活用した学習機会の確保、 医療提供体制の充実などを進め

る o

o県北地域の市町がそれぞれ有する豊かな自然や産業などの地

域資源、 イベント等を有効に活用して、交流人口の拡大を図っ

ていく 。多様な手段を使っ て、地域の魅力を効果的に情報発

信していく 。

o それぞれの地域が真に必要とする起爆剤の導入を支援するこ

と に よ り、効果的な県北地域の振興を図る。

o県北振興を図る上で、石岡市から笠間市の道祖神峠のトンネ

ル化を実現して、 新たな県総合計画に構想道路と位置づけら

れた、大子町方面に向かう (仮称) 茨城縦貫幹線道路及び茨

城港 ・常陸那珂港区から大子町方面に向かう高規格道路の整

備を進める。
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※

o東京圈の学生との交流を活発にするため、 東京圏の大学との

単位互換やサテライ トキャンパスの設置を支援する。

(9) 安全 ・安心な郷土づくり

① 県民が安全で安心して暮らせる地域社会を確立するため、 治

安及び交通安全の対策を強化する。

o警察官の增員について国に強く働きかけるなど、 警察基盤の

強化を図る。

o地域住民の安心の確保に最大限配意した上で、 警察署及び交

番・駐在所の再編整備を計画的に進め、 警察力の一層の強化

を図る。

o交通信号機の視認性向上による交通事故の減少を図るため、

信号灯器のL E D化を推進する。

o 「ニセ電話詐欺」 の取締りと被害防止対策を強化する。

o車道を通行する自転車の安全と歩道を通行する歩行者の安全

の双方を確保するため、 自転車通行の総合対策を推進する。

o暴力団排除条例の適用により、 安心できる県民生活を実現す

る。

o住宅侵入窃盗 ・自動車盗の予防対策、 検挙対策を推進する。

o自由で旺盛な企業活動を様々な犯罪から守るため、警察力の

充実 ・強化を図る。

o飲酒運転の根絶のため、 飲酒運転の厳正な取締りを実施する

と と も に、交通安全教育や関係機関・団体との連携による広

報啓発活動を通じて県民の規範意識の確立を図り、 より実効

性の高い対策を実施する。

o運転中の携帯電話使用は極めて危険であることから、 啓発と

取り締まりを強化する。

o テロに関する情報収集 ・分析、水際対策、警戒警備を徹底す

る と と も に、 テ ロ対策茨城パー ト ナ ー シ ッ プ推進会議等を通

じて関係機関や民間事業者と連携し、 官民一体 と な っ た テ ロ

対策を推進し、 テロの未然防止を図る。

o外国人就労者を含めた県内の在留外国人が、 安全安心を実感



※

※

できるための取組を推進する。

o安全 ・安心の茨城県を確固たるものとするため、 警察と知事

部局や教育委員会と犯罪の未然防止を重視した連携の強化を

図り、犯罪を起こりにくくするまちづくりを進める。

o犯罪の未然防止、 解決に防犯カメラが有効であることから、

設置を促進する。

② 食の安全 ・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、 も って県民の生命及び健康を保護するとともに、消費

者の信頼を確保する。

o食品等事業者に対して法令順守意識の向上を促すとともに、

営業施設等に対する監視指導体制の強化を図る。

o食品表示法の施行を踏まえ、 食品表示の監視指導を強化する

と と も に、事業者による自主的な食品表示適正化に向けた取

り組みを支援する。

o G A P(農業生産工程管理)やトレーサ ビ リ テ ィ の取組につい

て積極的な推進を図る。

o 「茨城県食の安全・安心推進条例」 に基づき、安全・安心な

食品の生産及び供給に寄与するため、 実効性のある総合的な

食の安全 ・安心施策を推進する。

o高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫や豚熱等、家畜伝染病に

関する発生予防体制と万が一の発生に備えた防疫体制を構築

す る こ と と し、特に、豚熱については、飼養豚への ワ ク チ ン

接種及び野生いのししへの経口ワクチン散布を引き続き行う

と と も に、 アフリカ豚熱も含め、野生動物侵入防止対策とし

て防護柵、防鳥ネットの設置を支援していく 。

o原産地の偽装表示などの不適正な表示を確実に発見するため、

関係機関と連携し、 元素分析等の科学的手法を用いた検査を

実施し、 県民の食に対する安心感の醸成を図る。

o食品衛生法等の一部改正を踏まえ、 食品等事業者に対する

H A  C C P (ハ サ ッ プ :危害要因分析重要管理点)を用いた

衛生管理方法の適正な運用を確認及び支援する。
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o水道用水の水源でもある霞 ヶ浦の水質浄化は、 極めて重要で

ある こ とか ら、一層推進する。

(10) 快適な生活環境づくり

① 子育て支援、 コ ミ ュ ニ テ ィ の 維持 な ど、県民の互恵・互助

(助け合い) の精神を酸成する。

② 人口減少や少子高齢化が進行する中、 地域の移動手段確保な

どの観点から、 国や市町村と連携して、 市町村を越えた広域路

線バスなどを含む公共交通ネットワ ー クを検討するとともに、

地域住民にとって必要なバス路線の維持確保を図る。

③ 中山間地域の高齢者等の交通不便者への対策として、自動運

転車の実用化を推進する。

④ 県民生活に欠かせない生活道路の安全確保をはじめ、 幹線道

路の維持 ・補修や、 県管理中小河川の浚渫を含む改修に対して、

大幅な予算確保に努める。

⑤ 水資源の安定的確保や用水供給対策、 治水対策の充実強化を

進める。

o霞 ヶ浦導水事業については、 霞 ヶ浦及び桜川 (千波湖) の水

質浄化、 利根川及び那珂川の渇水被害の軽減、 並びに新規都

市用水の確保のため不可欠な事業として、 関係者の理解を得

ながら、 関係都県と連携し国への働きかけを行うなどにより

事業促進を図る。

⑥ ごみの減量化・再資源化等の対策を推進するとともに、 ごみ

処理施設の整備促進を図る。

⑦ 下水道、 農業集落排水施設や合併処理浄化槽の整備を推進す

る と と も に、霞 ヶ浦 (西浦、北浦、常陸利根川)、牛久沼、涸沼

などの湖沼 ・河川の水質浄化対策を強化する。

⑧ 資源循環型社会づくりのため、環境教育を推進し、環境保全

県民運動の強化を図る。

⑨ 産業界等の様々な主体と連携し、 プ ラ ス チ ッ ク使用量の削減

に取り組むとともに、 プ ラ ス チ ッ ク資源循環を推進する。

⑩ 地域と共生した再生可能エネルギーの導入、 省エネルギー施
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設整備や次世代自動車の普及など、 低炭素社会づく りに向けた

取り組みを推進する。

⑪ 茨城県地球温暖化対策実行計画に基づき、 二酸化炭素排出削

減に向けた県民運動や事業者の環境負荷低減の取り組みを推進

するなど、地球温暖化対策を総合的・計画的に推進する。

o家庭部門における大幅な二酸化炭素排出削減を達成するため、

各家庭での取り組みを促進し、 分かりやすい情報発信を心が

け、 意識の啓発を推進する。

o事業者における二酸化炭素排出量削減のための対策支援や、

環境マネジメン トシステムの普及など、特に中小規模事業者

への取り組みを推進する。

⑫ 森林湖沼環境税の活用を図る。

o県民共有の財産である森林や湖沼 ・河川等の自然環境を、 そ

の公益的機能が十分に発揮されるような状態で次代に引き継

いでいくために、 その税収を効率的に活用する。税を活用し

た事業の重要性や公益性について県民の十分な理解を得るた

め、 取組による経済効果について数値目標を設定するなど、

県民への恩恵などの 「見える化」 に向けた情報を積極的に発

信するよう努める。

⑬ 世界湖沼会議の成果を踏まえ、 湖沼に関わる関係者などの協

力関係のもと、県民に環境学習等の機会を提供し、環境の保

全・改善に資する新たな取組、成果に結びっけていく 。

(11) 心を豊かにする文化の振興

伝統芸能や文化を次代に継承するとともに、新たな芸術、文化

の振興を図り、 心豊かな生活を送る中で郷土愛の醸成を図る。

(12) スポーツの振興

① 身近なスポ ー ツへの関心や参加意欲を高め、 スポー ツを通じ

た県民の健康増進、 体力づくりにつなげる施策を推進する。

② スポ ー ツを核とした地域振興やスポー ツ産業の誘致、育成に

取り組み、 スポー ツを通じた地域の活性化を推進する。

③ 地域活性化や魅力度アップ等を日指し、青少年を対象とした
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全国規模のスポー ツ大会の積極的な誘致に取り組む。

④ スポー ツ選手の育成強化のため、 フ ィ ジ カ ル ト レーニ ン グ、

食事 ト レーニ ン グ、身体のメンテナンス(先進的な医療を含む)

面からアプローチする体制を整備するとともに、 スポー ツ ト レー

ナーを県内各地の拠点に配置する。

(13) 台風第19号等の大規模災害対策

① 大規模災害やテロ等の緊急事態に対応するため、警察 ・消防 ・

海上保安庁 ・自衛隊 ・災害拠点病院等や行政との連携を強化し、

危機管理体制の整備や支援策の充実を図る。

o県民の意識啓発のために防災ブ ッ クを作成し、 全世帯に配布

する。

o事前に災害発生時の状況を想定し防災行動を時系列で整理し

た行動計画、 いわゆるタイムラインを個人ごとに作成する。

o防災に関する専門的知識 ・技術を持つスペシャリス トを育成

して配置する。

o県で総合的に情報を収集して自治体間で共有する。 気象情報

を的確に把握するため、 県に気象予報士を配置する。

o S N S など多様な発信手段を活用し県民に正確かつ迅速に情

報を伝える。

※ o防災教育に関連した内容の一元化を図り、 学校における防災

教育や防災訓練を推進する。

※ o地域における自主防災組織、 消防団の強化や防災訓練への支

援を行 う と と も に、地域のリ ー ダー としての活躍が期待され

る防災士の積極的な活用が図られるよう、 市町村への支援を

強化する。

o避難所の冷暖房の整備やトイレの増設、 プ ラ イ バ シーの確保

など快適性の保持を促進する。

o災害の事前対策に対する中小企業の意識付けを進めるととも

に、 災害により甚大な被害を受け、 再建困難な産業等を支援

するため、 企業間の連携の強化を促進する。

o令和元年台風第15号及び台風第19号で被災した地域の復
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【新規】

【新規】

【新規】

※

※

【新規】

※

興を図るため、 一部損壊までの被害に対応する住宅再建支援

に取り組む。

o令和元年台風第1 9号等により被害を受けた河川の早期復旧

に取り組むとともに、国、県、市町村等で構成する協議会等

において被災原因や今後の治水対策を協議し、 本川・支川を

含めた抜本的な河川改修を推進する。

o令和元年台風第19号により被害を受けた J R水郡線につい

て、 早期復 I日に向けた支援に取り組む。

o災害時における廃棄物の迅速かつ円滑な処理のため、 市町村

による災害廃棄物処理計画の策定を支援するとともに、関係

機関との連携・協力による広域的な処理体制の構築に取り組む。

o令和元年台風第19号で被災した地域の復興を図るため、被

災した水道施設の復旧支援に取り組む。

(14) 国土強靭化の推進

① 切迫する巨大地震等や気候変動の影響により頻発・激甚化が

懸念される気象災害等を踏まえた防災・減災対策を着実に講じ、

国土強靭化を強力に推進する。

② 災害に強い県土づくりのため、国の交付金制度などを有効に

活用し、自然災害時の減災 ・防災対応として、道路の法面 ・盛

土対策や冠水対策、 河川の流木対策、 海岸堤防の高潮対策等の

インフラ整備を積極的に推進する。

③ 「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」終了後

も、国土強靭化の取組みが迅速かつ確実に実施できるよう、対

策の抜本強化を図る。

o令和元年東日本台風等により被害を受けた公共土木施設の迅

速な復旧・復興に取り組むとともに、災害に強い国土づくり

を着実に推進するため、 地方の社会資本整備財源の十分かつ

安定的な確保を国に働きかける。

o 3か年緊急対策終了後も国土強靭化を引き続き推進するため、

別枠予算での延長及び拡充を講じるよう、 国に働きかける。

o事前防災 ・減災対策の強力な推進により激甚化する自然災害
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※

※

に対する安全を確保するため、 河川改修や地域間交通のダブ

ル ネ ッ ト ワ ー ク構築など国土強靭化予算の重点配分並びに大

幅な予算増を国に働きかける。

o将来の財政負担を抑える予防保全に早急に移行するため、 診

断 ・ 修繕等の長寿命化に必要な予算の別枠確保及び安定的な

財源確保を国に働きかける。

o平常時災害時を問わず経済を支える物流の効率化を図るため、

重要物流道路の更なる指定及び既指定路線の早期補助事業化

による重点整備を国に働きかける。

④ 地域住民の安全安心に直接的な責任を有する基礎自治体を長

期的かつ安定的に支えることができるよう、地方整備局等の体

制の充実及び機能強化を図るよう、 国に働きかける。

⑤ 災害復旧時の拠点となる土木事務所等の機能強化、 土木系技

術職員の大幅増員を図るための、 予算措置並びに施策の措置を

図る。

⑥ 公共施設(橋梁 ・ トンネル等の土木構造物など)の老朽化対

策として、予防保全型の維持管理による長寿命化を進めるとと

もに、 危険施設の積極的な更新に努める。 特に橋梁については、

災害に備えて耐震化を推進する。

⑦ 住民の安全確保を優先し、 一部屋のみを耐震化する等、 家屋

全体の耐震化以外の耐震改修について普及啓発等を行うととも

に、 助成措置の充実を図る。

⑧ 国土強靭化に向けた取り組みを推進するため、 国土強靭化地

域計画の県内全市町村での早期策定に向け、 支援を強化する。

2 . 「新しい」 産業 ・雇用をつく る
(1) 人口減少を可能な限り緩やかにし、 持続的な活力ある地域社会

を創るため、本県のまち ・ひと ・しごと創生に向けた取組の強化

① 第 2期 「茨城県まち ・ひと ・しごと創生総合戦略」 を着実に

推進するとともに、 いばらき自民党から提出した 「地方創生の

ためのアイデア施策提案」 (164項日)を十分に参考にして、真

の地方創生を進める。
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※ ② 第2期 「茨城県まち ・ ひと ・ しごと創生総合戦略」 の着実な

推進を図るとともに、 その実効性を高めていくため、重要業績

評価指標(K  P I ) 等に基づき、施策の効果を適切に検証する。

※ ③ 先駆性のある取組を対象とする国の地方創生推進交付金及び

地方創生拠点整備交付金を活用した事業について、 取り組みを

進める。

(2) 新産業育成、中小企業の業態転換 ・事業承継支援

① 「県全体として稼ぐ力をつくり出す」 という基本理念を根本

に据え、新しい産業政策を再構築していく 。 そのため、商工業

や農業はもとより、医療、介護、健康、食品、教育、科学技術

などで新産業を創造する。 一方、 これまで本県経済を支えてき

たものづくりなどの既存の産業や中小企業についても一層発展

させる。

② 茨城の持つ最先端科学技術の強みと特色を生かし、 中長期的

な視点から、起業支援、新産業の創出やベンチャ ー ・新事業展

開への支援、産業人材の確保・育成などへの投資を促し、新た

な需要と雇用を生み出すとともに、若者に対し起業家精神の育

成を進める。

③ 最先端の科学技術や数多くの研究人材の集積を誇る 「つくば」

は、本県の大きな原動力であり、 その イ ノベー シ ョ ン を さ ら に

磨き上げ対日投資を呼び込み、 シ リ コ ンバ レーの よ う に してい

く 。

o産業技術総合研究所をはじめとするつくば地域の先端技術研

究施設との連携強化を図りながら、 創業や新事業展開の促進

を図る。

oつくばの科学技術の集積を活用し、 ラ イ フ イ ノ ベー シ ョ ン ・

グ リ ー ン イ ノ ベー ション分野の新事業・新産業の創出を通じ

て、我が国の成長・発展に貢献するため、「つくば国際戦略総

合特区」 の取り組みを推進する。

o 「つ くば ・東海 ・日立」 を有機的に結び付け、最先端科学技

術拠点の形成を図る。
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④ ベンチャ 一企業をはじめ、 スタ ー トアップを強く支援して、

「起業するなら茨城」 と言われるよ うにスタ ー ト ア ッ プ立県を

日指すとともに、県内で起業したベンチャ 一企業が県外に流出

しないよう、有効な支援施策を講じ、 ベンチ ャ 一企業の育成・

集積につなげる。

⑤ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)をはじめ、国の研究機関等

と連携して、宇宙関連ベンチャ 一等が活動しやすい環境づくり

に取り組み、 多くの企業が宇宙ビジネスに挑戦できる拠点形成

を進める。

⑥ 地域の活性化や再生を図るため、国家戦略特区、地域再生、

都市再生などの制度を総合的に活用する。

⑦ 本県経済の基盤を形成する中小企業の新製品 ・新技術の開発、

販路拡大を支援することにより、創造性 ・自立性に富んだ中小

企業の育成を図る。

⑧ 環境・ バイオ分野をはじめとするリ ーディング産業の新規立

地や事業拡大の大きな要件となる人材確保について、 地元市町

村や企業・学校等の連携により、技術系人材を確保するととも

に、若年労働力の地元採用 ・定着を日指す。

⑨ 大強度陽子加速器施設( J - P A R C)における中性子の産業

利用を促進する。

⑩ 次世代のエネルギー として期待されている水素エネルギーに

ついて、 本県においても水素関連の技術開発を支援し、 新たな

事業創出を促進するとともに、 家庭用燃料電池及び燃料電池自

動車等の普及拡大に向けた取り組みを一層強化することにより、

先駆的な役割を果たしていく 。

⑪ 地方の人口減少を食い止めるためには、 国としての地方から

東京圈への人口流出に歯止めをかける対策が必要であり、 「地域

における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修

学及び就業の促進に関する法律」 に基づき、東京23区内の大

学の定員增が規制されたところであるが、 さらに実効性を高め

るため、地方大学 ・地域産業創生交付金制度の拡充等について、
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※

国に対して働きかける。

⑫ 内需の停滞や中国経済の減速などによる悪影響等により、必

要な事業資金の円滑な調達に支障を来している中小企業に対し、

信用保証協会におけるセー フティネット保証制度等の円滑な利

用の促進や返済負担の軽減など、 よ り一層の金融支援制度の充

実を図る。

⑬ 大手企業との交流や産学連携による技術開発を促進し、 今後

成長が期待できる環境 ・新エネルギーや健康 ・医療機器等の産

業分野への県内中小企業の参入を積極的に支援する。

⑭ 県内中小企業の地域資源の活用や農商工等連携による新事業

への取り組みの支援を強化する。

⑮ 中小企業の新製品 ・新技術の開発に必要な技術シー スの移転

や I o T活用を支援するとともに、 I C T等の次世代技術を活

用しながら、 創造的企業 ・起業家の育成を強力に推進する。

⑯ サー ビス業など労働集約型の地域密着型企業の新規立ち上げ

に よ り、 地元雇用を創出し、 中心商店街等の賑わい復活につな

げる。

⑰ 中小小売店等を支援するため、街づくりと一体となった中心

市街地の活性化や、 賑わいのある商店街づくりを促進する。

⑱ 大型店の撤退や交通網の弱体化等に伴い高齢者など買い物困

難者の増大に対応するため、 市町村等と連携した空き店舗への

出店支援や、 商店街や新たな民間事業者等が行う宅配サー ビス ・

移動販売などの取り組みを積極的に支援する。

⑲ 事業承継の円滑化に向けた支援の充実を図る。

⑳ 厳しい経営環境に直面している建設業のイメ ー ジアップを図

る と と も に、県発注工事について、「ゼロ県債」 (ゼロ債務負担

行為)、 繰越制度や余裕期間制度の活用、 適正な工期の設定等に

よ り、施工時期等の平準化を図る。併せて、経営革新や地域貢

献に取り組む業者に対する支援の充実や県内業者育成のための

地元業者への優先発注を行う。

(211) 清掃、 植栽管理、 消防設備保守点検等の庁舎等管理業務にっ
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いて、品質確保と適正な雇用を守る観点から、最低制限価格の

適用案件の拡大を図る。

(22) 公共施設周りの植栽管理や除草・芝刈りなどの業務委託(役
務)契約において、適正な設計価格の設定に努めるとともに、

公正で健全な競争環境の確保について検討する。

(23) 中小企業における女性活躍の取組を加速させるため、 女性活
躍推進法に基づく 事業主行動計画の策定を促す。

(211) 働き方改革を進めるため、 テレワ ー クなど多様な働き方が可
能な環境の創出を推進する。

の 新たな地域経済の担い手を創出し産業の新陳代謝を促進する
ため、女性を中心とした起業を促進するとともに、後継者不足

とのマ ッチングを図る。

⑳ T P P などの経済連携協定については、農業分野をはじめ、

幅広い分野に大きな影響を及ぼすことが懸念されるため、 国際

的な動向を踏まえながら、 状況がどのように推移しても万全の

対策を講じるよう政府等へ働きかける。

(3) 茨城の発展を支えるインフラ整備

① 陸 ・海 ・空の広域交通ネットワ ー クの整備を図る。

o首都圈中央連絡自動車道については、 4車線化の早期完成を

国等に働きかけ、整備を促進するとともに、 I C ア クセス道

路の整備を推進する。

o東関東自動車道水戸線については、 県内区間の全線開通に向

けて整備を促進し、 さ らには、鹿嶋・神栖方面への延伸に取

り組む。

o新4号国道の6車線化や、国道 6号及び国道50号の4車線

化について、 早期完成を国に働きかけ、 整備を促進する。

o道路整備に必要な財源を確保し、 国 ・県道などの幹線道路網

の整備を滞ることなく推進する。

※ o茨城空港については、国内、国際定期便やチャ ー タ ー便等で

きるだけ多くの路線の確保を図る。

【新規】 o来年の東京オリンピ ッ ク ・パ ラ リ ン ピ ッ ク や ゥ ィ ズコ ロナ時
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※

代を見据え、 茨城空港にプライベー ト ジ ェ ッ トの駐機場を増

設し、 海外富裕層等との交流促進につなげる。

o茨城港及び鹿島港の整備を促進するとともに、定期航路の開

設など、 利用拡大を図るため、 効果的なポ ー ト セールスを行

つ o

② 県内高速道路網の整備進展に伴い、 その優位性を県勢発展に

結びつける幹線道路ネットワ ー ク網の整備を図る。

o県北振興を図る上で、石岡市から笠間市の道祖神峠のトンネ

ル化を実現して、 大子町方面に向かう (仮称) 茨城縦貫幹線

道路及び茨城港・常陸那珂港区から大子町方面に向かう高規

格道路の整備を進める。 【再掲】

o筑西幹線道路について、 全線を早期に結ぶことを最優先に、

整備を進める。

③ つくばエクスプレス等の鉄道網の利便性向上を図り、首都圈

との連携を強化するとともに、魅力ある沿線開発を推進する。

oつくばエクスプレスの東京駅までの延伸の早期実現を図る。

oつくばエクスプレス沿線の早期市街化を図るため、土地区画

整理事業を推進するとともに、戦略的な P Rに よ り、「つ くば

ス タ イル」 の定着を図る。

oつくばエクスプレス沿線の県有地の分譲推進と優良企業の誘

致を促進する。

④ 地域振興や観光振興を図る観点から、つくばエクスプレスの

県内延伸に向けた取り組みを推進する。

⑤ 東京直結鉄道(地下鉄8号線)の県西地域への延伸を促進する。

⑥ ひたちなか海浜鉄道湊線のひたちなか地区への延伸について

は、 ひたちなか地区開発を進展させる取り組みの一つと位置付

け、 市と一体となって延伸の実現に取り組む。

⑦ 道路・橋梁 ・ トンネルの補修、道路の除草、白線の引き直し、

河川の竹木の伐採、 堆積土砂の除去な ど、 維持補修を進める。

⑧ 海門橋など、 老朽化した橋梁の架け替えに計画的に取り組む。

19



(4) 企業立地の強力な推進、 地域振興

① 企業ニー ズに即した本社機能移転強化促進補助事業等各種優

遇措置や企業が活動しやすい事業環境の整備、 戦略的な企業誘

致策の実施などにより、 企業立地や新たな成長分野等の本社機

能の移転を促進し、 力強い産業と雇用の創出を図る。

o様々な企業の事業環境が向上するように、 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク

をはじめとする各種インフラの整備はもとより、優遇制度の

拡充、 各種許認可の迅速簡素化に努め、 地域間競争に負けな

い産業基盤づくりを進める。

② 大型投資の進む自動車産業や建設機械産業のクラスタ一化を

図るため、 関連企業の誘致に積極的に取り組み、 雇用の創出を

図る。

また、 それらの企業の製品を県内企業が活用しやすくなるよ

う P R を行 うなど、環境づくりに努める。

③ 首都圈中央連絡自動車道の沿線地域における企業立地を促進

するため、 沿線市町村の進める産業用地等の開発計画に対し、

支援を進める。

④ テレワ ー クを活用するI  T ・ ベンチャ 一企業のサテライトオ

フ ィ スなど、企業の拠点の本県への誘致促進を図る。

⑤ 地元企業、農家、研究機関と連携できる食品産業等の集積な

ど新しい発想と戦略で対処する。

⑥ 県等保有土地については、 県有地等処分・管理対策本部にお

いて、土地の利用価値、取引の実勢や将来の金利負担等を総合

的に勘案した弾力的な価格設定を行うことなどにより、全庁挙

げて早期処分に取り組む。

o企業誘致を推進するため、 全庁的に開発公社と連携を密にし

て、 公社職員が有する専門的な知識・技術等を活用するなど、

販売体制の強化に努める。

⑦ 茨城中央工業団地(笠間地区) へのおかめ納豆 (タカノフ ー

ズ) 立地に伴い、 常磐自動車道利用者に納豆の製造過程展示、

販売、食の提供を行うことにより、本県特産品をアピールする。
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併せて、 同団地の進出企業の製品を展示し、 企業のイメ ー ジアッ

プと地域農産物 (ク リ等 )の直売も併せて行うなど、県内版ア

ンテナショップとして活用する。

⑧ 畜産試験場跡地は、 県央部発展の起爆剤として活用する。

(イ) 若者が集う大学等の誘致

(ロ) 本社機能、サテ ラ イ ト オ フ ィ ス な どの誘致

(1,、1 工場、 倉庫などへの単純売却はしない
(ニ) リ ト ル シ ニ ア の メ ッ カとなっている現状を継続

⑨ ひたちなか地区は県内有数の開発可能性を持つ地域であり、

今後、 未利用の国有地で新たな工業団地を確保し、 企業を誘致

することは重要と考える。 工業団地が確実に整備されるよう、

市との連携体制の更なる強化を図る。

(5) 北関東新経済圈の創生と東日本の玄関口としての機能創生

① 北関東自動車道など陸 ・海 ・空の広域交通ネットワ ー クを生

かし、茨城・栃木・群馬の北関東3県をはじめとした隣県等と

の官民一体となった連携を推進し、交流の拡大を図る。

o茨城空港の活用も取り入れた広域観光ルー トの開発をはじめ、

産業、科学技術、保健 ・医療等、幅広い分野で地域資源の活

用を図る。

o常陸那珂港区や北関東自動車道を活用し、 物流の効率化と新

たな束西物流軸形成を目指す。

② 常陽銀行と栃木県の足利ホールディングスとの経営統合  (め

ぶきH  D )  を契機に、栃木県及び群馬県とのさらなる連携強化

の も と、新たな北関東3県経済圏の構築を視野に入れた産業展

開を図る。

(6) 国内有数の農業県茨城を成長産業と して発展させ儲かる農業

を実現

【新規】 ① 農業を主要産業として維持、発展させていくため、農業者の

所得向上に向けた施策展開を強力に推し進め、 儲かる農業を実

践する専業農家を育成する。 また、草分け的な成功事例を、農

業を日指す人や農業に興味を抱く若者に直接見せる取組を推進
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※

する。

② 国際競争力の高い儲かる農業を実現するため、 ロ ボ ッ ト技術

や I C T等の先端技術を活用したスマー ト農業の取り組みや農

地の集積・集約化により生産性の向上を図るとともに、本県農

産物のブランド力強化や 6次産業化による付加価値の向上、国

内外への新たな販路拡大等を推進する。

③ 農業のグロ ーバル化への対応については、 農産物の海外への

輸出を念頭に置いた顧客志向の経営展開や、 さらなる技術開発、

情報産業など他産業との融合は必須であることから、 これらを

なし得るような強い経営体が広範に創出され、本県農業の強力

な リ ー ダー と な り 得 る よ う、積極的な支援をしていく 。具体的

には、資金需要における新たな資金制度の創設、農 業 フ ァ ン ド

や金融機関との仲立ち、販売 ・出荷体制の構築への支援などを

実施するとともに、新しい経営体による農協に準ずる規模の共

同組織の育成も視野に入れて、 農業改革を一層推進する。

一方、 グロ ーバル化によって経営困難を余儀なくされる農業

者に対しては、 急激な環境の変化に柔軟に対応していけるよう、

農業者それぞれの実情に応じた支援策をきめ細かに施していく 。

④ 「恵水」、「常陸の輝き」 の高級店での取扱継続等に努めると

と も に、 トップブランド化に取り組んだ手法を他品日等にも応

用し、本県農林水産物全体のイメ ー ジアップと販売促進を図る。

また、 メ ロ ン の 「イ バ ラ キ ン グ」 やイチ ゴの 「いばらキ ッ ス」

などの県産オリジナル品種について、 ロッ トの拡大による認知

度向上を図る。

⑤ 本県農林水産物や加工食品のブランド化や輸出促進に向け、

G I (地理的表示)の活用を進める。

⑥ 農商工連携や医福食農連携、 6次産業化を進め、農林水産物

を利用した付加価値の高い新たな加工商品等の開発を支援する。

また、商品開発、販路開拓などの専門家を集めた 「6次産業

化サポー ト セ ン タ ー」 を活用し、生産から加工・販売に取り組

む意欲の高い農林漁業者に対し、 一貫した支援を行う。



⑦ 国の減反政策の廃止に伴い米政策が転換する中、 本県稲作農

家の経営を安定させるため、 飼料用米等の戦略作物に対する支

援策である経営所得安定対策などが継続的・安定的な制度とな

る よ う、国に強く働きかける。

また、 主食用米から飼料用米等の新規需要米への転換にあた

り、経営的な優位性を確保できるよう、産地交付金の見直しを

検討する。

⑧ 本県産米の消費拡大を図るとともに、「特A評価」 の獲得やブ

ラ ン ド 化、米粉を活用した新商品の開発など、利用拡大及び需

要拡大に積極的に取り組む。

⑨ 茨城県主要農作物等種子条例に基づき、 種子生産者や関係機

関と相互の連携協力した上で、必要な体制を整備しつつ、 需要

の見込まれる米、麦、大豆及びそば等の奨励品種の指定、原種

及び原原種の生産など、 優良な種子の生産供給に取り組む。

⑩ 「農地中間管理事業の推進に関する法律」 の施行5年後の見

直しを受け、地域の特性に応じて、 コ ー デネ ー タ一役を担う

J A、市町村、農業委員会などと農地中間管理機構が一体 となっ

て人 ・農地プランを核に、農地の集積 ・集約化を一体的に推進

する。

⑪ 県西地域においては、 畑地の基盤整備を進め、 園芸品日の一

層の品質向上や安定生産対策を継続的に行うとともに、情報発

信や効果的な P R等を推進し、 消費者や実需者に信頼される収

益性の高い園芸産地の育成を図るなど、 地域特性に応じた農業

振興に取り組む。

⑫ 産地を支える強い経営体づくりに向けて、農地の集積 ・集約

化を進め、 I C T等を活用した新技術の導入や法人化の支援な

どにより経営の大規模化・効率化を推進し、 経営感覚に優れた

経営体を育成するとともに、産地等における新規就農者の受入

体制の充実や法人等における雇用就農の拡大などにより新規就

農を促進する。

⑬ 収益の向上を日指す農業経営体や農業参入を希望する経営体
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等に対して、 法人化や雇用、 賃金、 農地の確保などの課題解決

に向けて専門家を派遺し経営発展を支援するとともに、意欲あ

る中小農家の相談にきめ細やかに対応できる相談体制の整備を

図る。

⑭ 本県が有する恵まれた教育、研修、研究環境を生かし、 農業

者等が営農しながら経営の発展段階に応じて、 体系的に経営手

法や先進技術等を習得できる講座の充実と受講者の利便性を図

る o

⑮ 中山間地域や水田作 ・畑作地域など、県内各地域の実情に応

じたきめ細かな農業者の確保・育成を進める。

⑯ 耕作放棄地については、 国の助成措置を最大限活用しながら

地域の再生利用の取組を支援するなど、 その解消と未然防止を

図る。

⑰ 国内外の産地間競争に打ち勝つため、 畜産の生産基盤強化や

県オリジナル種畜を活用したブランド力強化、輸出拡大等を推

進する と と もに、畜産環境対策と家畜衛生対策の充実強化によ

る畜産経営の安定化を図る。

⑱ 強い農業の基盤づくりを進めるため、未整備地域における農

地の基盤整備を着実に進めつつ、 生産性の向上を図るためのほ

場の大区画化や畑地かんがい等の整備、 土地改良施設の修繕 ・

更新対策の充実強化など、 農業農村整備事業を計画的に推進す

るために必要な財源を確保するよう、 国に強く働きかけを行う。

⑲ 農村地域の生活基盤の整備を支援するとともに、地域資源を

生かしたこだわり産地や、快適で魅力ある農村環境づくりを推

進する。

また、地域リ ー ダーの育成や農産物直売所の機能充実、都市

と農村の交流を促進し、 農業・農村の活性化を図る。

⑳ ィ ノシシなど有害鳥獣による農作物被害は、経済的な被害の

みならず、営農意欲の減退等の影響が懸念されることから、鳥

獣被害防止総合対策交付金等を活用 し、 効果的な対策の強化に

取り組む。
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※

(2]) 多面的機能支払交付金な どの 日本型直接支払制度を充分活用
し、農業 ・農村の有する多面的機能の維持 ・発揮を図る取組を

一層推進する。

(22) 森林の有する公益的機能が将来にわたって発揮されるよう、
県民の理解と協力のもと、森林湖沼環境税を活用し、 荒廃した

森林の間伐や伐採後の森林の再生を図るための再造林など、 森

林の保全 ・整備に取り組むとともに、茨城県県産木材利用促進

条例に基づき県産木材利用について日標値を定めて促進し、 健

全な森林の育成と林業・木材産業の振興を図る。

また、 県民の森林保全活動の裾野拡大を目指し、 県民参加の

森づくりを推進する。

② 地域住民にとって快適で豊かな森林環境をつくるため、森林

湖沼環境税を活用した平地林 ・里山林の整備を推進する。

② 漁協組織と連携して担い手の育成確保、 漁業経営規模拡大 ・

法人化、漁獲物の高鮮度化、 6次産業化などの取組を進めると

と も に、資源管理型漁業や栽培漁業、 漁業の基地となる漁港や

漁業生産を高める漁場・大規模水産加工場立地などの基盤整備

を推進し、 漁業と水産加工業が共に成長していく水産業の成長

産業化を図る。

の 障害者の働く場所を確保し、農業のイメ ー ジアップにも資す
るため、福祉施設等と連携(農福連携)し、障害者の農業分野

への就労を促進する。

⑳ 台風被害等の多発と被害拡大を踏まえ、低コ ス ト耐候性ハ ウ

スの導入や老朽化等により十分な耐候性がなく対策が必要な農

業用ハウ スについて、 ハ ウ スの補強や防風ネットの設置等を促

進する。 また、令和元年東日本台風のような甚大な災害が発生

した場合には、 被災した農地・土地改良施設の災害復 I日事業に

ついて、 激甚災害指定による補助率の嵩上げを国へ働きかける。

の 資源変動に左右されず安定出荷が可能な陸上養殖の技術の導
入を検討するとともに、新たな養殖産業の創出を日指し、基本

構想を策定する。



3 .  「新しい」 人材を育てる

(1) 次代を担う人材育成

① 県民の教育に対する関心と理解を深めるため、 知事部局と教

育庁など関係機関が一体とな り、全庁的に 「いばらき教育の日」

(いばらき教育月間)における取り組みを推進することにより、

学校・家庭・地域が連携した社会全体の教育力の向上を図る。

② 「茨城県家庭教育を支援するための条例」 の施行を踏まえ、

学校、家庭、地域など関係機関の連携を強化するとともに、家

庭教育支援に対する総合的な施策の推進を図る。

③ 生涯にわたる人格形成の基礎を培う乳幼児期から子どもの発

達段階に応じた教育を充実させるとともに、学びの連続性を確

保するため、 長期的視野に立 つて就学前教育を推進する。 保育

所、幼稚園、認定こども園と家庭との連携を深め、生涯の人格

形成に必要な規範意識や コ ミ ュ ニ ケ ー ション能力を涵養するた

め、 基本方針を提示する。

④ 豊かな心の育成や道徳の教科化を踏まえて道徳教育の充実を

図 る と と も に、教員養成課程における道徳教育の充実や、教員

の指導力向上に向けた体制づくりについて国に働きかける。 ま

た、高校の 「道徳」 及び 「道徳プラス」 について、教員に対す

る研修会等を実施し、 学校の指導体制等の充実が図れるよう支

援するとともに、青少年の健全育成諸対策を推進する。

⑤ 全国学力・学習状況調査等の結果を分析して学習指導の改善

に生かし、全国優位の児童・生徒の学力向上を日指す。

⑥ 国語に対する興味・関心を高めるとともに、日本語の素晴ら

しさを認識できるよう、 国語教育のさらなる充実を図る。

⑦ 外国語教育のための英語の教員、理科系を強化するため理科 ・

数学(算数)の教員の適正配置に努める。

⑧ ネットを活用したプログラミングや英語の教育を実施し、 イ

ノ ベー ションを起こす次世代人材(デジタルキ ッ ズ )を育成す

るなど、茨城ならではの人づくりを推進する。

⑨ 教員の欠員補充や産休 ・育休に係る常動講師の確保に努める

26



と と も に、 いばらき輝く教師塾を開講するなど、 学生等に対し

て教職の魅力を伝え、 教員志望者の増加を図る。

⑩ 学校給食に地場産物を使用する割合をさらに高めるとともに、

食育の推進・充実を図る。

⑪ 特別支援学校に在籍する児童生徒数の増加に対応した学校の

適正配置や、 今日的な課題に対応するため、 県立特別支援学校

整備計画に基づき整備を進める。

⑫ 武道の学習を通じて、 生徒がわが国固有の伝統と文化にさら

に触れるこ とができる よ う、指導教員の確保と資質の向上を図

る。本県は、合気道の世界的なメッ カ ( 笠間市 ) になっている

こ とから、武道教育に取り入れる。

⑬ 運動会など児童が集団としての一体感を味わう場面や、地域

との交流事業等において、 本県人発案のラジオ体操の効果的な

活用が図られるよう、学校に働きかけていく 。

⑭ 経済的理由により大学進学を断念することがないよう、県独

自の給付型奨学金の導入を検討する。

⑮ 教員の勤務環境を整えるため、 スク ール カ ウ ン セ ラ ー等の外

部人材の活用や、 部活動指導員の配置を含め新たな部活動の指

導体制の構築に取り組む。

また、 教員一人一人が持つ人間的魅力を十分に発揮しつつ、

子どもたちの指導に当たっていくため、教員の資質向上を図る。

⑯ 子どもたちの人格形成を図るため、校長の強いリ ー ダー シ ッ

プのもと、 多様な外部人材の活用や地域との連携などにより、

チ ー ム学校として総合力で様々な課題に対応できる学校づくり

を進める。

⑰ 教員が心身ともに元気で活力に満ち、 質の高い教育を実践で

き る よ う、教員の働き方改革を推進する。

⑱ 茨城県いじめの根絶を目指す条例の趣旨を踏まえ、 子どもた

ちが健やかに育つ環境の整備を図る。

o 「いばらき教育月間」 において、 いじめの根絶に向けた重点

的な啓発活動を実施する。
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【新規】

※

【新規】

o条例に基づく対策に向けた推進体制の整備を図る。

o S N S などを通じて行われるいじめの防止等を図る取組を推

進する。

o教職員への研修や子どもたちへの啓発資料の配付等により、

条例の趣旨や内容について周知を図る。

⑲ 教職員の不祥事が多発する中、 効果的と考えられるあらゆる

取組を行い、資質向上に努めると と もに、教職員一人ひとりが

コ ンプライアンスを遵守し、服務規律を確保することで不祥事

の根絶を図る。

⑳ 学習指導要領に位置付けられたプログラミング教育への対応

や、 I C T(情報通信技術)社会に適切に対応できる情報活用能

力の育成を図るため、教員のI C T活用指導力を高めるととも

に、 I C Tに関する専門教員や I CT支援員、 G  I G Aスク ー

ルサポ ー タ ーの積極的な活用など、 スキル向上を図る手立て を

早急に検討、 実施する。

ell) 子供の安全な通行を確保するための道路交通環境の整備を推
進する。

o未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等の緊

急安全点検の実施結果を踏まえ、 交通安全施設の整備等、 着

手可能な事業から早急に子供の安全な通行を確保する道路交

通環境の整備を推進する。

o市町村の通学路交通安全プログラム等による合同点検を定期

的に実施し、 点検結果を登下校時の安全確保措置に反映させ

ていく取組を継続する。 また、地域特性に応じた課題を設定

する等、 合同点検を実効性のあるものにする。

o通学路などの日常生活に密着した道路について、 安全性の確

保と利便性の向上を図る観点から、 通学路の歩道整備などを

重点的に進める。

o幅員の狭小な道路についても、 通学路の安全の確保を図る。

o通学路を中心とした生活道路において 「ゾ ー ン30」 の設定に

よる最高速度30km/hの区域規制を実施して、 人優先のェ リ
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アを形成する。

o交通事故の発生件数を減少させるため、 関係機関・団体や県内

の企業等と連携した交通マナ ー向上運動や各季交通安全運動

の推進等により、 県民の交通安全意識の向上を図る。

o犯罪の未然防止の観点から、 警察とも連携して学校などでの

地域安全マ ップづくりを進める。

o登下校時の警察によるパトロ ールの強化を図るとともに、

P T Aや民間団体などの協力を得て地域ぐるみの見守り活動

をさらに強化する。

(2) 若者への投資強化、女性活躍推進、 青少年対策
① 人口減少や超高齢社会を支える若者への財政支出(投資)や

生活支援と女性活躍推進は、 特に重要であり、 県政の柱として

主要施策に位置付ける。 特に若者の正規雇用を促進する。

② 女性の起業により、女性が生き生きと活躍できるとともに、

本県産業の据野が広がり厚みが増すことから、 起業に向けた種々

の課題にきめ細かに対応する。 また、出産・育児等によりやむ

を得ず離職する女性が多いため、 「女性が働きやすい社会システ

ムの構築」 に向けて環境整備を図る。

③ 若者、青年が集う施設(若者館、新タイプの図書館)を整備

して、 出会いの機会に活用する。

④ 青少年が、携帯電話等のインタ ー ネット端末を使用して有害

情報にアクセスすることを防ぐため、 イ ン タ ー ネッ トや携帯電

話等の危険な側面やその対処法を保護者等に伝えるメディア教

育指導員の養成などの諸施策の充実を図る。

⑤ 保護者に対して、青少年が使用する携帯電話等にフィルタリ

ングサー ビスを導入することを義務付ける。

⑥ 覚醒剤、麻薬、大麻、危険 ド ラ ッ グなどの乱用防止を啓発し、

正しい知識を普及させる。 特に若い世代に対して薬物の危険性・

違法性を認識させるための薬物乱用防止教室の開催推進など教

育の充実を図り、 薬物乱用防止対策の強化を図る。
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(3) 茨城を支えリー ドする人材の育成

① 政府が最重要課題と位置付ける地方創生では今後、 地方の創

意工夫が求められることから、県が地域の特性を生かした地域

づくりの方向性を打ち出し、県内市町村の取り組みをリ ー ドす

るような先導的な役割を果たすとともに、県の内外を問わず、

地域づくりの核となる人材の積極的な活用を進める。

② 雇用の安定化を図るため、 職業訓練等の人材育成や職業紹介

施策を充実し、 フ リ ー タ 一や若年無業者、離職者等に対して効

果的な雇用対策を推進する。

o ジ ョ ブ カ ー ド制度を周知するなど若年者の正規雇用に向けた

積極的な支援を図る。

oいばらき就職支援センタ ーにおいて、 キ ャ リ ア カ ウ ン セ リ ン

グから職業紹介までの一貫した支援を行うなど、 正規雇用を

日指した雇用対策を重点的に推進する。

o新規高卒者の就職希望者全員が就職できるよう、各学校や経

済団体などと連携し、 よ り一層の就職支援に努める。

o人材が不足している福祉・介護分野や農林水産業分野につい

ては、 高校における人材養成、 専門学校への支援を進める。

就職説明会やセミナ ーの開催、修学資金支援、職業訓練の実

施などによる就業促進を日指す。

③ 首都圈から若者を呼び込むため、県内企業等とも連携し、移

住や ・二地域居住や関係人口の拡大等の取り組みを強力に推進

するなど、 U ・ I ・  J タ ー ンを促進する。官民一体での支援体

制をつくる。 【再掲】

④ 大学等高等教育機関を誘致して、 若者の県内定着に結び付け

る o

4 . 「新しい」 夢 ・希望をつく る
(1) I CT先進県づくり

※ ① Society5.0を見据えた新しい茨城づくりに向け、第4次産業

革命といわれるA I 、  I o T、 ビ ッ グデー タ、 ロ ボ ッ ト な ど の

先端技術を、 市町村との連携を強化し、 地域の課題を踏まえ社
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会実装することで、 県民が安心 ・安全に暮らせる環境づく り を

推進するとともに、 I C T等の次世代技術を活用しながら、本

県産業の振興と県民生活の向上を図る施策展開を積極的に検討

する。

【新規】 ② 県総合計画の改定に当たっては、Society5 . 0を位置づけて

いくように検討し、 組織改革を含めた庁内のデジタル化推進に

努める。

③ ネットを活用したプログラミングや英語の教育を実施し、 イ

ノ ベー ションを起こす次世代人材(デジタルキ ッ ズ )を育成す

るなど、茨城ならではの人づくりを推進する。 【再掲】

④ 高度情報社会の構築を図る。

o地域間格差が生じないよう、 超高速ブロ ー ド バ ン ド や ス マー

ト フ ォン等のモバイル端末など情報通信環境の整備を促進す

る o

o N H K県域デジタル放送の県内における周知促進、 視聴世帯

の拡大とともに、充実した情報発信を図る。

o外国人観光客の増加や東京オリンピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク競

技大会の開催に向け、無料公衆無線L A N「IBARAKI  FREE

Wi-Fi」 スポットの整備を促進する。

⑤ イ ン タ ー ネ ッ ト 動 画サ イ ト 「いばキラ T V 」 を通じ、茨城県

の魅力を国内外に発信する。

⑥ 県民意識を高揚するため、 いばキラ T Vをテレビで見られる

システムを開発する。

⑦ 県域民放テレビ局の開局と、映像による情報発信のあり方に

ついて、 様々な選択肢を勘案しながら、 最善策や支援策を幅広

く検討していく 。

(2) 「魅力度ワース ト1からNo. 1 へ」 プロジェクト推進
① ブランド総研が毎年発表する都道府県魅力度ランキング上位

を目指し、 観光資源や県産品など本県の魅力を積極的に発信す

る o

② 先駆的な取り組みであるインタ ー ネ ッ ト 動 画サ イ ト 「いばキ

31



ラ T V」  を通じ、 本県における様々な企画や、 食をはじめとす

る文化 ・歴史等の情報を発信することにより、本県の理解度と

知名度、 魅力度の向上を図る。

③ 本県の魅力度の抜本的向上を図るため、市町村やメデ ィア、

観光業者、県民との連携を一層強化し、 様々な魅力を発掘しな

が ら、 S N S など多様な手段をも って国内外に向けて情報発信、

情報交流していく 。

(3) 世界に飛躍する茨城へ
① 本県は、 予算規模が世界の中の一国にも匹敵する規模であり、

港湾や空港など世界との交易・交流機能をも有していることか

ら、 その潜在力を十分に発現するため、 世界日線を持 つ た超大

県を日指す政策を展開する。

o県産品の輸出や中小企業の海外進出などの施策をより一層強

力に展開する。

② 国やジェトロなど関係機関と連携し、国際化セミナ ーの開催

や企業からの貿易等に関する相談への対応、 海外で開催される

展示会・見本市への出展支援など、 県内中小企業の海外展開を支

援する。

③ つくば国際戦略総合特区プロジェクトなどの最先端の科学技

術を世界に発信し、海外からのベンチャ 一投資を呼び込む取り

組みを推進する。 また、外資系企業の試験研究機関等の県内誘

致を促進するため、 外資系企業関係者や研究者等が多く参加す

る国際会議等(M I C E ) を誘致し、 最先端の科学技術の集積

など本県の優位性をアピールする。

※ ④ グロ ーバル化の進展により、 農業分野における国際競争の激

化が避けられない状況の中、 本県農業は、 時代の潮流を的確に

捉え、農業者の立場に立 つ た新しいビジョンに基づき、力強い

茨城農業を実現して、 国内外の競争に打ち勝 つていく体制を築

かなければならない。 そのため、農産物のブランド力を強化す

る こ と や販路拡大 ・輸出拡大に向けた取り組みを積極的に行 っ

ていく 。
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o農産物や工業製品の輸出促進のため、 いばらき中小企業グロー

バル推進機構やジェトロ茨城貿易情報センタ ー との連携をよ

り一層強化する。

o東南アジア等への輸出の取組を強化するため、 ム ス リ ム を 対

象としたハラ ール認証の取得等、必要な取組への支援を行い、

さらなる輸出の拡大を図る。

⑤ ひたちなか地区においては、 国際物流体制の整備や国際展示

場の建設、企業立地を推進し、国際港湾公園都市づくりを図る。

⑥ 航空貨物については、取り扱い実績を積み重ねつつ、関係者

の意向を聞きながら、 取り扱いの拡大に向けた検討を進める。

⑦ 農林水産物や食品の輸出については、諸外国・地域から輸入

規制措置等が取られており、 早急に諸外国の輸入規制解除が講

ぜられるよ う、 国に要望する。

⑧ 国内有数の農業県として、農林水産業関連のT P P対策等を

着実に進める。

(4) ビジッ ト茨城一新観光創生

① 「いばらき観光おもてなし推進条例」 の施行を踏まえた施策

と し て、観光客を受け入れる 「おもてなしの心」 の醸成につい

て、 取り組みを一層促進する。 「県民誰もが観光大使」 と な り、

おもてなしや情報発信ができるようにする。

② きめ細やかな観光サー ビスの提供を支援する。特に、外国人

観光客の受入体制整備に取り組む。

③ 「観光圈の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関す

る法律」 による支援制度など、 広域的な観光誘客の取り組みに

資する制度を活用し、 本県観光のさらなる振興を図る。

oものづくり現場やコ ンビナ ー トの夜景、産業遺産などを巡る

産業観光を推進する。

④ 本県の魅力ある観光地域や観光資源を県外の方に実感しても

ら う ために、農泊・民泊・体験・滞在型の観光の開拓や拠点づ

くりにも力を入れ、魅力を実感できる取り組みを進めていく 。

※ ⑤ 茨城県の豊かな自然環境を活用し、誰もが楽しめる 「日本一

33



※

※

※

※

の サ イ ク リ ン グ王国いばらき」 の構築に向け、 「つくば霞 ヶ浦

りん りんロ ー ド」 「奥久慈里山ヒルクライムルー ト ( 仮称 )」「大

洗・ ひたち海浜シーサ イ ド ルー ト ( 仮 称 )」 「鬼怒・小貝リバー

サ イ ド ルー ト ( 仮称 )」 のモデルルー トの整備を進め、大会誘致

や拠点づくりを積極的に行っていく 。併せて、国や市町村と連

携しながら、全県的なルー トの開発を検討し、 いばらきの魅力

再発見につなげる。

⑥ 本県の重要な資源である霞 ヶ浦の再生に向けて、 県民が自然

と触れ合うこ とができる場づく り として、水と親しむ園地の整

備を検討する。

⑦ 首都圈の小中学生などを対象に、 幅広いメニュ ーをそろえた

体験型教育旅行を企画し、 首都圏を代表する体験交流空間づく

りを促進する。

⑧ 県立学校等の修学旅行における茨城空港の利活用の促進を図

る o

⑨ 海外就航先とのビジネス交流を促進するための支援策を講じ、

地域産業の拡大・活性化を図る。

⑩ 茨城空港が今後もにぎわい拠点として存在し続けるよう、航

空自衛隊のP R館も兼ねた航空博物館(茨城空港P R館)  の新

設を検討する。

⑩ 茨城空港における、県産品アンテナショップ機能の拡充や県

外客に対する県の特徴を活かしたおもてなしを図る。

⑫ 茨城空港の国際定期路線の更なる拡充と誘客促進により国際

的視野を持 つ た県民の育成や幅広い世代 ・ 分野での交流促進を

図る。

⑬ 茨城空港の利用者の確保のため、利用者に対するより分かり

やすい情報提供やその内容の充実など、 利用者サー ビスの向上

に努める。

⑭ 大洗港区の航路泊地の埋没浚操を推進するとともに、現状で

利用されているフェリ ーや客船のみならず、大型客船に対応で

き る クルー ズポー トとして整備し、賑わい拠点の発展を図る。
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※

⑮ つくばの研究施設や国際会議場などを活用した新たな観光資

源を開拓する。

⑯ 新たな観光スポットとなる観光資源の発掘 ・整備を進めると

と も に、食を含めた本県の魅力を広く発信し、観光客の誘客を

促進する。 また、宿泊観光を促進するため、本県のフラッ グシッ

プとなる新たな宿泊施設の誘致や、 既存宿泊施設の魅力向上に

向けたコ ンサルティング支援などに取り組む。

⑰ 砂沼サ ン ビーチ跡地は、延伸を図っている地下鉄8号線と常

総線を結ぶ地域に当たり、 豊かな自然が調和する広大な敷地が

確保できることから、地域の将来像を見据えた跡地利用策を検

討する。

⑱ 北関東3県連携による観光施策に取り組む。

(5) 県内版 アンテナショップの開設

県民や来県者に向けて本県産農林水産物等をP R し、 味わ う こ

とができる拠点づくりを推進する。

(6) 「映画の聖地いばらき」一日本版ハ リ ウ ッ ド一構想

フ ィ ル ム コ ミ ッ シ ョ ン 日 本一の実績を活かし、 ロケ地を観光資

源として活用するとともに、本県を日本の映画 ・映像づくりの最

大拠点として位置付け、国内、海外からのロケ誘致をして、日本

版ハ リ ゥ ッドを日指す。

(7) 東京 2 0 2 0 オ リ ン ピ ッ ク ・パラ リ ン ピ ッ ク競技大会に向けて

開催準備を進めるとともに、 本県の魅力度向上を図る

① 2 0 2 1年に延期された東京オリンピ ッ ク ・パ ラ リ ン ピ ッ ク

の開催に際しては、多くの外国人旅行者が訪日することが予想

される。 この訪日外国人に対し、 わが国、 本県の生活体験がで

きる短期ホ ー ムステイ企画を提案し、 より多くの外国人の来県

を促し、 本県の知名度向上と経済効果を高める。

o農村生活体験や農林業体験等の事業ノウハウを持つ諸団体と

の連携を図る。

② 全国第3位の農業産出額を誇る本県は、東京の食料供給基地

として確固たる地位を確立している。 世界各国のスポ ー ツ選手
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や報道機関、 観光客が集ま り、 大きな注日と需要が生じる東京

オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ クにおいても、本県の豊富な食材

の提供や情報発信などによって、 本県農産物の魅力をアピール

することを検討していく。 このため食材提供の要件であるG A P

(農業生産工程管理) の普及推進に努める。

③ 東京オリンピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ クでの来県者は相当数にの

ぼるものと予測される。 このため、県民の心からのおもてなし

により本県のイメ ー ジアップにつなげてい く と と もに、バ リ ア

フ リ ー対策やボ ラ ン テ ィ ア人材の確保を進めるなど本県のノ ー

マ ラ イ ゼー シ ョ ン形成の意気込みを示し、高齢者や障害者が安

全で快適に競技を観戦し、 楽しむことができる環境を整備する。

また、来県者により本県を楽しんでいただくべく 「いばらき う

まいもんどころマ ッ プ」 を作成し、 経済効果の向上を図るとと

もに、 中学 ・高校生などの若者が積極的に運営にかかわれる工

夫や、道路の草刈り・清掃など環境美化を実施する。

④ 茨城国体終了後においても、大会開催のレガシー と し て よ り

一層のスポ ー ツ振興を図るため、 引き続き老朽化した施設・設

備の改修に取り組む。 改修にあたっては、 障害者スポ ー ツの推

進や競技水準の向上を図るため、 障害者も利用可能な施設とな

るよう配慮する。

⑤ 全国規模のスポ ー ツ大会の支援や国体正式競技に加え、 デモ

ン ス ト レー シ ョ ン ス ポー ツ競技も視野に入れた記念大会を開催

するこ とによ り 、  スポ ー ツ人口やスポー ツ交流人口の拡大を図

る o

(8) スポーツ、音楽文化等を通した郷土愛の醸成

① 野球、 サ ッ カ ー、バス ケ ッ ト ボールなどク ラブチ ー ム ( プロ

野球を含む) と地域との交流を促進するとともに誘致を推進し

て、 支援を行う。

② 「ロ ッ ク ・ イ ン ・ ジ ャ パ ン ・ フ ェ ス テ ィ バ ル」 など大型イベ

ントの継続、誘致に積極的に取り組むとともに、 P  Rや支援を

行 う。
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5 .  「新しい」 県政を支える財政基盤 ・県庁組織体制を創り、 「行
政革命」 を進める
(1) 開かれた県政の実現とイメージなど新しい県づくりに向けた戦

略の刷新

① 本県の特性や優位性を生かしつつ、県勢発展の基盤となるシ

ンプルでダ イナ ミ ッ クかつ地域バ ラ ン ス の と れ た グ ラ ン ド デ ザ

インを構築する。

② 国連の持続可能な開発日標S D Gsを参考に、社会と共に成長

することを県政運営の戦略に位置づける。

③ 将来負担比率等の財政指標と併せて、 県債残高について発行

の目的などに応じて整理、 管理、 分析するなど、 分かりやすい

財政情報の開示に努める。

④ 県政の徹底した情報公開を進め、 ネッ トの活用などによる県

民参加型行政を推進する。

(2) 民間の活力をフルに取り入れた茨城の底力創生

① 真の地方創生の実現には、「産・官・学・金・労・言・民」一

体となった創意工夫が必須であることから、大学、金融機関、

民間団体、 N  P 0とのさらなる連携・協力体制の構築を図り、

多様な主体を取り込んだインパクトのある施策を展開する。

② 民間経営感覚を取り入れ、民間の力を活用し、「公」 の領域で

あ ったものも 「民」 が担えるよ うにして、官民が協働して本県

の活力を向上させるような大胆な行財政改革に取り組む。 官民

連携の社会貢献型投資、 いわゆるソ ー シ ャ ル ・ イ ン パ ク ト ・ ボ

ン ド も、民間の力を行政に取り込む手法として検討する。

③ クラウドファンディングを活用した文化の振興を促進する。

一寄付文化の醸成

(3) 財政健全化、 行財政改革の推進

① 財政健全化を図るために、施策の選択を行い、予算の重点配

分を大胆に行う。

② 施策の選択を行った上で、従来の零細補助金を洗い出し、見

直しを行うなど、財源の有効活用を行う (スクラップ&ビルド ) 。
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※

③ 本県の財政基盤の充実のため、 以下について地方税財政の抜

本的な改革を国に要請する。

o引き続き増加する社会保障関係費など、 地方の行財政需要を

的確に把握し、 地方において安定的な行政サー ビスを提供で

き る よ う、地方交付税総額を復元・充実する。

o国から地方への更なる税源移譲については、 地域偏在性の少

ない安定的な地方税体系の構築を図りっつ、 速やかに実現す

る o

④ 県総合計画に基づく行財政改革を最優先に推進し、 進行管理

に努めながらより一層の財政健全化を図る。

⑤ 歳出総額に占める義務的経費の割合が、 近年増加傾向にある

こ と か ら、持続可能な財政運営を確保するため、財政構造改革

を進める。特に、将来の世代に過大な負担をさせないよう、将

来負担比率の改善を図るとともに、県債残高の縮減などに努め

る o

⑥ 保有土地に係る実質的な将来負担見込額 (令和元年度末見込:

173億円程度)については、県民への負担を最小限としつつ、持

続可能な財政運営を確保するため、 令和11年度までの対策額の

平準化を図りながら計画的に解消する。

⑦ 県出資法人等について、 削減日標を設定し、 抜本的改革を推

進する。

o県出資法人数については、 平成28年度から2法人削減し令和3

年度の削減目標 (平成28年度37法人→令和3年度35法人) は達

成しているが、 法人の県行政における役割や事業効果等を踏

まえ、 更なる指導対象法人数の削減に取り組む。

o人的関与については、 県派遺職員を令和元年度の112人から、

令和3年度までに110人に削減する。

o財政的関与については、 公社対策分を除く補助金・委託料等

(平成30年度合計額122億円) を、 引き続き150億円以下に抑制

する。

⑧ 県出資法人等のうち、県民への影響の特に大きい開発公社と
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土地開発公社については、 事業運営の責任体制を明確に し、 県

民負担の抑制を念頭に引き続き改革を推進する。

o開発公社については、 土地開発事業を基本として存続し、 県

の新たな財政負担が生じないよう、 緊張感を持 つて事業運営

に取り組む。 このため、 必要最小限の組織を目指し、 福祉施

設部門、 ビル管理部門については、 収益性に十分配慮し、 民

間への譲渡も視野に入れて着実な事業運営に取り組む。

o土地開発公社については、 地価下落により公有地の拡大の推

進に関する法律に基づく用地の先行取得事業の必要性は限ら

れてきており、当面は事業縮小に努めると と もに、保有土地

の販売体制を強化して早期処分を進める。

(4) 県庁改革、適正な職員配置、職員の働き方改革

① 新たな県民ニー ズ等に的確に対応し、 県民サー ビスを向上さ

せるため、職員の意識改革 ・組織の活性化、高度の専門性を有

する職員の育成、 成果を重視した行政運営など県庁改革を推進

する。

② 大規模災害への対応はマンパワ ーが重要であり、 これ以上の

職員数削減は回避すべきである。 県民サー ビスが低下すること

のないよ う、かつ、職員の業務の過重負担にならないよう、行

政需要に見合った適正な職員定数と配置に見直す。

o うつ病など 「心の病」 で病気休暇を取る職員が少なくないこ

とか ら、 これまでの職員個人を対象としたメンタルヘルス対

策 と と も に、過重労働や隠れた超過動務の是正、自殺防止な

どに取り組み、 職員がやる気を持 つて働きやすい職場づくり

を進める。

【新規】 ③ 県庁舎(行政棟)や各出先機関庁舎で分煙対策を講じること

に よ り、敷地内禁煙を再考する。県庁敷地内で分煙に対応した

喫煙所を設置し、 喫煙環境の整備にあたっては、 たばこ価格の

6 3 %を占めるたばこ税を活用する。
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11. 関東 ・ 東北豪雨の災害からの復興を成し遂げるとともに、
東日本大震災からの復興を加速させ、 大規模災害に強い
いばらきを日指す

1 .  関東 ・東北豪雨の災害からの復興と今後の災害対策強化を図
る

(1) 被災者支援

① 被災者の生活再建支援

o 「被災者生活再建支援制度」 の支援上限額の大幅な引上げ及

び適用範囲の拡大について国に要望すること。

o災害救助法に基づく住宅の応急修理については、 「半壊」 の場

合に求められる資力要件の撤廃を国に要望すること。 なお、

既に自費で修理した被災者に対しても適用すること。

o住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度について、 住宅再

建に係る被災者の負担軽減を図るため、 融資利率の引き下げ

などを国に働きかける。

② 被災した中小企業に対する支援

被災した中小企業の早期の事業再開や円滑な事業継続を図る

ため、 以下の取組を行う。

o被災した商工業者に対する支援制度の拡充等を国に働きかけ

る o

o相談体制の充実とともに、事業再生に向けた支援策を活用し、

二重債務問題への対応を図る。

③ 被災者への生活支援

o D P A Tの組織化など被災者への心のケア対策を図る。

o ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー (地域支えあいセンタ ー ) への支援を

行 う。

(2) 国 ・県・市町村の連携等

① 河川管理者からの避難指示系統の確立

大雨時において、 河川管理者は、 市町村長が発令する避難勧

告などの判断材料となる河川水位等について、 より迅速かつ適

切で分かりやすい情報の提供に努める。
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② 広域対応の必要性があるため、 県と市町村との避難に係る広

域連携組織の常設化を検討する。 また、 市町村と県との災害対

策本部間の連携を強化する。 さ ら に、広域市町村での対策本部

の設置を検討する。

③ 県や市町村における危機管理部門へ気象予報士や自衛隊0 B

等の配置を進める。

2 .  東日本大震災からの復興と今後の震災対策の強化を図る

(1) 被災者対策等

被災者の生活再建支援策の充実等について

新たな認定方法によっても対象とならない液状化の被害を受け

た世帯や、 半壊・床上浸水の被害を受けた世帯などに対する支援

の充実を図る。

(2) 公共施設等の復興

① 公共土木施設の復興事業について

(イ) 道路、 港湾などの復興事業のため十分な財源を確保する。

(ロ) 緊急輸送道路ネットワ ー クの強化を図るため、高速道路の

未開通区間の解消、 防災上重要な施設等へのアクセス強化、

災害時における代替ルー トの確保などについて重点的に取り

組む。

② 社会教育施設の耐震化の促進について

公立社会教育施設に係る経費は、 国が全面的に財政支援する

よう国に働きかける。

③ 文化財の補修等への支援について

国指定文化財、 国登録文化財などの補修等について、 十分な

財政支援措置を講じる。 また、県及び市町村指定文化財の修理 ・

修復についても、 自治体及び文化財所有者等の過大な負担とな

らないよ う、 国庫補助制度の創設を国に働きかける。

(3) 産業復興対策

① 「二重債務問題」 に直面している中小企業者に対する支援に

ついて

被災した中小企業の円滑な事業継続を図るため、 平成23年11
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※

※

月に設置された 「茨城県産業復興相談センタ ー」 については、

中小企業の再生計画や債権者間の調整等に関するワンストップ

相談窓口として、機能を十二分に果たすよう努める。

② 中小企業等グループの地域振興に資する共同事業実施に係る

支援について

中小企業等グループ施設等災害復 I日事業の採択を受けた、 中

小企業等のグループが行う地域振興に資する共同事業について、

未完了のグループに対する早期の事業完了を支援する。

③ 企業立地の促進について

震災後の地域の産業振興を図るため、 本県の優れた立地環境

や独自の優遇制度などを積極的に情報発信すること等により、

企業立地を促進する。

④ 東日本大震災復興緊急融資の融資枠の確保について

東日本大震災 ・福島第一原子力発電所事故の影響により、風

評被害などの間接被害が依然として継続していることから、被

災企業の資金繰りを引き続き支援するため、 十分な融資枠を確

保する。

(4) 復旧 ・復興のための財政支援等

(イ) 「第2期復興 ・創生期間」 において必要な事業等については、

柔軟かつ機動的に予算措置を講じる。 その際には、 今後の財政

運営に支障が生じないよう、 県負担を極力抑制し、 国に対して

以下の項目を強く要請する。

o国庫補助事業について、 対象の拡大や要件の緩和、 補助率の

嵩上げなど、 手厚く弾力的な制度とする。

o 「第2期復興 ・創生期間」 において必要な事業等に係る地方

負担分については、 被災自治体の過度な負担にならないよう、

引き続き震災復興特別交付税等による地方財政措置を講じる。

(ロ) 観光業や農林水産業など各分野の風評被害の解消について、

原発事故による影響の払拭に積極的に取り組むとともに、 自治

体の取り組みに対する十分な財政支援を行う。
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(5) 福島第一原子力発電所事故対策

① 原発事故の早期収束等について

原発事故の早期収束及び新たな放射性物質の放出防止策の実

施について、 国及び束京電力に対し強く求める。

o特に、 放射性汚染水問題については、 東京電力任せにするの

ではなく、国が前面に出て、抜本的な対策を講じるよう、国

に対し強く求める。

② 全ての損害への早急な賠償について

(イ) 被災者が元の生活に早く戻れるよう、原発事故に起因する

全ての損害が迅速かつ適切に賠償されるよ う、 国や東京電力

に対し働きかけを行う。

また、 風評被害に苦しむ全ての事業者に対して、 賠償金を

非課税扱いとするよう、 国に対し働きかけを行う。

(ロ) 放射性物質を含む下水汚泥や焼却灰の保管及び処分等に係

る経費について、 全額東京電力の損害賠償の対象とされるよ

う働きかけると と もに、 早期の賠償金の受入れを進める。

③ 放射性物質による汚染等への適切な対応について

(イ) 市町村等による除染に係る措置に対し、 国が責任を持 つて

適切な支援等を行うとともに、市町村等が実施した除染経費

の全てを国が負担するように、国に対し強く求める。

また、 除染により発生した除去土壌を理立するための処分

基準を国が早急に策定するように、国に対し強く求める。

(ロ) 放射性物質に対する国民の不安を払拭するため、 放射性物

質の人体への影響等に関する正確な情報を発信するなど必要

な措置を講じるよう、 国に対し強く求める。

CI,、、) 指定廃棄物の処理については、 関係自治体や地域住民の意

見をよく聞き、合意形成を前提とするよう、国に対し強く求

める。

また、風評被害対策に万全を期すよう、国に対し強く求め

る o

(̃  放射性物質に汚染された焼却灰等の処理について、 国によ
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※

※

る処分先の確保、処分の実施及び保管費用等の全額を国の負

担措置になるよう国に要請するほか、 環境省と連携して適切

な保管等が実施されるよう助言を行うなど、施設管理者の負

担軽減を図る。

(ホ) 農林水産物の放射能に対する安全 ・安心の確保のため、放

射性物質の検査体制を継続する。

(へ) 食品の放射性物質に関するモニタリング検査を継続的に実

施し、 その検査結果を県民に分かりやすく公表する。 また、

食品の放射性物質検査機器について、 国民生活センタ ーが実

施する貸与制度の利用や消費者行政強化交付金を活用 した助

成等により、 市町村への機器配置を引き続き支援する。

④ 風評被害防止等への積極的な対応について

(イ) 周遊観光の推進や観光キャンペー ンなどを通じて、原発事

故に伴う風評被害の拡大防止と払拭を図り、 引き続き観光客

誘致に向けた対策を講じるとともに、 自治体の取り組みに対

する十分な財政支援を行う。

(ロ) 県産品の安全性を徹底して情報発信するほか、 季節や旬の

移り変わりに合わせ、風評被害の拡大防止・払拭に向けて、

県産品の販売キャンペー ンを行うなど積極的な対策を講じる。

また、 農業産出額全国第3位を誇る本県の豊富な農林水産

物を県内外に広くP Rするイベントを開催するなど、本県の

魅力を積極的にアピールする。

(ハ1 著名人や地元の若者(県産娘や県産美少年を募るなど)を

活用し、 メディアでの情報発信を大々的に行い、思い切っ た

P R を 行 う こ と に よ り、風評被害を超えた新たな付加価値を

創造しブランドづくりを展開する。

(̃  茨城県の 「茨城をたべようD a  y (毎月第3日曜日)」 及び
「茨城をたべようW e  e k ( それから始まる一週間)」 を活用

し、 学校給食や社員食堂、 外食産業、 量販店などの協力を得

て意識啓発に努めるなど、 県産食材の消費拡大を図る。

(ホ) 本県の観光地や農林水産物の安全性を首都圈に P Rし 、風
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評払試に努めるとともに、 茨城全体のイメ ー ジアップを日的

として設置されたアンテナショップを有効に活用し、本県の

魅力のアピール と イ ン タ ー ネットによる県産品の販売に取り

組む。

(6) 防災・治安対策

① 地震に強い施設づくりについて

学校や病院等の耐震化を促進するなど、 大規模災害発生時に

備えた施設づくりを早急に進める。

② 津波防災対策について

L1津波(数十年から百数十年に 1度の津波)から住民の生

命・財産を守るとともに、 これを超える津波に対しても、堤防

の機能を粘り強く発揮し、 被害を軽減させるため、 海岸と河川

河口部の一体的な整備を推進する。

③ 災害時の情報収集 ・伝達システムの整備強化について

o スマー トフォン等のモバイル端末は、重要な情報伝達手段と

な る こ と か ら、災害時でも安定した通信・通話ができるよう

な通信網の整備を図る。

o防災情報ネッ トワ ー クシステムについては、東日本大震災等

を踏まえ、 関連システム等との連携機能強化等を図る。

o災害情報を迅速 ・正確に県民に対して提供するため、 スマー

トフォン等の携帯端末を活用した情報提供を検討する。

④ 災害時の安全・安心の確保等について

(イ) 災害時において安全で円滑な交通を確保するため、 信号機

電源付加装置の整備等を図る。

(ロ) 災害対策用資機材等の整備を図る。

CI,、、) 被害が想定される全ての県民に災害情報を迅速に伝えるた

め、市町村防災行政無線の整備を促進する。 また、避難支援

プラン(個別計画)の策定などにより、 障害者や高齢者への情

報伝達手段の充実を図る。

(̃  災害時における医療施設等のライフラインを確保するため、
井戸掘削に係る国庫補助制度の創設等の措置を講じる。 また、
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地域コ ミ ュ ニ テ ィ ごとに井戸を掘り、 飲料水を確保する。

Cホ) 節電対策については、 県民生活や経済活動に影響を及ぼす

こ と の ない よ う、積極的な啓発活動を行うとともに、省エネ

ルギー機器の導入に対する支援の拡充を図る。

(へ) 首都直下地震の発生が想定される中で、 東京圈に多くの県

民が通勤通学している本県としては、 県民の安全確保は県の

責務として、 帰宅困難者対策を東京都などとの連携協力体制

の下に検討する。

(7) 原子力安全 ・防災対策

① 原子力安全対策の強化について

(イ) 福島第一原子力発電所事故については、 引き続き徹底した

事故原因の究明を行い、 新たに得られた知見については、 そ

の都度、適切に安全対策に反映さ せ る よ う、国に対し強く求

める。

(ロ) 全国の原子力発電所を対象に新規制基準への適合性を早急

に審査し、 その結果について、国民に分かりやすく説明する

よう国に対し強く求める。

(ハ1 原子力施設において事故 ・故障等が発生した場合は、 迅速

に県民に対し情報提供を行う。

(̃  東日本大震災における東京電力福島第一原発事故を踏まえ
策定された新規制基準に基づく安全対策に着実に取り組む。

※ Cホ) 日本原子力研究開発機構大洗研究所の被ばく事故の重大性

を踏まえ、 県内の原子力関係施設の安全管理体制について徹

底した見直しと、 監視体制の強化を図る。

(へ) 東海第二発電所の再稼働に当たっては、県議会の意見を反

映し、 判断を行う。

( ト ) 原子力施設の安全対策に取り組むとともに、電力について

は風力、 太陽光など、 再生可能エネルギーの積極的な導入を

図るため、 いばらきエネルギー戦略の達成に向け計画的に推

進する。 また、 併せて地域に存在する再生可能エネルギーの

地産地消の観点から、 地域に根ざした取り組みを支援してい
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※

く 。

(チ) 原子力機構の東海再処理施設の廃止措置が安全かつ計画的

に実施されるよう、安全性の確認とともに、県民の理解促進、

不安払拭に努める。

② 原子力防災対策の強化について

(イ) PAZ (予防的防護措置を準備する区域)及びUP  Z ( 緊

急防護措置を準備する区域) の30 k m圈内には約94万人の人

口を抱えており、 これら地域住民の迅速 ・的確な避難誘導な

どが大きな問題となるため、 広域避難計画で課題とされた事

項を解決するとともに、県民に過重な負担を求めることのな

い よ う、 避難が長期化した場合の避難先は県内で収れんする

ことを基本とし、 改めて検討を深め、県内での仮設住宅の建

設に要する用地の選定などを同時並行的に推進する。 また、

自治体 ・警察 ・消防 ・自衛隊等の連携を強化し即応体制の確

立を図り、 原子力総合防災訓練等を通して緊急時の防護措置

の実効性の向上を図る。

(ロ) 実効性のある原子力災害避難計画の速やかな策定を市町村

に働きかける。

(ハ1 原子力災害発生時における迅速 ・的確な防災活動に万全を

期すため、防護服 ・防護マスク ・線量計等の原子力災害対策

用装備資機材の充実を図る。

③ 原子力広報の強化について

(イ) 学校教育や社会教育において、 原子力及び放射線について

の正しい知識を習得する機会を充実する。

(ロ) 東海第二発電所に係る安全性の検証、 実効性ある避難計画

の策定状況等を県民に丁寧に情報発信する。

④ 原子力災害医療体制の充実について

(イ) 避難所等に設置する救護所における医療救護班(スクリ ー

ニ ン グ、除染等)、原子力災害医療協力機関、原子力事業所の

医療施設等の協力により初期医療体制を強化する。

(ロ) 原子力災害拠点病院 ・高度被ばく医療支援センタ ー と当該
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医療の受入れ可能な医療機関によるネットワ ー ク化を促進し、

医療体制の充実に努める。

⑤ 財政支援の充実等について

(イ) 原発事故による影響を払拭するためには、息の長い風評被

害対策や地域振興対策等の幅広い事業が必要であることから、

地方の実情を踏まえた取り組みに対する柔軟かつ十分な財政

支援を行うよう、国に働きかける。
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Ci) 【新規】は新規項目
※ 印 は一部修正

1. 着実な景気回復と県民生;活の安定を図る
わが国ではデフレからの脱却に向け、 7年8か月にわたり安倍内閣
がアベノミクスを掲げ経済再生に取り組んできた結果、 人口が減り続
ける中でも新たに雇用を40  0万人增や し、下落し続けていた地方の

公示地価が27年ぶりに上昇に転じるなど、バブル崩壊後最高の経済

状態を実現することができた。令和2年9月に発足した菅内閣では、
新たに発生した感染症の脅威に立ち向かうとともに、 引き続き経済対

策に取り組み、今後も持続的な成長路線に結びっけていくところであ
る o

こ う した中で、本県としては、地域経済の活性化と働く場の確保に
向け、 中長期的な視点で、 最先端科学技術から中小企業、 地場産業に

至る、厚みのあるものづくり産業の集積など、本県の強みと特色を最
大限に生かし、 新たな需要や雇用機会を創出することにより、 生産 ・
雇用 ・消費の好循環をめざす。

(1) 中小企業金融対策の拡充強化

個人や企業が旺盛な経済活動に挑戦できるよう、 活力ある中小企業を育成しつつ、

セー フテ ィネッ トの充実を図り、中小企業の資金調達の円滑化を推進する。

① 担保 ・保証に過度に依存しない融資の促進を図る。

② 事業資金の円滑な調達に支障を来している中小企業に対し、 政府系金融機関に

おける一時的な業況悪化、 取引先の倒産、 取引先金融機関の破続に対応するセー

フティネット対応貸付制度及び信用保証協会におけるセー フテ ィネ ッ ト保証制度

の活用を促進するとともに、県パ ワ ーアップ融資の拡充を図るほか、中小企業再

生支援体制を強化する。

③ 経営環境の変化に中小企業が対応できるよう、適切なアドバイスを行う相談機

能を強化する。

④ 現在実施中の設備資金や運転資金の融資制度の充実を図る。

(2) 公共事業等の施行の推進及び効率的執行

① 社会資本整備の計画的な事業執行に必要な財源確保を図る。

② 高齢化 ・情報化等に対応した新社会資本の整備を進める。

③ 民問の資金 ・技術 ・運営ノウハウを活用した社会資本の整備方式(P F I方式)
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の導入促進を図る。

④ 県民生活に密接に関連した公共事業への重点化を図る。

⑤ 分割発注及び J V制度を活用した地元建設業者への受注機会を拡大するなど、

地元中小建設業者向け公共事業の確保拡大を図る。

⑥ 公共事業の配分に当たっては、県内各地域の経済情勢、社会資本の整備状況等

を勘案する。

⑦ ゼロ債務負担行為などを活用し、 施工時期等の平準化と適正な工期の確保を図る。

また、 平準化を一層推進するため、 市町村に平準化の取組について働きかけを

行 う。

⑧ 適正な利潤の確保が可能となる入札契約制度を確立する。

(イ) 市場調査により実勢価格を反映するなど、 予定価格の適正化を図る。

(ロ) 最低制限価格制度や低入札価格調査制度の見直し等によるダンピング対策を

図る。

(1,、) 市町村が歩切りをしないよう要請する。

(ニ) 格付けや一般競争入札における地域要件を適切に設定し、 地元建設業者の受

注機会の確保に配慮する。

Cホ) 計画的な発注、適切な工期の設定 ・適切な設計変更を行う。

⑨ 公共事業の品質確保に配慮した入札を推進する。

(イ) 総合評価など価格以外の要素を考慮した発注方式での執行を図る。

(ロ) 入札時に技術者や有資格者の要件を重視する。

⑩ 公正な入札契約制度を確立するとともに、事業執行のチェッ ク機能の強化等、

公正な県政を推進する。

(イ) 地域の担い手である地元建設業者の確保 ・育成の観点から、建設工事の入札

制度の運用にあたっては、 必要に応じて適宜検証を行い、 適切な運用を図る。

(ロ) 建設業に従事する将来の担い手を確保 ・育成するため、労働関係諸法令の遵

守を含め県発注工事に従事する労働者の処遇向上を図る。

⑪ 県と  「入札参加資格中請」 の共同受付を行う市町村の中請書類の統一化を図る。

⑫ 建設業許可に関する相談業務や建設業経営事項審査の外部委託、 同事項審査の

当日提示書類の見直しについて検討する。

⑬ 地元建設コ ンサル タ ン トへの受注拡大及び業務の平準化を図る。

⑭ 路面再生工事における区画線 ・路面標示については、 国土交通大臣認定 「路面

標示施工技能士資格」取得者を有し、 専門的な知識や技術 ・技能を持 つている県

内業者への分離・分割発注を検討する。

⑮ 造園工事を伴う公園整備等の公共事業については、 造園業の発展に配慮した分

離発注を検討する。

※ ⑯ 令和元年度の改正品確法において調査・設計等の建設コ ンサルタント業務の品
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質確保が受発注者の責務と して規定されたことから、 今後、 国や他県の状況を踏

まえ総合評価方式への追加を検討する。

⑰ 公共施設整備において、左官(塗り壁)などの専門技能の活用機会を設け、技

能の維持や継承を図る。

⑱ 県内市町村の技術者不足をフォローするため、県や市町村などで構成する茨城

県建設技術管理連絡協議会において、 技術力向上を図るための研修会、 講習会を

実施する。

⑲ 建設業の担い手確保 ・育成のため、 働き方改革や就労環境改善を進める取り組

みとして、適正な工期設定並びに経費補正の適用のもと 「完全週休2目制促進工

事」 を実施するとともに、書類の簡素 ・合理化や快適トイレの普及を進める。

⑳ 建設現場における男女ともに働きやすい環境を整備する取り組みの一環として、

公共工事現場への洋式便座や水洗機能などを備えた 「快適 ト イ レ」 の導入を推進

し、 女性や若手技術者など担い手確保を図る。

(211) 橋梁塗り替え工事での現行の出来形管理基準は、 複雑かつ合理的ではない部分
が散見されることから、 国や他県の状況等を踏まえながら、 安全で効率のよい塗

膜測定など、 的確な出来形管理となるよう検討する。

※ (22) 地元企業の発展の観点から、 コ ン ク リ ー ト二次製品等の県内で製造 ・販売され

ている製品や石材等の県産材を優先的に使用する。

(3) 地方単独事業の着実な展開

地域の実態に即し、 住民に身近な社会資本の整備を図るため、 自治体の創意と工

夫により、地域の特色を生かした主体的な個性豊かなふるさとづくりなど、地方単

独事業の着実かつ効率的な推進を図る。

(4 ) 公共用地の取得の推進

① 公共事業の円滑な実施を図るため、 外部委託の活用等によ り公共用地の取得を

推進する。

※ ② 公共基準点や官民境界については、公共施設等を整備していく中で見直しを行

う。 なお、県土木部の1級水準点網について、測量業界団体の協力を得て維持管

理を行っていく 。

(5) 住宅建設の促進

① マイホームを取得しやすく するため、 都市計画の線引きの見直しと手続きの緩

和 ・迅速化を図る。

② 県民が安心して住まいづくりに取り組める環境整備を図るため、バ リ ア フ リ ー ・

省エネルギー ・ リ フ ォ ーム等の住宅関連情報の提供を推進する。
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(6 ) 中小企業対策

中小企業は本県の産業経済を支えており、 これらに十分対応したキメ細かい施策

を推進する必要がある。

① 中小企業の連携による事業活動や創業への取り組みを支援するとともに、資金

供給など、支援制度の充実を図る。 また、支援制度の活用を促進するため、情報

提供の充実を図る。

② 大手企業との交流や産学連携による技術開発を促進し、 今後成長が期待できる

環境・新エネルギーや健康・医療機器等の産業分野への県内中小企業の参入を積

極的に支援する。

③ 将来にわたり県内企業が成長 ・発展を遂げるよう、中小企業の自立化を促進す

るなど、経営革新の支援を促進する。

④ 中小企業の経営力を強化するため、 中小企業の受注機会確保対策の拡充等を図

る o

(イ) 中小企業の持つ技術、サー ビスの積極的な情報発信とP Rへの支援を行う。

(ロ) 受発注を促進するため商談会等の機会を拡大する。

(1,、) 倒産防止のため、総合的対策を講じる。

(ニ) 原材料の安定確保、 原材料価格の変動による便乗値上げ、買い占め、売り情

しみ等の監視強化を図る。

【新規】 Cホ) 官公需適格組合制度の周知 ・活用を図る。

⑤ 厳しい経営環境に対応するため、企業の合理化・省力化・効率化を一層促進す

る o

⑥ 中小小売店等を支援するため、街づくりと一体となった中心商店街の活性化や、

賑わいのある商店街づくりを促進する。

⑦ 経営環境の悪化しつつある中小企業の再生を支援する。

⑧ ものづくり産業における中小企業の競争力を高めるため、産業技術イノベー シ ョ

ンセンタ ーの支援機能の強化を図る。

⑨ 国や独立行政法人等の機関へ地元業者活用の働きかけを行うなど、地元中小業

者の受注拡大と優先活用を図る。

⑩ 消費税率引上げの際の転嫁拒否等を防ぎ、 中小企業の円滑かつ適正な消費税の

転嫁を確保するため、 国と連携して事業者に対する相談体制を構築する。

⑪ 消費税について、 中小企業の免税点・簡易課税の拡大を国に要望する。

(7) 雇用の確保対策

県内の雇用情勢は改善してきているが、 求人側と求職者における ミスマ ッチ現象

もみられることから、情報提供機能の充実を図るとともに、再就職支援を強化し、



雇用の促進を図る。

① 各種支援制度の活用促進などにより、 雇用の維持を図るとともに、求人情報提

供を積極的に行うなど、就職機会の拡大を図る。

② 若年者雇用間題への対策を充実させるとともに、中高年離職者等へのきめ細か

な対応を行うため、 いばらき就職支援センタ ーの機能の充実を図る。

③ 失業者のための再就職促進や技能向上のための研修等、 支援対策を進める。

④ 新卒者の就職対策等、 きめ細かな支援対策を進める。特に、新規高卒者の就職

希望者全員が就職できるよう、各学校や経済団体などと連携し、 より一層の就職

支援に努める。

⑤ 人材が不足している福祉 ・介護分野や農林水産業分野については、 就職説明会

やセ ミ ナーの開催、修学資金支援、職業訓練、就業後研修の実施などによる就業

促進を目指す。

⑥ 失業の予防、 雇用機会の拡大等労働者の職業の安定に資するため、 各種雇用助

成金の活用促進を図る。

⑦ いばらき就職支援センタ ーにおいて、キャリアカウンセリングから職業紹介ま

での一貫した支援を行うなど、 正規雇用を日指した雇用対策を重点的に推進する。

⑧ 企業に対し、 就業者の正規雇用化を働きかけるなどの取り組みを推進する。

(8) 経済の持続的成長に向けた新産業の創出・育成

① 茨城の持つ最先端科学技術の強みと特色を生かし、 中長期的な視点から、 起業

支援、新産業の創出やベンチャ ー ・新事業展開への支援、産業人材の確保・育成

などへの投資を促し、 新たな需要と雇用を生み出す。

② 産業技術総合研究所をはじめとするつくば地域の先端技術研究施設との連携強

化を図りながら、 創業や新事業展開の促進を図る。

③ 環境 ・バイオ分野をはじめとするリ ーディング産業の新規立地や事業拡大の大

きな要件となる人材確保について、地元市町村や企業 ・学校等の連携により、技

術系人材を確保するとともに、若年労働力の地元採用・定着を目指す。

※ ④ 全国で初めて開催した都道府県対抗eスポー ツ選手権の経験やネットワー ク等

を最大限に活用し、県内企業の市場参入促進や人材育成、遊休施設を活用したイ

ベント開催による地域活性化など、 e スポー ツの振興に取り組む。



2. 行財政改革と地方分権を推進し、 県民
サービスの向上を図る
地方自治にふさわしい自立性を維持して、新しい地域社会づくりを
進め、県民生活を質 ・量ともに向上させるためには、地域住民の連帯感
を深め、時代の要請に応じ簡素にして効率的な行政体制の確立を図る
必要がある。行財政改革と重要施策遂行を両立させるためには、 ス ク
ラ ッ プ ・アンド ・ ビルドを積極的に推進すべきである。

(1)行財政改革の推進と民間活力の導入

厳しい財政状況の下にあっても、 県土発展の基盤づく りや福祉の充実等、 活力あ

る豊かな地域社会づくりを進めていかなければならない。 そのためには、経費支出

の効率化に徹しながら、 財源の重点配分に努め、 併せて民間委託の推進等、 財政の

健全化を図る。

① 簡素で効果的・効率的な行財政運営を確立するため、 県総合計画に基づき計画

的な行財政改革を推進するとともに、市町村の行財政改革を支援する。

② 本庁及び出先機関の組織 ・機構を行政目的と事務事業の消長に対応し、 整備 ・

統廃合するとともに、付属機関はその設置目的、及び状況変化をみて改廃を進め

るなど、一層の行政改革を推進する。

③ 県出資法人等のうち、 県民への影響の特に大きい開発公社と土地開発公社につ

いては、 事業運営の責任体制を明確にし、 県民負担の抑制を念頭に引き続き改革

を推進する。

(イ) 開発公社については、 土地開発事業を基本として存続し、 県の新たな財政負

担が生じないよう、 緊張感を持 つて事業運営に取り組む。 このため、 必要最小

限の組織を日指し、 福祉施設部門、 ビル管理部門については、 収益性に十分配

慮し、 民問への譲渡も視野に入れて着実な事業運営に取り組む。

(ロ) 土地開発公社については、 地価下落により公有地の拡大の推進に関する法律

に基づく用地の先行取得事業の必要性は限られてきており、 当面は事業縮小に

努めるとともに、保有土地の販売体制を強化して早期処分を進める。

④ 企業会計の健全化を推進する。

上・工・下水道、病院事業などの企業会計事業の健全な経営は、県政上大きな

課題である。 企業会計による事業は、独立採算を確保することが経営上の原則で

あ り、合理化・効率化を図り、健全経営に努力すべきである。

(イ) 欠損金の生ずる原因を調査し、具体的対策を立て、可能なものから即時実施
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する。

(ロ) 経営の合理化 ・効率化 ・民問委託・起債の繰上償還などを進め、経費の節減

に努める。

e、) サー ビス向上を常に心掛け、料金など適正な収入の確保を図る。
(ニ) 福祉施設などを含め、企業的経営の求められる施設について、業務の見直し

を行う。

⑤ 行政の軽量化 ・効率化のため、業務の民間委託等を推進する。

(イ) 専門的業務や単純業務の民問委託等を進めるとともに、公の施設の管理につ

いて、 指定管理者制度の活用拡大を図る。

(ロ) 民間資金を活用した社会資本整備(P F I )等、多様な社会資本整備方策につ

いて検討する。

t、l 民営に適した事業は民営化、 または廃止する。
(ニ) 官公庁施設維持管理業務などについて、長期継続契約の適用 ・拡大を図る。

⑥ 県民サー ビスが低下することのないよう、かつ、職員の業務の過重負担になら

ないよう行政需要に見合った適正な職員定数と配置に見直す。

o うつ病など 「心の病」 で病気休暇を取る職員が少なくないことから、 これまで

の職員個人を対象としたメンタルヘルス対策とともに、過重労働の是正などに

取り組み、 職員が働きやすい職場づくりを進める。

⑦ 公共施設の計画的な長寿命化対策や、施設の維持管理コストの最適化、及び施

設の有効利活用による税外収入の確保を全庁的に推進するため、 フ ァ シ リ テ ィ マ

ネジメントの導入を進める。

⑧ ネ ー ミ ングライ ッについて、県有施設や施設以外のイベント等も含め、広く事

業者から企画提案を公募する方法など、 より効果的な手法等により、導入を進め

る o

⑨ 住民参加型市場公募地方債の発行再開に努める。

⑩ 働き方改革の徹底に向け、 R P A ( ロ ボ ッ トに よ る業務の自動化 ) に よ る県庁

の定型業務の自動化を進める。

【新規】 ⑪ 公文書の適切な管理のため、電子文書の管理のあり方等を検討する。

(2)地方分権と合併市町村への支援の推進
分権型社会の実現を図り、 自己決定と自己責任の原則に基づき、 県民がゆと り と

豊かさを実感できる個性豊かで活力に満ちた地域社会を創出するため、 住民に身近

な行政はできる限り身近な自治体が行うことを基本として、簡素で効率的な行財政

システムを構築する。

また、 地方分権や少子高齢化の進展等により、 市町村の役割はますます增大する。

これに対応するためには、 早急に市町村の財政基盤の強化や行政体制の整備を図 っ



ていく必要があり、 引き続き合併市町村に対する支援を行うとともに、 合併による

市町村再編を受けて、 県と市町村の役割分担を踏まえた新たな関係を構築していく

必要がある。

① 県央地域9市町村合併による北関東初の政令指定都市の実現を図る。

② 旧合併特例法下での合併市町村に対して、 引き続き行財政運営の円滑化と活力

ある地域づくりを積極的に支援する。

③ 連携中枢都市圈制度や定住自立圈制度、 また条件不利地域における県の補完と

いう方策を踏まえながら、 市町村問の広域連携を推進する。

④ 市町村への権限移譲等を推進する。

(イ) 合併後の市町村の規模 ・能力に応じたさらなる権限移譲等を推進する。

(ロ) 市町村の規模等により、単独で移譲を受けることが困難である場合は、周辺

市町村間での広域連携などの仕組みの活用を図る。

⑤ 一部事務組合の複合化 ・整理統合を一層推進する。

(イ) 環境 ・消防 ・防災等、執行体制の再編整備を推進する。

(3)地方行財政の確立

地方行財政の確立について、国へ強力に要望する。

① 地方の自由度の拡大や財政基盤の充実に結びつかなか った三位一体改革の結果

を踏まえ、 真の地方分権の実現を日指し、 引き続き地方分権改革を推進する。

(イ) 所得税 ・消費税など国から地方への基幹税目による税源移譲と税源の偏在是

正を推進する。

(ロ) 国庫補助負担金については、 地方の自由度の拡大につながるよう、 義務付け、

枠付けを見直し、廃止・縮減を図る。

t、l 直轄事業負担金は、極めて不合理であることから、必要な見直しを確実に進
める。

(ニ) 地方交付税については財源調整機能及び財源保障機能を堅持するとともに、

その所要総額を確保する。 また、地方財源不足の解消は、地方交付税の法定率

の引上げを含めた抜本的な改革等で対応する。

② 地方財政対策の推進

(イ) 地方債資金の良質化と融資条件の改善を図る。

(ロ) 国庫補助事業の地方超過負担の解消を図る。

③ 地域開発に係る財政上の特別措置の継続

(イ) 過疎地域市町に対する財政上の特別措置の継続を図る。

④ 「義務付け ・枠付け」 の見直しについては、 積み残し項日などの見直しを早期

に行 う と と も に、 「従うべき基準」 を真に必要な場合に限定し、地方の自由度の

拡大を図る。
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⑤ 今後増大する社会保障関係費の安定的な財源を確保 し、 社会保障全体を持続可

能なものとするため、 地方税財源を確保する方策を確実に実施する。

⑥ ふるさと納税制度は、寄付金による歳入確保と地域の特産品の送付によるP R

を兼ね備えた効果的な制度であり、 近年の税制改正における制度の拡充や手続き

の簡素化によってより一層全国的に人気が高まっていることから、本県の魅力度

アップにつながるような特産品で寄附を募る取り組みを推進する。

(4 ) 公的施設の整備と行政サービスの向上

① 県庁舎周辺の道路は現状でも相当混雑を来しており、 周辺部道路の拡幅 ・新設

等、 交通環境の整備を推進する。

② 茨城租税債権管理機構に対し支援を行う。

③ 県・市町村職員の資質向上を図るため、自治研修所の機能強化を図る。

④ 公的施設の複合化と障害者にも対応したバリアフリ ー化を推進する。

(イ) 公共施設については、 行政の効率化と住民の利便性の向上を図るため、 複合

施設化を図る。

o省エネルギー等地球環境間題や障害者の利用に配慮した施設設備とする。

⑤ 情報公開制度及び個人情報保護制度の適切な運用を図る。

⑥ 行政手続きにおける標準処理期間を遵守する。

⑦ 県の出先機関などにおける手続きや必要書類等が、 担当機関や担当者によって

異ならないよ う、 可能な限り統一を図る。

⑧ 住民票の写しや戸籍の謄本等の交付中請に係る利便性の向上を図るため、 市町

村に対し、 キャッシュレス決済の導入について助言を行う。

⑨ 県有未利用地については、 きちんとした計画的な土地利用方針を立てて有効活

用を進めるとともに、 有効活用が図られていない土地については積極的に売却を

推進する。

【新規】 ⑩ 軽自動車の継続検査に係るワンストップサー ビスの運用が行えるよう、軽自動

車税種別割の納税確認を電子化する。
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3. 生活環境を整備して、 住みよい社会づくり
を進める

社会資本は産業経済 ・生活 ・教育文化・福祉など諸活動の基盤をな
すものであり、 安全で快適な県民生活を支えるものである。
そこで、 本県のもつ豊かな自然環境と経済文化の特性を生かしつつ、
さらには時代の変革や首都圈域における特性を十分に把握し、 生活環

境の整備、社会的サー ビス施設の整備を重点的に推進する。特に、 い
まだに満足すべき水準に達しない公園、 上水道、 下水道、 生活道路、
街路などの社会資本の整備及び急速な開発と社会活動の多様化から続

出する課題の解決に全力を挙げて取り組み、 住みよい社会資本づくり
及び災害に強い県土づくりを推進する。

(1) 道路と橋梁の整備推進

県民生活に直結する生活道路の整備は、 通勤 ・通学、 産業経済活動の円滑化を図

るため、 積極的に推進する。

① 高規格幹線道路の整備

(イ) 首都圈中央連絡自動車道の4車線化及び東関東自動車道水戸線の整備を推進

する。

(ロ) (仮称 )つくばスマー ト I C、 (仮称)つくばみらいスマー ト I Cの整備を推

進する。 また、既設スマー ト I Cの利用促進を図る。

(ノ、) 高規格幹線道路を補完する連絡(アクセス)道路の整備を推進する。
② 交通円滑化のための積極的な国道整備

(イ) 直轄国道の改築の早期完成を図る。

o国道4号 ・ 6 号 ・ 5 0 号 ・ 5 1 号

(ロ) 補助国道の改築の早期完成を図る。

o一般国道118号 ・123号 ・124号 ・125号 ・245号 ・293号 ・294号 ・349号 ・354

号 ・355号 ・461号

③ 地域高規格道路の整備推進

(イ) 水戸外環状道路、茨城西部 ・字都宮広域連絡道路、常総 ・字都宮東部連絡道

路、 百里飛行場連絡道路、 茨城北部幹線道路、 千葉茨城道路の整備促進を図る。

④ 県及び市町村道の整備推進

本県内の道路は北海道に次ぐ全国2位の実延長ということもあるが、平成29年

4月現在の改良率は、県道(主要地方道 ・一般県道)が317路線で71.7%、市町



村道は39.0 %である。未改良区間の早期整備が必要である。

(イ) 主要地方道及び一般県道整備の交付金事業を推進する。

(ロ) 市町村道整備の交付金事業及び県単補助事業を推進する。

e、) 橋梁の新設、架け換え、耐震化、橋梁 ・ トンネルの予防保全型の維持管理に
よる長寿命化を推進する。

(ニ) 筑西幹線道路、肋骨道路、都市軸道路、行方縦貫道路、つくばから笠間(道

祖神峠トンネル化)大子を結ぶ(仮称)茨城縦貫幹線道路、常陸那珂港区から

県北内陸部を結ぶ幹線道路など、 主要幹線道路の整備を推進する。

Cホ) 快適な生活環境を創出するため、県内の主要道路(生活道路)の整備を推進

する。

Cへ) 交通不能県道の早期解消 ・整備を図る。

(ト ) 水戸市周辺の交通渋滞解消のため、 環状道路の早期整備を図る。

Cチ) 日立市内など慢性的な交通渋滞については、 交通渋滞緩和を図るための道路

整備を推進する。

oバス停周辺部を拡幅し、 後続車の流れを円滑にする。

(リ) 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業などにより、 合併市町村の道路の整備

を支援する。

⑤ 目常生活道路の整備

(イ) 通学路などの歩道整備などを重点的に進める。

(ロ) 消防 ・救急車の緊急時交通確保のための道路整備を進める。

t、l 「事故危険箇所」 等における面的かつ総合的な事故抑止対策を促進する。
(ニ) 歩行者 ・自転車の安全を確保するため、自転車専用道整備を含む総合対策を

推進する。

Cホ) 山村振興、 過疎地活性化のための道路の整備を進める。

Cへ) 安全 ・快適なサイクリング道路の整備を進める。

(ト) 日常的に渋滞の発生している交差点の改良を進める。

Cチ) すれ違い困難な幅員狭小区間への退避所設置を推進する。

⑥ バス路線の維持

(イ) 県北山問地域など、 人口減少地区のバス路線の運行維持を図るための助成を

行 う と と も に、過疎地域の旅客輸送や貨物配送の効率化を図り、地域住民の足

を維持していくための貨客混載の導入についても検討する。

※ (ロ) 公共交通の活性化を図るため、MaaSをはじめとしたIT技術の活用による

新たな輸送サー ビスの開発を支援するとともに、交通系ICカ ー ドの導入を後

押しする。 また、BRTの更なる拡充、幹線道路や駅周辺、 バス停付近での違

法駐車の取り締まり強化などの取り組みを推進する。

【新規】 t、l バス利用者の利便性向上と安心安全な輸送サー ビスの提供を図るため、 地域



公共交通確保維持改善事業等のバス関係予算を確保する こ と。 特に地域間幹線

系統の補助制度については、現行補助制度を堅持するとともに、十分な予算額

を確保すること。

⑦ 道路の新設や拡幅整備に併せ、 信号機など交通安全施設の整備、 右折専用信号

設置等の信号機改良などを推進する。

⑧ 駐車場施設整備計画調査により、 計画的な整備を図る。

(イ) 駐車場案内システムの整備を図る。

(ロ) 水戸、 日立など都市郊外の鉄道沿線及び主要道路沿線に大規模駐車場 (アイ

ラ ン ド パー ク )を整備する。

⑨ 道路台帳の電子化再整備を早急に進める。

⑩ 特殊車両通行許可の迅速化を図る。

⑪ 道路照明について、 環境へ配慮したL E D照明への切り替えを推進する。

⑫ 道路舗装において、耐久性やライフサイクルコストに優れているコ ン ク リ ー ト

舗装の採用を検討する。

⑬ 道路の舗装において修繕への対応の迅速化や経費節減等の効果が期待される、

AIを活用したシステムによる点検の導入を検討する。

(2) 都市公園 ・緑地の整備

人と自然が共生する都市景観の形成や都市住民の健康増進の場、 多様なレクリエー

ションの場の提供を行うとともに、災害時の避難地、救援活動の拠点としての防災

機能の強化により、 都市の防災性、 安全性の確保を図る。

① 防災都市づくりを推進するため、復興活動や避難地等として重要な拠点となる

都市公園の防災機能向上のための整備を進める。

② 国営ひたち海浜公園の整備促進を図る。

③ 偕楽園公園、笠間芸術の森公園、鹿島灘海浜公園等の整備推進を図るとともに、

適切な管理に努める。

(イ) 園内の回遊性や利便性が向上する施設の整備を図る。

※ (ロ) 「偕楽園魅力向上ア ク シ ョ ン プ ラ ン」 に基づき、魅力向上に向けた施策の推

進を図る。

t、) 「公園施設長寿命化計画」 に基づき、適切に維持管理(施設点検及び維持補
修)することにより、施設の長寿命化を図る。

④ 市町村都市公園の整備促進を図る。

(イ) 市町村の 「公園施設長寿命化計画」 策定を促進する。

⑤ 都市に潤いを持たせる公園緑地、 親水性を持たせた公園の整備を図る。

(イ) 北浦川緑地等の整備を進める。

(ロ) 河川敷や遊休地を活用し、子供の広場、大規模ゲー ト ボール場等、スポー ツ
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⑥

⑦

レ ク リ エー ション施設を整備する。

景観づくりのために建築や街路の緑化や塀の生け垣化を進める。

花と緑の都市づくり等近郊緑地の保全及び風致地区の保全を進める。

(3) 安らぎのある豊かな都市づくり

都市を安全で安らぎのある豊かな居住の場とするため、 都市機能の整備充実を図

る と と も に、公園・街路 ・下水道など都市施設を計画的 ・効率的に整備を進め、高

齢者や障害者にも安全な居住環境 ・都市環境の形成を図る。

① 災害に強い街づくり、防災都市づくりを推進する。

② 土地区画整理事業、 市街地再開発事業、 中心市街地活性化のための事業を積極

的に推進する。

③ 都市緑化及び都市公園等の整備を推進する。

④ 都市交通の混雑解消と都市機能を増進させるため、 街路事業を推進する。

⑤ 安らぎと潤いのある都市環境を形成し、 「わがまち」 意識の持てる都市づくり

のため、 都市景観形成推進事業を進める。

⑥ 「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例」 に基づき、障害者や高齢者にやさし

いまちづくりを推進する。

(イ) 障害者や高齢者を含むすべての人々が安心して暮らせるよう、 スロープ ・自

動 ド ア ・障害者用のトイレや駐車スペー スの設置 ・道路の点字ブロック敷設 ・

段差の解消を推進するとともに、公共施設や病院 ・ デ パ ー ト ・駅 ・各種建物な

どの既存施設の改善・新設施設のユニバーサルデザイン化を図る。

(ロ) 誰にでも使いやすく、わかりやすく、 より快適に生活できる社会の実現を日

指すため、 いばらきユニバーサルデザイン推進指針に基づき策定したソフト ・

ハー ド両面のガイドラインを周知することにより、ユ ニ バーサルデザインの考

え方や実践について普及 ・促進を図る。

※ ⑦ 鉄道駅のバリアフリ ー化 ・安全対策やバリアフリ ー車両の導入などハー ド面の

施策とともに、 「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づ

くり条例」 の普及などソフト面の施策に取り組み、福祉のまちづくりを推進する。

⑧ 無電柱化を推進し、 道路の景観の向上と安心で快適な通行空問の確保を図る。

⑨ 線引きの見直しと、各種都市計画制度の活用を図る。

⑩ 適正かつ合理的な土地利用を推進するとともに、土地取引届出制度の適正な運

用を図る。

⑪ 通学・通動者の利便を図るため、 主要駅周辺に自転車置場と駐車場を整備する。

⑫ 人口減少や高齢化社会に対応するため、医療 ・福祉、商業等の都市機能や居住

機能を集約し、誰もが住みやすく、安心・安全に暮らせるコ ン パ ク ト シ テ ィ の 重

要性がさらに高まるものと考えられることから、その実現を目指し、市町村への
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支援などについて検討を進める。

⑬ 地域の環境に応じた民泊の営業日数の制限やェ リ ァ など、県として独自に規制

条例を制定し、 適正な民泊の環境づくりを推進する。

⑭ 建物の側面に取り付けられた袖看板など屋外広告物の適切な管理のため、屋外

広告物の設置者に対し、 定期点検の実施を促進する。

⑮ 豊かな都市づくりの基盤となる電気工事業においても技術者不足が叫ばれてい

る中、 第1種電気工事士の免状取得要件である実務経験の認定方法の改善を国に

対して働きかける。

(4 ) 住宅供給とゆとり ・潤いのある居住環境の創出

① ゆ と  り と潤いのある住宅整備促進のため、 消費者対策と しての県民への住宅情

報の提供や住宅相談会の開催を行うとともに、供給者対策としての木造住宅供給

の促進事業などを行う。

(イ) 県民への各種の住宅情報の提供、 無料住宅相談会の開催などを行う。

(ロ) ゆとりと潤いのある木造住宅の供給を促進するため、木造住宅総合対策事業

などの拡充を図る。

② 高齢者 ・障害者 ・子育て世帯や低額所得者など住宅の確保に特に配慮を要する

者が安心・安全に生活できる、バ リ ア フ リ ー対応のケア付き住宅などを供給する

と と も に、福祉のまちづくりを推進する。

(イ) 耐震性 ・防犯性 ・高齢者への配慮など、良質な性能住環境を備えた公営住宅

の整備を図るとともに、真に 「住宅に困窮する低額所得者」 に対して低廉な家

賃の住宅の公平かつ的確な供給を行う。

(ロ) 適切な維持管理 ・改善による公営住宅のストック活用を図るとともに、老朽

化した公営住宅の建て替え等を行う。 また、 駐車場が未整備の公営住宅につい

ては、その整備を図る。

t1 大都市地域における宅地供給の促進を支援するため、 住宅市街地基盤整備事
業の積極的な活用等を図る。

日 高齢者や子育て世帯などの中堅所得者に配慮した良質な住宅を確保するため、

地域優良賃貸住宅の適正な供給促進を図る。

Cホ) さらなる少子高齢化時代を見据え、防犯・防災のためにも、空き家の実態把

握、 空き家の有効活用、 更地化した際の租税負担増の猶予、 取り壊しへの補助、

土地活用の制限緩和等に取り組む市町村に対する支援を検討する。

③ 開発許可の迅速化を図るとともに、開発許可制度の適切な運用を図る。

o農業者の家族のための住宅などについては、 弾力的な運用が図られるよう見直

しを図る。

o市街化調整区域内の既存店舗等の建築物に関する用途変更については、 より一



層の要件緩和を図る。

④ 住宅関連産業の育成を図るとともに、建築技術者の養成確保対策を進め地位の

向上を図る。

⑤ 道路管理者は、道路境界線と建築基準法第42条第2項のみなし境界線との間

の土地、 いわゆるセッ トバック部分については、積極的に所有管理するよう努め

る o

⑥ 「茨城県土砂等による土地の理め立て等の規制に関する条例」 の許可手続きに

おける事前協議要領の取り扱いについて、 より柔軟な内容に見直すとともに、 市

町村条例等において統一的な運用が図られるよう市町村に働きかける。

【新規】 ⑦ 建設工事等により発生する土砂等の適正管理に関する法制度の整備を国に働き

かける。

(5) 上水道の整備

全国平均を下回っている本県の水道普及率の向上や水道未整備地域の解消を図っ

ていく必要がある。 このため、県が策定した 「茨城県水道整備基本構想21」 に基づ

き、 水需給の均衡、 水道水質の安全確保及び水道未整備地域の解消など、 長期的な

視点に立 つた広域的な水道の施設整備を推進する。

※ ① 県南西広域水道用水供給事業の統合を踏まえ、水道基盤強化計画の策定を進め

る o

② 鹿行、 県南西及び県中央広域水道用水供給事業の施設整備を進める。

③ 市町村の水道施設の整備事業について、国庫補助金の確保等を図るとともに、

補助金の活用を促す。

④ 水道の普及促進を図るため、 市町村が実施する末端配水管路の整備を推進する。

⑤ 水道施設の耐震化をより促進し、地震などの大規模災害に強い水道づくりを進

める。

⑥ 安全でおいしい水を供給するため、 高度浄水処理の導入を推進する。

⑦ 水道受給者の料金格差の是正や、 今後予想される人口減少に伴う水道料金の値

上げ抑制を目指し、 県全域の水道事業の統合、 一元化を検討する。

(6) 下水道などの整備促進

※ 下水道などの生活排水対策は、生活環境の改善と公共用水域の水質汚濁防止を図

る上で極めて重要な施策であるが、本県の汚水処理人口普及率は、約85.6 %  (令和

元年度末) と全国平均の91.7 %に比べて低いことから、今後も引き続き事業の促進

を図る。

① 各市町村の下水道及び農業集落排水施設の整備を促進するため、 市町村職員の

技術向上を図る。
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② 流域下水道及び鹿島臨海特定公共下水道の整備及び改築を進める。

(イ) 霞ヶ浦湖北流域下水道事業をはじめ、 霞ヶ浦常南、 霞ヶ浦水郷、 那珂久慈、

利根左岸さしま、 鬼怒小貝、 小貝川東部の各流域下水道及び鹿島臨海特定公共

下水道の各事業費の確保と事業の推進を図る。

(ロ) 施設の老朽化に伴う改築や汚水量增に向けた增設に効果的に対応するため、

ライフサイクルコストの低減及び事業費の平準化の観点を踏まえ策定した 「ス

ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト」 に基づき、計画的かつ効果的に施設整備を図る。

※ ③ 市町村公共下水道事業を促進するため、県費補助の事業費の確保を図る。 (令

和元年度補助:21団体)

④ 全県下の効率的な下水道事業や農業集落排水事業及び浄化槽設置を推進するた

め、 また、人口減少等の社会情勢の変化に対応するために、平成28年6月に第3回

改定を行った生活排水ベストプランに基づき、 各事業の展開を図る。

⑤ 下水汚泥は今後も増加すると予想され、 資源を有効活用し、 省エネルギー化、

環境への負荷削減を図るため、汚泥の資源 ・ エネルギー化の検討を進める。 また、

2015年の下水道法改正に伴う、 下水熱利用に関する規制緩和を受けて、 下水熱利

用の機会について検討を行う。

※ ⑥ 地震等の災害にも強い浄化槽の普及推進事業を進める。特に、霞ヶ浦 (西浦、

北浦、常陸利根川)などの流域において、窒素・リンが除去できる高度処理型浄

化槽の普及促進を図る。 また、浄化槽法に基づく保守点検、清掃、法定検査の一

括契約方式の義務付けを検討するとともに、公共浄化槽事業による市町村管理の

導入や民間活力を活用したP F I事業での公共浄化權lの整備により、浄化權lの維

持管理の徹底を図る。

(7) ごみ処理・し尿処理施設等の整備

※ ① ごみ処理・ し尿処理施設等の整備を図るため、 一般廃棄物処理施設の整備に係

る財政負担の軽減を図ろう とする市町村に対し国の循環型社会形成推進交付金制

度の活用に関する助言や情報提供等の支援を行う。

※ ② 公共最終処分場について、 安定的な確保のための整備を推進する。
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4. 安心を支える保健 ・医療・福祉体制の充実
を図る

わが国は、世界に例をみない早い速度で高齢化・長寿社会の到来と
いう時代を迎える中で、近年、都市化の進行、少子化、核家族の進行
と高齢者世帯の增加、女性の社会進出などの現象があり、 一方、福祉
施策の充実とともに個人のライフスタイルや高齢者 ・障害者の介護に
対する考え方が大きく変化してきている。
そのため、 それらの変化に的確に対応して、 茨城型地域包括ケアシ
ステムなど保健 ・医療・福祉サー ビスのネッ トワー クづ く り、生きが
いを持てる社会づくりや、安心して暮らせる地域のまちづくり等々、
積極的な展開を図っていく 。 また、 出生率の向上とともに、子育てを
総合的に支援していく体制づくり、青少年の健全育成、男女共同参画
社会づく りや県民の消費生活の安全確保対策などの施策を推進する。
また、生涯にわたり、 県民一人ひとりの健康水準の向上を図り、 長
寿を喜ぶことのできる社会づくりのため、疾病の予防から早期発見、
早期治療、 リ ハ ビ リ テーションまでの一貫性のある保健 ・医療 ・福祉
体制を推進する。

(1) 総合的な少子化対策の推進

※ 健全な社会とは、 高齢世代 ・現役世代 ・年少世代のバランスが保たれている人口

構造であることは論を待たない。高齢化 ・長寿社会の進行は、逆ピ ラ ミ ッ ド 型の人

口構造を意味し、出生率低下の状態がこのまま続くと、わが国 ・本県の活力ある社

会を持続することが困難になってくる。事実、わが国の合計特殊出生率は昭和60年

1.76、 令和元年1.3 6 、  本県は昭和60年1.85、 令和元年1.39と大幅に低下を来してお

り、 また、わが国の人口は、平成17年に明治32年の統計以来、初めて出生数が死亡

数を下回り、 その後も平成18年を除き 「自然減」 が続いている。

新しい生命の誕生は、 健全で活力ある社会を発展させていく根幹をなすものであ

る。 出生率の向上は社会全体の最も重要な今日的課題として、 県政の中で取り組ま
なければならない。

① 「茨城県次世代育成プラン」 に基づき、結婚 ・妊娠 ・出産 ・子育てに対する支

援を地域や企業と連携しながら社会全体の取り組みとして推進する。

(イ) 「茨城県次世代育成プラン」 の趣旨を徹底させるため、普及啓発活動を推進

する。



(ロ) 家庭を築き、 子どもを産み育てるという希望をかなえる環境づく りを進める。

o結婚 ・妊娠 ・出産 ・育児の切れ目ない支援

o若者の自立の促進

oすべての子どもと家庭への支援

o子どもの社会性向上や自立の促進

o地域の実情に応じた支援

o働き方改革による仕事と生活の調和の推進等

② 仕事 (職場) と育児が両立し得る雇用システムの確立とそれを支援する社会環

境づくりを図る。

(イ) 育児 ・介護休業法など育児休業制度の定着促進や、育児休業中のための生活

資金貸付金の充実を図る。

(ロ) 休業後の円滑な職場復帰のため、 休業中の情報提供など企業の労務管理の改

善を図ると と もに、 フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 ・在宅勤務制の導入等、多様な雇用シ

ステムの確立を図る。

t、l 県と県内44市町村が協定を結び、 病気で保育所などに通えない子どもを一
時的に預かる 「病児 ・病後児保育施設」 の市町村の枠組みを超えた広域利用を

促進する。

(ニ) 「越境入園」 など市町村の区域を越えた広域的な見地から調整が必要なもの

について協議するため、 県や関係市町村から構成される協議会を設置し、 待機

児童解消に向けた取組を後押しする。

③ 仕事と家庭の両立への取り組みや子育て支援に積極的に取り組んでいる企業へ

の支援を推進する。

④ 子どもの遊び場・野外活動施設、 ボランティアなどの社会参加活動等、いわゆ

る子どもインフラの整備を促進する。

⑤ 乳幼児の健全育成と子育て支援体制の充実を図るため、 待機児童の解消に資す

る保育所の新設、 分園設置や短時問動務など保護者の多様なニーズに対応した保

育等の実施を促進するとともに、必要となる保育士や看護師の人材育成強化及び

離職防止対策と再就業支援について関係機関等と協力し充実を図る。 併せて、 幼

稚園における預かり保育を促進する。

(イ) 乳幼児等の保育補助制度の拡充を図るとともに、情操の発達を助長する特色

ある保育を推進する。

※ (ロ) 処遇改善や再就職支援対策を充実するなどし、 保育士及び幼稚園教諭等の確

保に総合的に取り組む。

e、) 保育士定数を超えた加配保育士に対する助成を行う。
(ニ) 保育士の就労を支援するため、職位証明書 「キ ャ リ ア パ ス」 を導入し、 キ ャ

リ ァ ァ ップのための基準を明確化して、労働意欲を高めるとともに、保育士不
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足の解消にもつなげる。

【新規】 Cホ) 食物アレルギーの対象児董が増えており、国の支弁基準による給食調理員の

配置員数では確実な食の安全確保が難しくなってきている。 また、食育に対す

る十分な指導を行えないため、 給食人員の体制強化に取り組む。

⑥ 保育所が、子育てに関する地域の拠点として様々な支援活動を行うようにする

な ど、地域の子育て環境づくりを促進する。

⑦ 保育所と幼稚園の機能を併せ持つ 「認定こども園」 を推進するため、 より移行

しやすいよう支援に努める。

⑧ 保育所へ預ける子どもの低年齢化が進む中、在宅育児を増やし、 待機児童の抑

制を図るため、 乳幼児 (6ヵ月̃1歳6ヵ月) を自宅で育てる世帯に対し、 1人にっ

き毎月数万円を支給する制度の創設を検討する。

⑨ 思春期から妊娠・出産・乳幼児期までの母子の心と体の健康管理に資する母子

保健対策を総合的に推進する。

⑩ 不妊に悩む方々へ的確な情報の提供や専門的な相談に応じるため、 不妊相談セ

ンタ ーの充実を図る。

⑪ 県立こども病院を主軸に地域連携を図り、 小児医療体制の充実強化を図る。

⑫ 休日や夜間における小児救急医療体制を整備するとともに、 「茨城子ども救急

電話相談」 の充実を図る。

⑬ 安心して妊娠 ・出産できる環境を確保するため、総合周産期母子医療センタ ー

を中心とした周産期医療体制の充実強化を図る。

⑭ 母体及び新生児の救急医療を安定して提供できるよう、 N  I C U(新生児集中

治療管理室)の整備を促進する。

⑮ 女性医師の離職防止や再就業の促進のための支援を行い、 女性医師の多い産婦

人科や小児科の医師の確保・定着の促進を図る。

⑯ 乳幼児期からの心身障害児の早期発見・療育支援体制の充実強化を図る。

⑰ 発達障害などの早期発見を日的にした 「5歳児健診」 の、全児董対象実施の定

着を図る。

⑱ 難聴児の健全な発達には、聴覚異常の早期発見が重要であるが、新生児聴覚検

査費用の公費助成を実施している市町村は3割程度にとどま っていることから、

居住市町村によって格差が生じないよう、 未実施市町村への働きかけを行うとと

もに、 県が実施している軽 ・中等度の難聴児に対する補聴器の購入費用等助成制

度の支援拡充を図る。

⑲ 乳幼児を持つ親に対し、医療、育児及び子育て支援サー ビスに関する相談・情

報提供を強化する。

⑳ ひとり親家庭等の福祉施策の充実

(イ) 「茨城県ひとり親家庭等自立促進計画」等に基づき、母子家庭、父子家庭及
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び寡婦の就業支援など生活の安定と向上を図る。

(ロ) 親が急病の場合などの一時保育、子育て短期支援事業を充実する。

t、l 母子家庭等の親子のきずなを深めるために、 親子すこやか交流事業を推進す
る o

(211) 茨城県子どもを虐待から守る条例を踏まえ、 児童相談所による立ち入り調査等
を適切に実施するなど、児童の安全確認・安全確保の強化を図ることにより、児

童虐待防止対策を推進する。

(22) 児童相談所全国共通ダイヤル 1 8 9 番 ( い ち ・ はや ・ く )の普及に努めるとと

もに、児童虐待防止に携わる関係機関のネットワ ー ク強化を推進する。

(231 子ども ・子育て支援新制度に移行した認定こども園や幼稚園に対する補助を確

実に措置するとともに、 制度の実施主体である市町村の意向を十分踏まえながら、

各市町村で総合的な質の高い教育・保育・子育て支援が実施できるよう支援に努

める。

(イ) 居宅訪問型保育事業、小規模保育事業及び家庭的保育事業などが地域型保育

事業として認可事業となったことから、 円滑な実施に向け必要な支援を行う。

(ロ) 幼児教育 ・保育の無償化に伴い、公立の場合、利用者負担が全額市町村負担

となるため、市町村に多額の財政負担が生じることから、導入初年度に措置さ

れる臨時交付金について、 翌年度以降も国の責任で恒久的な財政措置を講じる。

⑭ 少子化の大きな要因である未婚化 ・非婚化、晩婚化 ・晩産化に対応するため、

各市町村の結婚支援事業の連携をはじめ、結婚 ・妊娠 ・出産 ・子育て支援のため

の社会システムが構築されるよう環境整備を図る。

【新規】 (21) 第3子以上を経済的な理由で諦めることがないよう、手厚く支援をしていく施
策が必要であるため、 子どもの数に応じて児童手当を大胆に上乗せ加算していく

仕組みの創設を検討する。

⑳ 「子供の貧困対策に関する大綱」 や 「茨城県子どもの貧困対策に関する計画」

等を踏まえ、'宣困の連鎖を断ち切るため、 関係機関・団体と連携し、支援に取り

組む。

(21) 人口減少や少子化の進行を抑制するため、 経済的負担の大きい多子世帯に対し、
3歳未満児の第3子以降の保育料の軽減 ・無料化などの支援策の充実を図るほか、

在宅で育児する世帯向けの支援制度を新設する。

(2E1 特定不妊治療は保険外診療であり、1回当たりの治療費が高額となることから、
不妊治療費助成の拡充を図る。

⑳ 地域において子どもや子育てを支える取組として重要な役割が期待される子ど

も食堂について、各地域の子ども食堂ネットワー クづくりを支援するなど、取組

の拡大推進を図る。

⑳ 児童相談所における児童福祉司等専門職について、 国の定める基準以上の配置



に努める。

③ フォスタリング業務の包括的な実施体制を構築し、 本県の社会的養育の推進を

図る。

(2 ) 総合的な高齢者対策の推進

本県における高齢者人口の比率は、 令和元年 (10月1目現在) 29.4 %に達してお

り、 令和7年には32.0 % となり超高齢社会を迎えるものと予測されている。

明るく活力ある超高齢社会を築くため、 生涯を健康で生きがいを持 つて社会活動

に参加できる体制づくりや、要介護状態になっても住み慣れた地域で医療・介護等

のサー ビスを受けられる環境づくり、地域で支え合う体制づくりを推進する。

このため、平成30年度から令和2年度までの指針となる 「第7期いばらき高齢者

プ ラ ン21」 に基づき、 積極的に各種高齢者福祉施策の展開を図る。

(高齢者の生きがい対策の推進)

① 明るい長寿社会づくり推進機構の体制強化を図り、県民が一体となって高齢者

の生きがいと健康づくりを推進する。

② 高齢者の自主的な地域貢献活動などの支援に努める。

③ 高齢者の学習の機会及び三世代の集いなど、 世代問の交流事業の促進を図ると

と も に、高齢者の社会参加、生きがいづくりの充実に努める。

④ シルバー世代の活動の場とともに、福祉サー ビスの推進を図る観点からも、 シ

ル バ ー人材センタ ー、老人クラブ等の育成強化を図る。

(イ) 福祉サー ビス業務に対して研修・指導を行う。

(ロ) 生きがい対策とともに、地域内の相互扶助機能が発揮できるよう、老人クラ

ブの育成強化を図る。

(在宅サービス体制の確立 ・充実)
① 介護保険制度との連携 ・調整を図りながら、高齢者に最適かつ効率的な保健・

医療 ・福祉サー ビスを提供する、 茨城型地域包括ケアシステム推進事業などを推

進し、 在宅福祉サー ビスの充実と在宅介護の支援を強化する。

② 介護予防に効果のあるシルバー リハビリ体操の普及を行う指導士の養成ととも

に、 市町村での取り組み強化に向けた働きかけと指導士の地域活動支援に努める。

③ 高齢者ができる限り健康で生き生きとした生活が送れるよう、 介護予防の推進

を図る と と もに、元気な高齢者が地域で積極的に活躍できる仕組みづくりを進め

る o

④ 高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けることができるよう、総合的な

支援を行う地域包括支援センタ ーの整備促進と機能の充実を図る。

⑤ 地域包括ケアシステムの構築にあたり、管理栄養士・柔道整復師 ・作業療法士・

理学療法士等の地域包括支援センタ ーへの配置及びその活用とともに、それら専



門職の地域ケア会議への参加を促すよう市町村に働きかける。 また、 社会福祉法

人への法人税課税の回避を図る。

⑥ 介護保険制度の着実な実施を図るため、 県民への情報提供・啓発を推進する。

⑦ 訪間看護の実施にあたっては、 医療機関や居宅介護支援事業者等との連携を図

り、 家族に対する総合的な在宅ケアの充実を図る。

⑧ 寝たきり高齢者等に対する歯科保健対策を進める。

⑨ 訪間福祉理容に対する助成制度の導入拡大に向けて、 市町村に働きかけを行う。

⑩ 認知症高齢者の治療 ・ ケア施設の整備やマンパワーの専門的研修等、総合的な

認知症高齢者対策を推進する。

⑪ 質の高いホー ムヘルパーの養成を図る。 身体介護や生活支援等、 要援護者のニー

ズに応じた在宅サー ビスの充実を図るためには、 専門職として技能習熟、 倫理観

の向上を図る必要がある。

(イ) ホー ムヘルパーの現任研修を充実する。

(ロ) まだ体力・気力・能力のある60歳代の就業を促進する。

⑫ 「茨城県地域介護ヘルパー受講運動」 を推進し、互いに助け合い、支え合う地

域社会づくりを推進する。

⑬ 市町村における介護サー ビスに格差が生じないよう支援策を講ずる。

⑭ 市町村の介護認定審査会が公平かつ迅速に運営されるよう、人材の養成を図る。

⑮ 介護保険制度の円滑な推進を図るため、介護支援専門員(ケアマネジャ ー ) を

養成する。

(イ) 介護支援専門員の指導・助言等を行う主任介護支援専門員の養成、 介護支援

専門員の地域における支援体制の強化を図る。

⑯ 要介護認定や住所地特例制度に関する諸問題の改善を図り、 介護保険制度の充

実に努める。

⑰ 財産や金銭の管理ができない高齢者に対して、 日常生活自立支援事業などが活

用できる よ う、 制度の充実と広報に努める。

⑱ 高齢者虐待の防止対策を推進する。

⑲ 県 ・市町村等の公的施設(学校含む)の一部を開放し、地域ボランティアグルー

プ等との 「地域高齢者ふれあい会」 を設ける。

(イ) 家に閉じこもりがちな高齢者などに対して、老人福祉センタ ーや老人憩.いの

家、公民館等において、 日常動作訓練から趣味活動 (生きがい活動) などの各

種サー ビスを提供する、 生きがいデイサー ビス事業を推進する。

(ロ) 町内会・自治会等で相互扶助機能が発揮できるよう地域福祉体制の構築を図

る。 高齢者の安否確認や、 日常生活における支援等、 福祉サー ビスの基礎的部

分は、町内会 ・自治会等、一番身近な近隣集団の活動に負うところが大きい。

t、l 認知症高齢者、 特に徘徊高齢者に対する地域の理解と支援体制を充実する。
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⑳ 高齢者が安心して生活できる居住環境 ・ まちづく りを進める。

(イ) ヶァ付き住宅や子育て環境の向上にも寄与する三世代住宅等の建設を促進す

るため、 融資等を充実する。

(ロ) 介護対応のため増改築 ・改造を支援する。

(1,、) 平成23年10月にいばらき身障者等用駐車場利用証制度が導入されたが、

健常者による身障者等用駐車場の不適切な利用事例が報告されていることから、

適正利用について免許更新時や自動車学校、 学校教育などで周知徹底を図る。

(ニ) 独居や徘徊高齢者に対する緊急通報装置や早期発見システムの整備を進める。

(家族あるいは責任者が希望する場合)

Cホ) 認知症が原因で徘徊し、 身元不明のまま施設に保護される高齢者が相次ぐ間

題で、 認知症の人とその家族を地域で支える環境づくりの一環として、 徘徊高

齢者等の早期発見・保護に向けた全県的なネットワー クを構築するとともに、

誰でもなれる認知症サポー タ ーの養成を県民運動として展開する。

o育児 ・介護休業法など介護休業制度について、市町村や企業に対し普及 ・啓

発を図る。

o高齢者を対象とする福祉施策には、 行政用語として理解しづらいカナ文字が

多く使用されているので、 分かりやすい日本文字にすべきである。

o保健・医療・福祉等の関係機関をはじめ、警察や企業なども含めた連携体制

を整備し、認知症高齢者の早期発見や支援体制づくりを推進する。

Cへ) 茨城型地域包括ケアシステムの構築に向けて、養成された認知症サポー タ ー

の積極的な活動を後押しするための体制づくりを推進し、 活躍の場の拡大を図

る o

(211) 在宅介護を行う家族への各種支援を促進する。
(施設介護体制の整備促進)

介護保険制度のもとで、充実した施設サー ビスが受けられるようにするためには、

要介護者の介護を受け持つこととなる介護老人保健施設、特別養護老人ホー ム等の

施設整備を促進するとともに、必要なマンパワーの養成確保を図る必要がある。

① 介護老人保健施設の整備促進を図る。

各高齢者福祉圈内での設置市町村の偏在や、 入所者の家庭復帰が思うよう に進

んでいないという課題も残されているため、「第7期いばらき高齢者プラン21」

に基づき、 地域ニー ズに即した整備を図る。

(イ) 将来的には、未設置市町村を解消することが必要であるが、当面、特に介護

老人保健施設が立地していない市町村及び住民に対して、 介護老人保健施設に

関する制度の周知や適正な利用の啓発を図る。

(ロ) 入所者の家庭復帰を促進するため、施設におけるリハビリテー ションを充実

させ る と と も に、訪問 リハビ リテー ション等の在宅サー ビスの利用促進を図る
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ため広報 ・啓発に努める。

② 特別養護老人ホームを增設するとともに、在宅福祉サー ビスの拠点として、デ

イ サー ビスセンタ ー (通所介護)及びショ ー トステイ(短期入所生活介護)専用

ベッドなどを併設した施設の整備促進を図る。

(イ) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの老朽対策を促進する。

(ロ) 入所者の居住環境の向上を図るため、居室の個室化・ユニ ツ トケァ化を推進

す る と と も に、低所得者に配慮した多床室の整備や低所得者の利用料減免制度

の充実を図る。

③ 療養病床の再編成に伴い、介護医療院や介護老人保健施設など受け皿となる施

設の整備促進を図る。

※ ④ 介護をはじめとする社会福祉事業に対する人材の確保 ・育成のため、現場職員

の処遇改善を図るとともに、 経済情勢を適切に反映した報酬や措置費単価の改定

を国に対して働きかける。

o介護職員の労働環境を改善するため、介護支援用ロボット機器の導入をより

一層推進する。

⑤ 介護予防の観点から、 軽費老人ホームの事務費補助と老朽対策を図る。

⑥ 高齢者が安心して生活できるサー ビス付き高齢者向け住宅や三世代住宅の建設

を図る。

(3)生活習慣病対策の充実

本県の死亡原因の順位は、 第1位はがんであり、 第2位が心疾患、 第3位が脳血

管疾患である。 これらの生活習慣病対策は、 保健医療の重点施策であり、 日常生活

を通しての発生予防、早期発見、及び早期治療が重要である。 このため、予防 ・検

診・治療の一貫した体制の整備に全力を挙げる。 また、「第3次健康いばらき21プ

ラ ン」及び 「茨城県総合がん対策推進計画一第四次計画一」 に基づき、生活習慣病

予防をはじめとする健康づくり対策に取り組む一方、 がん検診推進条例 (茨城県が

ん検診を推進し、 がんと向き合うための県民参療条例) に基づき着実ながん対策の

取り組みを総合的に推進する。

① がん対策の推進を図る。

(イ) 科学的根拠に基づいたがんに関する正しい知識の普及と生活習慣の改善等に

よるがん予防対策を推進する。

o子ども達が、 がんの予防や早期発見につながる習慣を身にっけ、 がん患者に

対する正しい認識がもてるよう発達段階に応じたがん教育を推進する。

(ロ) がんの早期発見・早期治療のため、民間企業 ・団体と連携して検診受診率の

向上に取り組むとともに、検診精度の向上を図る。

o大腸がんの早期発見、 早期治療につなげるため、 市町村が実施するがん検診
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受診推進のための事業に対し、 助成を行う。

t1 がん医療体制の整備、緩和ケアの推進等により、 がん医療体制づくりを推進
する。

oがん診療連携拠点病院を中心として、 がん医療連携体制の整備に努めるとと

もに、手術療法 ・放射線療法 ・化学療法の治療体制の充実を図る。

o患者の身体的・精神的苦痛等を緩和するため、 がんと診断された時から緩和

ケアを切れ日なく提供するため、 緩和ケアの普及啓発及び施設 ・在宅緩和ケ

アの推進を図る。

目 がん診療連携拠点病院の相談支援センタ ーを核として、がんに関する情報提

供 ・相談支援体制の充実を図る。

oがんの患者・家族へのピアサポー トの実施や患者サロンの設置等により患者 ・

家族を孤立させない全県的な患者支援の仕組みづくりに努める。

oがん患者の就労に関する課題の把握や関係機関への働きかけにより、 働く世

代のがん患者の就労支援体制を構築する。 また、 国が策定した事業場での治

療と職業生活の両立支援のためのガイドラインの内容を踏まえながら、企業

における治療と仕事の両立のための取組を推進する。

o末期がん (余命6ヵ月以内) と診断され、住み慣れた自宅で最期の時間を過

ごしたいと望むがん患者の在宅療養の支援に取り組む。 (末期がんは厚生労

働省の 「特定16疾病」 に指定されており、40歳以上は訪問介護サー ビス

の自己負担が1割となっている。)

※ o思春期から若年成人の年代を指す 「A  Y A世代」 の重要なテーマである妊孕

性温存療法の理解を深める取組を進めるとともに、患者ニーズの把握や助成

制度など必要な対策の検討を進める。

【新規】 oがんによる手術により傷等の残る人が、 入浴等の際に気にせず楽しめる環境

を整えるため、 関係事業者や県民の理解促進に積極的に取り組み、 がんとの

共生社会の実現を目指す。

Cホ) 受診率が低い女性のがん検診受診率の向上に取り組む。

女性のがん検診の受診率向上のため、 女性のニー ズを踏まえつつ、 市町村や

検診機関等と連携し、 実効性のある方法の検討を進める。

② 循環器疾患等対策の推進を図る。

心臓病や脳卒中などの循環器疾患、糖尿病、肝疾患、 腎疾患等の発症予防及び

早期発見・早期治療を図るため、特定健康診査・特定保健指導を推進する。 また、

日常生活習慣の改善を具体的に指導して疾病の発生防止を図る。

(イ) 特定健康診査・特定保健指導の受診率等の向上に努める。

(ロ) 循環器疾患予防事業を実施し、 疾病の予防を図る。

t、l 健康教育・健康相談等を充実し、健康意識の啓発・普及を図る。
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(ニ) 人工透析に移行しないよう糖尿病予防対策を推進する。

③ 関係機関と連携し、 糖尿病等生活習慣病予備群に対する効果的な保健指導の徹

底を図る。

④ 県民の生涯を通じた歯と口腔の健康づくりを推進する。

(イ) 「茨城県歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例」 等に基づき、8020・

6424運動(80歳で20本以上の歯を保つこと及び64歳で24本以上の歯を保つこと)

を推進する。

(ロ) 歯と口腔の健康づくりのさらなる推進のため、行政に従事する歯科衛生士の

確保を図る。

⑤ 県立健康プラザを中心に、健康情報の提供、健康づくりのための調査研究、県

民への健康教育 ・研修などを行い、健康づくりを推進する。

⑥ 県民の健康教育、健康増進など市町村の行う健康づくり体制の支援を充実する

と と も に、保健師 ・管理栄養士・歯科衛生士など健康づくりに携わる職員の資質

向上を図る。

⑦ 関係団体と協力し、 健康講座や健康相談等の生活習慣病予防のための事業を積

極的に実施する。

(イ) 生活習慣病等予防のため、食事を中心とした各人の健康づくりを支援するた

めの栄養相談事業及び外食産業に対する栄養成分表示等を促進する食環境整備

を行う。

⑧ あらゆる世代が健全な食生活を自ら実践できるよう食育を推進する。

⑨ 健康づくりの継続や特定健診を受診した県民にポイントを付与する事業を促進

して、 健康寿命の延伸や医療費の抑制を図る。

(4 ) 障害者福祉の充実

障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、 保健・医療 ・福祉 ・教育 ・産業労

働等が連携して、 障害者施策の推進と障害福祉サー ビスの体制整備に努める必要が

ある o

このため、平成30年3月に策定した 「第2期新いばらき障害者プラン」 に基づき、

障害者施策の推進と障害福祉サー ビスの体制整備を一体的に進め、 各種施策の展開

を図る。

また、 「障害者差別解消法」及び平成27年4月に施行した 「障害のある人もない人

も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づく リ条例」 に基づき、 障害者に対する差別

の解消のための諸施策を推進する。

① 障害者総合支援法の周知 ・広報、市町村及び事業者の支援等を行い、制度の円

滑な施行を図る。

(イ) 障害者総合支援法施行に伴う障害者福祉サー ビスの利用者負担の独自軽減策
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の導入を図る。

② 障害者が地域で自立して生活できるよう、居宅介護等の介護給付、農業や林業

などを通じた就労支援や共同生活援助等の訓練等給付等の基盤整備づく りを推進

する。

③ 障害者の自立に向けて、 県や市町村の施設において外部委託している業務にお

ける障害者の雇用を促進し、 就労機会の拡大と雇用の拡充を図る。

④ 障害者に対するデジタルデバイド  (情報格差) の是正対策を進める。

(イ) 点訳パ ソ コ ン講座や中途失明者の緊急生活訓練事業の実施、手話通訳者 ・要

約筆記者の養成・派遺など視覚・聴覚障害者対策を進める。

(ロ) 視覚障害者福祉センタ ー ・点字図書館は現在、建築から45年以上が経過し、

雨漏りや壁の亀裂など老朽化が進んでおり、建物の現状を調査し、必要な修理

修繕を計画的に進めるとともに、利用者ニー ズの変化や情報機器の普及など、

施設を取り巻く社会環境が大きく変化していることなどから、新築 ・増改築に

よる機能の充実を検討する。

t、) 障害者のパソ コ ン活用を総合的かつ一体的に支援するために、「障害者I T
サポー ト セ ン タ ー」 で実施する電話による利用相談、パ ソ コ ン ボ ラ ン テ ィ ア の

派遺事業等を推進する。

(ニ) 活字資料をコピー感覚で即座に点訳資料に印刷できる点訳コピーの配置を図

る o

⑤ 障害者の体力增強と明るい協調精神を養うため、 スポー ツ ・ レ ク リエー シ ョ ン

等の各種大会を開催する。

⑥ 障害者のスポー ツ ・ レ ク リ エー ション及び文化活動が日常的に安定して行われ

る よ う、総合的な支援体制の整備充実を図る。

(イ) 茨城県手話言語の普及の促進に関する条例を踏まえ 「身体障害者レクリエー

ション事業」 について、 手話通訳者の配置に係る予算の計上を検討する。

⑦ 在宅障害者に対し、 地域で自立して生活できるための事業を総合的に推進する。

⑧ 電動車椅子の支給基準を緩和するなど、 重度身障者福祉対策の推進を図る。

※ ⑨ グループホーム等の施設整備を促進し、 障害者の地域生活や自立を支援する。

また、耐震基準に適合しない老朽化した施設の改築や入所施設に対するスプリン

ク ラ ーの整備を進め、入所者の安全を図るとともに、必要な財政措置を講じる。

⑩ 愛正会記念茨城福祉医療センタ ーの運営については、 利用者やその保護者等の

信頼に応えられるよう、引き続き県が関与・支援を行う。

⑪ 心身に障害のある児童の日常生活自立のため、児童発達支援や放課後等デイサー

ビスなどによる育成指導を行う。

⑫ 障害者が製作した物品を広く県民に販売するため、「福祉の店事業」 を推進す

る。
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※

※

⑬ 重度の肢体不自由者の介護や外出時の移動の介護を行う 「重度訪問介護従事者

研修」 事業を拡充する。

⑭ 障害者の自立を支援し、一人ひとりが必要に応じたサー ビスを受けられるよう、

相談支援専門員の配置、 また、 障害者が地域生活で抱える課題解決のための関係

機関による市町村自立支援協議会の運営充実を図る。

⑮ 医療的ケア児・者及びその家族の福祉の向上を図るため、 医療機関による医療

型短期入所事業の推進を図る。

⑯ 認知症高齢者 ・知的障害者 ・精神障害者など、自己決定能力が低下している者

の権利を擁護し、 自立した生活が送れるよう、 日常生活自立支援事業の推進を図

る o

⑰ 障害者の自立した生活をサポー トする補助犬の給付を促進する。

⑱ 発達障害に関する理解・啓発を推進するとともに、生涯一貫した支援体制の充

実を図る。

(イ) 発達障害の診療に携わる医師の確保 ・養成に努めるなど、発達障害を早期に

発見し、 支援が必要な子どもを診断に繁げる体制づくりを推進する。

⑲ 障害者に対する虐待の防止対策を推進する。

⑳ 災害時に障害者が困らないための施策を推進する。

⑳ 障害者施設の利用者が生きがいをもって働けるよう、共同受発注センターの体

制を強化する等、 障害者施設の受注機会の拡大と工賃水準の向上を図る。 また、

受注単価が比較的高い施設外就労の推進、 中でも、 農福連携の推進を図る。

(i2) 障害者就労支援施設等からの物品等の優先調達について、 市町村に対し、 県等
の取組を周知することにより、更なる推進に努める。

② 障害の重度化、高齢化、親亡き後を見据え、障害者の生活を地域全体で支える

ことのできる地域生活支援拠点を茨城型地域包括ケアシステムとも連携のうえ、

県内各地に整備し、 適切な支援やサー ビスの提供、充実を図る。

⑭ 知的障害、 精神障害、 知的と精神の重複障害者が入院加療等を必要とする時に

対応可能な医療機関体制の整備を図る。

⑳ 心身障害者(児)の歯科診療体制を強化するため、 研修の充実や医療機器購入の

助成制度創設などにより、 県内で心身障害者(児)に対応できるかかりっけ歯科診

療所の増加を目指す。

⑳ 聴覚障害者向け電話リレーサー ビスについて、 関係団体の協力を得て周知を図

るなど、 利用促進に向けた取組を進める。

@ 民間事業者の障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供に関する費用に対し
て、 市町村の助成制度の制定を促進する。
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(5)精神保健の充実

精神障害者対策については、 各ラ イフ ステー ジに応じた発症の予防、 早期発見及

び早期治療、並びに社会復帰対策を推進するとともに、在宅の精神障害者が地域の

中で安心して暮らせる基盤づく りを推進する。

① 精神障害者が社会生活を送るために、 生活支援体制を地域において確立してい

くための施策の充実を図るとともに、精神保健福祉センタ ーや、地域保健法の基

本指針に定められている精神保健等の専門的、 技術的拠点としての保健所におけ

る地域精神保健福祉活動の充実を図る。

② 精神保健福祉センタ ーや保健所等における思春期精神保健対策、 アルコール疾

患対策を進める。 また、薬物乱用防止に関する正しい知識の普及に努めるととも

に、 社会復帰や再発防止のための施策を進める。

③ 精神障害に対しては、 いまだ誤解と偏見が強く、 その解消が重要な課題である。

このため、心の健康づくりに関する知識や精神疾患 ・精神障害者に対する正しい

知識の啓発・広報をするため、地域の推進組織・団体や精神保健ボランティアの

育成を図る。 また、家族への支援や、高齢化の進んでいる地域家族会及び(一社)

茨城県精神保健福祉会連合会など各種団体の活動を支援する。

④ 精神科病院からの退院に対する不安等の理由で社会的入院をしている精神障害

者に対し、精神科医療機関、相談支援事業者、市町村など関係機関が連携した支

援ができる体制づくりに努める。

⑤ 訪問看護や精神科デイケアの充実とともに、県立こころの医療センタ ーなどの

役割を踏まえた施策の充実を図る。

⑥ 病状の悪化など緊急に入院が必要になった在宅の精神障害者に対して、迅速な

医療が提供できる精神科救急医療システムの充実強化を図る。

⑦ 入院患者等の療養環境や医療従事者の職場環境等に関して、 良好な環境の確保

を図るなどの医療施設の近代化を推進するため、 補助制度による支援を図る。

⑧ 認知症患者のための専門病棟やデイケア施設の整備を進めるとともに、市町村・

認知症疾患医療センタ ーを中心とした、地域のネッ ト ワー クの確立を図る。

⑨ 児童思春期専門病棟の充実を図るとともに、児童思春期特有の心の病に対応す

るため、医療機関・児童相談所・精神保健福祉センタ ー ・保健所・教育機関など

関係機関のネットワー クづくりを推進する。

⑩ 県立こころの医療センタ ーは、精神科救急や児童 ・思春期医療などの専門的基

幹病院としての役割の充実を図る。

⑪ 県及び市町村等は社会的不利の解消に向け、 精神障害を理由とする資格や利用

の制限の廃止並び公共施設等の利用料の減免等に努める。

⑫ 自殺対策基本法に基づき、 関係機関との連携強化を図るなど、実効性のある自
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殺防止対策を推進する。

※ (イ) 県が心の問題全般について相談できる窓口として設置する 「こ こ ろ の ホ ッ ト

ラ イ ン」 は、専門相談員1人が対応しているため、つながりにくいという声が

あり、早急に相談体制の改善を図る。 また、悩みを抱える方に気づき、必要な

支援につなげるゲー ト キー パ ーの役割が重要なことから、県民誰もがゲー ト キー

パー となることを目指す施策を進める。

⑬ 引きこもり者の社会参加を促進するため、ひきこもり相談支援センタ ー、保健

所、団体等が連携協力し、引きこもり者や家族への支援体制の充実を図る。

【新規】 ⑭ 精神障害者の地域移行を促進するため、 ピアサポー タ ーを活用した支援体制の

拡充を図る。

(6) 難病・感染症など特殊疾病対策の充実

① 難病患者の療養環境の改善を図るため、 医療費の公費負担をはじめと した難病

対策を推進する。

② 難病患者・家族の目常における相談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援

などが円滑に行われるよう、難病相談支援センタ ー事業を推進する。

③ 感染症法及び茨城県感染症予防計画に基づき感染症予防対策の充実を図る。 特

に新興感染症発生時に迅速かつ的確に対応できるよう、 対応手順の明確化や関係

機関との連携体制の強化に努める。

④ 法に規定されている予防接種については市町村の財政基盤や個人の経済状況に

よる格差が生じることのないよう、 国に対し、必要な財源の確保を働きかける。

⑤ 肝硬変や肝がんにつながるB型 ・C型肝炎ウイルス感染者の早期発見・治療を

図るため、 肝炎ウイルス検査の受検機会を拡大し、 県民に対して肝炎検査の受診

を推進する。

⑥ エイズ等性感染症の拡大を防ぐとともに、不安や心配のある人が安心して相談

や検査が受けられるよう、相談 ・検査体制の充実を図る。

⑦ 医師・看護師等へのエイズ研修の実施や、医療機関相互のネットワー ク化を図

るなど、 拠点病院等を中心としたエイズ診療体制の充実を図る。

⑧ 腸管出血性大腸菌感染症等の発生とまん延を予防するため、食品衛生・感染症

対策の連携を図る。

⑨ ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発を進め、 差別や偏見の解消を図る。

※ ⑩ 骨髄バンク及びアイバンクの登録者拡大を図るとともに、腎臓財団の実施する

腎不全対策を支援する。

⑪ 円滑な臓器移植のための体制整備を進める。

(イ) 脳死・臓器移植に対する理解とともに、臓器提供意思表示カー ドの普及や、

運転免許証・健康保険証・マイナンバー カ ー ドの臓器提供意思表示欄への記入
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率向上を図るための啓発を進める。

(ロ) 移植医療の推進には、 病院側の移植医療に対する深い理解の下、 病院の体制

整備が重要であることから、病院への情報提供を行うとともに、医療者を対象

とした実践的な研修会を開催するなど、 病院の体制整備の動機づけにつながる

取り組みを推進する。

※ (1,、1 白血病などの治療に有効な骨髓移植を後押しするため、骨髄の提供者(ドナー)
が移植手術に協力して入院や通院をした場合に支給するドナー助成制度の上限

額引き上げを図り、 辞退者の減少につなげる。

⑫ 新たなインフルエンザの発生に備え、医療体制を強化するとともに、 タ ミ フ ル

等の医薬品の備蓄や感染防止に関する県民への普及啓発等の対策を進める。

(7) 保健・医療・福祉の一元的な推進体制の充実
県民が安心して日常生活を送るためには、 保健 ・ 医療 ・ 福祉の連携が特に重要で

あり、 関係機関相互の連携と一体化を図ることが期待される。

① 保健医療計画を推進し、地域の保健医療体制の確立を図る。 また、地域医療構

想の中に示されている施策の方向性の実現に向け、 地域医療構想調整会議におい

て協議を行う。

② 茨城型地域包括ケアシステムの推進を図る。

(イ) 高齢者 ・障害者や児童など要援護者が家庭や地域で安心して生活できるよう、

保健・医療 ・福祉の関係者がチームを組んで効率的 ・総合的な各種在宅サー ビ

スを提供する、 茨城型地域包括ケアシステム推進事業を介護保険制度等との連

携 ・調整を図りながら進める。

(ロ) 福祉サー ビス調整担当者(地域ケァコーデ ィ ネ ー タ一)研修会の充実を図る。

茨城型地域包括ケアシステムの中心的役割を担っている地域ケァコーデ ィ ネ ー

タ ーの調整機能が十分でない市町村もあるため、福祉や保健・医療制度に精通

し、 要介護者の立場に立 つて調整できるよう担当者の研修を充実させることが

必要である。

e、) 医療従事者の参加 ・協力を促し、 茨城型地域包括ケアシステムの充実強化を
図る。

o医療機関に対し、 茨城型地域包括ケアシステムの支援要請を行うとともに、

在宅に復帰する入院患者の退院情報(患者の同意を得て)提供体制づくりを

図る。

o市町村のサー ビス調整会議や在宅ケアチー ムの中に、 地域の医療従事者が参

加するよう指導 ・助言を行う。

o医療や福祉の資源が不足する地域においては、 近隣市町村との連携を図り、

茨城型地域包括ケアシステムの拡充を進める。
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o施設や在宅療養の場で、適切にたんの吸引や経管栄養など特定の医療的ケア

を行うことができる介護職員等の養成を円滑に推進し、 要援護者が安心して

生活できるようにする。

※ ③ 鍼灸マ ッ サー ジ師 ・柔道整復師等の社会参加事業を促す。 また、高齢者や身体

障害者に対する鍼灸マ ッ サー ジ施術費助成制度の創設を検討する。

④ 国民健康保険財政の安定的運営と被保険者の負担軽減を図るため、 県の財政支

援を充実させるとともに、適切な国庫助成措置を国に要望する。

⑤ 保健医療関係団体合同での健康づくりフェスティバルなどの社会活動を助長す

る o

⑥ 福祉と医療の連携の役割を担う訪問看護ステー ションの育成強化を図るととも

に、設置の拡大を進める。

(イ) 訪問看護ステー ションの開設を促すため、経費の補助をする。

(ロ) 訪問看護を担う人材の確保 ・育成を図るため、 医療機関等への支援を行う。

⑦ 医療施設 ・福祉施設 ・在宅を通した総合的なリハビリテー ション提供体制の確

立を図る。

(イ) 県立医療大学付属病院を核とした、医学的リハビリテー ションの提供ができ

る医療施設の整備、及び地域 (在宅 )でリハビリテー ションが受けられる体制

の整備を促進する。

(ロ) 継続的なリハビリテー ションが必要な患者については、患者の了解を得た上

で、他の医療機関に患者の情報を提供できるようなシステムを構築する。

t、l 災害時におけるリハビリテー ション支援活動を円滑に実施するため、 リ ハ ビ
リ テー ション専門職の派遺体制を整備する。

(ニ) 高齢社会化に伴って高まる県民のリハビリテー ション医療の需要に応えるた

め、 県立医療大学及び付属病院は、 職員数や予算編成等での自主性が確保され

大学の自律的な運営が期待できる公立大学法人化の検討などにより機能強化を

図る。

⑧ 市町村社会福祉協議会の基盤の強化を図る。

⑨ 地域住民の自主的参加による、地域ボランティア活動を推進する。

(イ) 地域ボランティア活動を助長し、 グループの育成強化を図る。

(ロ) 茨城県ボランティアセンタ ーや市町村社会福祉協議会を中心に、 ボ ラ ン テ ィ

アグループ の ネ ッ ト ワ ー クや人材バンクを整備する。

t1 意識啓発やボランティア保険の加入等、 ボランティア活動に参加しやすい環
境づくりを進める。

日 ボ ラ ン テ ィ ア グ ループの資質の向上を図るため、指導者研修の実施とともに、

ネ ッ ト ワ ー クづくりを図る。

⑩ 市町村や関係各機関に対して、情報提供や助言・支援を強化する。
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⑪ 民生委員・児童委員の活動を充実するため、 地区民児協や県民児協活動に助成

する。

o民生委員の負担軽減や、 なり手不足の解消などに一定程度寄与するものと考え

られる兵庫県の民生協力委員制度のような事例を参考に、 民生委員が活動しや

すい環境整備を進めるとともに、民生委員の担い手確保に取り組む。

⑫ 地域住民参加による互助組織として、「有償による在宅福祉サー ビス」 を推進

強化するため、 時間預託制度の普及を図る。

⑬ ともに支え合う福祉意識の醸成と、 地域住民の福祉活動への主体的な参加促進

を図る福祉コミュニティづくりを推進する。

⑭ 成年後見制度の利用が有効と認められる認知症高齢者 ・知的障害者 ・精神障害

者などの適切な財産管理等を支援するため、 成年後見制度の普及啓発を図るとと

もに、 成年後見制度利用支援事業の活用を促進する。

(イ) 成年後見制度の円滑な支援を行うには、市町村の協力が不可欠であり、担当

する社会福祉士等との綿密な連携 ・協力の推進を図る。

(ロ) 成年後見制度が身近で利用しやすいものになるよう、市町村における地域連

携 ネ ッ ト ワ ー ク及び中核機関の整備等を推進する。

【新規】 ⑮ 障害のある家族の介護、難病の子どもの子育て、ひきこもりの家族のケアなど、

多様な役割を担っているケァラ ーは、身体的、精神的、 さらには経済的にも重い

負担を抱えていることから、 孤立させない、 支える取組の充実を図る。

⑯ 総合福祉会館の機能の拡充強化を図る。

(イ) 地域福祉の施策・活動・情報・ サー ビス等の発信拠点としての機能の充実を

図る。

⑰ 福祉マンパワー対策を強化する。

(イ) 福祉人材センタ ーの機能を強化し、離職者防止及び再就業支援の取組の充実

を図るほか、 シニア層や外国人等の多様な人材が参入しやすい環境づくりを行

う な ど、福祉マンパワーの養成確保施策を推進する。

(ロ) 介護福祉士・社会福祉士修学資金貸与制度の活用を図る。

⑱ 民間社会福祉施設の整備促進を図る。

(イ) 児童養護施設に看護師を必置するなど機能充実を図る。

⑲ 県立社会福祉施設等の整備促進を図る。

(イ) 県立福祉施設の計画的整備を進める。

(ロ) 児童相談所等、県立相談機関の機能充実 ・相談体制の強化を図る。

⑳ 福祉団体の育成強化を図る。

(イ) 戦没者遺族等が組織する援護組織団体への助成を行い活動の促進を図る。

(ロ) 民問の社会福祉関係諸団体の実情に応じ、 きめ細やかな指導 ・育成 ・援助を

行い、 民間の福祉活動を推進強化する。
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P、) 心身障害者を持つ父母組織の充実と意識の高揚を図る。
(ニ) 母子寡婦福祉団体に対する支援の充実を図る。

⑳ 民間・企業等における福祉関連事業の育成を図る。

多様化し増加する高齢者の介護ニーズに対応し、 かつ効果的 ・良質的な介護サー

ビスを供給するためには、公的に加え、民間の活用が必要となってくる。 また、

高齢者の自立促進と介護者の負担軽減を図る観点から、 A  I や I o T、介護ロボッ

トなど介護支援機器や福祉用具などの活用を推進し、 それらの開発 ・提供を行う

企業を育成する。

(イ) 民間事業者の参入を促進する。

(ロ) 介護支援機器や福祉用具などの研究開発と普及の促進を図る。

t1 県福祉サー ビス振興会等、民間 ・企業の育成を図る。
目 企業参加型の高齢者対策の推進を図る。

Cホ) 一般企業の福祉に対する理解 ・認識を深めるとともに、高齢者の雇用の促進

を図る。

Cへ) 障害者雇用促進法との整合性を考え、 企業に対し助成策を講ずる。

(ト ) 介護休業及びボランティア休暇制度の普及について指導 ・啓発を行う。

(22) 生活保護の実施機関における執行体制の確保と自立支援プログラムの推進及び
ハ ロー ワ ー ク等との連携強化等により自立促進を図る。

(23) 生活保護の不正受給防止対策を推進するため、 関係機関との連携強化を図る。

⑭ 生活保護制度における実施責任の住所地特例について、 有料老人ホー ムに該当

するサー ビス付高齢者住宅についても対象となるよう、 国に対して要望する。

※ ⑳ 貧困の世代間連鎖を断ち切るため、 生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学

習 ・生活支援事業などの生活困窮世帯の子どもに対する支援内容の充実を図る。

⑩ 8 0代など高齢になった親が、ひきこもる50代ら中年の子を抱えて困窮する

「 8 0 5 0 間題」 が深刻化しており、対策を早急に検討する。

(2:i) ラ イ フ ラ イ ン を止められ餓死・孤立死した事件が全国で相次いでいるのを踏ま
え、関係機関との連絡会を設置して、高齢者等の見守りを進め、孤立死の未然防

止を図る。

⑳ 就労 ・住宅の確保や保険医療 ・福祉サー ビスの利用促進等を盛り込んだ地方再

犯防止推進計画を策定する。

⑳ 児童養護施設入所児童への支援を充実させるとともに、児童養護施設退所者が

経済的な不安を抱えながら自立することは大変困難であることから、様々な悩み

や問題に対し相談できる環境づくり等を進め、 自立を支援する体制を構築する。

⑩ 単独で公共交通機関を利用して移動することが困難な者の継続的な移動手段の

確保のため、 福祉有償運送事業者を支援する補助制度を創設する。



(8) 医療体制の充実

① 中央病院、 こころの医療センタ ー及びこども病院の県立3病院は、 県民への安

全 ・安心な医療提供のための積極的な機能充実を図りながら、 県財政への負担軽

減を図るために、 抜本的な経営改善を推進する。

(イ) 県立中央病院の救急センタ ーの機能を充実させ、救命救急センタ ー としての

位置づけを図る。同病院の将来像を明確にするとともに、施設の免震化による

建て替えを早急に検討する。

②常陸太田・ひたちなか保健医療圏に整備した常陸大宮済生会病院に、小児救急

の機能や産婦人科の診療体制を整備する。

③ 入院患者や医療従事者に良好な療養 ・職場環境の確保を図るための医療施設や

設備の整備に対し助成する。

④ 医療事故の未然防止とともに、信頼と安心できる体制づくりのため、医療職員

の研修など充実を図る。

⑤ 外国人在住者の医療対策事業を実施する。

(イ) 受診案内を作製するとともに、外国人医療費未払金の補填制度の充実を図る。

⑥ 医療機能の分化 ・連携の推進を図る。

(イ) 県民及び医師に対して、かかりっけ医の普及・啓発を図る。

(ロ) 医師会等に働きかけることにより、 病診 ・病病連携を積極的に推進する。

(1,、) 地域医療支援病院の拡充を図る。

(ニ) 県民・患者が医療機関を適切に選択できるよう、医療機関の情報について県

民・患者が利用しやすい形で提供する。

Cホ) 地域医療介護総合確保基金を活用し、病床機能の分化 ・連携に資する事業を

実施する。

【新規】 (へ) 急性期を脱した患者の受け皿となる回復期病床は、 2025年の必要病床数約

7200床に対し、 いまだに乖離があり、 今後、円滑な受け入れに向けて、受け入

れ態勢のハー ド ・ ソフ ト両面からよ り一層支援する。

⑦ I C Tを活用した遠隔医療に取り組み、在宅医療提供体制の充実 ・強化や医療

資源を健康管理など予防医療に有効活用する。

⑧ 開業医の高齢化や後継者不在に伴い診療所が減る中、 地域医療の担い手を確保

するため、 診療所の第三者への承継を検討する県内の開業医と、 開業を希望する

全国の動務医らを仲介する 「医業承継バ ン ク」 の開設を検討する。

(救急医療体制の充実)

県民がいっでもどこでも十分な医療を受けられるよう、1次(初期) ・ 2次 ・ 3次

の救急医療体制の充実を図るとともに、救急医療の普及 ・啓発を行う。 さ ら に、災

害時における救急医療体制の整備を図る。
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① ド ク タ ーヘりの活用と受け皿となる医療体制の整備、 ド ク タ ー カ ー運行の充実

等により、  県内に格差の生じない救急医療の充実を図る。

② 市町村が運営する休目夜間急患センタ ー及び在宅当番医制度を推進するととも

に、 救急告示医療機関を支援する。

③ 夜問 ・休日における薬局の処方せん応需体制の充実を図る。

④ 病院群輪番制病院の施設及び医療機器の整備を図る。

⑤ 救急患者が迅速に適切な処置が受けられるよう、救急搬送体制の充実や、消防

救急指令の一元化を進める。

⑥ 救急医療(応急手当て)の普及・啓発を行う。

⑦ 災害拠点病院等に対し、災害医療に必要な施設 ・設備の整備を図る。

(イ) 短時問搬送体制を確保するため、救急医療用へリポー トの整備を図る。

⑧ 救急医療対策の一環として、 A  E D(自動体外式除細動器)の設置並びに活用

の促進及びバ イ ス タ ン ダー (現場に居合わせ応急手当てを行える人)の養成に一

層努める。

(イ) 学校施設の貸し出し時等においても、 A E Dが適正に活用できるよう運用体

制の整備を図る。

※ (ロ) 「A  S U KAモデル」 を活用したA E Dの適正利用の普及啓発を図る。 また、

小学校においても、救命講習の中で自分にできることを教え、救命救急の啓発

を図る。

⑨ 相談体制の充実など、 小児救急医療体制の強化を図る。

⑩ 県内において医師不足等が顕著な鹿行地域の救急医療体制の充実を図る。

【新規】 ⑪ L i v e l l 9の導入等による口頭指導の充実強化を図る。

(9) 医薬品の安全対策と献血の推進

① 医薬品の有効性 ・安全性を確保するため、 医薬分業の充実や医薬品の正しい情

報の提供活動を推進する。

(イ) 薬局の在宅医療等における医薬品供給機能の拡充を支援することにより、医

薬分業の充実を図る。 さ ら に、地域活動への参画や健康相談など、住民の健康

を幅広くサポー トする 「健康サポー ト薬局」 の普及を進める。

(ロ) 県内の薬剤師の偏在を解消するため、 未就業薬剤師の就業を促進する。

e、) 薬局における一般用医薬品の適正使用に係る助言や健康相談、 情報提供を支
援し、県民のセルフメディケー ションを推進する。

(ニ) 県薬剤師会の設置する薬事情報室や薬の相談室の運営に助成する。

② 一般用医薬品のインタ ーネットによる販売の監視指導を強化し、医薬品使用に

あたっての安全確保を図る。

③ いわゆる健康食品(無承認無許可医薬品の疑いがあるもの)や危険ドラッ グに
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よる健康被害を防止するため、 試験検査を充実し、 市場への流通の防止を図る。

④ 覚醒剤、麻薬、大麻、危険ドラッグなどの乱用防止を啓発し、正しい知識を普

及させる。 特に若い世代に対して薬物の危険性・違法性を認識させるための薬物

乱用防止教室の開催推進など教育の充実を図り、 薬物乱用防止対策の強化を図る。

⑤ 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及は、患者負担の軽減や医療費の適正

化を図る上で重要であることから、 市町村や医療関係者への働きかけなどを通じ

て地域ごとの意識酸成を図りっつ、 県を挙げてさらなる使用促進に取り組む。

⑥ 血液の安定供給のため、 献血事業を推進する。

(イ) 成分献血、 400m2献血を中心とした献血思想の普及に努める。

(ロ) 民間献血協力団体などの拡充に努める。

(1,、) 1 0 代、 20代の献血者数が減少しているが、若年層での落ち込みは将来の

供給不足につながりかねないことから、 若年層の献血者確保に努める。

(10) 医療従事者等の養成確保

① 社会人の編入学の受け入れ等、 県民に開かれた県立医療大学・大学院づく り を

図る。

(イ) 県支援センタ ー として医療従事者の研修体制の充実を図る。

(ロ) 現任医療職のためのリガレント教育を推進する。

② 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、 臨床検査技師、診療放射線技師などの養成確保及び研

修の機会を拡充する。

(イ) 医師不足が深刻化している県北山間部などの地域における産婦人科や小児科、

救急医療などの政策医療を推進するため、 必要となる医師の養成確保を図る。

(ロ) 地域医療介護総合確保基金事業を活用して、 早期の医師確保と医療体制の整

備を図る。

t、) 地域枠や修学資金貸与制度の拡充を図るとともに、将来、医師不足地域であっ
ても夢や希望をもって医療に従事できるよう、地域医療支援センタ ーが中心と

な っ て、修学生などのキャリア形成を支援する。

(ニ) 医師不足地域における一定期問の診療の義務づけ等の制度的措置を講じるよ

う国に働きかける。

※ Cホ) 勤務条件の改善や院内保育所の設置促進等を進め、女性医師や看護職員など

の離職防止、 定着促進対策を強化する。

また、看護職員が安心して働き続けられるよう暴力・ ハラスメント防止対策

及び看護職のメンタルヘルスケア対策など職場環境の改善について支援策を講

じる。

Cへ) 県ナー スセンタ ーを充実させ、学生対象の看護職場体験や潜在看護職員の再



就業教育研修体制、 職業紹介事業の拡充を図るとともに、 潜在看護職員の再就

職支援を促進する。

(ト ) 動務環境改善のため、院内・公私立保育所の増設や拡充等に加え、小規模病

院等には単独設置は厳しいため、 連携して設置出来るなどの支援を図る。

Cチ) 看護職員の再就職を促進するため、嘱託・ パ ー ト ・夜問専従など多様な動務

態勢・条件の導入を図るとともに、医療体制の充実のための看護補助者の確保

対策を促進する。

(リ) 看護師等修学資金貸与制度の充実を図るとともに、看護師が不足している地

域における看護師養成施設への支援を行い、 看護職員の養成確保を図る。 准看

護師養成校について、既存は当面維持しつつも、新設は止め、 (正)看護師養

成に施策導入する。

(ヌ) 助産師養成においては、 県内助産師養成施設における県内推薦枠を実施する

と と も に、十分な臨地実習の場の確保を図る。

(ノ0 医師不足解消のために、 県立高校へ設置する医学コー スを充実させ、 医学部

合格者増加の成果を上げる。

(ヲ) 本県の医師不足は、 医学部入学定員の増員などでは危機的な状況を解消する

ことは困難であり、抜本的な解決策として本県への医学部新設を図る。

(ワ) 医師の地域偏在や診療科偏在などの抜本的な解消のために、 医師の動務のあ

り方の見直しなど必要な制度の改善について、 国に働きかけていく 。

※ (ヵ) 看護師が離職につながらないよう安心して働ける保育体制の構築を図る。

※ ③ 人材バンクを設置し、円滑な斡旋を行うなど、 プラチナナー スをはじめ、 あら

ゆる世代の看護職員が県内に就業 ・定着できるような施策を推進する。

④ 訪問介護員(ホー ムヘルパー )、訪問看護師、福祉に精通した職員等、福祉サー

ビスを担う人材の養成、 及び現任者研修の充実強化を図る。

⑤ 医師の負担を減らすため、電子カルテの入力や診断書の発行といった医師が担 っ

てきた事務を代行する医療クラ ー クの養成に取り組む。

(11)社会福祉施設への適切な支援
社会福祉施設は、 高齢者や障害者等に対する福祉サー ビスの提供において重要な

役割を担っているこ とから、 利用者へのサー ビス低下を招来しないよう経営安定化

を支援することが必要である。

o経済情勢を適切に反映した報酬や措置費単価の改定を国に対して働きかける。

o養護老人ホーム等の措置施設については、 空床が目立つ施設も見受けられるこ

とから、  積極的に活用されるよう市町村に対し働きかけを行う。
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(12) 食品の安全対策の推進

① 食品の安全性を確保するため、 生産段階から流通・製造・加工・調理・消費に

至るまでの各過程における、 衛生対策の効果的な指導を総合的に推進する。

※ ② 食品に起因する健康被害の予防対策を積極的に推進し、 被害拡大防止・再発防

止対策など関係機関と連携の上、対策を総合的に講じるとともに、食品による危

害発生の未然防止に効果的な手法である、 H A C  C P (ハ サ ッ プ : 危害要因分析

重要管理点) の適正な運用を確認及び支援する。

③ 「食の安全・安心推進条例」 に基づく、食品衛生法等に違反した農林水産物の

出荷 ・販売の規制、食品等輸入者届出等の食の安全 ・安心の確保に関する具体的

措置の適正な運用を図る。

④ 食品を介して健康被害を引き起こす可能性のある微生物や化学物質の多様化、

残留農薬等のポジティブリスト制度等に対応するため、食品の検査機能の強化を

図り、 県内に流通する食品中のアレルギー物質や残留農薬、 残留動物用医薬品等

の各種検査を輸入食品も含め推進する。

⑤ 県民が日々食べている食品の安全性を正確に判断するため、 食品衛生検査施設

業務管理(G  L P )を徹底し、検査の信頼性を確保する。

⑥ 原産地の偽装表示などの不適正な表示を確実に発見するため、 関係機関と連携

し、 元素分析等の科学的手法を用いた検査を実施し、 県民の食に対する安心感の

醸成を図る。

※ ⑦ 「県ホー ムペー ジ」 や S N S等を活用し、食の安全に関する情報公開を積極的

に実施するとともに、 食品の放射能汚染も含めた食の安全に関する施策等につい

て、県民の意見を反映させるため、 リ ス ク コ ミ ュ ニ ケー ション(関係者相互問の

情報・意見の交換)を推進する。

※ ⑧ と畜場や食鳥処理の衛生水準の向上を図るため、 H A  C C Pの適正な運用を確

認及び支援するとともに施設の改善を促進する。

⑨ 生食用食肉の規格基準等が遵守されるよう生食用食肉を取り扱う事業者への監

視指導を徹底する。

⑩ 食品の放射性物質に関するモニタリング検査を継続的に実施し、 その検査結果

を県民に分かりやすく公表する。

(13) 動物の愛護 ・管理対策の推進

※ 本県の犬及び描の殺処分は、 令和元年度に譲渡適性があると判断した犬及び描が

ゼ ロ と な ったが、依然として収容頭数が多い状態となっている。 その背景には、無

責任な飼い主の飼育放棄や迷子、 野良描が産んだ仔描など、 所有者のいない犬描が

動物指導センタ ーに収容されていることがある。  そ こ で、県民と連携して殺処分
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ゼロを維持するための取り組みを推進する。

他県などでは、 基金条例を制定するなどして殺処分ゼロの継続した取り組みを始

めている。 本県でも 「犬描殺処分ゼロを目指す条例」 に基づき、 県民と連携した動

物愛護の推進、啓発、教育、殺処分をなくすための対策に資する不妊去勢手術、適

正な飼育、 譲渡等の推進と財政的措置を講ずる必要がある。

動物愛護管理施策を充実し、 関係団体への活動支援を通して、 殺処分ゼロを維持

する。

① 動物愛護推進員の活動や団体譲渡、民問団体 ・ ボランテ ィアによる引取 ( 飼い

継ぎ、里親)と引取期間の延長や譲渡窓口の拡充、不妊去勢手術、終生飼養の支

援の充実を推進する。

※ ② 無責任な飼い主の飼育放棄を防止するため、動物を愛する心の教育 ・育成の為

の 「いのちの教室」 の充実を推進するとともに、ペット購入時における 「飼い主

マナー」 向上のための啓発活動や放し飼いの指導強化、 多頭飼養者への適切な指

導を推進する。

※ ③ マ イ ク ロ チ ッ プの装着や犬猫住民票など所有者明示の啓発活動を支援推進する

と と も に、疾病感染防止、事故等防止の観点から、屋内飼育の普及啓発を推進す

る o

※ ④ 令和元年6月の改正法施行により動物取扱業の規制が強化され、犬描等の個体

に関する帳簿の備え付けが義務化されるなど飼養管理の適正化が図られている。

それらの内容を遵守させるため、 ペ ッ ト ブ リ ー ダーなど動物取扱業の監視指導 ・

責任者研修会の実施を通じて、 動物取扱業者への動物愛護普及と啓発活動を推進

する。

※ ⑤ 収容した犬猫の生存機会の拡大のため、 収容動物情報の積極的な公表と県内は

も と よ り、県外への広域譲渡の推進や動物指導センターの充実を図るとともに市

町村にも譲渡事業の協力が得られるよう県、 市町村、 関連団体の連携強化と情報

の共有を推進する。

※ ⑥ 県動物指導センタ ーが引き取った犬や猫を、新たな飼い主に引き取ってもらい

やすくするため、 ト リ マーや動物トレーナーに預け、見た日を整えたり、しっけ

をしたりしてから希望者に譲渡する事業に取り組み、 「殺処分ゼロ」 を維持する。

※ ⑦ 動物の愛護と適正な管理をより推進していくため、殺処分ゼロの維持に向けた

先進県を日指し、 ふるさと納税の活用や犬の訓練所設立、 ト レーナー育成、行政

担当者の政策提案力向上などを推進する。

⑧ 災害時の避難所へのペットの受入態勢の構築を働きかけるとともに、災害時動

物愛護ボランテ ィア リ ー ダーを育成する。

⑨ 市町村が独自の動物愛護管理条例を制定する場合や、 獣医師会や地域住民等と

共同して動物愛護管理施策に取り組むための動物愛護協議会等を設置する場合に
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は積極的にこれを支援し、 県、 市町村、 獣医師会、 地域住民等との連携のもと全

県的に動物愛護に取り組む体制を整備する。

⑩ 県が主導して県内市町村に飼い描の登録制度を設け、 飼い主に描の性別や不妊・

去勢手術の有無といった情報を市町村に申請するよう求めるとともに、不妊 ・去

勢手術への補助金交付を検討する。

⑪ 適正飼養の判断に関する基準を整備するとともに、不適正飼養が認められた場

合には、 法に基づき厳正に対処するよう努める。

(14) 児童・青少年・若者の健全育成

たく  ましく心身ともに健全な青少年の育成は緊急課題である。 特に、 地域活動に

取り組む青年リ ー ダー (若者) の養成や青少年のための環境健全化活動を一層推進

する。

① 「青少年 ・若者プラン(第2次)」 に基づき、青少年 ・若者の健やかな成長と自

立を図るための施策を総合的 ・統一的に推進する。

② 青少年の健全育成のための体制整備とその活動の充実を図る。

(イ) 青少年育成市町村民会議の充実強化を図る。

(ロ) 各種少年団 ・子ども会等の少年団体を育成する。

③ 家庭の養育・教育機能の充実強化を図る。

(イ) 家庭生活の中からしっけや思いやりの心が育つよう、家庭教育の意識高揚を

図る。

(ロ) 次代を担う児童の健全な成長を著しく阻害する、 児童虐待の防止に対する啓

発などの対策を進める。

(1,、) 親子のふれあいを推進する事業や、 優良図書等の推奨を進める。

(ニ) 教育や子育てに関する電話相談など子どもの教育を支援する相談事業等を進

める。 また、児童委員活動 ・主任児童委員の活性化を図る。

※ Cホ) 小学校区で放課後の子どもの安全で健やかな活動場所を確保するとともに、

放課後児童クラブにおいては、 いわゆる待機児童が年々増加傾向にあることか

ら、 市町村の施設整備に対する支援を一層強化する。

また、放課後児童クラブの開設時問の延長、開設日数の拡大、小学校6年生

までの受入れ拡大、放課後児童支援員の確保・処遇改善や施設・設備について

の基準への適応など、質の向上を図ろうとする市町村の取組を支援し、 総合的

な放課後の対策の推進を図る。

(へ) 生活が困窮している家庭を対象に、小学生の放課後児童クラブ(学童保育)

の利用料減免を検討する。

(ト) 児童福祉法に基づく児童虐待防止の支援組織 「要保護児童対策地域協議会」

の機能強化を図るとともに、市町村職員の専門性向上のための研修等を実施す



る o

Cチ) 市町村要保護児童対策地域協議会への児童家庭支援センタ ーの参加等を促進

する と と も に、児童家庭支援センタ ーの拡充等を図ること。

④ 青年団体の活性化と青少年の社会参加の促進を図る。

(イ) 地域活動に取り組む青年リ ー ダー (若者) を養成するため、地域の課題解決

や活性化に取り組む青少年や若者等の地域活動を支援する。

(ロ) 特に、中学生・高校生のグループや親子での福祉ボランティアなど社会参加

活動を奨励する。

⑤ 青少年のための環境整備を進めるほか、 地域の教育機能を強化する。

(イ) 有害環境対策を進めるため、少年指導委員、防犯協会による活動の充実強化

を図る。

(ロ) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害図書等の指定を行うととも

に、 青少年相談員等が行う 「青少年の健全育成に協力する店」 の登録活動の推

進など事業者の自主的な規制等を通じて、 社会環境の健全化を図る。

t、l 青少年健全育成施設の整備を推進する。
(ニ) 児童の居場所となる児童館や児童センタ ーの整備を促進するとともに、子ど

もの遊び場を增設する。

o学校や地域の公的施設等の有効活用を進める。

(ホ) 茨城県青少年育成協会等と連携しながら、 「あいさっ・声かけ運動」 を推進

する。

(へ) エイズの感染予防及び患者等への差別や偏見の撤廃に向けた普及啓発活動を
推進する。

(ト) 「大人のマナーアップ運動̃親が変われば、子どもも変わる̃ 」 運動が県民

一人ひとりのレベルまで浸透し、定着するよう普及啓発活動を推進する。

⑥ 青年を対象に自己啓発セミナーを開催し、 自立した青年を育成する。

⑦ 青少年がインタ ーネッ トを安全・安心に利用できるよう、保護者等に対して、

イ ン タ ーネットの特性やその対処法を学ぶ機会を提供するなどの取組を促進する。

⑧ 保護者に対して、青少年が使用する携帯電話等にフィルタリングサー ビスを導

入することを義務付ける。

⑨ 学校教育の中で、 ボランティア活動や地域奉仕活動に積極的に取り組む。

⑩ 不登校や引きこもり、 就職困難など、困難を抱える子どもや若者の間題は、複

雑かつ深刻さを增していることから、平成22年に施行された子ども ・若年育成

支援推進法に規定されている総合的な相談窓口 「子ども・若者総合相談センタ ー」

を、県をはじめ市町村に早期に設置し、支援体制の強化を図る。
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(15) 男女共同参画の促進

少子・高齢化の進展や経済活動の成熟化など、社会経済情勢の急速な変化に的確

に対応するためには、 男女共同参画社会を実現することが必要である。 男女共同参

画社会の実現のために、人材の育成をはじめ男女の人権尊重など、社会の理解を高

める施策を進めるとともに、 女性団体などの育成強化を図り、 その活動を支援する。

また、女性がその能力を発揮して、いきいきと活躍できる環境づくりを推進し、

女性が輝く社会づくりに取り組む。

さ ら に、人生観や価値観等がますます多様化する中、あらゆる人の人権・人格や

生き方が充分尊重される優しい社会の実現を推進する。

① 国際的視野を持 つた女性リ ー ダーを育成するための人材育成事業を行う。

※ ② 企業における 「働き方改革」 の取組を促進し、労働者が性別等により差別され

る こ と な く、仕事と生活の調和を図りながら働ける環境づくりを推進する。

③ 「茨城県男女共同参画基本計画」 に基づく事業を推進し、男女共同参画による

社会形成のための条件整備を進める。

(イ) 男女共同参画推進員による出前講座を実施するなど、広く県民の意識の高揚

を図る。

(ロ) 男女共同参画推進月間において、 男女共同参画意識の普及啓発や県民の自主

的な取り組みの促進を図る。

④ 女性の自主的活動や社会参加を一層拡大するため、チャレンジ支援事業を推進

し、 情報提供や相談支援を充実する。

⑤ 県南 ・県西・県北地区に複合施設としての女性教育会館の建設を進める。

⑥ 政策 ・方針等を審議 ・決定する場への女性の登用を図るとともに、その人材の

育成に努める。

⑦ 配偶者からの暴力などD Vが社会間題となっており、 被害者の迅速かつ的確な

保護活動を実施するための体制を整備する。

(イ) 配偶者暴力相談支援センタ ーの機能充実を図る。

(ロ) 警察などの関係機関との連携強化を図る。

(1,、) 相談を受け付ける職員など関係職員への研修を充実強化する。ｫ

ニ) 女性団体などへの働きかけや支援を行い、 民間シェルタ ーの設置を促進する。

Cホ) 24時間のD V電話相談を行う。

⑧ 雇用の場における女性の活躍を促進するため、 いばらき女性活躍推進会議を中

心に、キャリア形成の支援、女性が働きやすい職場環境の整備を図る。

⑨ L G B T等性的マイノリティの支援は、当事者が真に望むことを的確に把握す

る と と も に、市町村や県出先機関等との連携を図りながら、理解增進の取組を推

進する。
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(16) 消費生活の安全確保

消費者の無知にっけ込む悪質な商法、 契約や解約及び欠陥商品に関する ト ラ ブ ル

が後を絶たない。 また、高度情報通信社会の進展によりインタ ー ネ ッ ト や ス マー ト

フォン等の情報通信機器を利用した被害や高齢者の消費者トラブルが增加している。

このため、 県民の消費生活における被害を防止し、 その安全確保を図るため、 一層

きめ細かな消費者行政が必要である。

① 消費者支援体制の整備を積極的に進める。

(イ) 消費者利益の擁護のために、消費者契約に係るトラブルを円滑に解決できる

よ う、県消費生活センタ ーの機能強化を図るとともに、市町村の消費生活セン

タ ー等相談窓口の機能充実に対する支援を行う。

(ロ) 悪質商法等不当な取引行為による被害防止対策の推進、 欠陥商品による危害

の防止、 不当表示等の適正化に努める。

(1,、) 消費者被害の未然防止を図るため、 消費生活に必要な知識の普及や情報の提

供などの消費者教育や啓発活動を推進する。

② 消費生活関係団体の育成 ・指導を図る。

(イ) 県消費者団体連絡会など、 関係消費者団体の育成指導に努める。

(ロ) 消費生活協同組合の運営の適正化を指導する。



5. 豊かな心を育む教育と文化の振興を図り、
郷土を愛する人材づくりを進める

いっの時代も、青少年は次代を担う後継者として、 その成長が大い
に期待される存在である。 今の青少年は高度情報化社会、 高齢社会、
多様化社会の中心的世代としての役割を果たしながら、 活力ある茨城
を築いて行く重要な立場にある。 従って、青少年を心身共に健康で活
力 ・気迫にあふれ、思いや りの心を持ち、自主性と責任感 ・創造性を
持つ茨城県民の一員として、地域社会・産業の発展に貢献できるよう
な人材として育成することは、学校はもとより家庭 ・地域の大きな責
任である。
また、 全ての県民が生涯にわたって自らを啓発し、 健康で文化的な
生活が営めるよう、生涯学習を一層充実する。地方の時代、文化の時
代にふさわしく、魅力ある芸術 ・文化活動の振興にも努める。
活力と安心の県民生活を日指し、 その実現を図るためには、 教育の
果たす役割は大きなものがある。 そのため、 児童生従に基礎学力の定
着を図るなど、 当面する課題に積極的に取り組み、 かつ中 ・長期的展
望に立 つた施策を推進する必要がある。

(1) 学校教育の充実

学校教育は、児童生徒数の減少期を迎えた今目、児童生徒の個性に応じ、 それを

伸長するとともに、 きめ細かな指導によって自主的 ・自立的精神を養い、確かな学

力を身にっけた心豊かで創造的な人問の育成を目指して実施されなければならない。

① 思いやりと道徳心・気概 ・責任感と創造性を持 つた青少年の育成は社会の責務

である。 県民の教育に対する関心と理解を深めるため、 知事部局と教育庁など関

係機関が一体となり、全庁的に 「いばらき教育の日」 (いばらき教育月問) にお

ける取り組みを推進することにより、学校 ・家庭 ・地域が連携した社会全体の教

育力の向上を図る。

② 確かな学力の向上

(イ) 児童生徒に基礎的 ・基本的な内容を身にっけさせる と と もに、自ら学ぶ意欲

や態度の育成を図り、 学力の向上に努める。

o少人数指導、 習熟の程度に応じた指導など、児童生徒一人ひとりに応じたき

め細かな指導の充実を図る。

o小中学校における学級編制基準を改善し、 全ての学年で 「35人以下」 学級が
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※

実現するよう、 また、 教職員の定数改善が図られるよう国に働きかけるとと

もに、少人数教育充実プラン(いばらき方式)を継続して実施する。

o全ての学習の基盤となる基礎的学力を着実に定着させるとともに、総合的な

学習の時間や各教科などの中で、 自ら課題を発見・解決する学習を推進し、

生涯教育の基礎を培う。

o小学校高学年における教師の専門性や得意分野を生かした教科担任制の推進

を図る。

(ロ) 全国学力・学習状況調査等の結果を分析して学習指導の改善に生かし、児童・

生徒の学力向上を図る。

P、) 幼児期の教育が小学校以降の生活や学習の基盤につながることに配慮し、 幼

児教育に関する研修や事業を充実させるとともに、 幼児教育施設と小学校との

連携・接続を図る。

目 自主的 ・実践的態度及び集団の中で自己を生かす能力の育成を図るため、 特

別活動の充実を図る。

Cホ) 児童生徒の発達段階に応じた計画的なキャリア教育を行い、児童生徒の勤労

観 ・職業観を育成するとともに、主体的に進路を決定できる能力・態度の育成

を図る。

Cへ) 大学等進学率の向上を図るため進学指導を充実する。

(ト ) 土曜日における児童生徒の様々な活動の充実を図るため、 学校における地域

と連携した活動のほか、 学力向上に資する取り組みや職場体験などの有効活用

を図る。

③ 知育 ・徳育 ・体育の充実による豊かな心の育成

(イ) 知育 ・徳育 ・体育のバランスのとれた学校教育を確立し、特に豊かな心の育

成の充実を図る。

(ロ) 高校での日本史教育の充実を図る。

t1 子どもたちが、 よりよい人間関係づくりができるようにするため、 ラ イ フ ス
キル教育の充実を図る。

目 将来、 親になるための学びの場として、高等学校において様々な体験活動の

機会を設ける。

(ホ) 「ブラック校則」 の見直しを求める声が高ま っており、校則を見直すにあたっ

て、 見直す過程に生徒を参画させるなど工夫しながら、 生徒の規範意識のみな

らず、 自立性の育成にも取り組み、 生徒の健全な成長や発達を目指した校則の

見直しを推進する。

④ 総合的な生徒指導体制の充実強化

(イ) 学校の管理運営の適正化と家庭及び地域社会との連携強化に努めるとともに、

生徒指導に関する教員研修の充実を図り、 全教員の共通理解のもとに生徒指導
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※

体制の強化を図る。

(ロ) 児童生徒の問題行動等や非行の未然防止に積極的に取り組む。

t、l 小・中学生の不登校や高校生の中途退学の問題等の解決のために、 スク ール
カ ウ ン セ ラ ー等の学校外の人材を活用し、学校におけるカウンセリング機能を

高めるなどの教育相談体制の充実に積極的に取り組むとともに、 関係機関等と

の積極的連携に努める。

目 不登校やいじめ、問題行動等に対応できる体制づくりの一環として、学校内

外で子どもを取り巻く生活環境などの改善に向け、 スク ールカウンセ ラ ーや様々

な働きかけを行うスク ールソ ー シャルワー カ ーの活用を推進するため、国に対

して補助の拡充を要望し、支援の充実を図るとともに、 スク ールロ イヤーの配

置に取り組む。

Cホ) 不登校の子どもたちや、 負担を感じながら通学している子どもたちへの対応

と して、 県内の小中学校に専用の教室を設けるなどにより、 安心して過ごせる

居場所の確保を図る。

Cへ) 不登校児童生徒に対する教育機会の確保に向け、 フ リ ー スク ール等民間の団

体 ・施設との連携を図る。

(ト) 病気や障害のある家族の介護など、 大人が担うようなケアを引き受けている

児童生徒は、 勉強等に打ち込めず、 将来の夢や進路の制約が懸念される。 教職

員による実態把握や児童生徒が相談できる体制の整備に努め、 ヤングケァ ラ ー

の状態を解消するために、 スク ールソ ー シャルワー カ ーを活用して適切な福祉

サー ビスにつなげるなど、 関係機関と一体となって生徒への支援に努める。

Cチ) 高校生の二輪車事故等を防止するため、 交通安全教育を推進する。

(リ) 徒歩通学児董の安全確保のため、ヘルメットの着用について啓発を図るとと

もに、 保護者等の新たな費用負担への財源確保策を検討し、 市町村における導

入を促進する。

⑤ いじめのない学校づくり

(イ) 教員と児童生徒の信頼関係なく しては、 人間性豊かな人格形成の教育は成り

立たない。 教員は聖職として人格形成に努める。

(ロ) 「いじめ防止対策推進法」 や 「茨城県いじめの根絶を目指す条例」 等を踏ま

え、児童生徒がいじめのない明るく楽しい学校生活が送れるよう、いじめの未

然防止、早期発見・解消を図る。

o各学校の生徒の学校生活上の課題を児董生徒自らが自分自身の問題として捉

え、 児童生徒自身の手で解決する能力・態度を育成する。

P、) 児童生徒の保護者や地域住民・警察と生きた情報交換、連携等を図り、情報

を積極的に発信するなど開かれた学校づくりを推進する。

目 しっけや思いやりの心の育成等、豊かな人間性を育む家庭教育の機能回復を
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※

図るための施策を積極的に推進する。

Cホ) 学校がいじめの重大事態に適切に対応できるよう、県教育委員会が作成した

「いじめの重大事態対応マニュアル」 の普及・活用を図る。

Cへ) いじめ問題等の早期発見に向け、 S N Sを活用した相談窓口等の設置と充実

を図る。

⑥ 開かれた学校づくりの推進

(イ) 保護者や地域住民等による学校関係者評価の充実を図るとともに、学校の様々

な情報を保護者や地域住民等に積極的に発信し、 開かれた学校づくりの推進に

努める。

⑦ 学校での子どもたちをめぐる様々な諸問題に対して、 効果的に対応できる組織

体制の構築を図る。

⑧ 学校行事等において国歌の斉唱と国旗の掲揚を促す。

⑨ 国際理解を深めるための教育の推進

(イ) 国際理解を深めるための国際交流を推進する。

o外国との姉妹校提携、 交換留学事業を推進する。

(ロ) 英語イ ン タ ラ ク テ ィ ブ フ ォ ー ラムや英語弁論大会の実施、外国語指導助手の

招へい、 教員研修の充実などにより英語教育の推進を図る。

t、) 小学校の外国語教育で配置されている外国語指導助手(A L T)の雇用形態の
違いによる教員の負担増や、 市町村間の格差が懸念されるため、 市町村への支

援を実施する。

⑩ 郷土文化の創造

(イ) 郷土に対する理解を深め、 新しい地域文化を創造する姿勢を養うための教育

を充実させることで、愛校心や愛郷心・愛国心の高揚を図る。

(ロ) 我が国の領土に関する理解を深める教育の充実を図る。

⑪ 平和の大切さを学ぶ平和教育の充実を図る。

⑫ 科学教育 ・情報教育の推進

(イ) 児童生徒の科学への興味・関心を高めるため、理科教育の充実を図る。

o特に宇苗少年団、 少年少女発明クラブ等、 各種団体と関連した特別な活動等

を拡充する。

(ロ) 学習指導要領に位置付けられたプログラミング教育への対応や、 I C T(情

報通信技術)社会に適切に対応できる情報活用能力の育成を図るため、 教員の

I C T活用指導力を高めるとともに、 I  C Tに関する専門教員や I C T支援員、

G I G Aスク ールサポー タ ーの積極的な活用など、 スキル向上を図る手立てを

早急に検討、 実施する。

t、) 教育用デジタルコ ンテンツ(学習用教材ソフト)の研究・開発を行い、授業で
の活用を図る。
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(ニ) ものづく りに対する興味 ・関心を高める教育を充実させ、 将来、 高度化する

科学技術に対応できる人材を育成する。

Cホ) デジタル教科書について、 先行事例を参考にしながら、 その教育効果や課題

などを検証し、 望ましい活用のあり方を検討する。

※ Cへ) 児童生徒1人1台のタブレット端末等のI  CT(情報通信技術)機器の整備

を見据え、 児童生徒の学習意欲を高める授業が実践できる教員の育成や民間活

用を含めたI  C T指導員配置などの財源確保に努める。

(ト) 子どもたちが情報の信頼性を見極める手法を身につけるために、 情報の精査

能力のさらなる向上を図る。

⑬ 教職員の資質向上、 採用 ・配置の適正化

(イ) 学級崩壊の未然防止のため、教職員の資質の向上、 また非常動講師の適正な

配置を行うとともに、家庭との一層密接な連携体制づくりを進める。

(ロ) 県教育研修センタ ーにおける研修内容の充実に努めながら、各種研修講座を

体系的に実施し、 教職員の資質の向上を図る。

t、l ヵ ゥ ン セ リ ン グ マ イ ン ド 等、心のケアに関する識見を高めるため、校内研修
の充実を図る。

o カ ウ ン セ リ ン グ ア ド バ イ ザー及びスク ール カ ウ ン セ ラ ーを有効に活用する。

(ニ) 小学校外国語教育のための英語の教員、理科・数学(算数)等の専科教員の

拡充に努める。 また、免許外教科担任制度については、教育の質の低下を招か

ないよ う、 制度の趣旨を踏まえた適切な運用を図る。

Cホ) 武道の学習を通じて、 生徒がわが国固有の伝統と文化にさらに触れることが

で き る よ う、指導教員の資質の向上を図る。

また、安全指導も含め、実技指導に万全を期するため、武道場の整備や退職

教員の活用を推進する。

Cへ) 養護教諭及び学校事務職員の配置改善を図る。

(ト) 教員の欠員補充や産休 ・育休に係る常動講師の確保に努めるとともに、その

処遇改善を図る。

※ Cチ) 教員の大量退職に伴い、教員の年齢構成に偏りが生じ、 ミドル層が経験不足

のまま役職を引き継ぐことになり、一部の学校では、学習指導などのノウハウ

伝承に苦心している状況などがあることから、 より適正な教員配置の取り組み

を強化するなどし、次代を担う 「 ミ ド ル リ ー ダー」 の積極的な育成に努めると

と も に、 時代の変化や教育ニーズに応じた校長の若手登用など柔軟な人事制度

の運用に努める。

※ (リ) 教職員の業務負担軽減を図り、勤務環境を改善するため、小学校での教科担

任制の促進と専科教員の配置 ・拡充を図り、 学級担任の持ち時問数の軽減に努

め る と と も に、県が進めている業務の集約化や定型化、外部委託等に関する実
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証研究の成果を各学校に周知する。

また、県立高等学校を対象に、生徒の学藉管理や学校事務系デー タの集中管

理を実現するため、 統合型校務支援システムを導入し、 教職員の業務負担の軽

減を図る。

(ヌ) 将来の本県教育を支える教員を確保するため、 中学生などの早い段階や将来

教員を目指す学生などに対して教職の魅力を伝える取組を実施し、 教員志願者

の拡充を図る。

(ノ0 教員の採用については、特色ある学校づくりの観点から、特に人問性の豊か

さ ・幅広い教養と専門的知識・技能を重視するための加点制度や、講師等経験

者特別選考(全校種) ・社会人特別選考(高等学校)の継続 ・拡充を図り、 経

験豊かで力量のある教員の確保に努める。

また、募集から採用までのスケジュ ールの早期化も含め、他県での効果的な

事例を参考にしながら、 より多くの優秀な志願者を獲得できるような制度づく

りに取り組む。

(ヲ) 教員が毅然として教育活動に従事できるよう、体罰に依らない指導方法や校

内の集団指導体制などの構築を図る。

(ワ) 運動部活動の活性化と教職員の業務負担軽減を図るため、 部活動指導員の積

極的な活用を促進するとともに、 スムーズな導入に向けた連携の在り方を調査

研究していく 。

【新規】 (ヵ) 茨城国体のレガシーを将来にわたって本県のスポー ツ振興につなげていくこ

とが重要であり、専門的な指導体制の強化や、合同チームの大会参加など、部

活動の活性化に取り組む。

(ヨ) 学校だけでは対応が困難な生徒指導等の問題に対して、 警察0 Bや公認心理

師 ・ 臨床心理士などの専門家を市町村教育委員会や学校に派遺し、 教職員や保

護者に直接指導助言できる体制の構築を図る。

※ (夕) 教職員の不祥事が多発する中、効果的と考えられるあらゆる取組を行い、資

質向上に努めるとともに、教職員一人ひとりがコ ンプライアンスを遵守し、 服

務規律を確保することで不祥事の根絶を図る。

【新規】 (レ) 複雑化する学校の諸問題に対応するため、 スク ール カ ウ ン セ ラ ー、 スク ール

ソ ー シ ャル ワ ー カ ー、 スク ールロ イヤー、 I C T指導員、生徒指導に関わる担

当者など、専門スタ ッフの配置拡充に努める。

⑭ 教育行政の充実

(イ) 県教育委員会委員については、 本県教育の発展に寄与できる高い識見を有す

る人物を選任する。

⑮ 適正かつ公平な教科書採択の推進

(イ) 教科書調査委員会委員、 教科用図書選定審議会委員の選任については、 よ り
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公平性 ・中立性を図るとともに、 構成員等の見直しをする。

(ロ) 県教育委員会では教科書採択に当たり、一般的な指針を示すものとして、指

導方針と教科用図書の採択に関する参考資料を作成し、 採択事務を進める際の

参考資料については、学習指導要領の改訂のポイント等に視点をおくなど、資

料の見直しをする。

o教科書の採択権者に対し、 各採択地区選定協議会が行う教科書ごとの特色や

違いについての調査研究の参考となる資料を作成する。

(1,、) 文部科学省は 「開かれた採択」 を掲げて、教職員の意向だけで採択が決まる

こ とのないよ う、 保護者や一般の意見が反映される採択を求めている。 そのた

め、選定の過程で教職員以外の意見を聴く機会を設けたり、 教科書展示会にお

ける意見等を採択の際に参考としたりすることで、 より開かれた採択を目指す。

⑯ 学校図書館の充実

(イ) 本県の学校図書標準の達成率は、小学校が66%、中学校が5 4 %であるた

め、国が策定した 「第5次学校図書館図書整備等5ヵ年計画」 による地方交付

税措置を、 各市町村が積極的に活用するよう働きかけを行い、 学校図書館の充

実を図る。

(ロ) 学校図書館の充実を図るため、 司書教諭を全ての学校に配置するよう努める。

また、市町村における学校図書館担当職員の配置や、読書活動ボランティアな

どの活用を積極的に支援する。

⑰ 社会貢献活動の充実

(イ) 動労と社会奉仕の精神を尊ぶ児童生徒を育成するため、 社会参加活動や体験

学習を促進するなど福祉教育の推進を図る。

(ロ) 県立高校の生徒に、 地域の中での役割を自覚し、 社会的なマナーを学んでも

ら う こ とを狙いとして、小学校での学習支援や町内会と連携したボランティア、

学校周辺の清掃、社会福祉施設でのサポー トなどの 「社会貢献活動」への参加

を促進するとともに、高校を核に小中高が連携した地域づくりを学ぶ仕組みの

創出に努める。

【新規】 e、) 地域社会を担う人材育成のため、地域の課題 ・解決に向けた企画・実践活動
等を行うIBARAKI ド リ ー ム ・パス事業等、地域との交流拡大を図り、地域へ

の愛着を高める取り組みを推進する。

⑱ 学校教育及び社会教育との融合を図りE S Dの視点を踏まえた環境教育の推進

を図る。

⑲ 中・高校生における薬物乱用が憂慮される実態にあるため、 学校及び社会教育

における薬物乱用防止教育を一層推進する。 また、 小学生に対しても保護者を交

えた教育を市町村に働きかけていく 。

⑳ 学校における食育の充実
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(イ) 児童生徒の郷土理解を深めるとともに、 地産地消を推進し、 質の良い学校給

食の提供を図るため、 引き続きより一層の学校給食への本県農林水産物の利用

促進を図る。

o学校給食に地場産物を使用する割合をさらに高めるとともに、 児童生徒と生

産者等との交流給食を実施するなどにより、 食育の推進 ・充実を図る。

(ロ) 学校給食における地産地消をさらに推進するため、 県と市町村が協力し、 学

校給食費に対する助成の拡充を図る。

t1 学校給食への県産牛乳の安定供給等を支援する。
目 学校給食用食材の微生物検査を実施するほか、 学校給食衛生管理実地研修会

を開催するなど、 学校給食の安全を確保する。

Cホ) 本県食育の推進を図る観点から、 学校給食において重要な役割を担う茨城県

学校給食会の活動を支援する。

Cへ) 学校給食の基本物資委託加工業者の減少対策として、県や市町村の担当課の

協力を得て、 情報の共有化や将来にわたって委託加工業者を確保するための具

体策等への支援を図る。

(ト ) 国における 「早寝、早起き、朝ごはん運動」 を推進するなど、食育を通した

子どもたちの望ましい健全な生活習慣を育成する。

Cチ) 児童生徒一人ひとりが正しい食事の在り方や望ましい食習慣を身に付け、食

事を通じて自らの健康管理ができるよう、栄養教諭のさらなる配置促進を図る。

⑳ がん教育の充実を図るため、小・中・高等学校等において、学習指導要領に基

づく生活習慣病に関する指導のほか、 がんに関する知識やがん患者に対する認識

についても、子どもたちに正しく理解できるよう指導に努める。同時に、保護者

に対してもがんに対する認識を広める機会をつくる。

② たくましい心と体をも つた児童生徒を育成するため、外遊びや運動・スポー ツ

活動の機会の拡大を図るとともに、新たな課題に対応した運動プログラムの提供

など体力向上策の充実に努める。 また、運動部活動の充実を図る観点から、生徒

減少に伴うスポーツ環境の整備と水準を維持するため、 複数合同部等の取組を促

進する。

② 競技人口が少ない競技における複数校合同部活動、 拠点校部活動等の実践研究

に取り組むとともに、 競技団体と連携し生徒のニーズに対応できる運動部活動を

推進する。

⑭ 特別支援教育の推進

(イ) 障害のある児童生徒への早期からの一貫した教育支援 (教育相談及び就学先

の決定等) の充実に努める。

(ロ) 小・中学校の特別支援学級の充実を図るとともに、通級指導教室の設置促進

に努める。
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e、) 病院、 在宅及び福祉施設等の障害のある児童生徒に対する訪間教育を充実す
る o

(ニ) 小・中学校等において発達障害等のある児童生徒等に適切な教育を行うため

の校内支援体制の充実を図る。

Cホ) 児童生徒が快適に通学できるよう、適正なスク ールバスの運行路線の確保を

図る。

Cへ) 老朽化した校舎や寄宿舎の改築を計画的に進めるとともに、児童生徒が障害

に応じて行動できるよう、エレベー タ ーの設置、 ス ロープ ・階段等の設備の改

善を促進する。

( ト ) 乳幼児期の就学前教育について、 相談体制の確立を図る。

Cチ) たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な児童生徒が在藉する特別支援

学校に看護師配置の充実を図る。

(21) 学校等施設における防災対策の促進
(イ) 学校施設の構造上の安全性を確保するため、現行耐震基準以前(昭和56年)

に建てられた構造物について、 耐震化を促進する。

(ロ) 学校施設は地域における災害時の避難所となるものであり、大規模災害時に

おける避難所対応の初動体制や学校再開への手順等について、 学校ごとに安全

管理のためのマニュアルを作成し、 教職員研修を通じて共通認識を図る。

e、) 学校における安全確保のため、施設の改善を図るとともに、学校と警察の連
絡体制、 教職員の学校安全に関する研修及び児童生徒に対する防犯教室などを

推進する。

⑳ 小・中学校における空き教室の有効利用

(イ) 学校の空き教室を失われてゆく地域の民俗 ・民具の資料展示や、地域の生涯

学習活動・福祉活動の拠点としての活用など地域に開かれた有効利用を図る。

(21) 児童生徒の教育環境を充実させるため、 公立小・中学校の適正配置を推進する
市町村の取り組みを支援する。

(イ) 学校統合を行う際の教育環境の激変緩和対策としての、教員の加配や遠距離

通学に対応したスク ールバス等の運行補助などの諸施策の充実を図る。

⑳ 選挙権年齢の引き下げに伴い、 高等学校等における政治や選挙等に関する政治

的教養を育む教育の充実を図る。

⑳ 学校施設の老朽化対策として、総合的かつ計画的な修繕 ・更新による長寿命化

に取り組むため、 個別施設計画をできるだけ早期に完成し、 学校施設の安全確保

と機能向上を図る。

⑳ 学校の統廃合が進む一方で、学校は地域コミュニティの中心でもあり、 様々な

機能を有していることから、 小規模校での取組事例集を作成するなどして、 市町

村が地域住民と共に行う小規模校の統廃合についての検討と、 存続することと決
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定した小規模校の希望的挑戦を支援する。

③ 経済的理由により大学進学を断念することのないよう、県独自の給付型奨学金

の導入を検討する。

(32) 県立学校の施設改修要望を踏まえた適切な維持管理に努めるとともに、施設の

事故対策に万全を期し、児童生徒が安全・安心に学校生活を送れるよう、教育環

境の整備に取り組む。

(331 県内公立小中学校の夏季の学習環境を改善するため、普通教室・特別教室の空
調設備設置を積極的に推進するとともに、 県立高校等の特別教室への設置につい

ても検討していく 。

⑳ 成人年齢の18歳への引き下げを見据え、 小中学校等の早い段階からの消費者教

育などに取り組む。

(2)高校教育改革の推進

本県における高等学校等進学率は99.0 %である  ものの、 大学等進学率は51.0 %と

全国平均を下回っている。 かつ高校生の中途退学率は1.8 %である。 さ ら に、 非行

間題など高校教育が抱える課題は多い。 急激な社会構造の変化をみている今日、 生

徒の興味 ・関心、能力・適性、将来の進路希望などが多様化している。 その生徒の

個性や能力に応じて、 多様な教科・科目の選択ができ、 それぞれがもつ可能性を存

分に発揮できるような教育システムや新しいタイプの高校づくりは今日的時代の要

請であるといわなければならない。

① 多部制定時制単位制高校、中高一貫教育校及びアクティブスク ールを含め、高

校教育の充実と多様化を図る。

② 高等学校教育の内容充実と施設の整備を推進する。

基礎的・基本的な内容の定着を図るとともに、社会経済の変化に対応した教育

を進めるため、施設・設備の充実、学科の新設や適正配置など条件整備に努める。

(イ) 高校の施設設備の整備に努め、校舎 ・体育館 ・部室・更衣室・教育相談室・

実習棟などの整備を進める。

(ロ) 職業学科の充実を図り、 社会に貢献できる人材の輩出に努める。

(1,、) 専門学科の改編を進める。

o産業構造の変化や技術革新の進展に対応して学科の改編を進めるとともに、

専門学科の教育内容をより充実させて、 産業界の求める人材を育成する。

o魅力ある教育が展開できるよう施設設備の整備や教育内容の充実に努める。

(ニ) 高等学校における多様な生徒の実態に対応して、 各学校の創意を生かした特

色ある学校づくりを推進する。

Cホ) 生徒の多様化に対応するため、 国際教育の充実、 職業につながる資格取得の

促進、 医学部や難関理工系大学等への進学の推進など、 普通科等の特色化をさ

102



らに進める。

Cへ) 専門教育の実態を広く県民に紹介し、専門教育に対する理解 ・協力を促し、

一層の充実を図る。

( ト ) 県立高校にコンピュ ー タ ー等 I  C T機器の導入を進めるなど、教育機材の充

実 ・活用に努める。

③ 総合学科の充実と多様化を図る。

④ 高校における転 ・編入学体制を整える。

(イ) 保護者の転動等に伴う転入学や、 帰国生徒等の編入学の受け入れを円滑にす

る o

⑤ 県立高校の再編整備については、 生徒の多様化や中学校卒業者数の減少などを

踏まえ、教育効果が高まるよう、学科改編等を推進する。

⑥ 県立高校再編整備による学校の跡地利用・処分は、学校設置の経緯や地元市町

村の意向を十分に踏まえて進める。

⑦ 現行の県立高校入試制度について、 社会の変化に対応できる資質 ・能力を評価

できるよう改善し、生徒一人ひとりを様々な視点から評価できるよう、その在り

方を検討する。

(3) 高等学校や特別支援学校の卒業予定者へのより積極的
な就職支援の推進

① 生徒の多様化する進路希望に応じて、デュアルシステムや イン タ ー ンシ ッ プな

どの体験学習の機会を活用してキャリア教育の充実を図る。

② 県立特別支援学校高等部生徒の就労を支援するため、生徒一人ひとりの特性や

進路希望に応じた現場実習を実施するなど、 進路指導の充実を図る。

③ 比較的軽度な知的障害のある生徒が増加していることを踏まえ、 将来の社会的

自立に向けた職業教育の充実を図る。

(4 ) 私学 (幼 ・小・中・高・専修学校) への助成拡充及び
大学の拡充・誘致

① 私学(幼稚園、小・中・高校、専修学校) への助成拡充

(イ) 時代や社会の進展に即した新しい教育や保護者負担の軽減及び私立学校経営

の健全化を促進するため、 経常費及び施設整備に対する助成の増額を図る。

(ロ) 経済的困窮による授業料減免措置が增加傾向にあることを踏まえ、私学経営

を圧迫しないよう措置を講じる。

e、) 保護者負担の公・私間格差の是正、就学支援の拡充を図る。
(ニ) 教職員退職基金への補助金の增額を図る。

Cホ) 教職員の資質向上を図るため、 教職員研修費補助金の確保を図る。
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Cへ) 私立幼稚園における障害児教育の推進のため、 特別支援教育補助の一層の充

実を図る。

o特別支援教育では、 早期の適切な支援が重要であるが、 本来は支援を必要と

していながら、 現行の補助制度では支援対象とならない幼児が増えてきてい

る こ とから、例えば年度途中からの転入者であっても支援できるよう、制度

見直しを図る。

o要支援児2人以上受け入れる園にあっては国庫補助2分の1の対象であり、

要支援児を1人のみ受け入れる場合は国庫補助の対象外となっていることか

ら、要支援児が1人のみの場合でも国庫補助対象となるよう、 国に働きかけ

る o

o食物アレルギーを抱える児董が増えているため、 症状が重度の場合のみなら

ず、 中程度の者も国庫補助の対象とするよう、 また園内での自園調理の際の

アレルギー関連の食材の除去を行うなどの経費負担も大きいことから、財政

支援について国に働きかける。

(ト ) 新しい産業社会に対応できる人材を育成するため、専修学校・各種学校の教

育内容の充実を促進する。

Cチ) 私立専修学校の教育条件の維持向上を図るため、 運営費補助の充実を図る。

(リ) 私学における就業・就職対策の促進を図る。

② 大学 ・短大 ・専修学校の誘致及び新設を促進する。

③ 市町村において、保育所や公・私立幼稚園の情報共有などの連携強化の促進に

努める。

(5) 生涯学習の推進

余暇の拡大と高齢社会の進行で、 多くの県民は 「生きがい」 としての学習の場を

求め、科学技術の発達や情報化 ・ グローバル化の進展は、絶えず新たな知識・技術

の習得を必要としている。 このような学習ニーズは今後ますます高まることが見込

まれるため、 生涯学習の基盤の整備と充実を進めなくてはならない。

① 生涯学習を総合的に推進する拠点施設の整備

生涯学習の推進を図るために総合的施設を整備し、 併せて関連施設の機能の向

上や活用を図る。

(イ) 生涯学習センタ ーの機能を充実させる。特に各市町村の生涯学習事業への支

援機能を拡充する。

(ロ) 県立図書館の情報ネットワー クなど、図書館サー ビスの充実に努める。

o県内出身の文学 ・文芸作家の顕彰と作品の展示、 現代作家の創作活動を支援

するため、 近代文学館を併設する。

t、l 図書館サー ビ ス の ネ ッ ト ワー ク化及び利用圈域の広域化を進めて図書館サー
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ビスの向上を図るなど、 県民の読書環境の充実に努める。

(ニ) 公民館等の市町村立生涯学習施設の整備を促進するため、 助成制度を創設す

る o

② 生涯学習推進体制の整備

(イ) 学習活動の普及・充実を図るため、県 ・市町村における推進体制の充実に努

める。

o県各部 ・課及び関係機関の施策を体系化し、 一元的な展開を図る。

o生涯学習の活発化への機運を盛り上げるため、 イベントを開催する。

o市町村の生涯学習推進体制の充実を図り、 生涯学習のまちづくりを進める。

o生涯学習の推進のため、各界各層・団体の育成を図る。特に女性団体・ P  T A ・

子ども会など社会教育関係諸団体の育成指導に努める。

(ロ) 「いばらき子ども読書活動推進計画」 に基づき、 子どもの読書活動を積極的

に推進する。

③ 指導者の確保と学習機会 ・情報の提供による活動の展開

(イ) 体験活動を推進する指導者の養成・確保を図る。

(ロ) 社会教育主事・社会教育指導員の設置を促進するとともに、社会教育施設の

職員確保と専任化を進め、 社会教育指導体制の充実を図る。

t、l 県民大学など各種の学級や講座内容の充実を図る。
目 水戸生涯学習センタ ーが運用する生涯学習情報提供システムの充実を図る。

Cホ) 青少年期 ・成人期 ・高齢期や三世代の交流など、 ラ イ フ ス テー ジに応じた活

動の展開を図る。

Cへ) 各般にわたる国際交流 ・協力を積極的に推進する。

(ト) 特に生涯学習活動の一環として、社会参加活動 ・各種ボランティア活動を奨

励する。

Cチ) 子ども会活動等の指導者に対して、活動のためのボランティア休暇が認めら

れるよう企業 ・公共機関等に依頼する。

(リ) 開かれた学校づくりを進めるため、学校・家庭・地域社会が一層連携した学校

支援ボランティア等の制度化を推進する。

④ 「子どもいきいき自然体験フィール ド100選」 を活用した、 自然とのふれあい

や野外体験活動の促進を図る。

⑤ 青少年活動の推進

(イ) 青少年教育施設等において、特色ある体験活動事業を実施し、青少年教育の

充実に努める。

(ロ) 各種少年団 ・子ども会 ・高校生会 (ジュニア ・ リ ー ダー )等の青少年団体を

育成する。

t、) 地域の大人の教育力を結集し、 学校等を活用して放課後や週末における
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スポー ツや文化活動などの様々な体験活動や交流活動等の充実を通した子ども

たちの居場所づくりを推進する。

⑥ 体験学習の模範であるボー イスカウトの活動は、たくましい心や豊かな心を育

成する上で極めて効果的であるため、 ボー イスカウト日本連盟が所有する高萩ス

カ ウ ト フ ィ ール ド を、多くの青少年の心身を鍛える場として活用できるよう、子

ども会などの青少年団体に広報するなど積極的に支援する。

⑦ 家庭教育 ・女性教育の充実を図る。

(イ) 家庭教育支援の充実を図るため、「家庭の教育力向上プロジェクト事業」 等

を実施し、 0歳から小学生の子をもつ保護者に対して、様々な機会を活用した

家庭教育に関する学習機会や情報の提供及び相談体制の充実に努める。

o特に父親 ・母親への子育て支援や、保育所 ・幼稚園 ・認定こども園 ・学校行

事への参加を促す。

o企業の従業員向け家庭教育講座等の開設支援のために作成した資料やウェブ

サイトを活用し、県内経済4団体や市町村と連携して企業内家庭教育講座の

実施を支援することにより、家庭教育の充実に努める。

o乳幼児期からの情操の発達を助長する育児やしっけについての学習資料を作

成し、指導 ・相談等を拡充する。

o親や子どもからの相談に対応している子どもの教育相談及び子どもホットラ

インの充実を図る。

o学校や家庭において 「早寝早起き朝ごはん」 など、 規則正しい生活習慣の重

要性を啓発する。

(ロ) 地域の人材を活用した家庭教育を支援する団体等について、 「家庭教育支援

チー ム」 (文部科学省)としての登録を促し、訪問型の家庭教育への支援など、

地域で支える家庭教育の支援体制を構築する。

P、) 家庭教育推進員養成研修会及び訪間型家庭教育支援員養成研修会を開催し、

地域における家庭教育を支援する人材の育成を図る。

(ニ) 女性教育の充実を図るとともに、男女共同参画・女性活躍の推進に寄与する。

⑧ エイズ、交通事故、環境 ・消費問題に対応した学習活動の推進

(イ) 生涯学習 ・社会教育等あらゆる機会を通じ、 正しい認識を深めるための学習

活動を推進する。

o H I V感染者が社会生活の中で温かく迎え入れられるよう、社会環境の醸成

に努める。

⑨ 県民スポー ツ ・ レ ク リ エー ション活動の振興

(イ) 広域スポー ツセンタ ー事業を推進し、総合型地域スポー ツクラブの質的充実

を図る。

(ロ) 「ニ ュ ーいばらきいきいきスポ ー ツd a y ! 」 や県民総合体育大会などの開催
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を通して、 地域のスポー ツ活動の活性化に努め、 スポー ツ人口の増大を図る。

(1,、) 幼児から高齢者まで、 ラ イ フ ス テー ジに応じたスポー ツ ・ レ ク リエー シ ョ ン

活動の充実を図るため、 スポー ツ少年団の育成とともに、 フ ァ ミ リ ー スポー ツ

やニ ュ ー スポー ツの推進に努める。

(ニ) 生涯スポー ツ指導者の養成を図るとともに、 スポー ツ リ ー ダーバンク活用の

推進に努める。

Cホ) スポー ツ ・ レ ク リ エー ション関係諸団体の育成強化を図る。

Cへ) 県内のサッカ ーや バ ス ケ ッ ト ボールなどのプロチームと連携し、 ト ッ プ ア ス

リ ー トとの交流を通じて県民の健康増進やチームの支援強化を図る。

( ト ) 北海道に本拠地を持つプロ野球球団の日本ハムファイタ ーズが地元市等と連

携した、 スポー ツを活用した新たなまちづくりの試みである 「北海道x茨城県

プ ロ ジ ェ ク ト」が、地域振興の大きな原動力の一つ と な る よ う、産学官民の取

り組みを支援する。

⑩ 県民の郷土に対する愛着と誇りを深めるため、水戸生涯学習センタ ー と弘道館

が連携し、 茨城県の誇るべき歴史や先人たちの偉業に関する講座を目本遺産の弘

道館を拠点に開設する。

(6) 東京2 0 2 0オ リンピ ッ ク ・パラリンピ ッ ク競技大会
開催に向けた強化体制の整備 ・充実

① スポー ツ競技力の向上と国際友好親善を図るため、 外国とのスポー ツ交流を図

る o

② 社会体育施設の整備

(イ) 笠松 ・堀原運動公園など県営体育施設の総合的な整備を進める。

o通年利用が可能なスケー トリンク専用施設の整備を進める。

o野球場等公式試合のできる競技場を整備する。

(ロ) 学校体育施設の開放を促進するとともに、 ク ラ ブ ハ ウ ス ・夜問照明施設など

を整備する。

e、) 市町村の社会体育施設の整備(河川敷の活用等)を推進する。
③ 展示会 ・見本市 ・全国規模の大会等が開催できる大規模施設の早期事業化に向

けた整備手法等を検討する。

④ 東京オリンピ ッ ク ・パ ラ リ ン ピ ッ ク におけるサ ッ カ ー競技開催準備などにより、

効果の県内への波及を図る。

⑤ スポー ツがもたらす感動や体験は大きな社会的・経済的価値を有しており、両

大会の開催を契機として、 スポー ツを魅力ある資源として積極的に活用し、地域

の活性化につなげていくことが重要である。 このため、 スポー ツイベン トの開催

や、合宿 ・キャンプの誘致といったスポー ツ ツ ー リズムを積極的に推進する。
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なお、 こうした取り組みに当たっては、 地域活性化とともに、 本県のイメ ー ジア ッ

プや競技施設の活用促進にもつながるよう、特定の競技やタ ーゲット等を明確に

するなど、 戦略的に事業展開を図る。

⑥ 外国人観光客の増加や東京オリンピ ッ ク ・パ ラ リ ン ピ ック競技大会の開催に向

け、無料公衆無線LAN「IBARAKI FREE Wi-Fi」 スポットの整備を促進す

る。

(7) 県民文化の創造と振興

県民の多種多様な文化ニー ズに適切に対応するため、全県的な視野に立 つて文化

施設等の充実を図り、市町村の施設 ・設備を充実させ有機的な連携を図る。 また、

文化施設における内容の充実を図ることが必要である。

① 県民文化の創造と振興に向けて、 各種文化施策の展開

(イ) 県民の文化意識高揚と文化活動を促進するため、 情報の提供に努める。

(ロ) 伝統的な行事、 民俗芸能などの伝統文化の継承及び発展を図る。

t、l 芸術祭などの開催により県民の文化活動の充実や文化交流の促進を図る。
(ニ) 実技指導の研修会など、 地域における芸術分野の指導者を育成する。

Cホ) 文化財の発掘や保存、老朽化した文化財の修理、防災設備の更新など、文化

財の保護・活用に努める。

Cへ) 老朽化した県指定文化財の建造物等について、 専門家の診断、 修理補修強化

を推進する。

(ト ) 茨城県文化振興条例及び茨城県文化振興計画に基づき、 茨城県文化振興基金

の活用等を含め、 文化振興施策の総合的かつ計画的な推進を図る。

② 文化関係諸団体の育成強化

(イ) 県民の自主的・個性的な文化活動に対し、 いばらき文化振興財団による助成

を行う。

(ロ) 市町村文化協会の横断的組織の設置を推進し、文化芸術団体等とのネットワー

ク化、 芸術文化活動への支援体制を強化する。

③ I T・広域交流時代に合った県民文化センタ ーの整備

(イ) 県民の文化 ・芸術 ・芸能などの創造 ・交流及び鑑賞の拠点として専門性の高

い施設とする。

(ロ) 市町村の文化施設とのネットワー ク化を図る。

④ 県立美術館の各種事業の充実と県民に親しまれる美術館づくり

(イ) 近代美術館で国内外の優れた作家・作品の展覧会を開催、優れた美術作品の

計画的な収集を継続的に図っていく 。

(ロ) 近代美術館の所蔵品のデジタル画像化に取り組み、 ホー ムペー ジで画像を含

む所蔵品情報を誰でも手軽に関覧できるよう、情報の提供に努める。
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さ らに、 県所蔵美術品の画像貸し出しについて、 有償化すれば安定的な収入

が得られ、 画像提供サー ビスの充実が図られるため、 民間も有償で使用できる

制度について調査検討する。

P、) つくば美術館の駐車場の整備と効果的な運営を図る。

(ニ) 五浦美術館の天心関係資料の収集を図るとともに、現代作家の創作活動を支

援する。

⑤ ミ ュ ー ジ ア ム パー ク茨城県自然博物館の各種活動の充実等に努め、自然につい

ての理解を深めるとともに、魅力向上の取り組みを推進する。

⑥ 茨城県陶芸美術館の各種事業の充実に努め、 県内陶芸の芸術性の向上を図る。

※ ⑦ 県立歴史館を核とした歴史系の総合ゾー ンの整備に努め、文化 ・歴史を活用し

た県の魅力発信に積極的に取り組むとともに、増大する公文書資料の整理 ・保存

を図るため、歴史公文書等の管理デー タベースの検索機能の充実強化等、公文書

館機能の充実を図る。

⑧ 学校 ・家庭 ・地域が連携して子どもたちの豊かな感性を育むため、県立美術館・

博物館が芸術文化施設の拠点として積極的に活用される環境づくりをより一層推

進する。

⑨ 旧筑波海軍航空隊司令部庁舎を保存し、 戦争の歴史を継承させる取り組みを継

続する。

⑩ 関係市による茨城県の貴重な観光資源である霞ヶ浦の帆引き船の歴史的 ・民俗

的価値の調査・記録に対して支援 ・協力し、今後の保存 ・保護に向けた取り組み

を進める。

⑪ 大名庭園をテーマとした広域連携による世界遺産登録への動きに対応するため、

関係機関と連携して 「偕楽園」 の価値を高めるための学術的な調査研究を検討す

る。 また、「大名庭園サミット」 等を通して、他県の情報収集に努める。
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6. 国内有数の農業県として元気な農林水産業
を一層発展させる
わが国の農林水産業を取り巻く情勢は、 高齢化や担い手不足、 資材
価格等の高騰など、経営環境は厳しい状況にあり、 また、 国際的には、
T P P協定等により急速なグローバル化の進展が予想される。
一方、 食料自給率は主要先進国の中で最低水準の3 8 % と依然低い
状況にあり、 食料安全保障の観点から、 より高い水準を目指していく
ことが求められている。
国においては、 「農林水産業 ・地域の活力創造プラン」 や、 「食料 ・
農業・農村基本計画」 に基づき、若者たちが希望を持てる 「強い農業」
と 「美しく活力ある農村」 の創出に向けて施策を展開している。
このよ うな中、 茨城県においては、経営感覚に優れた農業経営者の
育成を進めるとともに、農地の集積 ・集約化や I C T等の新技術の導
入による生産性の向上、 ブランド化や 6次産業化などによる付加価値

の向上により、「儲かる農業」 を実現することとしており、 こ う した取
組を今後一層推進していくことが必要である。
林業については、 森林湖沼環境税を活用し、 森林が持つ公益的機能
を十分に発揮する施策や森林環境教育を推進するとともに、県産木材
の安定供給体制の整備とその需要拡大を図り、 林業の振興と山村地域

の活性化に努める。
水産業については、 生産性の向上や所得增大に向けた取組を進め、
その前提となるつくり育て管理する漁業や漁港などの生産基盤の整備

を推進し、 水産業の成長産業化を図る。
これら農林水産業を次の世代にし っかりと引き継いでいけるよう、
万全を期していかなければならない。

(1) 競争力のある強い産地づく り と販売戦略の強化

① 本県農業の振興

(イ) 茨城農業の振興を図るため、 I C T等を活用したスマー ト農業や農産物のブ

ラ ン ド力強化、国内外への販路拡大等にチャレンジする意欲ある産地や経営体

を支援する。

(ロ) 食料安全保障の観点から、生産者の経営安定の確保を前提に、県産農畜産物

の増産と自給率の向上対策に取り組む。
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※

※

e、) レンコ  ン等、 各産地を維持発展させるため、 地域や作物の特性に応じた農業
振興に取り組む。

② 農産物のブランド化と販売促進

(イ) 「恵水」、「常陸の輝き」 の高級店での取扱継続等に努めるとともに、 ト ッ プ

ブランド化に取り組んだ手法を他品目等にも応用し、首都圈でのフェア等の開

催及びマスコミを積極的に活用したP Rの展開などと併せ、本県産農産物のイ

メ ー ジアップと販売促進を図る。

(ロ) 茨城県産米のイメ ー ジアップを図るため、日本穀物検定協会による食味ラン

キングにおける特A評価や全国規模の各種お米コ ンテスト等における高評価の

獲得や地域オリジナル米産地等におけるさらなるブランド力の強化に取り組む

と と も に、県産米の消費拡大を推進する。 また、国内の米消費の減少が続く中、

米の輸出促進による新たな需要開拓を進める。

(1,,,1 市場取引の大型化に対応するため、個別農家や生産組織の再編 ・統合を進め、

出荷単位の量を拡大し、 青果物等の販売力を強化する。

(ニ) 農業団体等と連携し、 茨城県農産物販売推進東京本部が行う首都圈での県産

農産物の売り込み活動や P R活動を充実する。

③ 本県農業を支える担い手の確保 ・育成

(イ) 認定農業者数の拡大と集落営農の組織化を推進し、 構造改革が遅れている土

地利用型農業の担い手の確保 ・育成を図る。

また、 集落営農の組織化や集落営農組織の経営発展に向けた取り組みに対し

て支援策を講じる。

(ロ) 認定農業者や高齢化 ・兼業化に対応する集落営農組織、サー ビス事業体を支

援するとともに、人・農地プラン作成にあたっては、認定農業者を地域の中心

となる経営体と位置づけ、 力強い農業構造づくりを進める。

e、) 農業次世代人材投資事業については、 継続的で安定した支援が必要であるこ
とから、十分な財源を確保する。 また、新規就農者の半数を占める親元就農へ

の支援を強化する。

(ニ) 中核となる農業後継者、新規就農者などに対し、 研修制度の活用や就農のた

めの無利子資金の確保等により、 就農しやすい環境づくりを推進する。

また、就農相談のワンストップ窓口を設置し、 就農準備から定着まで一貫し

た支援を図るとともに、 ホー ムペー ジ等による茨城農業の魅力発信及びオンラ

インも活用した就農相談対応により、県内外の就農希望者の呼び込みの強化を

図る。 さ ら に、経営継承が済んだ、 もしくは新規就農から相当経営年数がある

4 0 、  50歳代の将来中核となる農業者の支援を強化する必要がある。研修機

会の提供や無利子融資のレベルから、事業拡張や、法人化など経営を拡大強化

する場合は、 ワンストップ相談窓口の開設が不可欠である。
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※

※

※

(理由 : 事業拡張に係わる手続きの場合、 複数の行政窓口が関わるのが実態)

Cホ) 農業大学校における経営に関する実践的な教育 ・研修内容の充実強化や学生

の県内就農の支援を図るとともに、農業高校や農家、民間企業との連携を強化

する。

tへ) 地域ぐるみ(市町村 ・農協 ・農業団体 ・青少年組織 ・学校)で、農業への理解
と後継者及び青年農業者組織の育成強化を進める。

( ト ) 新規参入者等に対する市町村や農業団体等の受け入れ体制の整備を促進し、

体系的な農業技術習得の機会を提供するとともに、機械や施設の整備などの支

援に努める。

Cチ) 儲かる農業を実現する強い経営体を育成するため、 農業参入を希望する企業

の誘致や参入後の規模拡大への支援を行うとともに、参入企業や農業法人等へ

の雇用就農の促進と人材育成を進めるため、 「農の雇用事業」 の継続と活用を

推進する。

(リ) 農業分野における労働力を安定的に確保できるよう、 農業団体等と連携した

労働力確保の仕組みづくりを促進する。 また、在留資格 「特定技能」 な ど、農

業分野において外国人材を労働者として活用できるよう、 受入れ体制の整備を

進める。

(ヌ) 新規就農者や定年帰農者の技術等の研修について、 いばらき営農塾の開講と

と も に、地域で開催する営農講座との連携を推進し、 効果的な支援を図る。

(ノ0 農業の現場に障害者の就労を促すために、 農林水産省が水戸市の農林水産研

修所内に障害者向けの園芸施設を設けるのを契機に、 よ り一層 「農福連携」 の

取組を推進する。

(ヲ) 優れた経営感覚と技術力を備えた強い経営者を育成する 「いばらき農業アカ

デ ミ ー」 をより多くの方に受講してもらうため、受講しやすい環境整備に努め

る o

④ 農業 ・農村の担い手として活躍できる女性農業者の育成

(イ) 農村女性に農業・農産加工技術等の研修の場を提供するとともに、家族経営

協定の締結等を推進し、 農業経営に主体的に取り組む女性農業者を育成する。

(ロ) 農村女性リ ー ダーの育成や農産加工グループの起業化、農業関係審議会委員

への女性の登用など、農村女性の地域づくりへの参画を推進する。

⑤ 水田の有効活用の推進

(イ) 米価の安定を図るとともに、稲作農家が意欲を持 つて取り組めるよう安定し

た支援制度を構築するよう、 国に働きかける。 また、米価の下落が米農家の生

産意欲に大きな影響を与えている。 需給安定のため、非食用米や麦・大豆など

への支援を拡充するほか、 米の需要拡大を国に対して強力に働きかける。

(ロ) 麦や大豆、 そば、新規需要米の生産拡大のために必要な機械施設の整備を支
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援するとともに、 品質向上に向けた取組を進め、 水田農業の経営安定を図る。

t1 近年、気候変動による夏季の高温等の影響から、米の品質低下が問題となっ
ている。 このため、 高温の影響を少しでも緩和できる水管理等の基本技術の徹

底に加え、 高温耐性にすぐれた品種の開発を進める。

※ (ニ) ィ ネ結葉枯病及びレン コ ン黒皮症については、防除対策の周知や地域ぐるみ

での取組の推進等により対策の充実を図る。

⑥ 競争力のある高品質 ・低コスト農業の推進

(イ) 低コスト農業の実現に向けて、農地の集積 ・集約化、 I CT等の新技術の活

用、 新品種の育成や本県オリジナル品種の改良等を積極的に推進する。

(ロ) 市町村、農業委員会による農地の利用調整活動や農地中間管理機構による農

地の貸借などを一層促進し、 担い手に対する農地利用集積を推進する。 また、

農外からの多様な担い手による農業参入や農協による直接耕作を促進し、 農地

の積極的利活用を推進する。

さ ら に、 農地中問管理事業を推進するため、 事務処理期問の短縮に向けて、

事務手続きの効率化、簡素化を図るとともに、必要経費の確保を要望する。

e、) 土地利用型農業の担い手の所得確保と土地利用率向上のため、 適地適作のも
と高品質 ・低コストな麦・大豆の産地化を推進する。

(ニ) 土壞診断に基づく効率的施肥や局所施肥の導入、 たい肥等有機物資源の利活

用を促進するなど肥料コストの低減を図るとともに、高品質な農作物の生産に

向けて、耕畜連携を基本とした土づくり活動を推進する。 また、肥料成分の的

確な分析、 公表を行う。

Cホ) 畑地における輸作作物、土地利用型作物として重要な麦・大豆・ そば ・落イ花

生等の作付拡大と品質向上を図るとともに、「筑波落花生」「常陸秋そば」等の銘

柄化を推進する。

※ Cへ) 農業就業人口の減少や高齢化、水田経営をはじめとする農業経営の大規模化

が進む中、経営の効率化、作業の省力化 ・軽労化等を進め、生産性を高めるた

め、生産現場でのI C Tやロボット技術等の先端技術を活用したスマー ト農業

を推進する。

※ (ト) I C Tやロボット技術等の先端技術を活用したスマー ト農業の導入に よ っ て

得られた成果や、費用対効果などに関する情報を、 より多くの農業者へ速やか

に分かりやすく提供し、自ら判断できる取組を進めるとともに、 その役割を担

う人材を育成する。

※ Cチ) 農業用廃プラスチッ クの リサイクルを行う県園芸リサイクルセンタ ーの運営

経費について、 農業用プラスチックを販売する農業資材販売業者等にも負担を

求めるなど、協力体制を構築し、 農家の負担增加の抑制に努める。 また、近年

減少する農業用ビニールを他県から受け入れることで、 事業収入の増加を図る
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と と も に、 必要な施設の維持に努め、 農業用廃プラスチッ クの適正処理を確保

する。 さ ら に、廃プラの排出抑制を図るための生分解性フィルムや、長期使用

のできる被覆用フィルムの開発を進め、農家への普及推進を図る。併せて、国

に対して、廃プラのリサイクル循環が健全に確保できるよう、 プ ラ ス チ ッ ク製

造業者や販売業者が排出処分に責任を持つ制度の創設を働きかける。

⑦ 生産・販売の戦略を有した産地づくり

(イ) 本県農業産出額の約半分を占める園芸部門については、 マー ケ ッ ト イ ン の 視

点をもとに青果物の品質向上をはじめ、生産 ・品質基準に基づいた差別化商品

の開発、 市場提案等による新品目の導入や加工・業務向け野菜等の販路拡大、

担い手の確保 ・育成などに取り組み、販売力等の強化に意欲的な生産集団を支

援し、 ブランド化等による革新的な産地の育成を図る。

(ロ) 販売力等の強化を図るため生産組織の再編・統合や、 市場卸売会社等と連携

した新たな品日提案による産地づくりを推進する。 また、本県で開発したオリ

ジナル品種を活用したブランド化の推進や、 G  I (地理的表示)など知的財産

制度等の活用による地域ブランド産地づくりを関係機関が一体となって進める。

P、) 野菜の低コスト生産を促進する機械化一貫体系や、実需者ニー ズに基づいた
高品質な青果物を年問を通して安定的に供給できる体制を確立するため、 必要

な機械・施設の整備を推進し、競争力のある園芸産地を育成する。

※ 目 国内外において需要が拡大しているかんし ょ等の園芸作物について、地域外

の担い手や農業への参入意向のある企業の誘致など、 市町村の枠を超えた農地

調整を行いながら、やる気のある担い手への農地集約を図るとともに、生産者

と実需者とのマ ッ チングを一体的に進め、 さらに新たな需要を開拓するなどの

取組によって、規模拡大を支援し、生産振興に取り組む。

Cホ) 干し芋の販路拡大に向けて、 首都圈での商談会や海外バ イ ヤー招聘など商談

の機会の提供を行い、 新たに干し芋の加工販売に取り組む農業者に対し、 きめ

細かな支援を行っていく 。

Cへ) 施設園芸産地に対し、 燃油価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を推進

するため、 省エネルギー設備のリ ー ス導入支援や燃油価格高騰時に補填金を交

付するセー フ テ ィ ネ ッ トへの加入促進を図るとともに、恒久的な制度として位

置付けるよう国に強く働きかける。

(ト ) 高品質な青果物を安定的に供給するため、 国営農業水利事業等で確保した畑

地かんがい用水を活用 した新産地の育成を推進する。

Cチ) コギク、バラなどの切り花、 シクラ メンなどの鉢花、ハナモモなどの枝物や

芝など花き生産の一層の拡大を図るため、 生産組織の強化やィH-l」き農家の経営安
定のための省力機械、施設の導入など生産基盤の整備を推進する。 また、関係

団体等と連携を強化し、 新たな技術の開発や需要拡大に向けた花育の普及、
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※

P R活動等を推進する。

(リ) 県北中山間地域の環境条件や地域資源を活用した枝物産地を育成するため、

高品質・安定生産に向けた技術支援を行う。

(ヌ) 果樹産地の活性化を図るため、 生産体制の整備と高品質果実生産等を進める。

特に補助事業の活用による県オリジナル品種など新品種の導入や改植、多目的

防災網などの整備支援や病害虫対策を進める。

(ノ0 茶 ・ たばこ等特用作物の生産基盤の確立と生産性向上を図るため、 生産管理

用機械 ・施設の整備促進や生産団体が開催する共進会等への支援を行う。

⑧ 畜産の国際競争力強化と安全・安心で環境に優しい畜産物の生産グローバル化

の進展に伴う国内外の産地間競争の激化に対応していくため、畜産経営の規模拡

大等による収益力の強化や和牛子牛の生産拡大、 輸入飼料に依存しない畜産生産

基盤づくり、本県オリジナル種畜を活用した畜産物のブランド力強化、常陸牛の

輸出拡大等に取り組んでいく 。 また、消費者の信頼に応える安全・安心な畜産物

を安定供給するため、飼養衛生管理基準の遵守徹底を畜産農家に指導するととも

に、 畜産経営に大きな影響を及ぼす家畜伝染病の発生予防とまん延防止に向けた

防疫対策を講じる。 さ ら に、家畜排せっ物の適正処理と堆肥等の有効利用を進め、

環境と調和した畜産業を確立する。

(イ) 生産基盤の強化

o畜産農家と地域の関係者が一体となって行う経営規模拡大や法人化を進める

と と も に、簡易牛舎の整備や新規就農者が経営継承した畜舎の改修等を行い、

収益性の強化を図る取組を支援する。

o酪農家への高能力な乳用雌牛の導入による後継牛の確保や受精卵移植の活用

を促進し、 中核的な担い手の育成及び生乳生産体制の強化を図るほか、 他産

業並の休日確保や労働力不足解消に向けた方策の検討を進め、 後継者や新規

就農者の確保を図る。

o和牛繁殖農家の規模拡大や常陸牛指定生産者への繁殖雌牛導入による一貫経

営化、 受精卵の供給体制の強化や公共牧場等の活用促進、 担い手の育成等に

より県内に優良な繁殖雌牛群を整備し、子牛生産から肥育まで、県内で一貫

した高品質な和牛の生産体制を構築する。

o飼料用稲等の利用促進、 外部受託組織や耕作放棄地等の活用を進めるととも

に、子実用トウモロコシ等の濃厚飼料の生産拡大を図ることで飼料生産基盤

に立脚した畜産経営の実現を図る。

o配合飼料・畜産物等の価格安定対策の推進や畜産経営指導、 新技術の開発と

普及により、経営の安定化や低コスト化を図り、競争力の高い経営体を育成

する。

o新型コロナウイルスによる畜産経営への影響を緩和するため、畜産経営安定
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対策における生産者負担の軽減等について国に要望する。

(ロ) 畜産物のブランド力強化や販売促進

o県オリジナル種畜の開発・利用等による 「常陸牛」、「ロー ズポー ク 」、「常陸

の輝き」、「奥久慈し ゃ も」等の一層のブランド力強化を図るとともに、銘柄

畜産物を取り扱う販売店や飲食店の一層の拡大や P R等によるイ メ ー ジア ッ

プと販売促進を図る。

o常陸牛について、 東南アジアに加えアメ リカへの輸出拡大を推進する。

o豚については、デュロック種系統豚 「ロ ーズD-1」 を活用した新銘柄豚「常

陸の輝き」 の知名度向上と生産・販路拡大を推進する。

o ミ ル ク ス タ ン ド、統一ロゴ等を活用した本県産牛乳・乳製品のP Rのほか、

牛乳の日や牛乳月問を通し、 酪農への理解醸成や牛乳・乳製品の消費拡大を

推進する。

o共進会等の開催によるさらなる品質向上や流通販売対策を支援する。

o外国産牛肉における 「Wagyu」 表示等紛らわしい名称について、 消費者の

判断材料となる情報表示のあり方について、 国へ働きかける。

※ e、) 高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫や豚熱等家畜伝染病の侵入防止のため、
飼養衛生管理基準遵守を推進するとともに、万が一の発生に備え、危機管理体

制の充実を図る。

(ニ) 畜産環境対策の充実

o茨城県家畜排せっ物利用促進計画に基づく 家畜排せっ物の適正処理と堆肥化

を進め、 資源循環型畜産を推進する。

※ o家畜排せっ物のエネルギー利用などの農業分野以外での利用や堆肥の広域流

通を推進する。

o堆肥の霞ヶ浦流域から流域外への流通促進等による汚濁負荷削減対策を強化

し、霞ヶ浦、北浦などの水質浄化を推進する。

(ホ) 「茨城県食肉流通合理化計画」 及び 「食肉センタ ー整備に向けた基本的考え

方」 に基づき、高品質で安全な食肉を提供できるよう食肉センタ ーの再編等整

備を施設関係者、生産者、食肉流通関係者一体となって進める。

⑨ 食の安全・安心の確保

食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、 県民の生命

及び健康を保護するとともに、消費者の信頼を確保する。

(イ) 食品等事業者に対して法令順守意識の向上を促すとともに、営業施設や食品

表示の監視指導の強化を図る。 また、 国や他自治体と連携した効率的かつ効果

的な輸入食品の試験検査を実施し、県内に流通する輸入農産物や輸入加工食品

の安全確保の充実 ・強化を図る。

o農薬誤使用防止など安全性確保の観点から、 生産者が分かりやすい農薬ラべ
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ル表示を国に働きかけるとともに、農薬の適正使用の徹底を図る。

o農作物の安全性を確保するため、 無登録農薬等不適切な農薬が流通し、 使用

される こ とのないよ う、 農薬販売業者に対する立入調査を実施する。

o登録農薬の少ない地域特産物の生産安定を図るため、 登録拡大のための試験

を行い、 適用拡大を図る。

o農産物等の残留農薬試験検査を継続的に実施し、 その検査結果を県民に分り

やすく公表する。

o消費者が安心して本県の農産物を購入できるよう、 生産者に対し農薬につい

ての正しい知識・情報の提供に努めるとともに、農薬の適正な使用について

助言を行う農薬適正使用アドバイザーを育成し、 農産物の安全を確保する。

また、 G A  P(農業生産工程管理)やトレーサビリティの取組を促進する。

(ロ) 茨城県食の安全・安心推進条例に基づき、安全・安心な食品の生産及び供給

に寄与するため、 実効性のある総合的な食の安全 ・安心施策を推進する。

⑩ 食と農の連携活動の推進

※ (イ) 市町村や関係団体との連携を図り、 学校給食への地場産物の導入を促進する。

o学校給食への県産牛乳の安定供給等を支援する。

※ (ロ) 県民の食に対する関心の高まりに応えるため、 県内で生産された農林水産物

を県民に愛着を持 つて消費してもらえるよう、 民間企業や市町村と連携して県

産品の販売促進 ・ P  Rに取り組む。

※ (1,、) 県産品の販売促進 ・ P  Rの取り組みが、県産農林水産物の消費拡大のみなら

ず、観光客の誘致や県の魅力度向上につながるよう、部局間の連携をこれまで

以上に強化していくとともに、取り組みの内容の充実を図る。

(ニ) 県民が新鮮な県産農産物を容易に入手できるよう、県内量販店や直売施設へ

の供給拡大を促進する。

Cホ) 食や農への県民の理解や日本型食生活の普及を図る。

o子どもたちの食生活の健全化や、 自分達の食べ物と地域農業との関係を知る

食育を推進するため、 子どもたちに対し収穫体験などを通した食農教育や食

育推進ボランティアによる普及啓発活動を推進する。

⑪ 環境保全型農業の普及啓発と支援策の充実

(イ) 環境にやさしい農業の一層の推進を図るため、エコファ ーマーの認定を推進

す る と と も に、消費者等県民への理解促進を図る。

(ロ) 特別栽培農産物及び有機農産物の作付拡大を図るとともに、消費者へのP  R

を進める。

e、) 天敵 ・ フ ェ ロ モ ン ・対抗植物の利用など、生物的防除や施肥法の改善による
環境にやさしい農業技術の確立と普及を推進する。

(ニ) 環境保全対策として水田の持つ浄化機能を活用するとともに、適正な施肥管
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理技術の徹底などにより、 霞ヶ浦、 北浦などの水質浄化を図る。

Cホ) 省力的な麦・飼料作物等の作付けを誘導し、風触の防止・地力の增強及び農

環境の保全に努める。

Cへ) 化学肥料 ・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温

暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援する。

※ ⑫ ィ ノシシや水鳥などによる鳥獣被害への対策

(イ) ィ ノシシについては、農業被害等が拡大している地域があることから、被害

対策の取組を強化する。 また、 アライグマなどの中型獣についても被害対策を

実施する。

(ロ) 生息動向等のデー タに基づいた侵入防止柵の設置や緩衝帯の整備など、総合

的な被害防止対策を講じる。

t、l ィ ノシシの生息数の適正化及び生息地域の拡大防止のため、市町村や猟友会
等と連携した有害鳥獣捕獲などの対策を強化する。

(ニ) 霞ヶ浦周辺における水鳥によるレン コ ン被害を防止するため、実態を解明す

る と と も に、自然環境に配慮した被害防止対策を講じる。

Cホ) 被害軽減、地域の所得向上、捕獲意欲の増進のため、 ジビェや皮の加工品の

利活用を促進する。

(へ) ニホンジカについて第二種特定鳥獣管理計画の策定に向けて ?青報収集等を行

う と と も に、予察捕獲を推進するなどニホンジカの捕獲を促進する。

【新規】 (ト) 有害鳥獣被害対策として、人材育成や組織づくりを検討するとともに、捕獲

活動に係る経費について、 財政措置を拡充する。

【新規】 Cチ) ィ ノシシなどの野生鳥獣による農作物被害などが深刻化している中、高齢化

等により減少している狩猟者を確保 ・育成し、捕獲体制の維持を図っていくた

め、 担い手となる新規狩猟者も含む狩猟者の経済的負担を軽減する取り組みを

拡充する。

【新規】 (リ) 本県のイノシシ肉は、原子力災害対策特別措置法の規定により出荷制限中だ

が、県が実施している放射性物質検査では基準値以下となっていることから、

出荷制限を解除し、 ジビェ料理への提供を促すなど市場に流通させることによ

り、 農家等の農作物被害防止につなげる。

⑬ 災害に強い農業づくり

(イ) 冷 ・雪 ・霜 ・ ひ ょ う 害 ・長雨 ・干ばつ ・台風等の気象災害に強い農業づくり

を推進する。

o気象情報の的確な把握と広報体制を強化する。

o防霜ファンや多日的防災網等の施設を整備する。

o低コスト耐候性ハウスや、 強度の高いパイプハウスの導入を促進する。

o農業用施設の補強対策等をまとめた技術マニュアルを活用した農業者等への
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技術的指導 ・助言を行う。

(ロ) 災害などにより被害を受けた農作物 ・農用施設に対する共済制度や農地等の

復旧制度の拡充を図る。

e、) 農業機械や農薬による事故防止を啓発するとともに、農業労災制度への加入
促進を図る。

⑭ 明目の農業を拓く新技術・新品種の開発と普及

生産性の向上と競争力のある産地づくりを進めるため、農業者をはじめ、消費 ・

流通サイドのニー ズを十分踏まえた新品種や新技術の開発を進めるとともに、 そ

の成果をいち早く普及する。

(イ) 大学や筑波農林研究団地などとの連携を一層強化するとともに、バイオテク

ノ ロ ジーや新技術開発に係る共同試験研究を推進し、 その実用化を図る。

(ロ) 高度な技術については研究員と普及指導員がチームをつくるなどして、新技

術の積極的な導入とその普及に努める。

(1,、) 原種苗センタ ーや園芸種苗センタ ーの老朽化した機器設備の更新を図った上

で施設を活用して、 優良種苗の安定供給を図る。

(ニ) 茨城県主要農作物等種子条例に基づき、米 ・麦・大豆及びそば等の種子の生

産体制を維持するとともに必要な予算を確保し、 優良種子の安定供給を図る。

(ホ) 担い手の確保・育成や産地振興、農家への生産・経営管理技術指導に加えて、

GA  P推進や I C T活用支援など新たな課題に機動的に対応できるよう、現場

を直接指導する普及指導員の增員を含めた普及指導機能の強化を図る。

⑮ 快適で活力ある農村づくりの推進

(イ) 農村地域の生活基盤である道路や生活排水処理施設等の整備を支援するとと

もに、農地や農業用水等の保全を積極的に促進し、 快適で魅力ある農村づくり

を進める。

(ロ) 都市農村交流実践者等と連携し、都市と農村の交流を積極的に促進し、農業 ・

農村の活性化を図る。

o都市との交流を促進するため、 交流の拠点となる施設の整備を促進する。

o観光とタイアップした農家民宿の開設など、 グ リ ー ンツ ー リズムを推進する。

o都市住民の自然とのふれあいや、 高齢者の生きがいづくりなど農地の有効利

用を促進する体験農園や市民農園の開設や利用を促進する。

o豊かな地域の資源を生かし、 都市農村交流活動に取り組む農業者等の育成を

図る。

t、l 中山間地域の活性化を促進する。
o地域特産物や観光資源を生かした地場産業を育成し、 定住が図られるよう、

山村振興対策を推進する。

o農地の管理や作業受託を行う集団の育成や、 地域における6次産業化の促進、
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市民農園や農業 ・ 加工体験を通した都市 ・ 地域住民との交流の活発化を図る。

o過疎 ・高齢化が進む中山問地域において、 地域の核となる人材の育成を進め

る と と も に、農山村固有の多様な資源を生かした魅力と活力のある農業・農

村づくりを推進する。

(ニ) 農産物の加工・出荷 ・販売体制づくりを進める。

o農産物加工技術指導の拠点となる 「農産加工指導センタ ー」 の機能を充実さ

せ、地域の特産品づくりを進める。

Cホ) 農村における美しい景観や快適な居住性を確保し、 快適なむらづくりを進め

る o

⑯ 農業団体の活動の強化

(イ) 農協の営農指導の活動強化、販売体制等経営体質の強化を図るとともに、広

域合併を促進する。

o農協の事業機能や経営基盤の強化を図るため、 中央会等関係機関と連携し、

合併の促進を図る。

o広域農協と関係市町村・普及センタ ー等との連携の強化及び営農指導の強化

を図る と と もに、中核農家に対する支援対策を促進する。

o農協における農産物販売体制の確立・強化を積極的に推進する。

o合併に伴い、 銘柄産地の広域化への対応と産地育成を推進する。

(ロ) 農業共済組合等の組織体制強化を推進する。 また、農業共済掛金国庫負担金

等の確保を国に働きかけていく 。 さ ら に、農業経営の安定のための新たなセー

フティネッ ト として新たに法制化された、収入減少を補てんする収入保険制度

の導入がスムー ズに進むよう、国に働きかけていく 。

(ノ、) 農業制度金融の活用促進に努めるとともに、相談機能の強化を図る。
o農業改良資金・農業近代化資金・スーパー L資金などの無利子又は低利の資

金の活用を促進し、 厳しい経営環境にある農家に対し、 金融面での支援を実

施する。

o近年の農業経営の集中・大規模化から大型で高度な機械導入や施設拡張、 畜

産素牛等の導入など、 大口借入へのニー ズが高ま っているこ とから、 必要な

資金を活用できるよう、 経営の拡大に意欲的に取り組む個人の農業者の方に

関しては、法人化への積極的な支援を図る。 また、特別準備金制度の拡充を
検討する。

(ニ) 農業委員会に新設された農地利用最適化推進委員の適正な人員確保や農地の

利用集積を図るための地図システムの活用など、 市町村農業委員会の機能強化

を推進する。

⑰ T P P などの経済連携協定、WT  0農業交渉について

T P Pなどの経済連携協定については、農業分野をはじめ、幅広い分野に大き
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な影響を及ぼすことが懸念されるため、 国際的な動向を踏まえながら、 状況がど

のように推移しても万全の対応策を講じるよう政府等へ働きかけていく 。

交渉中の各国とのE P A ・ F  T Aや、WT  0農業交渉については、我が国の農

業が持続的に発展していけるよう厳しい姿勢をもって交渉に当たることを、 政府

等へ働きかけていく 。

⑱ 農業者等への情報提供の強化

本県農業の競争力強化のため、 補助金 ・助成金など各種支援制度の有効活用に

向けた農業者等への情報提供の強化など、 行政サー ビスのさらなる向上を図る。

(2)農業生産基盤の整備及び農村地域の振興

魅力と活力あふれる本県農業 ・農村を築き上げていくためには、競争力のある強

い産地づくりに向け、 高品質な農産物の生産を支える生産基盤の整備と担い手への

農地利用集積を推進する必要がある。

また、地域の農地や農業用水等の資源を地域が共同して保全管理に取り組むとと

もに、 農地や農業用水等を含めた農村の豊かな自然環境などの地域資源を活用して、

都市に暮らす人々との交流を促進し地域の活性化を図る必要がある。

さ ら に、混住化が進むにっれ、土地改良施設の管理 ・運営が課題となってきてお

り、 これらを担っている土地改良区の体制強化を図る必要がある。

① 農地法 ・農振法の適正な運用及び農地改良制度の厳格な適用のもと、優良農用

地の確保と合理的利用を図る。 特に、 增加傾向にある耕作放棄地について、 国の

助成措置による有効活用策を講じるとともに、即時的に対応できる事業の創設を

国に要望する。 さ ら に、農地中間管理事業の促進を図り、担い手農家等の育成に

寄与する。

② 地籍調査の積極的な推進を図り、一筆ごとの所有者・境界・面積等の正確な情

報と高い精度の地図を整備し、 農地の適正な維持管理と農地の流動化の促進など

生産基盤の整備を図る。

③ 農業生産基盤の整備

※ (イ) 低コス ト ・高生産性農業の実現に向けて、ほ場の大区画化や汎用化などの基

盤整備と農地中間管理事業を活用した農地集積 ・集約化を一体的に行う農地中

間管理機構関連農地整備事業や農地耕作条件改善事業等を推進する。

(ロ) 遅れている畑地の基盤整備を進めるとともに、霞ヶ浦用水などを活用した畑

地かんがい施設の整備を推進し、 収益性の高い大規模園芸産地を育成する。

t、l 団体営・県単土地改良事業により、小規模地区の整備を促進する。
④ 基幹施設の整備

(イ) 安定的な水資源確保により、一層の農業振興を図るため、那珂川沿岸地区な

ど国営農業水利事業を促進するとともに、 関連土地改良事業(県営かんがい排
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水、 経営体育成基盤整備、 県営畑地帯総合整備など各事業)の推進を図る。

(ロ) 広域農道等の基幹農道の整備を促進する。

⑤ 農村生活環境の整備

(イ) 農業集落排水施設等による生活環境の改善と合わせて、 交通網や福祉対策な

ど総合的な環境整備を進める。

(ロ) 農業集落排水事業の効率的な執行を図り、 農村地域における生活排水処理施

設、汚泥処理施設等の整備を促進する。 また、今後、更新時期を迎える施設に

ついては、 施設の機能診断調査や市町村の最適整備構想の策定を進める。

t、l ため池や水路等の農業水利施設の保全管理とその水辺空間等を活用し、 快適
な生活環境の整備を図る。

(ニ) 農山村地域の住民が安全で安心できる保健・医療 ・高齢者福祉を確保するた

め、 介護保険制度を将来にわたり持続可能とするための制度改革や、 医療制度

改革の推進による医療費適正化に向けて、 国への働きかけに取り組む。

⑥ 中山問地等条件不利地域における農業振興

(イ) 中山間地など生産条件の不利な地域においては、地域特性を生かしつつ、生

産基盤及び生活環境の総合的整備を積極的に実施する。

(ロ) 事業実施にあたり、地域の特性を考慮したきめ細かな基盤整備を進める。

t、l 農業集落排水事業や集落間を結ぶ生活関連道路の整備促進を図る。
(ニ) 平地地域と比べて農業生産条件が不利な中山間地域等における耕作放棄地の

発生防止と多面的機能の確保を図るため、 集落協定に基づいて行われる農業生

産活動等を支援する。

⑦ 各種整備事業の実施に際し、 生態系の調査や田園環境整備計画を策定するなど

して、 事業計画に反映させ、 地域の状況に応じながら環境との調和に配慮した事

業展開に努める。

⑧ 土地改良事業地元負担金の軽減

(イ) 道路 ・用排水等の基幹的土地改良事業は全額国 ・地方自治体の負担とする。

(ロ) 土地改良負担金の償還対策の制度拡充により、地元負担金の軽減と円滑な償

還を図る。

(ノ、) 農用地の集積や大区画化等を図る構造政策関連の経営体育成基盤整備事業等
は、 地元負担金の軽減に努める。

⑨ 農業水利施設等については、 今後、 更新時期を迎える施設が多いため、 計画的

に施設の整備や更新を進めるとともに、施設の機能診断などにより維持補修を行

い、 施設の長寿命化を図る。

⑩ 合併阻害要因の解消を図るため、 土地改良区の個別の課題に対する助言など適

切な支援を行い、 土地改良区の合併を推進する

⑪ 農地・農業用施設や宅地等の自然災害による 、湛水被害の防止や、 地盤沈下によ
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る農業用施設の機能低下の回復を進め る ため、 湛水防除事業や地盤沈下対策事業

等の農地防災事業を推進し、 農業生産の維持 ・ 農業経営の安定及び県土の保全に

努める。

⑫ 近年増加しているパイプラインの破裂といった土地改良施設の突発事故に迅速

かつ機動的に対応し、 早期の営農再開を支援する。

⑬ 農業・農村が有する国土保全、水源かん養、景観形成等の多面的機能の維持・

発揮の促進を図るため、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理や施設の長

寿命化を図るなどの地域の共同活動に対する支援を強化する。

(3) 豊かな森林・活力ある林業の育成と山村の振興

近年、 地球環境の悪化が問題となっており、 森林資源の保全と活用が重要な課題

と なっている こ とか ら、 山村の振興と林業を活性化させる施策を総合的かつ強力に

進める。 また、 森林の働きや重要性に対する県民意識の Ill護成に努め、 100万本の森

づくりなど象徴となるような森林整備を県民とともに推進していく 。

① 適正な森林管理の推進

(イ) 地域森林計画の樹立や市町村森林整備計画の指導を通して適切な森林施業を

推進する。

(ロ) 適切な森林整備に不可欠な森林現況調査などの地域活動を支援し、 森林経営

計画の作成と着実な実行を図る。

※ t、) 森林G I S (地図情報システム)の整備を推進するとともに、統合型G I S と
の連携を図り、 林地台帳や航空レーザー測量等による森林情報の迅速な提供が

できるようシステム環境の整備に努める。

(ニ) 森林施業プランナーによる森林施業の集約化を図るとともに、高密度路網の

整備、高性能林業機械の活用などによる低コスト作業システムの普及・定着を

図る。

※ Cホ) 森林経営管理制度を円滑に進めるため、専門人材の確保 ・育成や森林情報の

提供など市町村への支援に取り組むとともに、市町村指導を行う林業普及指導

員の技術向上に努める。

② 造林緑化事業の拡大

(イ) 森林の持つ水資源の涵養や国土の保全等の公益的機能を向上させるため、 間

伐等の森林整備や長伐期施業を推進する。

また、主伐後の森林の再生を図るため、森林湖沼環境税を活用し、再造林を

推進する。

(ロ) スギ、 ヒノキ等の針葉樹林に加え、広葉樹林の整備と活用を推進する。

(1,、) 林業用苗木の需要拡大を図るとともに、花粉の少ないスギなど花粉発生源対

策に資する苗木の生産と植栽を推進する。 特に、 通常の苗より成長が優れ、 花
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粉症対策と しても期待される特定母樹の採種園整備と安定した苗木生産が可能

な体制の整備を図る。

また、従来の裸苗と比較して、 出荷までの生育期間が短く、植栽可能な時期

が長いマルチキャビティ コ ンテナ苗について、民有林での普及を図る。

(ニ) 森林湖沼環境税を活用して、 海岸防災林における松くい虫防除のための予防

散布や伐倒駆除を行うとともに、被害地においては広葉樹等の植栽を行う。

Cホ) 緑を守る県民意識を高揚させ森林レクリエー ションとしての活用を促進する

ため、茨城県民の森 ・植物園 ・奧久慈態.いの森 ・水郷県民の森などの自然観察

施設の充実を図る。 特に各施設の見どころのP Rや老朽化部分の修繕を進め、

利用者の増加を図る。 また、 県有林や県民の森などの自然観察施設における、

ネ ー ミングライッの導入を検討する。

(へ) 森林・林業の役割について理解を深めるため、下刈り及び枝打ちなどの体験

や県民参加体験型イベントを通して、県民参加の森づくりを推進するとともに、

ボランティア団体の育成を図る。

(ト ) 県施設の構内緑化、市町村公共施設の緑化を推進する。

Cチ) 森林湖沼環境税の活用により、平地林や里山林の保全 ・整備を推進するとと

もに、公益的機能の高い森林の確保を図る。

特に、通学路沿いの森林(平地林)については、歩道空間の確保や防犯上の

観点から、重点的な整備を図る。

(リ) 地域住民等が主体となった森林づくりや木づかい、森林環境学習の活動を支

援し、 県内各地での持続的な活動の定着化を図る。

(ヌ) 緑のダムとしての水源地域対策を強化するとともに、保安林の適正な配置と

機能の強化を図る。

③ 山村・林業の振興と木材需要の拡大

※ (イ) 県産木材の活用や木造建築の振興を図るため、地域のシンボルとなる公共施

設の木造化 ・木質化を進め、木の良さをP Rする。特に、平成26年4月1日か

ら施行された茨城県県産木材利用促進条例に基づき、 よ り一層の県産木材の利

用促進を図るため、 県産木材利用推進月間である10月には、 重点的に普及啓発

に取り組む。

※ (ロ) 県産木材の需要拡大と安定供給を図るため、 展示効果の高い民間施設等の木

造化 ・木質化等の支援など、地域への波及効果が見込まれる施設を支援すると

と も に、 それらの助成対象の施設や、新しい技術などの情報発信に努める。 ま

た、木材の流通加工施設の整備を支援し、品質と規格の揃 った  J A S材などの

一般製材や集成材のほか、新しい建築資材であるB P材や C L T等の利用を促

進する。

更に、 林野公共事業において、 県産木材の積極的な利用に取り組む。
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P、) 県産木材の利用促進を図るため、 林業 ・木材関係団体が創設した 「いばらき

優良木材証明制度」 の適切な運用を推進する。

目 間伐材の安定的な供給体制を早急に構築し、 間伐材などの未利用材の有効利

用を図る。

Cホ) 県産木材の総合的な供給体制を整備する。

Cへ) 木材産業の一層の振興を図るため、 木材産業後継者や技術者の育成を推進す

る o

(ト) しいたけ等の特用林産物の一層の生産振興を図るため、 きのこ研究館 ・ きの

こ博士館における研究・普及・教育等機能の積極的な活用を図るとともに、 し

いたけ原木の確保や機械施設の導入を促進する。

Cチ) しいたけ価格の低迷や担い手の減少により、 県内産地が危機的状況にあるた

め、生産量の増大や生産コストの低減を図る産地への支援を推進する。

(リ) 林道開設 ・改良事業等の拡大を積極的に進めるとともに、奥久慈林業地帯に

奥久慈グリ ー ンライン林道等を整備し、 森林資源の活用、地域の振興等に資す

る。 また、既設林道の通行の安全確保が図れるよう、必要な補修等について効

果的な整備を推進する。

(ヌ) 山地災害を未然に防止し、 荒廃個所を復旧するため、 計画的に山地治山事業

を推進するとともに、飛砂防止・防風機能の強化と海岸侵食を防止するため、

海岸防災林造成事業等を推進する。

い)1 森林 ・林業に対する理解 ・関心を深めるため、小学生等に対する森林環境教
育を充実させるとともに、幼稚園や保育園等の幼児施設に木製おもち ゃの導入

を促進するなど、 多様な体験 ・学習活動を実施する。

(ヲ) 森林を守り育てていく機運醸成を図り、県民参加による森林づくりをさらに

広げていくため、 全国育樹祭の開催に向けて準備を進める。

(ワ) 林業労働力を安定的に確保するため、 林業就業者の技術研修、 労働条件の改

善及び林業事業体の経営の合理化等を推進する。

(ヵ) 高性能林業機械の普及促進のため、 オペレー タ ーの養成などを行う林業担い

手育成強化対策を推進する。

(ヨ) 林業労働災害を防止するため、安全点検 ・指導 ・安全衛生に関する普及啓発

等、 労働災害防止体制の整備を図る。

(夕) 林業や特用林産への新規就業者の確保 ・育成を推進するため、新たに林業事

業体等での雇用をとおした実務研修を行うなど、 技術習得のための研修制度を

充実する。

(レ) 伐採後に山林に残る林地残材を木質ペレット、チップなどに加工し、 バイオ

マス燃料などに利用する地域循環システムによる安定供給を図る。

(ソ) 原発事故の影響が残る原木しいたけ等の生産再開や風評被害の払拭を図るた
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め、 特用林産関連の支援事業を充実させるとともに、 県民に対し安全 ・安心な

しいたけをPRする。

④ 森林組合改革を推進し、健全で自主的な経営のできる森林組合を 「中核組合」

として育成するため、森林組合系統の指導 ・監査体制を充実させるとともに、広

域組合等の経営基盤の強化を図る。

⑤ 林業関係諸団体の育成強化を図るとともに、林業・木材産業の経営改善を推進

するため、 林業関係制度資金を充実させる。

⑥ 全国第2位の生産量を誇る地域資源と伝統文化である漆について、 漆掻き職人

の育成と生産体制の強化、 販路開拓や地域間交流に取り組む。

(4) 水産業の振興

不安定な漁業生産、 漁業就業者の減少、 燃油価格の変動、 魚価の低迷など、 本県

水産業を取り巻く情勢の変化に的確に対応するため、 漁協組織と連携して担い手の

育成確保、漁業経営規模拡大・法人化、漁獲物の高鮮度化、6次産業化などの取組

を進めるとともに、資源管理・栽培漁業、漁業の基地となる漁港や漁業生産を高め

る漁場・大規模水産加工場立地などの基盤整備を推進し、 漁業と水産加工業が共に

成長していく水産業の成長産業化を図る。

① 水産資源の持続的な利用

(イ) 茨城県栽培漁業協会により、 ヒ ラ メ、 アワビ等の種苗の大量生産 ・放流に取

り組むとともに、鹿島灘はまぐり、 マコガレイ等の生産技術開発を進める。

※ (ロ) 鹿島灘はまぐりの資源対策として、資源状況や管理方策の助言により漁業者

の自主的な資源管理を支援するほか、 遊漁者の潮干狩りの区域の制限などの漁

業制度の運用を行う。

t、) 漁獲可能量(T A C)制度により割り当てられた、知事管理量を適切に管理す
る o

(ニ) 沿岸沖合域や霞ヶ浦 ・北浦における主要魚種の水産資源の解析や操業実態を

把握し、 漁業者の総意による資源管理型漁業を推進する。

Cホ) 河川流域から沿岸域に至る水域の漁場環境保全に関する啓発普及 ・調査研究

を推進する。

(へ) 遊漁の実態を把握し、栽培漁業・資源管理型漁業と遊漁との調和を推進する

と と も に 「茨城県遊漁船協議会」 の育成を図る。

(ト) 栽培漁業や資源管理型漁業を推進するため、 漁業秩序の維持に努める。

※ Cチ) 水産資源の回復と漁場環境の改善を図るため、沿海域や霞ヶ浦・北浦で魚礁

漁場や水生植物帯の造成、保全活動を推進する。

② 漁業経営の強化

(イ) 漁業の経営安定を図るための燃油価格の変動や金融、 担い手対策を充実する
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と と も に、 生産性向上のために必要な漁船や省力・省コスト機器等の取得を支

援する。 さ ら に、漁業経営法人化の促進や知事許可漁業の規制を緩和すること

により経営規模の拡大を図る。

(ロ) 大中型まき網漁業対策

oまき網漁業の健全な発展を図るため、低利の設備資金、運転資金の融通に努

める。

e、) 霞ヶ浦、北浦など内水面水産業の振興
o霞ヶ浦、北浦で在来の魚種に悪影響を与えているァメリカナマズ等の未利用

魚の漁獲回収を通した、湖内からの窒素・リンの取り出しによる水質浄化を

推進する。

o産卵場及び漁場の造成、魚道の整備、放流事業など、資源の維持增大に努め

る と と も に、資源の維持・培養や環境保全に関する県民の意識の高揚に努め

る o

o アュを活用し、 地域の活性化や内水面漁業の成長産業化を推進する。

o県北山間地域におけるヤマメ等冷水性魚類養殖業の振興を図るため、魚病相

談等の技術的支援を行う。

o アュなど内水面の重要資源へのカワウによる食害を軽減するよう対策を進め

る o

(ニ) 意欲ある若手漁業者グループの経営改善のための取り組みの支援や、 流通や

加工も含めた幅広い知識を得るための講座の開催を支援するなど、 後継者対策

を充実する。

Cホ) 水産物の地産地消を進めるため、 学校給食に地元産の魚や加工品を提供する

取り組みを進める。

(へ) 燃油税制への対応

o期限付き措置となっている軽油引取税、 石油石炭税の免税制度を恒久化し、

漁業経営への影響を回避するよう国に働きかける。

③ 水産物流通機能強化と水産加工業の振興

(イ) 魚食普及を進めるほか、 水産加工品における優良産品の普及や新製品開発へ

の支援を図り、 水産物の消費拡大に努める。

(ロ) 流通加工施設の品質衛生管理指導を通じて、安全・安心な本県水産物の供給

に努める。

(ノ、) 水産加工業者の運転資金調達の円滑化に努め、 足腰の強い水産加工業の安定
対策を推進する。

(ニ) 地元で漁獲される 「前浜物」 や未利用 ・低利用資源の利活用を促進すること

により、新鮮で安全・安心な地元水産物の消費拡大を図る。

Cホ) 地元で漁獲される水産物を県民にとってさらに身近なものにするため、 いば
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らきの地魚取扱店認証制度等により、 地元水産物の地産地消を推進する。

Cへ) 本県水産物のブランド化を進め、国内外での認定度を向上させ、漁業 ・水産

加工業の振興を図る。

(ト ) 漁獲から市場での入札 ・販売までの工程における鮮度管理を向上させ、高鮮

度水産物の流通強化に取り組む。

Cチ) 輸出に関する情報提供や個別指導等の支援を行い、 本県産水産物の輸出拡大

を図る。

④ 漁業生産 ・生活基盤の整備と住民福祉の向上

(イ) 漁港の整備

o水産業の総合的な基地と しての漁港整備事業の進捗に加え、 漁港関連施設の

更なる有効活用を図る。

(ロ) 海岸の整備

o茨城沿岸海岸保全基本計画に基づき、 漁港海岸の老朽化対策等を計画的に進

める。

t、l 水産業を通じた環境保全や水域監視、 漁村文化の継承等地域が取り組む活動
に対し支援する。

⑤ 茨城沿海地区漁連、県水産加工連、県内水面漁連など水産関係諸団体の育成強

化と、 その事業について支援する。

(イ) 茨城沿海地区漁業協同組合連合会に対する支援を通じて、 漁協経営の健全化

及び販売等事業の充実強化を図る。

(ロ) 漁協経営基盤の強化を図るため、 漁協合併を強力に推進する。

P、) 国の事業の活用について支援するとともに、水産金融対策を充実する。
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7. 活力ある中小企業の育成に努め、 その施策の
充実を図る

県内中小企業は、 地域社会に密着した企業と して地域経済を支え、
地域経済社会の根幹として大きな役割を果たしている。 同時に、 地元
県民雇用を優先する、 いわば 「雇用のダム」 として地域社会の安定に
寄与している。
中小企業を取り巻く経済社会環境は、人口減少や高齢化などにより、

依然として極めて厳しい状況が続いている。 一方、 経済のグローバル
化やI oTといった 「第4次産業革命」 など産業構造の大変革の状況を迎
える中、 これに即応でき得る企業体質をつくることが重要であり、 機
動的な施策や不断の経営努力を補完する施策を推進し、 活力ある中小

企業の育成を図る必要がある。

(1)新しい産業を担う人材の育成

① 民問における職業能力開発の促進

(イ) 企業の自主的な能力開発を促進し、 企業の人材育成と動労者の職業能力の向

上を図る。

(ロ) 建設業者等をはじめとする企業の人材確保と育成を支援するため、 職業訓練

の充実を図る。

e、) 企業等の多様な訓練ニー ズに対応できるよう、 より多くの職種で優れた技能
を持つものづくりマイスタ ーの認定などを進め、技能の継承やものづくり産業

を支える人材の育成を図りながら、 技能が尊重される社会づくりを推進する。

(ニ) 団塊の世代の大量退職に対応し、 高度で優れた技能の次代への継承を推進す

る o

② 公共における職業能力開発の推進

(イ) 自動車産業など本県にとって新しい産業を含め、 それを支える人材の育成を

図るため、 県立産業技術短期大学校や産業技術専門学院が行う新規学卒者等の

訓練や離職者等の再就職に必要な職業訓練、 労働者の技能向上を図るための在

職者訓練の充実を図る。

(ロ) 県立日立産業技術専門学院については、 県北臨海地域のものづくりを支える

人材育成施設として、時代の要請に応えることができるよう施設、 カ リ キ ュ ラ

ム等の充実を図る。

(1,、) 技術革新や情報化の進展などに対応できる人材の育成を図るため、 随時、訓
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練カリキュラムの見直し等を行い、 求人・求職ニー ズに沿った訓練を行う。

(ニ) 茨城労働局及び高齢 ・障害 ・求職者雇用支援機構と連携を図りながら、離職

者等の再就職に必要かつ多様な職業訓練を行い、 就職及び定着を図る。

Cホ) 障害者を対象とした訓練コー スを設定して職業訓練の充実を図る。

③ 職業能力評価制度の推進と技能の振興

(イ) 技能検定制度の啓発や技能尊重の機運醸成を図り、 技能者の社会的評価の向

上に努める。

(ロ) 若年技能者の減少に対応するため、 専門高校 ・専修各種学校との連携を図る。

④ 県内ものづくり企業の生産性向上を図るため、 企業の生産現場の改善を担う人

材の育成を推進する。

⑤ 競争力のある研究開発型企業を育成するため、産業技術イノベー シ ョ ン セ ン ター

において、 中小企業における研究開発の中核となる人材の育成を支援する。

(2) 工 業の振興

① 中小企業の技術開発の促進

※ (イ) 産業技術イノベー シ ョ ン セ ン タ ーの施設の拡充と研究機能の強化を図り、共

同研究や依頼試験、技術相談、人材育成などを通じて、 中小企業の技術力の向

上や新技術・新製品の開発を支援する。特に、農商工連携による6次産業化へ

の対応を強化する。

(ロ) 中小製造業の現場に専門家を派遺し、 設計技術や生産技術の指導等を集中的

に実施することにより、高度化する技術ニーズなど中小企業の課題解決を支援

する。

(ノ、) つくば地区の研究機関等の研究成果の技術移転を促進するため、産業技術総
合研究所との連携を強めるなど産学官共同研究開発を進める。

(ニ) 大企業から一括受注ができるような中小企業間の連携を推進するとともに、

産学官での共同研究を実施することにより、大企業のニーズに対応した新技術 ・

新製品開発を支援する。

Cホ) 中小企業の製品の付加価値を高めるため、デザイン相談やデザイン開発機器

開放などにより、 製品開発から生産 ・販売段階に至るデザイン活動を総合的に

支援する。

Cへ) 知的財産権取得等に関する各種情報提供 ・相談を実施するとともに、県内の

大学 ・研究機関等の保有する特許等の技術シー スについて、 中小企業への移転

を促進する。

( ト ) 産学官の研究交流、創造的な研究開発を企画・支援するつくば研究支援セン

タ ーの活用を促進する。

Cチ) 研究集積や技術集積などの地域の強みを生かすことができ、 今後成長が期待
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される分野において、産学官の相互連携を促進し、競争力の強い企業を創出す

る o

(リ) ひたちなかテクノセンタ ーの機能を活用し、地域産業の高度化の支援とレベ

ルの高い技術者の養成を推進する。

※ (ヌ) ものづくり産業の基盤強化のため、新製品の試作開発、設備投資を幅広く支

援する補助金の拡充を図るとともに、高度 3 Dプ リンタ ーの導入など公設試験

研究機関のものづくり支援機能の強化を図る。

00 Society5.0を実現するため、IoT・A I等の知識やビジネス創出ノウハウ等の

習得から、 ビジネスプランの構築や次世代技術を活用したビジネスの創出・展

開までを支援し、 県内中小企業の競争力強化を図る。

② 中小企業の販路拡大・経営革新の促進

(イ) 下請企業と進出企業の交流を活発化させ、 受注機会の拡大と取引先の多角化

を図る。

(ロ) 先端技術の導入や新分野開拓を目指す企業の支援体制を強化するとともに、

助成・融資制度の拡充を図る。

e、) 国やジェトロなど関係機関と連携し、国際化セミナーの開催や企業からの貿
易等に関する相談への対応、 海外で開催される展示会・見本市への出展支援な

ど、 県内中小企業の海外展開を支援する。

(ニ) 産業構造の変化に対応するため、経営課題にチャレンジする中小企業の経営

革新を支援する。

Cホ) ベンチャ一中小企業等の自治体や公的研究機関等からの受注機会の確保を促

進する。

(へ) 競争力の強い企業の創出 ・育成を図るため、独自技術で 「売れるものづくり」

を目指す意欲ある中小企業の技術開発や販路開拓を支援する。

( ト ) 官公需における中小企業及び官公需適格組合の受注を拡大するため、 県内の

行政機関等に対し、官公需制度の趣旨の周知を図るとともに、目標値を設定す

るなどして中小企業等への一層の発注促進に取り組む。

(3)地場産業の振興

地域経済社会の形成に大きな役割を果たしている、 地場産業を取り巻く 環境の変

化や地場産業の各産地が抱える課題を踏まえ、地場産品を地域ブランドとして確立

できるよ うな仕組みづく りを行う と と もに、 まちづくりと連携して総合的な振興を

図る。

① 本場結城系由や笠間焼などの振興を図るため、県と産地組合が一体となって産地

の抱える課題や振興策を検討 ・推進する。

(イ) 本場結城系由や笠間焼などの製造技術法を保存するため、各工程の技術技法を
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記録し、 伝統技法の継承を図る。

② 伝統的工芸品等、地場産業の産地組合などが実施する、新商品開発や販路拡大

事業に対し支援する。

③ 産業技術イノベー シ ョ ン セ ン タ ーに整備された清酒製造技術研究施設を拠点と

して、県産日本酒の品質向上と高度な醸造職人の育成を強化し、 ブ ラ ン ド イ メ ー

ジの確立を図るとともに、国内外への販路拡大を推進する。

④ 観光物産展や伝統工芸品展を開催することにより、県産品の販路拡大を図る。

(イ) ホー ムペー ジによ る イン タ ーネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ や カ タ ロ グ に よ り 、 通信販

売の需要に対応した名産物を充実させるとともに、 紹介宣伝を推進する。

(ロ) 工業団地の未分譲地を活用して、大規模な県産品直売所フェアを開催する。

⑤ 異業種交流の活発化を図り、 地域資源の活用や農商工が連携した新事業による

起業化を進める。

※ ⑥ 砂利 ・砕石等の建設骨材業の健全な発展のため、法に基づく適切な指導と合わ

せ、 事業者の意欲向上につながるよう必要な運用基準等の見直しを検討するとと

もに、 事業所における自主的な災害防止への取り組みを促進し、 災害の未然防止

を図る。 さらには軽油引取税の課税免除措置の期間延長、 あるいは恒久化につい

て国へ働きかける。

⑦ 県産石材が、安価な外国製品との価格競争等で厳しい環境にある中で、 時代の

ニーズや環境の変化に対応した新たな活性化計画を策定し、 石材産地の振興を図

る o

(イ) 道路・河川・海岸・護岸・建築工事・公園等、公共事業における県内産石材

の利用拡大を図る。

(ロ) 新たな販路の開拓や産地からの情報発信 (展示会の開催等) を推進する。

t、l 新商品・新技術の開発や再利用・再資源化を推進する。
(ニ) 石材組合の育成を進めるとともに、廃棄物処理等地域の環境対策の円滑化を

図る。

⑧ 笠間焼産地の振興を図るため、 笠間陶芸大学校において高度で多様な技術等を

習得させることにより、現代陶芸をリ ー ドする人材の育成を推進するとともに、

学生の修了制作展などの発表の場の確保をはじめ、学生と地域の飲食店やイベント

等との連携を図るなどして、 その成果を産地の活性化にも繁げていく。

(4 ) 中小商業・流通・サービス業の振興

地域経済の担い手と して重要な働きをしている中小商業・流通・ サー ビス産業な

どが消費者ニー ズの多様化、高度情報化、経済のサー ビス化、郊外への大型店進出

など環境の変化に対応し、 的確に発展できるよう積極的な振興策を講じる。

① 中小商業・商店街の活性化と振興
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(イ) 地域特性を生かしたコミュニティ機能の強化など意欲的な商店街活性化事業

を積極的に支援する。

(ロ) 地域商業の活性化を図るため、 空き店舗対策や個店経営のための支援、 さ ら

に、 I Tやキャッシュレス決済の活用による地域商業者の生産性向上を支援す

る o

t、l 大型店の撤退や交通網の弱体化等に伴い高齢者など買い物困難者の増大に対
応するため、 市町村等と連携した空き店舗への出店支援や、 商店街や新たな民

問事業者等が行う宅配サー ビス ・移動販売などの取組を積極的に支援する。

(ニ) 商店街の活性化・振興を図るため、商店街振興組合連合会が行う人材育成の

取り組みを支援する。

② 中心市街地の活性化

空洞化が進行している中心市街地の活性化を図るため、 改正中心市街地活性化

法に基づき、 市町村等が取り組む中心市街地活性化対策の円滑・効率的な推進を

支援する。

(イ) 国による中心市街地活性化基本計画の認定を受けようとする市町村に対して

基本計画の作成を支援する。

(ロ) 中心市街地の活性化を図るため、 その中心的役割を担う 「中心市街地活性化

協議会」 の設立を促進する。

③ 流通 ・ サー ビス業の振興

(イ) 高速道路網と港湾の整備に対応して、 流通機能の強化及び中小流通業の活性

化はもとよ り、地域産業の振興を図るため、多様な業種・機能を導入した産業

拠点としての茨城中央工業団地 (笠間地区) の整備を進める。

(ロ) 物流業の競争力向上を促進するため、 物流機能の高度化、 効率化への取り組

みを支援する。

e、) 少子高齢化など社会的課題に対応するソ ー シャルビジネスなどへの取り組み
を支援し、 新たなサー ビスの振興を進める。

(ニ) デザイン業の振興を図るため、デザインに関する県民の意識啓発や関連産業

間の連携を促進する。

Cホ) 情報サー ビス産業等、地域産業の高度化に寄与する産業の育成 ・定着を図る

ため、 産業支援機関等において研修等を行う。

Cへ) 産業の空洞化に対応し地域経済の活性化を図るため、新たな産業の育成 ・誘

導を促進する。

(ト ) 販路拡大を図る大規模なイベントや全国規模の大会、 レセプシ ョ ン ・ セ ミ ナー

などが開催できる大規模な複合コンベンション施設の建設を推進する。

Cチ) 石油販売業の活性化のため、担当窓口を設け、 ガソ リ ン ス タン ドに関する施

策等勉強会の定期開催に努める。
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(リ) 地域の石油販売業の育成を図るため、 石油元売会社及び販売子会社によるガ

ソリンスタンドの運営及び営業を規制する条例の創設を検討する。

【新規】 (ヌ) 公用車の燃料調達については、 警察活動への対応を最優先にしつつ、受注機

会の拡大に努める。

(ノ0 ト ラ ッ ク 及 びバス業界における安全対策、環境対策等の事業を円滑に実施す

るため、 運輸事業振興助成補助金については、 運輸事業の振興の助成に関する

法律に基づき適正な交付を図る。

④ 大型店対策

lイ) 「大規模小売店舗立地法」 の趣旨を踏まえ、 周辺地域の生活環境に十分配慮

した大型店の適正な立地と併せ、 地元商店街を中心とするまちづくりやにぎわ

い再生事業を支援する。

(ロ) 茨城県大規模小売店舗の地域貢献活動に関するガイドラインに基づき、地域

づく りへの協力や撤退時等の配慮など大型店の地域貢献活動を促進する。

(1, 、1 大型店撤退による中心市街地の空洞化を避けるため、 第二種大規模小売店舗

立地法特例区域の活用について市町村に周知する。

⑤ 国際経済化の促進

(イ) 国際ビジネスに関する情報提供・相談と窓口体制の整備によりジェトロとの

連携を進め、 海外貿易に関する普及啓発を行う。

(ロ) 茨城県上海事務所と連携し、 中小企業の海外展開を支援する。

(5) 中小企業の経営安定と創業支援

中小企業が柔軟性や創造性 ・ 機動性を生かし、 中小企業に適した多品種少量生産

や、 地域に密着したきめ細かなサー ビスの向上など特色を発揮し、 成長発展ができ

るよう積極的な支援をする。基本的には、経営基盤の強化と多様な情報収集、 さ ら

に労働者の確保は重要な問題であり、 それらへの対応が緊要である。

① 活力ある中小企業の育成

(イ) 事業承継の円滑化に向け、 関係機関が一丸となって後継者不在の中小企業を

支援する 「事業承継支援ネットワ ー ク」 の活用などにより、 さらなる支援の充

実を図る。

(ロ) 地域問競争がますます激化していく中で、 地域が自立的・持続的な成長を実

現していくため、各地域の 「強み」 である地域資源の活用や農商工が連携した、

中小企業の新商品・新サー ビスの開発・市場化等の取り組みに対する支援を強

化する。

(1, 、1 経営改善普及事業の安定的な継続に努める。

② 小規模企業の経営安定

(イ) 小規模事業者の人材育成等を図るため、商工会・商工会議所による支援を進
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める。

(ロ) 地域産業おこしを促進するため、若者グループの組織化とリ ー ダー養成を行

う o

P、) 経営者育成のため、異業種間交流を促進するとともに、経営力強化のための

取組を推進し、 地域の担い手の育成を図る。

目 共同化・協業化・構造改善などを促進し、企業体質を強化する。

Cホ) 産業構造の変化に対応できるよう新製品開発、新分野進出等の経営革新を支

援する。

Cへ) タ ク シー ・ ハイヤー事業が公共交通機関として今後とも維持できるよう、規

制緩和の見直しを図り、同一地域 ・同一料金を推進するとともに、交通空白地

におけるタクシー助成制度の導入も検討する。

(ト ) バス事業者の経営の安定や観光産業の発展に資するため、 高速バスや貸切バ

スに適用される一定のE T C割引制度 (通勤割引、平日昼間割引、大口多額割

引等)の存続を図る。

Cチ) 各自治体が 「地域公共交通計画」 を作成する場合は、 既存のバス事業者から

の意見を十分反映する。

(リ) 地域を支える小規模事業者の一層の振興を図るため、 「小規模企業振興条例」

の創設を検討する。

③ 資金調達の円滑化

(イ) 信用保証協会の拡充・強化を図る。

(ロ) 高度化資金貸付事業について、 (独)中小企業基盤整備機構が直接貸し出す融

資の拡充を働きかけるとともに、高度化資金貸付事業を活用し共同施設事業・

集団化事業・施設集約化事業を実施した組合等に対する倒産組合員の債務免除、

経営環境変化に対応した債務の軽減・免除、相続時の個人連帯保証の解除等事

業継承・再チャレンジへの新たな特別対策、低利の借り換え制度の創設等を講

じる。

t、l 小規模事業者に対する無担保・無保証枠の拡大と貸付条件の緩和に努める。
目 売上高減少や取引事業所の倒産により、 経営の安定に支障を来している企業

を支援する融資制度の充実に努める。

Cホ) 産業構造の変化に対応するため、中小企業の新分野進出・新事業開拓のため

の融資制度を充実する。

Cへ) 新技術 ・新製品の起業化を支援する融資制度の充実を図る。

(ト ) 環境マネジメントシステムの認証を取得する企業を支援するとともに、茨城

エコ事業所登録制度の普及を図る。

Cチ) 新たに雇用を図る中小企業や、 商店街の空き店舗の取得、 店舗の増改築等を

行う小売商業者等に対する融資制度を充実する。
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(リ) 経済環境の悪化しつつある中小企業の再チャレンジを支援する融資制度の充

実に努める。

(ヌ) 中小企業・小規模事業者の事業承継が円滑に行われるよう、事業承継時の経

営者保証解除に向けた施策や、 親族外承継の場合に障害となる株式購入資金の

調達について、 新経営者に対する事業承継融資制度等の支援策を講じる。

④ 新事業の創出を促進するため、 中核的支援機関を中心とした支援体制を充実す

る。また、大学及び研究機関のシースを活用し、I T ・ ロ ボ ッ ト、バイオ ・ メ デ ィ

カル産業等の高度化、 新事業の創出及び販路開拓を促進する。

⑤ 創造的企業の育成

(イ) 起業家精神に富み、 創造的 ・独創的な事業活動に取り組む中小企業を育成す

るため、 直接金融 ・問接金融の資金調達を支援する。

(ロ) 中小企業の起業を促進するために、 企業が融資を受ける際には個人保証につ

いて柔軟に対応する。

t1 女性による起業支援を推進する。
目 中小企業の全国的・国際的な事業展開をサポー トするため、実践的な経営戦

略セ ミナーの開催、エキスパー トの派遺等、経営力の強化を図る。

Cホ) 中小企業の開発リスク負担を軽減し、需要の開拓を図るため、新産業分野に

係わる市場動向の調査研究等を支援する。

Cへ) 新製品の販路開拓の場、投資家との出会いの場を提供するため、 フェアの開

催等販路開拓を支援する。

⑥ 消費者ニーズの多様化など、経済社会の変化に対応するため、技術・情報・人

材 ・物流等の各種研究・情報資源を有効に活用するとともに、第3 セクタ ーな ど

の支援機関のコーデ ィ ネ ー ト機能を強化して、新製品や新技術の開発、販路開拓、

新分野進出等の支援策を拡充する。

⑦ 創業期の企業を支援するため、 投資家との出会いの場を提供する。

⑧ 人材確保対策の強化

(イ) 中小企業の人材確保のため、 各種資金制度の拡充、 社会保険への加入促進、

労務管理の改善指導等を進め、魅力ある職場づくり、勤労者福祉の増進、住宅

の整備等総合的な対策を推進する。

(ロ) 高齢者の継続雇用の推進を図る。

o長寿社会の進展と社会環境の変化に伴い、 65歳までの雇用確保措置の早期普

及に努める。

o生産年齢人口の減少に伴い、 70歳までの継続雇用の普及啓発を図るため、 支

援策等の導入を検討する。

t1 東京圈の学生に県内企業の求人情報を伝えるなど、人材情報提供システムの
充実強化を図る。
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(ニ) 中学 ・高校におけるキャリア教育を充実する。

Cホ) 茨城県外国人材支援センタ ーにおいて、 中小企業に対し、外国人材との就職

マ ッチングや受入体制の整備等の支援策を講じる。

⑨ 中小企業のI T化の推進

(イ) 中小企業のI T導入の円滑化を図るため、専門家を派遺するとともに、 I T

化に対応できる人材の育成を図る。

(ロ) 中小企業がインタ ーネッ ト を活用して、企業情報や助成等の各種支援施策情

報、支援機関のイベント情報など各種の産業情報を取得できる情報発信体制を

充実・強化する。

e、) 高速 ・大容量の情報通信基盤 「いばらきブロー ド バ ン ド ネ ッ ト ワ ー ク」 を活
用した産業振興を図るため、 利活用の支援に努める。

(ニ) 中小企業におけるサイバーセ キ ュ リ テ ィ対策への支援を行う。

⑩ 外国人研修生・技能実習生・労働者対策の強化

(イ) 単に労働力不足への対応といった視点から、安易に外国人を受け入れるので

はなく、あくまでも企業の合理化・省力化・効率化等によって対応できるよう

各種の対策を推進する。

(ロ) 技能実習生等、正規ルー ト(公的就労斡旋機関等)からの外国人については、

労働条件・宿舎等受け入れ体制の整備を図る。

e、) 不法滞在者 ・不法就労者については、雇用しないように企業への啓発 ・指導
を図ると と もに、実効ある対応を図る。

(ニ) 目本語教育・技術指導・生活相談・保健医療等の体制を整備する。

Cホ) 外国人技能実習制度の見直しを国に働きかける。

o対象職種及び受入れ枠を拡大する。

o技能実習生に係る厚生年金及び雇用保険の保険料等を免除する。

⑪ 商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業振興公社など商工諸団体

の育成強化を図る。

(イ) 特に商工会・商工会議所については広域的な連携を推進し、組織の強化・拡

充を図る。

(ロ) 高齢者雇用安定法の一部改正に対応するため、 商工団体の再任用職員の補助

対象化を図る。

⑫ 国民の公衆衛生の向上に資するクリ ーニング業界は、中小零細な事業者が大半

を占めており、 建築基準法第48条 (用途制限地域) 但し書き規定に基づく許可中

請などについて、過重な負担なく、継続して操業可能な対応を講じる。

⑬ 理美容所における 「無資格者」 の存在が間題化していることから、理・美容師

の各法の遵守を徹底するために、 引き続き監視指導の徹底 ・強化を図る。

⑭ 理容業が全国的に減少傾向にある状況を踏まえ、地域貢献活動のあり方なども
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問われていることから、 国の理容業の振興指針に沿った支援の強化に努める。

⑮ さらなる法人税の引き下げや投資減税など中小企業・小規模事業者の力を底上

げし、 強靭化に資するきめ細かい支援策を国と連携して講じる。

⑯ 外形標準課税は従業員への給与総額等を課税対象とすることから、赤字中小法

人に対して新たな負担を強いるばかりでなく、 黒字中小法人にとっても増税とな

ることが懸念されるため、 引き続き、 中小企業への外形標準課税の拡大は絶対に

行わない。

⑰ エネルギー コストを低減させ、地方経済を活性化させるため、 ト リ ガー条項の

凍結を解除し、 ガソリン価格の急激な変動に対応できるよう、国に対して働きか

ける。

⑱ 郵政民営化法の趣旨を踏まえ、 市街化調整区域における郵便局舎の建設につい

て弾力的な運用を図る。

【新規】 ⑲ 印刷物製造請負の入札において、最低制限価格の適用額の引き下げ、入札積算

内訳書の添付及び工場設備の所有について、 必要性を含めて検討する。

【新規】 ⑳ コロナ禍での救援事業として、 タ ク シーにテイクアウ ト料理を運ぶデリバ リ ー

が認められたことを踏まえ、 タ ク シー事業者等が、地域の貨物運送事業者では対

応が困難な、 例えば、 買い物や忘れ物を届けるなどの取り組みが有償貨物輸送と

して可能となるような検討を要望する。

(6) 雇 用の安定と勤労者福祉の充実

効果的な雇用対策の実施に努め、 県民の雇用の安定を図るとともに、 勤労者の労

働条件の改善や福祉の増進を図る。

① 雇用に関する各種対策の充実

就職相談、 情報提供機能の充実と効果的な再就職支援事業等を実施し、 就職の

促進を図る。

(イ) 求職者の早期就職を図るため、就職活動に必要な情報提供など、効果的な就

職支援を行う。

(ロ) ジ ョ ブカー ド制度を周知するなど、職業能力の形成、就職の促進を図る。

t1 70歳までの継続雇用の促進、 シルバー人材センタ ーの育成により、高年齢者
の就業の促進と雇用の安定を図る。

目 障害者に対する職域拡大、職場の環境改善を進めるとともに、茨城労働局と

連携し、 障害者の雇用促進と雇用の安定を図る。

Cホ) 新規学卒者に対する求人情報の提供や就職面接会の開催により、 就職促進を

図る。

Cへ) 県外大学から県内企業に就職した場合に奨学金返還を支援する。

② 合理的な労使関係の安定を図る。
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(イ) 労使関係の安定を図るため、 労働経済に係る調査を行い、 情報収集を図ると

と も に、情報の提供に努める。

(ロ) 小規模企業の労働条件向上を促進する。

P、) 中小企業の労使間に生じる労働問題などについて助言を行う、 「労働相談セ
ンタ ー」 の充実を図り、労使間の安定に努める。

目 職業生活において、 指導助言する人材の育成や労使関係の安定を図るため、

労働教育事業を行う。

③ 勤労者福祉の充実

(イ) 仕事と生活の調和(ワー ク ・ ラ イ フ ・バランス )の実現のため、事業主、動

労者に対し働き方改革の機運醸成を図る。

(ロ) 労働時間の短縮 ・週休2日や育児 ・介護休業の実施を促進するとともに、快

適な職場づくりを進める。

o育児 ・介護と職業生活の両立を支援するため、育児 ・介護休業制度の定着を

図る。 また、生活資金貸付制度の周知を図る。

o ボランティア休暇やリフレッシュ休暇など、多様な連続休暇の普及に努める。

o フ ァ ミ リ ーサポー ト セ ン タ ーの設置を促進し、 仕事と育児や介護が両立でき

るよう支援体制を整備する。

o企業に対し職場復帰が円滑にできるよう、 休業中における情報の提供など、

労務管理体制の充実を指導する。

t1 勤労者とその家族の健康を守る。
o茨城ヵゥンセリングセンタ 一の実施する事業に助成する。

oがん検診推進条例 (茨城県がん検診を推進し、 がんと向き合うための県民参

療条例)の施行に伴い、がん検診の奨励、 がん検診を受けやすい環境整備を

支援する。

oがん治療を安心して受けられ、治療後に職場復帰ができるような環境整備を

支援する。

目 中小企業の福利・厚生施設の設置・改善に必要な資金の貸付を行う。

※ Cホ) 労働者福祉団体の育成強化とその事業資金の充実強化(労働福祉活動への助

成、生活資金の融資など)を図る。

Cへ) 中小零細企業従業員の退職金共済制度への加入促進や雇用保険の適用拡大を

図る。

④ 通勤者の利便を図る。

(イ) 主要駅・ バス停周辺に駐車場・自転車置き場を整備する。

(ロ) 道路の混雑を解消し円滑な出退勤のため、事業所に時差出退勤や鉄道・バス

利用の啓発を図る。

⑤ 少子高齢化・人口減少社会を迎え、労働人口の減少対策が急務となっているこ

139



とから、 公務員を含む6 5歳定年制の実現に積極的に取り組む。

⑥ 働き方改革について事業者の実態把握を行うとともに、時問外労働の改革を推

進する中小・小規模事業者への経営上の影響を最小限にするよう、 国に対して働
きかける。

(7)観光地の開発と環境整備

自由時間の増加やゆとりと創造 ・ リフレッシュなどの志向から、 観光レジャ ーへ

のニーズが一層高まっている。県内各地域の持つ特性を生かして、新たな観光メニュー

の開発や観光地の整備を図るとともに、新たなタイプの観光レクリエー ション需要

に対応する施設整備を推進する。

① 観光レクリエー シ ョ ン地域の開発整備

(イ) 民間の活力を生かし、 魅力的かつ大規模で誘客効果のある観光施設の整備を

支援する。

(ロ) 市町村が行う大規模で集客力のある観光レクリエー ション施設整備について

積極的な支援を行い、 首都圈における中核的な観光基地づくりを進める。

e、) 日本遺産に認定された弘道館及び偕楽園を観光拠点として、 誰もが安全で快
適に散策できるような対策を検討し、 より一層の魅力向上を図るとともに、周

辺部 (千波湖や周辺緑地) との回遊性を高めるための整備を推進する。

(ニ) 偕楽園本園の有料化を契機に、梅まつり以外にも年間を通し、来園してもら

える県内随一の観光拠点とするために、 新たな魅力向上策を講じる。

Cホ) 広域観光レクリエー ション基地として、国営ひたち海浜公園、鹿島灘海浜公

園、笠間芸術の森公園、 ィ花貫ふるさと自然公園などの施設整備を進める。

Cへ) 大規模なテーマパ ー ク等の観光 ・ レ ジ ャ ー産業の誘致を進める。

(ト ) 水郷筑波国定公園や県立自然公園の保護及び利用施設の整備を進める。

Cチ) 県北 ・県央 ・鹿行 ・県南 ・県西の各地域整備構想の着実な展開を図る。

(リ) 霞ヶ浦、北浦、牛久沼、涸沼等の湖沼や那珂川、久慈川等河川の水辺環境の

保全を図るとともに、釣りをはじめとする体験プログラムの造成や、体験学習

施設 ・親水型観光レジャ ー施設を整備する。

(ヌ) 温泉を核とする観光開発を積極的に推進する。

(ノ0 本県の周遊観光拠点として、目本一の名所づくりを推進する。

(ヲ) 自然環境の中で様々な余暇活動ができるアウトドア施設の整備を進める。

(ワ) 体験観光施設を付加した総合的観光物産センタ ーの整備促進を図る。

(ヵ) 質の高い霞 ヶ浦、 北浦などの周辺整備や、 適切な利用を図るための霞 ヶ浦環

境創造事業を推進する。

(ヨ) ラ ム サール条約に登録された豊かな自然環境が存在している涸沼を地域活性

化や観光振興に活用するため、潤沼周辺でのマラソン大会の開催支援や、北浦
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から涸沼を経由し大洗海岸までの広域サイクリングコー スの設定などに積極的

に取り組む。

(夕) 涸沼の保全と賢明な利用、 それらを支える交流・学習を推進する拠点施設

「涸沼水鳥 ・湿地センタ ー (仮称)」 について、早期整備の推進を図る。

(レ) ラ ム サール条約の潜在候補地である霞ヶ浦及び北浦のラムサール条約への登

録を促進する。

(ソ) ナシ ョナルサイ クルルー トに認定された 「つくば霞ヶ浦りんりんロー ド」 の

う ち、 整備が遅れている霞ヶ浦の南岸、 阿見町にある自衛隊武器学校に係る区

間は、湖岸沿いを離れ、国道125号に迂回するコー スとなっており、サ イ ク

リストに大変危険なことから、湖岸側に自転車と人の専用道路を設置すること

を検討する。

(ツ) 観光客やサイクリストの自転車活用を図るため、国道など幹線道路での自転

車専用通行帯の整備など、 広域的な自転車通行空間の環境向上を推進する。

【新規】 (ネ) ラ ム サール条約湿地である涸沼に、関東では初の水鳥 ・湿地センタ ーが茨城

町と鉾田市に 2ヵ所に一体的に整備されることが決まり、 令和4年度に建設工

事が始まる見通しとなったことから、地元市町や関係機関との連携を強化し、

涸沼の豊かな自然環境の保全と利活用を推進するための具体的な取り組みを検

討する。

② 「きれいな海」 の保全と海洋スポー ツ ・ レ ク リエー ション施設の整備

(イ) 利用や景観に配慮した海岸保全対策を推進する。

(ロ) 国営ひたち海浜公園、 鹿島灘海浜公園や、 自然豊かな利用しやすい海岸環境

を創出するための施設整備を促進する。

t、l 遊漁船や地曳網等の観光漁業の振興を図るとともに、旅館 ・民宿の整備促進、
企業による保養施設の誘致を図る。

日 「茨城の海と自然 ・世界の海と地球環境」 のテーマのもと、楽しみながら学

ぶという教育と娯楽性を兼ね備えたアクアワールド茨城県大洗水族館のP Rに

努め、 観光客誘致を進める。

③ 観光客誘致のための整備とその紹介宣伝

(イ) 観光客誘致を積極的に推進するため、 D M 0による観光地域づくりや、大型

観光キャンペー ン事業を推進する。

(ロ) 観光客が快適に回遊できるよう、観光ボランティアガイドの育成や観光事業

者のおもてなしの向上を図る。

(ハ) 訪日外国人旅行者数の国の目標4, 000万人(2020年)に対応して、来県への

誘客計画を立て来訪を促進する。

(ニ) 水郷、霞ヶ浦、筑波、海岸地域、奥久慈など県内の代表的観光地への誘客を

促進する。

141



※

※

(ホ) 分かりやすい交通案内標識の設置など、県内観光地の道路環境の改善を図る。

o筑波山周辺の沿道の改善を推進し、 良好な眺望の確保と観光客が立ち寄りや

すい環境整備を図る。

o英語併記やピクトグラムによる分かりやすい案内標示を推進する。

o高速道路I C出入り口付近における禁止物件看板の撤去を進めるほか、官民

一体となった茨城の魅力度向上につながる集合看板の設置を図る。

Cへ) 観光客の利便性を高めるため、観光地間及び観光情報のネットワー ク化を図

る o

(ト ) 県内の有料観光施設を共通して利用できる、 入場券の割引制度の拡充を促進

する。

Cチ) 地域活性化のため、魅力あるイベントを開催する。

(リ) ものづくり現場や コ ンビナー トの夜景、産業遺産などを巡る産業観光を推進

する。

(ヌ) 東関東道水戸線や圈央道の早期完成、つくばエクスプレスの東京駅乗り入れ、

茨城空港の国内外路線の拡大を図り、 国内外からの観光客の増加を踏まえた観

光関連産業の振興策を講じる。

(ノ0 ゥィズコロナ時代における観光戦略の一つとして、本県の強みであるキャン

プ場やアウトドアに着目した新たな旅行スタイルを提案する 「いばらきツ ー リ

ズム」 を推進する。

(ヲ) 本県の豊富な農林水産物のブランド力の向上や 「ご当地グルメ 」、土産品な

どの開発を推進し、 これらを活かした旅行商品の開発などを進める。

(ワ) 茨城が観光立県としての地位を確保するため、農林水産物や加工品のブラン

ド力向上による食材のステイタス化を図るとともに、県民一人ひとりに対し観

光イベン ト ・資源の知識を啓蒙することにより、県外への草の根の観光アピー

ル活動を展開する。

(ヵ) 県内の観光施設など様々な公共施設への誘客を図るため、県職員等の名剌の

裏側に割引券を付け、 誘客につながりそうな相手に積極的に名剌を渡す取り組

みを展開する。

(ヨ) 宿泊施設の魅力向上を図るため、宿泊施設から魅力発信プロジェクト事業の

来年度以降の事業継続を検討する。

(夕) 観光客の誘致など地域活性化に寄与する 「道の駅」 について、既存 「道の駅」

の施設改修や新たな 「道の駅」 の設置などに関して、 市町村の意向を尊重しつ

つ、 積極的に市町村の取り組みを支援する。

(レ) 増加する訪日外国人旅行者と、 受入側の観光施設の会話を手助けするため、

旅行者と施設との会話を通訳する24時問対応のコールセンタ ーの開設を検討

する。
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(ソ) 観光客を呼び込むため、 スマー トフォンの位置情報機能を使い、 スタンプラ

リ ーのように目的地を巡る米国発のゲー ム 「 I n g r e s s (イングレス)」 の活用を

検討する。

(ツ) 茨城港に寄港するクルーズ船乗客に対し、 オプショナルツア一等による県内

周遊観光を促進する。

(ネ) タンデム自転車や高性能な自転車タクシー「ベ口 タ ク シー」 について、本県

の観光振興につながるよう、 利用促進に全力で取り組む。

(ナ) 自転車の愛用者を増やすことは、健康増進や交通渋滞解消につながることか

ら、 修理サー ビスや休態.場所の提供などに積極的な自転車販売店へ立ち寄りや

すくするなどの取り組みを展開する。

④ 「観光圈の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」 による支

援制度など、広域的な観光誘客の取り組みに資する制度を活用し、本県観光のさ

らなる振興を図る。

【新規】 ⑤ 大規模な改修工事中のフラワ ー パ ー クが来年度にリニュ ー アルオ ープンするこ

とから、 本県を代表する魅力あふれる観光拠点としての運営・管理により一層努

める。

143



8. 新しい飛躍と均衡ある発展のための県土づ
くりを進める

本県の新しい飛躍と県土の均衡ある発展を図り、 豊かで安心できる

安定した地域社会を築くために、広域交通ネットワー クの整備など県

土発展の基礎条件の向上に資する各種プロジェクトを一層推進し、 長
期的 ・計画的な県土づくりに積極的に取り組む。一方、新しい時代の
動向に敏感に対応した施策を展開しつつ、 県内各地域の特性を十分に
生かすとともに、栃木 ・群馬 ・福島県など隣県との十分な連携を図り
ながら、 県土の均衡ある発展を図る。

(1) 基幹道路網の整備

基幹道路網の整備を進め る上で、 東関東自動車道水戸線、 首都圈中央連絡自動車

道の建設は、本県交通体系のネットワー ク確立上の重要課題であり、 これらの早期

完成が図られるよう強力に推進する。

また、 国 ・県道からなる幹線道路網についても、地方が必要とする道路整備の財

源を確保し、 整備を滞ることなく推進する。

① 国土開発幹線自動車道の建設促進

(イ) 北関東3県をはじめとする近県との一層の連携強化を図るために様々な交流

事業等を推進する。

o沿線地域の開発計画を策定し、 その具体化を図る。

o民問の活力(P F I方式等)を利用し、S A ・ P  Aを活用した地域拠点整備事

業を推進する。

(ロ) 東関東自動車道水戸線については、潮来I  C ̃鉾田 I  C間の整備促進を図る

と と も に、 鹿島港周辺地域への延伸について、 具体化に向けた検討に努める。

o沿線地域の振興を図る沿線開発構想の策定を推進する。

e、) (仮称 )つくばスマー ト I C、 (仮称 )つくばみらいスマー ト I Cの整備を推
進する。 また、既設スマー ト I Cの利用促進を図る。

② 首都圈中央連絡自動車道の建設促進

(イ) 首都圈近郊の中核都市を連絡する本路線については、 4車線化の早期完成を

図る。

o沿線地域の開発計画を策定し、 その具体化を図る。

③ 直轄国道 ・補助国道の整備促進

④ 地域高規格道路の整備推進
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地域の活性化、 地域開発を支援するための幹線道路整備、 特に大規模プロジェ

クト開発地区及び高速道路等に直結する道路の整備を促進する。

(イ) 水戸外環状道路、茨城西部・字都宮広域連絡道路、百里飛行場連絡道路の整

備を推進する。

(ロ) 常総 ・宇都宮東部連絡道路、茨城北部幹線道路、千葉茨城道路、取手・谷和

原連絡道路の計画路線指定に向けて取り組む。

e、) 千葉茨城道路北延伸線の新規路線指定に向けて取り組む。
⑤ 雨天時の安全性確保の面から、 高速道路等の排水性舗装の整備を促進する。

⑥ 本県の南北格差是正のため、新たな交通軸となる笠間市の道祖神峠のトンネル

化を含む(仮称)茨城縦貫幹線道路(つくば̃笠間̃大子)と県北地域高規格道

路 (常陸那珂港区̃大子) の実現に向けて取り組む。

⑦ 都市軸道路は、地域の振興に大きく寄与するため、国の補助事業や道路公社に

よる有料道路事業など、多様な整備手法を活用し、 その実現に努める。

( 2 )鉄道の整備促進

東北新幹線の県内への新駅設置を促進し、併せて県内鉄道の輸送力増強に努める。

① 常磐線の輸送改善

(イ) 中距離電車の運転本数の増を図る。

(ロ) スピー ドアップと車両の改善を促進する。

(1,、) 特急列車の運転本数 ・停車駅 ・運行時問帯等の改善を図る。

(ニ) 主要駅の橋上化を推進する。

Cホ) 地域の魅力度向上などの観点から、小田急線特急ロマンスカーの取手駅延伸

を検討する。

② つくばエクスプレスプロジェク トの促進

(イ) つくばエクスプレスの東京延伸の早期実現を図る。

(ロ) つくばエクスプレスの利用促進を図るため、機運醸成を図るP R等を行う。

t、l つくばエクスプレス沿線開発を含め、沿線地域の計画的整備を進める。
(ニ) 地域振興や観光振興を図る観点から、 つくばエクスプレスの県内延伸に向け

た取り組みを推進する。

③ 東北新幹線及び東北本線の新駅を古河・総和地区に設置する。

④ 大洗鹿島線の利用促進

(イ) 鉄道を軸とする魅力ある地域づくりを進めるとともに、駐車 ・駐輸場を整備

する。

⑤ 水郡線の輸送改善

(イ) 関係市町村と一体となって、水郡線の利用促進及び活性化対策を図る。

(ロ) 利用者の利便のため、 駅周辺に駐車場を整備する。
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⑥ 水戸線の輸送改善

(イ) 運転本数の增、 スピー ドアップを図る。

(ロ) 通動・通学の利便のため、 ダイヤ改善を図る。

⑦ 常総線快速列車のさらなる増便、 スピー ドアップを図る。

⑧ 東日本大震災被災県リニア新幹線誘致に向けて、 他の被災県の動向を踏まえな

がら連携を図る。

⑨ 鉄道駅舎は多くの人の出会いと交流の生活空間であり、関係市町村と連携のも

と、 より一層近代的な整備を推進する必要がある。

(イ) 公共施設などを併設し、 魅力ある地域づくりの核とする。

(ロ) くみ取り式トイレの改築 ・改善を促進する。

(1,、) 駅発生ゴミについては、市町村との連携の中で円滑な処理を図る。

(ニ) 無人駅の環境改善を図る。

Cホ) 高齢者や障害者にやさしい駅づくりを進める。 (エスカレー タ ー等の整備促

進)

⑩ 踏切の改良及び立体化、監視カメラの設置等、事故防止のための施策を強化す

る o

oオ ー バ ーハング型踏切などハー ド面の設備の整備を促進する。

⑪ 鉄道施設の耐震点検・改善など防災対策を進める。

(3) 港湾整備及び利活用の促進

首都圈の物流構造を再編し、 人口・産業の本県への地域展開を誘導しつつ、 首都

圈の均衡ある発展を図るため、 高速道路体系と一体的に北関東地域の物流拠点とし

て各港の整備を進める。 また、海洋レクリエー シ ョ ン や レ ジ ャ ーへのニー ズに対応

し、快適で潤いのある港湾環境の形成を図る。 さ ら に、県内各港の振興のため、港

湾機能の強化を図るとともに、効果的なポー ト セールスを行い、貨物の確保及び新

規航路の開設を図る。

特に、 県北3港の統合により誕生した茨城港については、 北関東自動車道などの

広域交通ネットワー クの整備進展や好調な企業立地等を最大限に生かし、 適切に機

能分担しながら物流拠点としての集積を高めっつ、 ク ルーズ船誘致を推進するなど、

港勢拡大を図る。

※ ① 常陸那珂港区において、 荷役効率のより一層の向上と利用船舶の安全性を確保

するため、東防波堤及び中央防波堤の整備を促進するとともに、建設機械及び自

動車等の輸出の増加に対応するため、 大型R 0 R 0船等に対応可能な中央埠頭の

整備を促進する。 また、企業ニー ズを踏まえたコンテナ航路開設を促進するとと

もに、 港湾業務関係法令(C I Q業務関係法令)に基づく指定品日の拡大と機関の

設置を促進する。
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② 鹿島港の外港地区の供用開始を受けて、 南防波堤、 中央防波堤、 外港公共;t阜頭

の整備を促進する。 また、国際バルク戦略港湾(穀物)の実現を図る。

③ 目立港区の沖防波堤の整備及び貨物量増加に対応するため、 多様化する物流需

要や L N G基地建設計画への対応を図る。

④ 大洗港区の航路泊地の理没浚渫を推進するとともに、現状で利用されているフェ

リ ーや客船のみならず大型客船に対応できるクルー ズポー トとして整備し、賑わ

い拠点の発展を図る。

【新規】 ⑤ 激甚化する自然災害に備えるため、 防波堤や防潮堤などの港湾施設の整備を着

実に進めるとともに、港湾BCPなどの充実により、災害に強い安全な港づくり

に努めることで、本県港湾の信頼度を高め、更なる利用促進を図る。

⑥ 茨城の港の活用について内外への宣伝を行い、 利用貨物の確保と船の寄港を促

進する。 特に、 外航定期船の就航を積極的に進める。

⑦ 県内の港湾や漁港など、太平洋沿岸地域の保安間題 ・環境間題 ・防犯間題等に

ついて、 関係部署との連携のもと対策を進める。

(4 ) 茨城空港の利活用の促進

① 国内、 国際定期便やチャー タ ー便等できるだけ多くの路線の確保を図る。

(イ) 茨城空港へできるだけ多くの就航路線の確保を図り、国内・海外主要都市等

との交流を推進し、 商工業、 観光、 農林水産業及び科学技術の振興に取り組む。

o官民一体となった全県的な利用促進体制の確立を図る。

o栃木、 群馬、 福島と連携した物流や広域観光の拠点と位置付け、 振興計画を

策定する。

o航空貨物については、 取り扱い実績を積み重ねつつ、 関係者の意向を伺いな

が ら、 取り扱いの拡大に向けた検討を進める。

※ o県立学校等の修学旅行における茨城空港の利活用の促進を図る。

o茨城空港の利用者の確保のため、利用者に対するより分かりやすい情報提供

やその内容の充実など、 利用者サー ビスの向上に努める。

※ ② 茨城空港の利用を促進し、地域経済に大きな効果が及ぶようにするため、観光

資源の発掘 ・整備を進め、観光客の誘客を促進するとともに、海外就航先とのビ

ジネス交流を促進するための支援策を講じ、 地域産業の拡大・活性化を図る。

※ ③ 茨城空港の国際定期路線の更なる拡充と誘客促進により、 国際的視野を持 つた

県民の育成と幅広い世代 ・分野での交流促進を図る。

④ つくばヘリポー トについては、安全面に十分配慮しつつ、その利用促進を図る。

※ ⑤ 茨城空港における県産品アンテナショップ機能の拡充を図る。

⑥ 現在つくば、神栖方面のみ運行している乗合タクシーを、可能な限り、他の公

共交通機関の運行されていない地域での運行についても検討する。
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⑦ 茨城空港のにぎわい拠点として、 航空博物館 (茨城空港P R館)  の新設を検討

する。

(5) 優良企業立地の推進

本県経済の発展と地域経済の活性化、雇用機会の創出のため、先端産業や関連企

業の進出にもつながる据野の広い産業など優良企業の立地を促進する。

① ェ業団地の用途見直しによる立地業種の拡大を図るとともに、立地推進本部を
中心に、 企業の業務機能を含め誘致活動を組織的 ・積極的に展開する。

② 大型投資の進む自動車産業や建設機械産業のクラスタ一化を図るため、関連企

業の誘致に積極的に取り組み、 雇用の創出を図る。

また、 それらの企業の製品を県内企業が活用しやすくなるようP R を行 うなど

環境づくりに努める。

③ 企業ニーズに即した優遇措置や企業が活動しやすい事業環境の整備、戦略的な

企業誘致策の実施などにより、 企業立地を促進する。

o様々な企業の事業環境が向上するように、 交通ネ ッ ト ワー クをはじめとする

各種インフラの整備はもとより、 優遇制度の拡充、各種許認可の迅速簡素化

に努め、 地域問競争に負けない産業基盤づくりを進める。

【新規】 o地域未来投資促進法の特例措置を積極的に活用することにより、地元企業が

新たに設備投資を行いやすい環境をつくり、 地域の中核を担う企業への成長

を促す。

【新規】 o国の補助金や県独自の優遇制度を活用し、 企業の国内回帰の動きを捉えるた

めの誘致活動を一層強化する。

④ 資源循環型社会形成を推進するため、規制緩和を積極的に図り、新エネルギー ・

資源循環型産業の導入を図る。

⑤ 東日本大震災後も変わらない本県の立地優位性を生かして、 誘致の促進を図る。

(6) l Tネ ッ ト ワーク社会づくりの推進

社会経済情勢の変化や地域の様々 な課題への対応を図るため、 整備の進んだ情報

通信基盤とI Tサー ビス等を積極的に活用し、様々な情報化施策を計画的に推進する。

① N H K県域デジタル放送の県内における周知促進、 視聴世帯の拡大とともに、

充実した情報発信を図る。

② 行政の効率化と県民サー ビスの向上のため、電子中請 ・届出システムや統合型

G I S(地理情報システム)などの利活用や、市町村における自治体クラウドの推

進など、 高度情報化社会に対応した電子自治体の構築を図る。

③ 県及び県関係機関のホー ムペー ジを充実させ、 一層の活用を図る。

④ 県民の情報通信の利用について、地域間格差が生じないよう、 ブロー ド バ ン ド
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やスマー ト フォ  ン等のモバイル端末など情報通信環境の整備を促進する。

⑤ 行政の保有するデー タのオ ープンデー タ化と利活用の取り組みを推進する。

⑥ イ ン タ ーネ ッ ト 動 画 サ イ ト 「いばキラ T V 」 を通じ、茨城県の魅力を県内外に

発信する。

⑦ 県内店舗の利用を促し、地域経済の活性化につなげるため、県広報紙 「ひばり」

に県内の店舗で利用できるク ーポン券を掲載する取り組みを検討する。 広報紙へ

の関心が集まることにより、県政に対する県民の理解が深まる効果なども期待で

きる。

⑧ スマー トフォンやタブレット端末で県内の話題やイベント、生活に役立つ情報、

道路の通行止めや土砂災害、避難勧告、避難所等の災害情報、弾道ミサイル発射

等の国民保護情報などを閲覧できるサー ビスに取り組む。

⑨ 県域民放テレビ局の開局と、映像による情報発信のあり方について、様々な選

択肢を勘案しながら、 最善策や支援策を幅広く検討していく。

(7)水資源の確保と有効利用の推進

豊かで健康的 ・ 文化的な県民生活を確保し、 産業活動の進展を支える緊要な基礎

的条件である水資源について、 長期的な水需給の見通しにより、 需要に応じた確保

及び用水供給対策を進める。

① 水資源の総合的 ・計画的な開発

(イ) 霞ヶ浦導水事業について、霞ヶ浦及び桜川(千波湖)の水質浄化、利根川及

び那珂川の渇水被害の軽減、 並びに新規都市用水の確保のため不可欠な事業と

して、 関係者の理解を得ながら、 関係都県と連携し国への働きかけを行うなど

により事業促進を図る。

また、 水道水源開発施設整備費等に対する国庫補助の確保を図る。

(ロ) 水源保全対策の充実強化を図る。

② 水の有効利用事業の促進

(イ) 霞ヶ浦用水関連事業の推進を図る。

霞ヶ浦用水関連かんがい排水事業、 畑地帯総合整備事業の推進を図る。

※ (ロ) 県南西・鹿行 ・県中央広域水道用水供給事業、県南西・県央広域工業用水道

事業を進める。

P、) 那珂川沿岸農業水利事業の促進を図る。
③ 地下水の保全とその適正な利用を進める。

(8)科学技術の振興

① 県内に集積する世界に誇れる科学技術や多彩な産業技術を産業の振興と県民生

活の向上に結びっけ、本県の活力を高めていくため、科学技術振興の指針に基づ

149



く 施策を推進する。

② つくばの科学技術の集積を活用し、次世代がん治療B N C Tの開発実用化など

ラ イ フ イ ノ ベー シ ョ ン ・ グ リ ー ン イ ノ ベー ション分野の新事業・新産業の創出を

通じて、わが国の成長 ・発展に貢献する 「つくば国際戦略総合特区」 の取り組み

を推進する。

③ 大強度陽子加速器施設( J P A R C)を活用し、 つくばの科学技術や日立のも

のづくり技術との結びつきを図り、 国際競争力のある産業の創出や独自技術を持

つ企業の育成を図り、 科学技術創造立国を先導する先端産業地域の形成に努める。

④ 大学や研究機関・産業支援機関との連携を強化し、 産学官共同研究(例:

B N C Tの実用化) などの研究交流を推進する。

⑤ 県内における優れた研究開発の奨励や若手研究者の育成、 国関係試験研究機関

の研究成果の県内産業への技術移転などを促進するため、 一般財団法人茨城県科

学技術振興財団等の活動を支援する。特に、 ロボッ トについては (国研 )産業技

術総合研究所やCYBERDYNE(株)等、関係機関と連携を図りながら、 ロ ボ ッ ト

館などで県民に分かるかたちで普及促進を進める。

⑥ 県民の科学技術に対する理解と関心を高めるため、 積極的な啓発普及活動など

を通して、 科学技術に親しむ環境づくりを進める。

⑦ 県立試験研究機関が、 産業界や県民ニー ズ、 政策課題を的確に踏まえた研究開

発の重点化、 分野横断的な連携に取り組めるよう機能強化を図る。

⑧ 次世代のエネルギー として期待されている水素エネルギーについて、 本県にお

いても水素関連の技術開発を支援し新たな事業創出を促進するとともに、家庭用

燃料電池及び燃料電池自動車等の普及拡大に向けた取り組みを一層強化すること

により、先駆的な役割を果たしていく 。

また、水素ステー ションの設置や燃料電池自動車の購入等に対しては、次によ

り支援に努める。

1. 水素ステー シ ョ ン及び燃料電池自動車、家庭用燃料電池等の水素エネルギー

の普及促進と実用化に向けた実証拠点を設ける。

2. 水素ステー ションの設置に、国と併用できる県の補助金制度を設ける。

3. 水素ステー ションの設置に、県有地などを活用できる制度を設ける。

4. 燃料電池自動車購入時の補助金制度を設ける。

5. 将来的な水素供給のエネルギー供給県として、 製造可能な拠点基地に関する

計画を策定する。

(9) ひたちなか地区の開発促進

① ひたちなか地区の開発 ・整備を促進する。

関連主要道路の整備を含め、国際物流インフラ整備事業を促進し、海運物流関
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連産業や県内外各種産業との連携による広域総合物流施策など、 常陸那珂国際港

湾公園都市にふさわしい調和ある整備を進める。 また、港湾を軸とした国際港湾

公園都市づくりの段階的進展を見据えた土地利用等を促進する。特に、後背地に

対する基幹交通体系の確立は緊急を要する。

(イ) 首都圈における物流の合理的再編と環境負荷の軽減に大きく寄与することが

期待される常陸那珂港区の整備を促進する。

(ロ) 国営ひたち海浜公園の整備を促進するため、 開園区域の充実と供用区域の拡

大を図る。

o海浜性レクリエー シ ョ ン基地として、海から陸までの多様なレクリエー シ ョ

ンニー ズに対応できる施設の整備を推進する。

(1,、) 後背地、特に県北 ・県中央地区へのアクセス基幹道路の調査を急ぎ、一体的

開発振興計画の具体化を促進する。

(ニ) 都市再生総合整備事業を促進するとともに、ひたちなかテクノセンタ ーを通

して地元中小企業の育成振興を図る。

Cホ) 都市ゾー ンに企業の誘致を進める。

Cへ) 国際港湾公園都市づくりのため、国内外のイベント等が行えるコンベンショ

ン施設等の整備を推進する。

(ト ) 留保地については、 留保地利用計画に基づく企業誘致を進める。

Cチ) 関係市村の一体的な広域都市づくりを考慮に入れながら、 ひたちなか地区の

開発を促進する。

(リ) 常陸那珂港区・国営ひたち海浜公園・阿字ケ浦地区にまたがる地区において、

海浜環境を楽しめるレクリエー ションの場を形成する。

② 常陸那珂港区や北関東自動車道を活用し、北関東3県等が連携して、物流の活

性化を図る。

o北関東自動車道沿線及び常陸那珂港区を軸とした新たな物流拠点を日指し、

「広域連携物流特区」 を推進する。

③ アジア ・太平洋諸国の原子力技術者を養成するため、目本原子力研究開発機構

に国際的原子力交流施設の整備を推進する。

(10) 県北地域の振興

① 若者の就業機会の創出、地域の活性化のため、 「那珂西部工業団地」、「宮の郷

工業団地」、「南中郷工業団地」、「赤浜地区工業団地」、「日立北部工業団地」への

企業立地を進めるとともに、需給状況をみて、工業団地の整備を推進する。

(イ) 那珂I C周辺開発を推進する。

(ロ) 県北地域への企業誘致において、 優遇措置を検討する。

② 企業立地に伴う産業のニー ズに応える人材育成のため、 新卒者職業訓練のカリ
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キュラムの高度化を進める。

③ 地域未来投資促進法に基づく県北地域基本計画により、新製品 ・新技術の開発、

新産業の創出など県北地域の活性化を推進する。

④ 地域の産業空洞化に対応するため、技術指導や共同研究開発など、下請け中小

企業の活性化対策を重点的に推進する。

⑤ 大強度陽子加速器施設( J P A R C )  や目本原子力研究開発機構における研

究成果の活用及び周辺機器等の受注・開発促進により産業振興を推進する。

⑥ 県北山問地域においては、生活環境施設 ・産業基盤 ・福祉 ・医療 ・教育の充実

と地場産業の振興など、 過疎法に基づき過疎地域自立促進のための新たな事業を

積極的に展開する。

(イ) 県北地域への人口流入を図るため、過疎地域定住促進団地整備事業を推進する。

(ロ) 過疎市町が行う地域住民への生活支援事業や過疎市町間の広域連携事業等を

支援するため、 過疎地域自立促進交付金事業を推進する。

※ ⑦ 県北地域の豊かな自然環境や歴史 ・文化遺産などの地域資源を生かしたグリ ー

ンツ ー リズムやブルー ツ ー リ ズ ム、 ロングトレイルなどの滞在・体験型観光を推

進すると と もに、首都圈を代表する交流 ・二地域居住空間の形成を図る。

⑧ 首都圈の小中学生などを対象に、県北ならではの漁船に乗ってのシラス漁体験

や果樹づくりなどの農業体験、木造校舎でのおやき作り体験など、幅広いメニュ ー

をそろえた体験型教育旅行を大々的に売り込むとともに、 受け入れ態勢の整備を

進め、 首都圈を代表する体験交流空問づくりを促進する。

⑨ 福島・茨城・栃木にまたがる県際地域が連携して広域的な地域づくりを推進す

る F  I T構想に基づき、地域ブランドの創出、交流、二地域居住や広域観光交流

等を促進する。

⑩ 都市との交流事業の促進を図るため、各市町村の拠点施設の整備やネットワー

クの形成を推進する。

⑪ 県北地域の豊かな自然環境を活かした魅力的な地域ブランドイメ ー ジを構築し、

移住、 交流の促進を図る。

⑫ 一般国道 ・県道の整備を促進するとともに、茨城北部幹線道路や横軸道路とし

て肋骨道路の整備、北関東北部横断道路や県北地域高規格道路(常陸那珂港̃大

子) の具体化検討など、 交通体系の整備を積極的に推進する。

(イ) 日立市新田 ・旧十王町黒坂・堅破山・北茨城市イ花園間及び管谷 ・粟原線の整

備と と もに、県道昇格を進める。

(ロ) 目立市内など慢性的な交通渋滞については、 渋滞緩和を図るための道路整備

を推進する。

(1,、) 交通不能県道の解消、 バス交通不能区問の整備促進

(ニ) シーニ ツ ク ・ バイウェイ登録の条件である地域主体の協議会設立など、実現

152



に向けた取り組みへの支援を図る。

※ ⑬ いばらき科学技術振興指針に基づき、 J - P A R  Cを活用して、中性子を利用

した研究成果から革新的な新技術の創出を図る。 また、研究成果のP Rを強化す

る と と も に、宇苗分野と関連づけたP Rの検討など、 J - P A R  Cの更なる知名

度向上に取り組む。

⑭ 水戸・日立地域集積促進計画に基づき、県北・県央地域に民間研究所 ・情報サー

ビス業等の集積を促進する。

⑮ 観光物産会館(常陸太田市など)の建設を進めるとともに、漆等の伝統工芸・

特産物の振興や新しいタイプの工芸品の開発を促進する。

⑯ 地域における優れた自然資源を活用し、 交流人口を増加させるための施設整備

を推進する。

⑰ 地域の特色を生かした特産品づくりを進め、地域ブランドを育成する。

⑱ 臨海地域においては、エネルギー供給地域としての役割を踏まえるとともに、

研究拠点としての整備を進める。

⑲ 県北地域の豊かな自然を活用したアウトドアスポー ツの効果的な情報発信や施

設整備への支援などにより、 交流人口の拡大を図る。

⑳ 「KENPOKU ART2016茨城県北芸術祭」 の開催効果を最大限に活かし、

地元市町や関係団体等と連携しながら、 地域の活性化につながる取組を進める。

⑳ 県北地域における芸術村構想を推進するため、 芸術家が幅広い芸術活動を継続

的に展開できる環境づくりに努めるとともに、交流人口の拡大につながる取り組

みを推進する。

(22) 自転車で指定された観光地などを巡り、会員制交流サイト ( S  N S ) に写真を
投稿すると、商品がもらえる 「ソ ー シ ャ ル ラ イ ト」 の取り組みを過疎地域で展開

する こ と に よ り、地域の活性化にもつなげる。

(231 認定を取り消された茨城県北ジオパー クについて、 茨城県北ジオパー ク推進協

議会による再認定に向けた取組を支援する。

⑭ 県北振興の起爆剤として、水郡線へのS  Lの土日定期運行の早期実現に県を挙

げて強力に取り組む。

【新規】 の 定住人口や労働生産人口の減少を抑制するため、 現存する地域の拠点施設活用
やサテライ トオフ ィス等の整備、 ネ ッ ト ワー ク環境等の充実を図り、県北地域で

の移住 ・ テレワー クの取り組みを推進する。

(11) 県央地域の振興

① 北関東の発展を牽引する中核都市と しての水戸を中心と した都市圈づく りを推

進する。

(イ) 都市環境の整備、高度技術産業の誘致、魅力ある商店街づくり、大規模公園
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等の整備など、 自然 ・歴史・伝統を生かした観光レクリエー シ ョ ン拠点づく り

を総合的 ・計画的に進める。

(ロ) 県都において、 中核都市にふさわしい大規模な国際会議や見本市などが開催

できる茨城スーパーア リ ーナ構想を推進する。

② 北関東自動車道沿線地域の振興を図るため、 沿線開発計画の具現化を図る。

(イ) 沿線開発の一環として、 茨城中央工業団地の整備及び企業立地を推進する。

③ 茨城空港の利活用を踏まえ、 常陸平野地域の計画的な開発整備を推進する。

④ 水戸・鹿島両都市圈の拡大を踏まえ、東関東自動車道水戸線 ・大洗鹿島線の広

域交通インフラに基づく開発構想を推進する。

⑤ 水戸地方拠点都市地域基本計画に基づく事業を推進する。

⑥ 水戸市内及び周辺の交通渋滞解消のため、 環状道路の早期整備を図る。

⑦ 立地条件を生かした近郊農業の振興を図る。

⑧ 県庁舎関連施策の推進を図る。

(イ) 県庁舎周辺部及び三の丸庁舎周辺部の都市基盤の整備を進める。

(ロ) 三の丸庁舎周辺の道路は現状でも相当混雑を来しており、周辺部道路の拡幅・

新設等、 交通環境の整備を促進する。

⑨ 畜産試験場跡地は、 県央部発展の起爆剤として活用する。

(イ) 若者が集う大学等の誘致

(ロ) 本社機能、サテラ イ ト オフ ィ スなどの誘致

t1 工場、倉庫などへの単純売却はしない
目 リ トルシニアのメッカとなっている現状を継続

⑩ 涸沼周辺でのマラソン大会の開催など、豊かな自然環境が存在している涸沼を

地域活性化に活用する。

⑪ 県都水戸や県全体の活性化のための起爆剤として、 J R常磐線への新偕楽園駅

の建設と常設化に取り組む。

【新規】 ⑫ ひたちなか大洗リゾー ト構想の実現に資するような民間主導の取り組みに対し

て、 支援を検討する。

(12) 県南地域の整備促進とつくばの振興

① つくばの整備を促進する。

つくばを世界の研究開発センタ ー と し て、より一層の充実を図るため、次の施

策の展開を図る。

(イ) 根幹的な交通体系の整備と、新市街化地区の整備促進、周辺地区の開発、生

活基盤の整備、 多様な産業の導入等による自立都市の確立を図る。

(ロ) 人口増加に対応し、必要となる小中学校等の公益施設について、都市再生機

構の関連公共公益施設の立替施行による整備を図るなど、 地元自治体への財政
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措置を国に要望する。

(1,、1 世界をリ ー ドする国際的な研究開発を進めるとともに、その交流拠点として、

つくば国際会議場において国内外の会議や学会等、様々な交流を促進する。

(ニ) つくばの科学技術集積を生かし、 つくば研究支援センタ ーの事業が円滑に推

進できるよう支援するとともに、中小企業の技術開発を推進する。

Cホ) つくばエクスプレス沿線への企業立地の促進を図る。

Cへ) 土浦 ・つくば ・牛久業務核都市基本構想を推進し、 茨城南部自立都市の中核

となる業務核都市を育成整備する。

(ト ) つくば地区の大学や研究機関の研究集積から新規事業創出を促進するため、

産学官連携の強化と事業化資金の充実を図る。

Cチ) 公的研究機関や大学を今まで以上に広く一般に公開するとともに、児童生従

の総合学習の場としての活用促進を図る。

(リ) 公的研究機関の老朽化対策について国に働きかける。

(ヌ) 「エネルギー フ ロ ン テ ィ ア つ く ば」 と し て、景観や将来を見据えた事業計画

等に配慮しつつ、 耕作放棄地や湖沼等を活かした新エネルギー産業の振興を図

る こ とによ り 、 新たな雇用を創出する。

③ つくばエクスプレス沿線地域の計画的な整備を進める。

※ (イ) 島名・福田坪地区及び上河原崎・中西地区の土地区画整理事業を推進する。

(ロ) 沿線地域の認知度の向上を図るため、 戦略的に P Rを展開する。

(1,、) つくばエクスプレス沿線開発の土地処分の方策として、業種に応じた事業用

定期借地制度の活用や、 住宅事業者等との共同分譲、 民間卸などを一層積極的

に推進する。

(ニ) 地域未来投資促進法に基づく圈央道地域基本計画により、 日本を代表する科

学技術の集積を活用 した地域産業の活性化を推進する。

④ 東京芸大取手校の立地等、 県南地区の優位性を生かした国際的な芸術文化振興

拠点の整備を進める。

(イ) 内外の優れたアーティストを支援し、 現代の芸術活動の拠点形成を目指す

「アーガス構想」 の実現を図る。

⑤ 龍ケ崎市と利根町との合併機運を醸成する。

⑥ 取手駅北地区の土地区画整理事業を促進する。

⑦ 地域発展を促すため、霞ヶ浦 ・筑波山周辺地域のレクリエー ション拠点形成を

促進する。

⑧ 「県総合計画」 や 「霞ヶ浦環境創造事業推進計画」 に基づき、 霞ヶ浦自転車道

等、霞ヶ浦、北浦などとの共生型地域づくりを推進する。

⑨ 霞ヶ浦、北浦などの周辺地域の活性化を図るため、飛行船を活用した地域づく

りを推進する。
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⑩ 霞ヶ浦、 北浦などの周辺地域の振興方策として、 「湖の駅」 の整備を図る。

⑪ 市民農園の整備など、都市化の進む地域に合った農業の振興を図る。

⑫ 都市近郊農業の振興を図りっつ都市づくりを進めるため、市街化区域内農業者

の自主的な住宅開発を推進する。

⑬ 霞ヶ浦の重要な水源でもある筑波山周辺の森林整備を推進する。

※ ⑭ 上曽トンネル等の整備効果を活かした、石岡市を東西に横断する道路の実現可

能性について、 茨城空港アクセス道路の延伸を検討する。

【新規】 ⑮ 取手競輸場において、 民間事業者のアイデア等を取り入れながら、 多目的な利

活用を検討する。

(13)県西地域の振興

① 常総線の整備と沿線開発の促進

(イ) つくばエクスプレスと常総線の相互乗り入れの事業化を図る。

(ロ) 常総線快速列車のさらなる增便、 スピー ドアップを図る。

t、l 沿線地域の住宅・流通・業務等、複合開発を促進する。
② 常総 ・坂東 ・境 ・古河副次核都市整備

(イ) 副次核都市としての基盤づくりを進めるため、交通体系の整備、物流システ

ム整備構想及び住宅・工業団地建設計画の策定などを進める。

③ 県西北部地域の総合的な振興を図る。

(イ) 筑西地方拠点都市地域基本計画に基づく事業の展開を図る。

(ロ) 地域活性化促進道路事業を推進するとともに、筑西市・結城市などにおける

市街地整備を促進する。

t1 常総 ・宇都宮東部連絡道路の整備促進を図る。
④ 「つ くばハイテ クパー クいわい」への企業誘致を進めるとともに、下妻市等の

工業団地整備事業の促進を図る。

⑤ 東北新幹線及び東北本線の新駅設置を促進する。

(イ) 新駅設置の推進体制を強化する。

(ロ) 古河・総和新都心開発構想の具体化を図る。

⑥ 拠点文化施設の建設推進と計画策定

(イ) 県西地区の文化、国際交流など、複合的文化センターの機能を持つ拠点施設

建設のための計画策定を進める。

(ロ) 農業資源や自然資源を生かした複合レクリエー ション開発計画を策定する。

t、l 首都圈中央連絡自動車道沿線地域の計画的な整備を進め、拠点づくりの具体
化を促進する。

⑦ 茨城西部 ・宇都宮広域連絡道路の整備促進を図る。

⑧ 京浜東北線の小山駅までの延伸を推進する。
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⑨ 東京直結鉄道 (地下鉄8号線) の県西地域への延伸を促進する。

⑩ 菅生沼を中心とした教育的レクリエー シ ョ ン ゾー ンの整備を図るため、 ミ ュ ー

ジ ア ム パー ク茨城県自然博物館の内容を充実する。

⑪ 筑西幹線道路の整備推進を図る。

⑫ 日野自動車古河工場における本格稼働を受けて、 関連企業のさらなる誘致、 地

元企業の新たな展開による産業集積を推進する。

⑬ 各自治体間の連携によって、民間路線バスとコミュニティバス等の運行の調整

や、相互乗り入れができる拠点づくりに取り組み、利便性の向上を図る。

⑭ 圈央道と北関東道を結ぶ地域高規格道路として、 沿線市町が検討している (仮

称) 県西縦断道路の取組を支援する。

(14)鹿行地域の振興

① 鹿島地域の整備

(イ) 交通体系の整備、 都市機能の強化などの整備を促進する。

(ロ) 中心市街地の形成を促進するなど、生活環境・文化施設の整備と関係市の一

体的な新鹿島都市づくりを推進する。

o ワールドカップ開催の意義を踏まえ、 カシマサッカ ー スタジアムの県民への

幅広い利用とスポー ツを核とした地域づくりを進める。

e、) 奥野谷浜工業団地への企業誘致を促進する。
※ (ニ) 鹿島臨海工業地帯の更なる競争力強化に向け、事業環境の整備や企業問連携

などの取り組みに加え、先を見据えたコ ンビナー トのスマー ト化といった新た

な取り組みを推進する。 また、医療 ・教育の充実など働く人に魅力的なまちづ

くりの視点についても検討を進める。

Cホ) 水素社会の実現に向け、 鹿島臨海工業地帯において、 水素等エネルギー供給

拠点の形成を日指す。

② 大洗鹿島線沿線地域の開発

(イ) 沿線地域の振興と鉄道利用者を確保するため、水戸・鹿島間で沿線地域の開

発事業を促進する。

③ 大洗町から神栖市までの鹿島灘の雄大な海岸線を生かした、海洋レクリエー シ ョ ン ・

リ ゾー ト地域の整備を進める。

o シーサイド観光道路の整備を図る。

④ 稲敷市から潮来市・神栖市までの利根川沿いを生かした、内 田Jレクリエー シ ョ ン ・

リ ゾー ト地域の整備を進める。

o リ バーサイド観光道路の整備を図る。

⑤ 鉾田西部工業団地などの開発を推進する。

⑥ 東関東自動車道水戸線の整備促進とともに、沿線地域の振興に資する沿線開発
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計画の具現化を図る。

⑦ 新霞ヶ浦大橋の建設や水戸神栖線など県道路網の整備拡充を進める。

⑧ 行方地域の振興を図るため、北浦複合団地の整備を推進するほか、霞 ヶ浦東岸

地域のリゾー ト開発を進める。

【新規】 ⑨ 市内に 3つの県立高校を有する神栖市では、中学校卒業生が県外の高校に

2 0 0人以上進学している。 中学校卒業生の進学における県外、 他市への流出の

課題解消の前に、学級減や学校の統廃合をしないことに努め、神栖市内の県立高

校における学力向上を支援し、 大学進学率の向上を図る。

(15) 国際化時代に対応した総合的施策の確立と推進

国際化時代における交流は、 自治体 ・教育機関等のa市妹提携、 産業経済 (貿易・
企業や技術の提携)の交流、芸術・文化交流、民間交流、留学生の受け入れ、技術

研修員の受け入れ等と広範 ・多様化している。

交流の相手国も、欧米からアジア ・中近東 ・南米諸国と多岐にわたっている。一

方、国際交流の進展と入国者の増大に伴い、不法滞在・就労、住居不明、各種事件・

事故 ・犯罪やエイズ ・医療 ・福祉 ・教育 ・納税及び保険等の諸間題を引き起こして

いる o

特に、不法滞在・不法就労等外国人の在住地域は県内全域にわたっており、 その

就労形態も様々である。 その人数や生活実態 ・就労実態は十分に把握できないまま

現在も進行している。

将来にわたっての本県の社会・産業・経済秩序を考え併せながら、 これら一連の

諸間題にも積極的に対応するとともに、 国際交流に対する県民意識の高揚と国際理

解を高め、民問交流 ・ グローバルな産業経済交流など各種国際交流事業の拡大・支

援を図るため、 一元的・総合的施策と推進体制の確立が急務である。

① 拡大する交流事業に対応できる茨城県国際交流協会の強化

(イ) 拡大する各種の国際交流事業に一元的 ・総合的に対応できるよう、茨城県国

際交流協会の体制強化・整備を図る。

(ロ) 国際交流の情報交換、拠点づくりなど国際交流ネットワー クづくりを進める。

(1,、) 国際交流、在住外国人への対応についてのガイドラインを作成する。

o県内在住の外国人との交流事業、茨城ふ る さ と フ ァ ミ リ ー事業等を推進する。

② 外国との友好交流の推進

(イ) 友好提携県 ・州との県民主体の友好交流事業を促進する。

(ロ) 文化・芸術・学術・教育・スポー ツ ・青少年・女性等、各種交流事業を進め

る o

t1 中学校 ・高校 ・大学における国際教育を充実するとともに、女市妹提携を推進
し交換留学事業を拡充する。
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※

※

目 アジア地域との産業 ・教育 ・文化など幅広い交流を促進するため、 上海事務

所の活動体制の充実を図る。

③ 多文化が共生する社会の実現を目指し、 県民と外国人の共生意識の醸成や相互

理解に向けた取り組みを進めるとともに、外国人が地域社会の一員として県民と

共生できるよう環境整備を図る。

(イ) 在住・訪目外国人が各地域に溶け込んだ生活ができるよう、 日常生活等の各

種相談 ・支援体制の充実を図る。

o日本語教育 ・生活習慣 ・職業 ・衛生・医療 ・ エイズ ・教育 ・交通安全・住居

等に係わる諸問題に関する相談・支援体制を整備する。

(ロ) 各種情報提供の推進

o外国語によるラジオ放送や情報誌 ・生活ガイドブックの発行、 イ ン タ ー ネ ッ

トによる情報提供を進めるとともに、病院・公共施設、案内標識などに外国

語表示をする。

t1 通訳者等、交流ボランティアグループの育成を図る。
目 イ ン タ ーナシ ョナルスク ールの整備検討を図る。

④ 産業経済の国際化 ・企業交流の推進

本県産業の高度化 ・多様化とともに、海外との交流志向は高まりをみせている。

一方、 鹿島港、 茨城港の整備、ひたちなか地区開発の進行によって、本県産業経

済界の国際商 ・技術取引 ・貿易等の進展が予想される。本県企業の国際化を推進

し、 経済の国際化を企業の成長に結びつけるため、 総合的な海外戦略を構築する

ことが重要である。

(イ) 国際港湾の整備に対応して、 貿易振興拠点の整備を促進する。

(ロ) 工業団地説明会の開催などを通じて、 外資系企業の誘致を推進する。

⑤ 外国人研修生・留学生等、県内の在留外国人の支援施策を進める。

県内には、令和2年6月末現在約71,000人の外国人が在留しており、生活等の

支援対策を推進する。 一方で、 不法滞在者 ・不法就労者も多数いると見られるた

め、それらの実態把握に努め、取締りを強化していく 。

(イ) 外国人に関して基本的条項を盛り込んだ大綱を制定する。

(ロ) 外国人及び受け入れ事業所等の実態把握を図る。

(1,、) 外国人研修生や留学生等に対し、快適な環境の中で研修・勉学ができるよう、

受け入れ体制 ・宿舎 ・日本語教育 ・日常生活・保健医療等について支援する。

o商工・農林水産業における外国人技能実習生の受け入れを支援する。

o納税・保険制度や帰国担保対策等については、 事業所及び外国人に周知・指

導を図る。

o労働条件の確保等、 受け入れ事業所に対する啓発を進める。

o公共職業安定所等、 公的就労斡旋機関の整備を図る。
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(ニ) 各種事件 ・事故の未然防止、 治安体制及びエイズ等の感染症 ・医療対策事業

を強化する。

o国際犯罪捜査、 通訳体制の整備等国際化を踏まえた治安体制の強化を図る。

o特に、悪質ブロー カ ー ・不法風俗業者の摘発とともに、エイズ等の感染症の

検査・診療体制の確立を図る。

o診療実態の調査や受診案内書を作成するとともに、医療費対策を進める。

⑥ 国際化時代に対応した国際交流会館(センタ ー )の設置を図る。

(イ) 拡大する各種の国際交流、産業経済界の交流や外国人研修生・県内在住 ・滞

在外国人問題等、 国際化時代に対応するための総合的拠点となる施設の建設を

検討する。

o外国人が一時的に宿泊できる施設も併設する。

⑦ 国家・国益に関わる情報(領土問題ほか)で、県民の関心が高いものについて

は、 県本庁舎2階の県政広報コーナーでのパネル展等により積極的に広報する。

(16) 県独自のシンクタンクの設置

県内各地域の均衡ある発展や県民生活の一層の向上を図るため、 茨城のカラ ーを

生かした特色ある施策や長期的な課題、開発プロジェクト等の調査研究を行うシン

クタンクが必要である。

(17) 構造改革特区の推進

地域の特性に応じた規制緩和による構造改革を目指す特区制度を導入し、 本県の

産業経済の活性化を図る。

① つくば ・東海地区における研究集積と日立地区の産業集積を活用し、国際的な

産学官連携のもとで質の高い研究開発を推進し、次世代をリ ー ドする研究成果を

生むとともに、その成果を実用化 ・産業化へつなげる 「つくば ・東海 ・日立知的

特区」 を推進する。

② 鹿島地区をわが国における素材産業再生のモデルとして、 国際競争力の高いコ

ンビナー トへの転換と高度な産業クラスタ一の形成を図るための 「鹿島経済特区」

を推進する。

③ 常陸那珂港区を中心とする港湾地域と北関東自動車道沿線地域等において、 港

湾の国際競争力の強化や産業集積の促進等を図ることにより、 首都圈における新

たな物流拠点の形成を目指す 「広域連携物流特区」 を推進する。

(18) フ ィルムコ ミ ッ シ ョ ンの推進
① 映画やテレビドラマ等のロケー ション撮影の誘致や支援を行うフィルム コ ミ ッ

ションを積極的に推進し、 本県の知名度向上と地域資源の情報発信を図る。
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② ロケ地日本一の実績を活かし、 国内外の話題性のあるロケの誘致を図ることに

より本県の魅力向上や誘客促進を図る。

③ 海外の映像関係者などに本県のロケ地の魅力を積極的にP Rし海外からのロケ

の誘致を推進する。

(19) 県民の意向を踏まえた施策の推進

o県民の意向や要望が強い施策(保健・福祉 ・医療の充実、安全 ・快適な社会づ

く り等 )  の充実を図るための予算の重点配分に留意する。
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9. 美しい自然・水の保全を図り、 人と地球に
やさしいクリーン環境社会の形成を図る

県民の健康と生活を公害から守り、 豊かな県土と自然を保護し、 水

と緑の快適な潤いのある環境をつくることは、県政上の重要な課題で
ある。 産業廃棄物やごみの減量化などはとりもなおさず、今日の大量
生産 ・大量消費 ・大量廃棄社会の仕組みの転換を図ることであり、 環
境への負荷の少ない循環型社会の構築である。そのため、生産 ・流通・
販売など企業のシステム、地域や家庭など県民のライフスタイル等々、

すべての社会構成者が模索し、 具体的な行動を起こせるような施策の

推進が必要である。世界湖沼会議の成果が、霞ヶ浦 (西浦、北浦、常
陸利根川) などをはじめとした湖沼 ・河川の水質浄化に発揮されねば
ならない。

(1) 地球環境保全対策の推進

環境基本条例が定める環境の保全と創造の基本理念の実現に向けて、 環境保全施

策を総合的かつ計画的に推進する。

地球環境保全対策の枠組みとなる「地球温暖化対策実行計画」の行動計画に基づき、

「環境への負荷の少ない地域社会の構築」 に向けて各種施策を推進する。

① 環境基本計画の推進

(イ) 環境基本計画に基づいた施策展開を図るとともに、県民・事業者 ・民間団体・

行政等がその連携と役割分担の下に、 環境の保全と創造のための行動を進めら

れ る よ う、パー トナー シップの形成を図る。

(ロ) 市町村における環境基本条例の制定と環境基本計画の策定を促進する。

(1,、) 環境に関連する様々な情報を収集し、 県民へ適切な情報を提供する。

② 地球環境保全行動の推進

茨城県地球環境保全行動条例に基づき、県民・事業者 ・市町村及び県が一体 と

なった地球環境保全行動の推進を図る。

(イ) 事業者に対して、 地球にやさしい事業活動の促進を図る。

(ロ) ごみ間題から地球環境間題まで、 幅広い環境間題についての普及啓発や実践

活動を行う、県民・企業 ・行政が一体となった環境保全県民運動体制の整備を

推進し、 各種実践活動体制の育成強化を図る。

e、) 環境共生・循環型のまちづくりを推進する。
③ 環境学習の推進
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学校 ・ 環境活動団体 ・ 企業 ・ 市町村等と連携して環境学習の推進を図る。

(2) 廃棄物対策の推進= リサイクル社会の形成促進

① 一般廃棄物(ごみ)の減量化 ・分別収集 ・再使用 ・再生利用の推進

各家庭から排出されるごみの減量化とともに、混ぜればごみ、分ければ資源の

観点から、廃棄物の再使用・再生利用を促進させるためのシステムづくりが必要

である。行政とともに製造業界 ・流通業界(小売店)や消費者は共通の認識のもと

に、 それぞれの立場で社会的責任の役割分担をしなければならない。

(イ) 廃棄物処理法及び関連法令に基づき、 不法投棄防止策を推進する。

(ロ) 多くの市町村において、減量化とリサイクルの取り組みがなされているが、

地域社会のシステムとして確立していく必要があり、 行政 ・関係業界 ・住民等

の協力によるごみ減量化に向けた実践活動を促進する。

oごみの容積比で約5割を占めているのが容器包装廃棄物である。 容器包装リ

サイクル法に基づき、 市町村における分別排出 ・収集体制の整備等を促進し、

ごみ減量化・再資源化(再商品化)のシステム化を確立する。

o生ごみの土壊還元と焼却場への減量を図るため、 コンポストの普及を推進す

る o

o食品ロスの削減に向け、 いばらき食べきり協力店の登録店舗数の拡大に努め

る と と も に、県民に対して効果的な啓発を実施する。

o産業界等の様々な主体と連携し、 プラスチック使用量の削減に取り組むとと

もに、 プ ラ ス チ ッ ク資源循環を推進する。

② ごみ焼却施設の広域化整備

効率的かつ経済的なごみ処理にあたっては、市町村枠にとらわれない広域的な

ごみ焼却施設の整備が必要であることから、 地域の実情に合わせたごみ処理の広

域化を促進する。

※ ③ 産業廃棄物の減量化 ・再資源化の推進

産業廃棄物の排出量は、平成30年度で1,154万 ト ン と な り、震災により生産能

力が低下していた平成25年度に比べ増加している。 また、 最終処分量は48万 ト ン

となり 、 排出量の4.1 %を占めているため、循環型社会形成に向け、 さ ら な る減

量化・再資源化の取り組みが必要となっている。

(イ) 産業廃棄物の減量化 ・有効利用を図るため、 多量に産業廃棄物を排出する事

業所に対して、 廃棄物処理計画に基づき、 減量計画の推進について指導すると

と も に、減量化・有効利用施設の整備に対する支援を行う等、中間処理施設の

整備を促進する。

o廃棄物再資源化指導センタ ーの運営を強化し、 減量化等に関する啓発、 中小

企業者等に対する減量化・有効利用のための技術指導・相談・情報提供等を
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行 う。

01業団地における共同処理を促進する。

(ロ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づ

き分別解体の推進を図るとともに、建設廃棄物の再資源化を促進する。

o解体工事業者の登録を実施することにより、 解体工事業者の施工技術を確保

し、 適正な分別解体と再資源化を図る。

o コ ン ク リ ー ト塊 ・ アスファルト塊及び発生木材等について再生利用の拡大を

図る と と もに、建設発生残土などの建設副産物については、 茨城県建設技術

管理センタ ー建設副産物リサイクル事業部の活用などにより、 その有効利用

を図る。

o再生砕石の供給量に鑑みて、 資源量に余裕がある 「道路用の砕石」 (天然の

原石を砕いて砕石にしたもの)  の積極的な利用を図る。

o建設副産物のリサイクルを促進するため、 リサイクル建設資材認定制度を適

正に運営し、 公共事業におけるリサイクル製品の率先利用を推進する。

o建設関係者等を対象とする講習会など普及啓蒙に努める。

P、) 農業用使用済みプラスチッ クについては、 リサイクルを基本とした適正処理
を推進する。

目 石材端材の資源化・再利用の促進を図る。

Cホ) 地元市町村の意向を十分に踏まえながら、 リサイクル関連業者の工業団地へ

の立地を図ることにより、 廃棄物のリサイクル及び適正処理を推進する。

④ 家畜排せっ物や木くずなどのバイオマス(有機性資源)の利活用を推進し、 循

環型社会の実現と農業 ・農村の振興を図る。

⑤ 不法投棄防止対策の推進

(イ) 不法投棄防止対策の徹底を図るため、発見・通報体制と監視・指導体制を強

化し、早期発見・早期対応に努めるとともに、不法投棄に関する住民の不安解

消に努める。

(ロ) 建築物等解体廃棄物の不法投棄防止のため、 解体工事業者や産業廃棄物処理

許可業者への適正処理の指導や啓発を行う。

⑥ 医療廃棄物の適正処理の推進を図る。

⑦ 有害使用済機器保管等業者に対する監視指導体制の強化を図る。

⑧ 再生製品の利用拡大策を推進するとともに、環境関連企業の育成を図る。

⑨ 産業廃棄物の県内搬入の事前協議については、 これまでの経緯や現状等を踏ま

えて検討のうえ、 可能な部分については規制緩和を図る。

⑩ 軽油引取税の課税免除の特例の中に、 「廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の中

間処理施設において専ら廃棄物の処理のために使用する機械の動力源の用途」 を

含める。
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(3) 霞ヶ浦など河川 ・湖沼の水質浄化

社会経済の進展に伴い、 昭和47年頃から霞 ヶ浦  (西浦、 北浦、 常陸利根川) な ど

の水質汚濁が進んでおり、公害防止条例 ・富栄養化防止条例に基づく対策を推進し

た結果、一時は10(mg/'にjt) を上回っていたC 0 Dは、近年は改善傾向にあるもの
の、環境基準の3(mg/にjt)に比較すると高い水準となっている。
霞ヶ浦の流域は22市町村にわたり、 その流域に約100万人が生活している。 また、

高いC 0 Dを示している前川、新利根川、新川など56の流入河川があり、 そこから

流れるC 0 Dの負荷量の割合は生活排水が22%、農地や市街地などの面源から32%、

畜産系15%、事業系3% (平成27年度調べ) など となっている。県民に と っ て 霞 ヶ

浦は上水道や農業 ・工業など增大する水需要に対する重要な水源であるばかりでな

く、 やすらぎと潤いのある、態.いの場を提供する自然の宝庫でもある。水質浄化と

ともに快適な自然環境の保全 ・創出は、県政のみならず県民にとっても重要な課題

である o

霞ヶ浦の水質浄化を推進するために、 平成19年3月に改正した 「霞ケ浦水質保全

条例」 に基づく下水道 ・農業集落排水施設、事業所の排水規制や、平成20年度に導

入し、 平成30年度から令和3年度まで4年間課税期問を延長した森林湖沼環境税を

活用した生活排水対策など、 これまでの浄化対策の一層の拡大・強化を図るととも

に、 水質の悪化している河川流域での面源対策を強化するなど、 水質浄化の進展を

図る。

① 霞ケ浦環境科学センタ ーの効果的な利活用を図るため、新たな施策の導入を図

り、 浄化推進体制を強化する。

(イ) 湖沼の環境問題に関する調査研究・技術開発について、 大学や研究機関等と

連携し、 効果的に推進する。

(ロ) 学校教育と連携した環境教育 ・学習、市民活動との連携 ・支援などを推進す

る o

t、l 霞ヶ浦の水や自然に直接ふれながらの体験学習、 野外での浄化実験やその効
果を検証 ・体験できる野外フィ ールドの整備を検討する。

(ニ) 国が整備している霞ヶ浦湖岸の自然再生地区を湖岸の植物や魚等の生態系を

観察できる場としての活用を図る。

② 霞ヶ浦の水質浄化対策の充実強化

(イ) 霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画や条例に基づく総合的な対策の展開を強力に

進める。

o下水道 ・農業集落排水施設の整備及び接続支援事業による接続率のさらなる

向上、窒素 ・ リンが除去できる高度処理型浄化槽の設置を促進するなど、生

活排水対策の充実強化を図る。
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o水質浄化意識の高揚を図るとともに、 実践活動団体の支援 ・育成に努める。

o流域における汚濁に関する情報を分かりやすい形で提供するとともに、流入

河川流域単位での浄化活動を推進する。

o霞ヶ浦に流入する河川等の浄化を図るため、 河川環境整備を推進する。

o農業 ・畜産 ・養殖業などの振興との調和を図りながら、負荷削減対策を進め

る o

(ロ) 霞ヶ浦の水質浄化を図るため、 産学官が連携した浄化技術の開発を推進する。

(1,、) 底 111ツ'iし ゅんせっなど湖内水質浄化対策事業を推進する。

(ニ) 霞ヶ浦の自然再生に努めるとともに、漁場環境の保全のため、 ヨシなどの水

生植物帯の造成を図る。

Cホ) 市街地や農地など面源からの汚濁負荷削減対策を推進する。

(へ) ァメリカナマズ等の未利用魚の漁獲回収を通した、湖内からの窒素・リンの

取り出しによる水質浄化を推進する。

(ト) 霞ヶ浦導水事業を促進する。

Cチ) 常陸川水門の弾力的な開閉を促進する。

③ 下水道 ・農業集落排水施設の計画的な整備、及び窒素 ・ リン除去能力が高い高

度処理型浄化槽の設置促進を図り、 公共用水域の水質汚濁防止に努める。

o浄化權lについては、点検・清掃・法定検査が適切に行われるよう設置者への

啓発 ・指導を強化する。 特に、森林湖沼環境税などの補助事業により設置さ

れた高度処理型浄化槽については、 法定検査の受検率が100% と な る よ う 取

組を強化する。

o単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をさらに促進する方策について、

市町村と一緒に検討 ・研究する。

o家庭雑排水の汚濁負荷を削減するため、 台所流し台の微細目ストレーナ及び

三角コーナーの使用を推進する。

④ 農地・市街地からの流出水対策地区として指定した地区(山王川、鉾田川流域)

について重点的な対策を実施する。

⑤ 小規模事業所からの汚濁負荷を削減するため、排水対策指導を強化するととも

に、 排水処理施設の整備促進を図る。

⑥ 潤沼水質保全計画及び牛久沼水質保全計画に基づき、 総合的な水質保全対策を

推進するほか、 千波湖に対しても水質浄化対策を推進する。 特に、 龍ケ崎市が牛

久沼湖畔で計画している 「道の駅」 の整備に併せて効果的な水質浄化対策を推進

し、成果を 「見える化」 する こ と。

(イ) ラ ム サール条約登録湿地である涸沼の水質浄化を推進する。

⑦ 特に都市河川 ・湖沼等公共用水域の水質汚濁防止対策を強化する。

166



(4)地球温暖化対策と低炭素社会の形成促進

① 二酸化炭素など温室効果ガスの濃度増加に伴う地球温暖化の抑制や、 温暖化に

よる気候変動の影響への適応に取り組むため、 各種施策を推進する。

(イ) 森林の保全・整備や植樹による緑地の創出を促進し二酸化炭素吸収源対策に

努める。

② 地域と共生した再生可能エネルギーの導入や省エネルギー施設の整備について

総合的な取り組みを推進する。

(イ) 省エネルギー型都市づくりを推進する。

o公共施設等については省エネルギー機器を導入する。

(ロ) 工場や廃棄物処理施設から発生する熱エネルギー等、 未利用エネルギーの利

用促進を図る。

e、) 河川水・下水等の温度差エネルギーを利用した地域熱供給システムや、 ソ ー
ラ 一熱供給システムの導入を推進する。ｫ

ニ) 省エネルギー型住宅建設の促進、 省エネルギー型機器導入の普及を図るため、

補助金 ・融資などの拡充を図る。

Cホ) 太陽光発電を公共施設等に導入するとともに、住宅や事業所への普及を促進

させる。 また、地域社会との共生を図り、太陽光発電施設の適正導入を促進す

る o

Cへ) 家庭に普及した住宅用太陽光発電の有効活用を図るため、 蓄電池の導入を促

進する。

( ト ) 地球温暖化対策に有効な電気自動車と充電設備の普及を図る。

③ 事業者の省エネルギー対策や県民による温暖化対策のための実践活動を推進す

る o

(イ) 工場等の大規模排出源対策の強化を図る。

(ロ) 省エネルギー診断員の派遺や茨城エコ事業所登録制度の推進などにより、 中

小規模事業者における省エネルギー対策の支援を行うとともに、 年間を通じて

冷暖房を適切に使用し、 室温に応じて服装の調節を行う取組など、 環境にやさ

しいビジネススタイルへの転換を促進する。

(1,、) 家庭における省エネの取り組みを促進する県民運動「いばらきエコスタイル」

を推進し、 エコチャレンジ事業などを展開する。

(5) 公害防止と自然環境の保全

① 公害 ・環境汚染の未然防止

(イ) 公害の防止及び自然環境の保全について、適正な配慮がなされるよう環境影

響評価法及び条例の適切な運用に努める。
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(ロ) 有害物質による地下水汚染の実態調査、 対策を進める。

※ (1,、) 広範囲に使用されている化学物質による環境汚染の未然防止対策を進める。

また、残留性の高い有機フッ素化合物などの化学物質については、環境での存

在状況を把握し、 当該物質の適正処理を推進する。

② ダイオキシン類 ・環境ホルモン対策の充実

(イ) ダイオキシン類に関する環境の監視及び環境ホルモンに関する調査研究を一

層推進するとともに、県民に対する情報提供に努める。

③ アスベスト使用建築物への対策を進めるとともに、 アスベスト使用建築物解体

時の飛散を防止し、 適正な処理を確保するための施策を実施する。

④ 環境保全につながる高度処理(窒素 ・ リン等の除去)の設備を積極的に導入し

ようとする中小企業に対する融資制度の充実を図る。

⑤ 地下水くみ上げによる地盤沈下の実態解明と、 その防止対策を推進する。

⑥ 自然環境の保全と緑化の推進

(イ) 自然公園の保護と利用の增進を図る。

(ロ) 身近に自然と触れ合える場の整備を図るとともに、自然保護教育の推進と自

然保護思想の普及啓発を図る。

o本県の景観を象徴する平地林や里山林の保全・整備を推進する。

t、l 国民の祝目 「山の目」 の普及推進に向け、幅広い県民運動としていくため、
山岳関係の民間団体などとの連携を推進する。

(ニ) 都市近郊緑地や花と緑の都市づくりを進め、住宅周辺緑地の造成 ・保全に努

める。

(ホ) 造林 ・水源地かん養などと関連の上、抜本的緑地造成、住宅対策事業を樹立・

推進する。

(へ) 野生鳥獣による農作物被害の防止対策を推進し、 野生鳥獣との共存を図る。

( ト ) 河川、湖沼、 森林等における生態系保全等のため、 ミ ズ ヒ マ ワ リ や ァ ラ イ グ

マ等の特定外来生物の防除を推進する。

⑦ 自動車台数・交通量の増加に伴い、 デ ィ ーゼル排気微粒子による大気汚染や騒

音、二酸化炭素の排出による地球温暖化等の環境間題に対処するため、行政 ・事

業者や県民が一体となった総合的な交通公害対策の推進を図る。

(イ) 電気自動車・ ハイブリッド車・燃料電池自動車等の次世代自動車やバイオ燃

料の普及を図るとともに、特に公用車への導入を推進する。

(ロ) ア イ ド リ ン グ ス ト ッ プ な ど の エ コ ドライブの普及促進を図る。

(6) 原子力安全対策の強化

① 全ての原子力関連事業所における安全管理体制の強化

(イ) 多重防護システムの徹底を推進する。
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(ロ) 徹底した安全管理教育による管理体制の強化を図る。

t1 J C 0臨界事故、 東日本大震災における東京電力福島第一原発事故などを踏
まえ、原子力施設の安全対策の一層の充実・強化に努める。

目 高経年化(老朽化)対策や放射性廃棄物の処分問題への対応などに万全を期

す よ う、 国や関係機関等に強力に働きかける。

Cホ) 国立研究開発法人目本原子力研究開発機構において、 統一的かつ一元的な安

全管理体制の確立を図る。

② 危機管理体制の強化

(イ) 初動体制の強化を図るため、現地における対策本部(オフサイトセンター )

と原子力緊急時支援 ・研修センタ ー との一体的な運営体制を福島第一原発事故

を踏まえて再構築するよう、 国に対し強く求める。

(ロ) 教育・医療・福祉・通信・交通運輸など、各種施設への情報伝達体制の強化

を図る。

t1 避難施設 ・道路情報板、迂回路などの整備を図る。
o避難先は、県内で収斂することを基本に改めて検討を深め、県内での仮設住

宅の建設に要する用地の選定などを同時並行的に推進する。

(ニ) 被災者の治療や住民の健康調査などのできる、専門的病院や放射線利用高度

治療センタ ーの整備を図る。

Cホ) 防災に関する技術研究 ・開発を進める。

Cへ) 福島第一原子力発電所事故については、 引き続き徹底した事故原因の究明を

行い、 新たに得られた知見については、 その都度、 適切に安全対策に反映させ

る よ う、国に対し強く求める。

(ト) 避難誘導や交通規制、 避難所の運営体制、 社会福祉施設入所者等要配慮者の

避難に要する車両確保などの課題に対し、 関係機関と相互に連携して取り組む。

③ 原子力に関する正しい知識を普及するための教育 ・広報活動を推進する。 (原

子力教員セミナーや小冊子による教育 ・広報活動など)

o原子力に関する情報を集約し、 一元的かつ分かりやすく発信する。

④ 原子力発電施設等の所在及び周辺市町村に交付されている電源三法交付金の対

象範囲の拡充について、 国に強く働きかける。

⑤ 原発事故子ども・被災者支援法基本方針に基づき、必要な施策を講じ、 被災者

の不安解消に努めるよう、 国に対し強く求める。

⑥ 現在、本県における安定ヨウ素剤の事前配布は、 P A Z圈内居住者及び圈外か

ら圈内の事業所への通勤者を対象としているが、 圈外から圈内への通学者がいる

学校に対しても配布方法の確立を図る。
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10. 防災・治安保持体制を強化し、 県民生活の
安全確保を図る

(1) 県民が安心して平穩に暮らせる警察力の充実と警察活
動の強化

社会情勢の変化を反映して、 各種犯罪や交通事故が多発するなど、 治安情勢は厳

しい状況にある。 このような中で、犯罪の予防、捜査、交通事故の防止等に積極的

に取り組み、 安全で安心して暮らせる地域社会を確立するため、 防犯インフラの整

備をはじめとする警察体制の充実強化を一層図る必要がある。

① 犯罪捜査を充実強化するための対策

(イ) 重要事件及び重要窃盗事件の早期検挙のため、 緊急配備支援システムの整備

充実を図る。

(ロ) 広域捜査力及び国際捜査力の強化を図る。

o広域重要事件における捜査情報の収集及びその活用を図るため、 捜査支援シ

ステム等の整備 ・充実を図る。

o国際犯罪捜査及び通訳体制の整備充実を図る。

Cノ、1 科学捜査力の充実強化を図る。

o適正な現場保存

o現場資料の消失、散逸、汚染防止

o現場鑑識活動の徹底

o鑑識・科捜研及び捜査部門の情報共有による連携の強化

Cニ) 捜査技術の研さんと優れた捜査官の育成を図る。

Cホ) 犯罪被害者等の視点に立ち、 きめ細かな途切れのない支援活動を推進する。

o関係機関・団体と連携した支援体制の充実を図る。

o犯罪被害者等の経済的、 精神的負担の軽減を図る各種施策の充実を図る。

o「性暴力被害者サポー ト ネ ッ ト ワ ー ク茨城」 の連携を強化し、性暴力等被害

者に対する総合的支援を推進する。

Cへ) 捜査活動に対する県民の協力確保方策を推進する。

(ト) サ イ バ一犯罪対策を推進する。

Cチ) 初動捜査の高度化を推進し、 検挙率の向上を図る。

(リ) 犯罪死を見逃さないために、 死因究明の徹底と体制の充実強化を図る。

(ヌ) 客観証拠を重視した適正捜査を徹底する。

(ノ0 犯罪の未然防止と被疑者の早期検挙に資するため、 犯罪や交通事故等の多発

地区などへ防犯カメラの設置を促進する。
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【新規】 (ヲ) 迅速かつ的確な初動警察活動の強化のため、「L  i v e 1 1 0 」等映像通報

システムの導入を検討する。

② 警察施設等の整備

(イ) 警察署及び交番 ・駐在所の再編整備を計画的に進め、警察力の一層の強化を

図る。

(ロ) 事件・事故発生時の即応体制を確立するため、職員宿舎の整備・改善を進め

る o

(ノ、) 警察活動を強化するため、 警察車両、 装備資機材等の增強を図る。
(ニ) 警ら活動や災害警備活動等各種警察活動に有効な警察用ヘリコプタ ーの計画

的な整備を図る。

③ 警察職員の增員等

(イ) 警察官、その他の職員の増員を図り、県民の要望や相談等に的確に応えられ

る体制を確立する。

(ロ) 女性警察官の採用 ・登用の拡大を図るとともに、女性警察官が働きやすい職

場環境づくりを進める。

e、) 警察職員に対する特別褒賞金等制度の適正な運用を図る。
④ 暴力団総合対策の推進

(イ) 暴力団員の取締り、 資金源犯罪及び銃器薬物事犯の徹底検挙を図る。

(ロ) 行政対象 ・民事介入暴力等事犯の検挙を図る。

(ノ、) 暴力団関係企業等に対する取締りの強化を図る。
(ニ) 暴力団対策法の効果的な運用及び暴力追放推進センタ ー と連携した暴力団排

除活動を推進する。

Cホ) 茨城県暴力団排除条例の効果的運用と周知活動を推進する。

⑤ 大規模災害等緊急事態対策の推進

(イ) 大規模災害発生時における被災者の避難誘導、 救出救助等災害対処能力の向

上を図り、 県民の安心安全確保に努める。 また、 原子力災害に備えた資機材の

整備・拡充や関係機関との連携強化等各種対策を推進する。

⑥ 地域に根ざした安全 ・安心活動の推進

(イ) 良好な治安を確保するため、地域に密着した活動の充実 ・強化が求められて

いるこ とから、 引き続き巡回連絡による防犯指導等に一層取り組むとともに、

企業等に対する犯罪の発生状況等の情報提供や防犯指導などの取り組みをさら

に推進できるよう、地域警察力の体制強化に努める。

(ロ) 交番・駐在所の基盤を整備し、生活安全センタ ー としての機能を強化する。

e、) 日常活動の中で気軽に実施できる 「ながら見守り」等を広く推奨するなど、
地域住民による防犯ボランティア活動に対する支援体制を強化する。

(ニ) 地域住民の不安を解消するためのパトロール等街頭活動を強化する。
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Cホ) 総合相談窓口等による警察相談業務の充実強化を図る。

Cへ) 防犯キャンペー ン等による広報啓発と、子どもと女性を性犯罪等の被害から

守るための対策を推進する。

( ト ) ス ト ー カ ー ・DV被害者の立場に立 つた迅速かつ的確な対処を図る。

⑦ 少年の非行防止と健全な育成

(イ) 関係機関・団体等と連携し、少年の健全育成・立ち直り支援活動を推進する。

(ロ) 非行少年等の街頭補導活動を推進する。

(ノ、) 少年による覚醒剤等薬物乱用事犯の未然防止対策を推進する。
(ニ) イ ン タ ーネット利用の児童ポルノ等少年の福祉を害する犯罪の取締りを強化

する。

Cホ) 少年相談の窓口の充実を図り、少年の非行 ・家出 ・児童虐待 ・ いじめや自殺

の未然防止及びその兆候の早期発見に資する。

fへ) 関係機関 ・団体 ・地域社会等の連携による少年を取り巻く有害環境の浄化活

動を推進する。

o S N S等に係る犯罪被害の防止活動を推進する。

⑧ 暴走族対策の推進

(イ) あらゆる法令を適用した暴走族等取締りの推進を図る。

(ロ) 県・学校・ その他関係機関団体等と連携した暴走族追放機運の高揚を図る。

P、l 暴走族がい集し、 暴走行為が行われ、 または行われるおそれのある場所につ
いて、 管理者と連携した道路改良等による暴走行為を防止する対策の推進を図

る o

(ニ) 学校や暴走族相談員との連携及び保護者への支援を強化し、 暴走族への加入

阻止、暴走族からの離脱を促進する。

⑨ 銃器・薬物の取締り強化等、生活の安全確保と良好な社会生活環境の形成

(イ) 覚醒剤、大麻、危険 ド ラ ッ グ等薬物の乱用防止対策及び取締り並びに風俗環

境の浄化活動を推進する。

(ロ) 銃器と火薬類の不法所持の取締り、 高圧ガス等危険物による事故防止及び放

射性物質の安全対策を推進する。

o暴力団による拳銃発砲事件等の銃器犯罪を根絶するため、 暴力団の武器庫及

び密輸・密売事犯を中心とした効果的な拳銃取締りの強化を図る。

e、) 特定商取引等に係る悪質商法やヤミ金融事犯、 利殖勧誘事犯など社会間題化
している県民生活を脅かす生活経済事犯の取締りを強化する。

C-:) 「ニセ電話詐欺」 の取締りと被害防止対策を強化する。
Cホ) 廃棄物事犯、 不適正残士事犯、 水質汚濁事犯等の環境犯罪対策を推進する。

Cへ) 不正軽油防止対策のより一層の強化 ・推進を図る。

(ト ) 食品の偽装表示等、食の安全・安心に係る事犯の取締りを推進する。

172



Cチ) 住宅侵入窃盗 ・ 自動車盗の予防対策、 検挙対策を推進する。

⑩ 来日外国人犯罪対策の推進

(イ) 来日外国人の実態把握を図るとともに、 地域安全対策の推進と来日外国人の

保護を図る。

(ロ) グローバル化傾向にある外国人組織犯罪に対し、 各種法令を効果的に適用し、

犯罪組織の解明と壊滅を推進する。

P、) 不法滞在外国人の生活基盤を支える偽造在留カー ド等の犯罪インフラの壊滅
を図る。

(ニ) 来目外国人不法滞在・不法就労防止対策協議会等を通じて雇用主に対する指

導啓発を推進するとともに、不法滞在 ・不法就労外国人、悪質雇用主及び不法

就労斡旋ブロー カ ーの摘発を図る。

※ Cホ) 関係行政機関と連携した、 在留外国人の安全の確保に向けた総合対策を推進

する。

Cへ) 警察職員に対する各種外国語研修の充実を図る。

(ト ) 県内を訪れる外国人観光客等が警察車両を容易に認識できるよう、パ ト カー

への 「 P O L  I CE 」 表記を推進する。

⑪ 県民の要望 ・意見の把握と誠実な対応

(イ) 各警察署に設置された警察署協議会の活性化を図る。

(ロ) 苦情申し出等に適切に対応し、 県民の意見を反映させた業務の改善を図る。

(2)交通安全対策の強化

① 安全かつ円滑な道路交通環境の整備

(イ) 歩行者 ・自転車利用者等の安全確保

o歩車分離式信号機・高齢者等感応式信号機・視覚障害者用信号機の整備、横

断歩道等の設置、 道路標識の視認性の向上を推進する。

o通学路を中心とした生活道路において、 「ゾー ン30」 の設定による最高速度

30km/hの区域規制を実施して、 人優先のェ リァを形成する。

o歩道・自転車道等の自転車通行環境の整備を働きかけ、 自転車専用通行帯等

の交通規制を実施して、 自転車及び歩行者の安全確保対策を推進する。

(ロ) 道路交通の安全と円滑化

o I TSの活用、信号機の新設及び改良、効果的な交通規制、各種交通安全施

設の整備による交通危険個所の解消などにより、 交通の安全と円滑化を図る。

o交通信号機の視認性向上による交通事故の減少を図るため、 信号灯器の

L E D化を推進する。

o老朽化した信号機や道路標識 ・標示などの交通安全施設の計画的な整備を推

進する。

173



o交差点改良、 環状道路 ・バイパスの整備及び付加車線、 簡易パーキングエリ

アの整備を積極的に推進する。

o交差点及び踏切の改良や立体化を推進する。

o高速道路の対面通行区間の安全対策を促進する。

(1,、) 総合的な駐車対策の推進

o交通情勢及び道路環境の変化に対応した駐車規制の見直しを推進する。

o悪質性、 危険性、 迷惑性の高い駐車違反を重点に取締りを推進する。

② 交通安全教育指針に基づく交通安全教育の推進

(イ) 官民一体となった教育体制の充実強化

(ロ) 生涯にわたる段階的かつ体系的な教育の実施

o幼児から高齢者に至るまでの各年齢層に対し、 心身の発達の度合いや、 交通

社会への参加の態様に応じた適切なカリキュラムによる教育を実施する。

o自転車安全利用五則の周知を図るほか、保護者等に対する幼児 ・児童の自転

車用ヘルメットによる頭部保護の重要性及び被害軽減効果についての理解促

進及び着用の促進を図る。

e、) 参加 ・体験 ・実践型の交通安全教育等の推進
o実際の交通の場面に即した安全な通行方法が習得できるよう、参加・体験・実

践型の交通安全教育を推進する。

o全ての自転車利用者に対し、 「自転車安全利用五則」 等を活用したルールの

周知を徹底するほか、受講者の年齢層に応じ、 その教育効果が高まるよう内

容及び手段を工夫した交通安全教育等を推進する。

③ 交通安全活動の強化

(イ) 官民一体となった交通安全活動

o県民総ぐるみの活動を推進するため、 各季の交通安全活動を充実させるとと

もに、市町村や各種事業所のほか、交通安全活動推進センタ ー等の民間団体

や、地域交通安全活動推進委員等の民問ボランティアに対する支援を行う。

(ロ) 飲酒運転の根絶

o飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安

全教育や広報啓発を引き続き推進するとともに、民問ボランティアや酒類提

供飲食店等と連携してハンドルキ ーパー運動の普及啓発に努めるなど、 「飲

酒運転をしない、 させない」 という県民の規範意識の確立を図る。

o飲酒運転根絶のネットワー クを構築し、各種情報を提供して、家庭、酒類を

提供する飲食店及び自動車を使用する事業所による取り組みを促進・支援す

る o

o飲酒運転根絶の見地からも、 県内自動車運転代行業の業務の適正化に向け必

要な指導や支援を行う。
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e、) 高齢者の交通事故防止
o警察や市町村、 地域交通安全活動推進委員、 交通安全母の会等との連携によ

り、 高齢者世帯を直接訪問しての具体的交通安全指導を推進し、 高齢者の交

通事故防止を図る。

o認知機能検査及び高齢者講習を円滑に実施し、 受検 ・受講待ちの一層の改善

を図る。

o市町村 ・交通安全協会 ・地域交通安全活動推進委員など、地域の安全教育機

関との連携を強化し、 安全教育ネットワー クの充実を図る。

o高齢運転者に対する参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。

o夜間事故防止のため、夕暮れ時のへ ツ ドライトの早め点灯、 ライト上向き点

灯やこまめな上下切換、反射材の普及促進を図る。

o運転に不安を感じている高齢運転者が、 自主的に運転免許証の返納をしやす

い環境を整備するため、 各自治体に対し、 免許返納後における移動手段の確

保等、 支援事業の拡充を働きかける。

(ニ) 青少年運転者の交通事故防止

o安全運転管理者協議会や関係機関・団体と連携し、 青少年が稼働する事業所

における運転者管理の徹底と交通マナーの向上を図る。

o警察と県教育庁の連携により、 高校生に対する運転免許取得前の教育を充実

する。

Cホ) シー ト ベル ト及びチャ イル ドシー ト着用の徹底

o各種講習会などを通じ、全席シー トベルトの着用及び適正な チ ャ イ ル ド シー

トの着用徹底を呼びかける。

Cへ) 交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、 交通事故の発生件

数を減少させるため、 関係機関・団体や県内の企業等と連携した交通マナー向

上運動や各季交通安全運動の推進等により、 県民の交通安全意識の向上を図る。

④ 運転者施策の推進

(イ) 初心者運転教育の充実

o指定自動車教習所において運転免許を取得しようとするものに対する教習及

び取得時講習を充実する。

(ロ) 運転免許取得後の教育の充実

o実車による指導、視聴覚教材などの活用により、更新時講習、高齢者講習等

の各種法定講習を充実する。

o運転免許取得者教育認定制度を通じ、 運転者に対する実技教育の拡大を図る。

⑤ 車両の安全性の確保

(イ) 自動車の検査・整備の充実等を通じ、車両の安全性を確保する。

(ロ) 安全性の一層の向上を図った車両の開発・普及を推進する。
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⑥ 道路交通秩序の維持

(イ) 取締りに必要な装備 ・資機材の充実を図るとともに、交通事故の発生状況を

踏まえ、交通事故防止に資する悪質性・危険性・迷惑性の高い違反に重点を置

いた交通指導取締りを推進する。

⑦ 交通事故統計の多角的な分析結果に基づく、総合的 ・効果的な交通事故情報提

供の推進

(イ) 交通事故統計の多角的な分析により、交通事故の実態を的確に把握するとと

もに、分析結果に基づく総合的 ・効果的な対策を推進する。

(ロ) イ ン タ ーネットを活用した統計資料や広報資料の提供を推進する。

⑧ 損害賠償の適正化

(イ) 自動車損害賠償責任保険の充実や無保険車両対策の徹底、 自転車通学の全て

の児童生徒に対する自転車保険の加入促進を図る。

(ロ) 交通事故相談所の活動の強化や自動車事故被害者等に対する支援制度の充実

を図る。

⑨ 子供の安全確保

子供の安全な通行を確保するための道路交通環境の整備を推進する。

(イ) 未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等の緊急安全点検の実

施結果を踏まえ、 交通安全施設の整備等、 着手可能な事業から早急に子供の安

全な通行を確保するための道路交通環境の整備を推進する。

(ロ) 市町村の通学路交通安全プログラム等による合同点検を定期的に実施し、 点

検結果を登下校時の安全確保措置に反映させていく取組を継続する。 また、地

域特性に応じた課題を設定する等、 合同点検を実効性のあるものにする。

(1,、) 通学路などの日常生活に密着した道路について、 安全性の確保と利便性の向

上を図る観点から、 通学路の歩道整備などを重点的に進める。

(ニ) 幅員の狭小な道路についても、 通学路の安全の確保を図る。

Cホ) 登下校時の警察によるパトロールの強化を図るとともに、 P T Aや民問団体

などの協力を得て地域ぐるみの見守り活動をさらに強化する。

(3)地震など大規模災害即応体制の整備

平成23年3月11日の東日本大震災では、 東北地方から関東地方の沿岸部を中心に

甚大な被害が発生した。 この教訓から、行政の災害緊急事態の管理体制、被災者に

対する救済 ・復興対策など、多くの課題を学んだ。何 よ り も、「災害に強い県土づ

く り」「災害に強い都市づくり」 が重要であることを知らされた。中央防災会議が

発表した 「首都直下地震対策専門調査会報告」 で、 本県南西部を中心に32市町村が

震度6弱以上の揺れが予想されており、 茨城県沖で30年以内にM6.9 ̃ 7.6の地震が

70%程度の確率で起きるとの予測が政府の地震対策本部から公表されている。 また、
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台風 ・ 大雨などの大規模自然災害や火災などの恐れもあることから、 地域住民の安

全を確保するため、 県が改定した地域防災計画等を踏まえ、 災害即応体制の充実強

化を図るとともに、災害に強い県土づくりを推進する必要がある。

① 災害緊急事態の危機管理体制の構築

(イ) 危機管理体制の拠点として整備された防災センターの適正な管理運営を図る。

o防災情報ネットワー クシステムについては、東日本大震災等を踏まえ、関連

システム等との連携機能強化等を図る。

o防災情報ネットワー クシステムを活用して、迅速 ・的確に災害時における情

報収集・伝達を図る。

o アマチュア無線等民間の無線網を活用した情報伝達体制の確立を図る。

o 「 V- L o wマルチメディア放送」 について、災害発生時の情報発信など、

その活用を早急に検討する。

(ロ) 緊急時における円滑な交通秩序の確立を図る。

t1 住民への情報提供を促進するため、洪水ハ ザー ドマ ッ プ ・津波ハザー ドマ ッ
プ及び土砂災害ハザー ドマ ッ プを作成する市町村への技術支援を行う。

目 災害時における対外交渉や災害対応を迅速に行うため、 災害対策本部と議会

との連携体制の強化を図る。

Cホ) 首都直下地震に備え、東京都などとの連携による支援体制を構築する。

Cへ) 災害の広域化に的確に対応するため、県 ・市町村一体となった広域連携組織

の常設化と県職員による人的支援体制の充実を図る。

(ト ) 総合防災訓練について、 大規模災害に対応するための広域連携を想定した訓

練種日の見直しや市町村の実情に応じた開催方法を市町村の意見も聞きながら

検討する。

Cチ) 緊急時や災害時に、障害者や高齢者、外国人など一般的に情報が届きにくい

と言われている人々に も、必要な情報が確実に届くよう、 テレビ放送における

字幕表示について国等に働きかけるとともに、県防災・危機管理ポー タルサイ

トにおける災害関連情報の多言語表記について県民に広く周知する。

② 被災者の救助 ・救援体制の確立

(イ) 他都道府県等との広域的な相互応援体制の充実を図る。

(ロ) 警察・消防(救急車・消防車) ・自衛隊などによる緊急救助体制を確立し、

地域住民による避難訓練を実施する。

o特にレスキュ ー隊の育成とともに、 救助資機材の整備を進める。

o救急用へリポー トの整備を図る。

o各種防災用品の備蓄倉庫及び各地区の防災拠点の整備を進める。

t1 病院のネ ッ ト ワ ー クと仮設病院設営 ・医療機材 ・薬品等の備蓄を図る。
目 衣・食・住関連及び補修用骨材など、資機材の備蓄を進める。
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o各種生活用品の備蓄基地と と もに、 各地区の防災拠点の整備を図る。

o使用期限のある備蓄品については、 無駄のない在庫管理ができるよう、 備蓄

方法を検討する。

o緊急補修のため、 関係団体と連携し、 骨材などの備蓄を図る。

o車中泊避難者に係るエコ ノ ミ ー クラス症候群などの血栓症対策として、血流

を促す 「弾性ス ト ッ キング」 の備蓄を促進する。

o人工呼吸器などの医療機器を使用する在宅医療患者について、 災害時に必要

な電源が確保できるよう体制の整備を図る。

o輸送・組み立てなどに当たるマンパワーや企業・グループの育成を図る。

o地域社会に身近な郵便局が食料などを備蓄し、 災害時に県からの支援が届く

まで緊急的、 一時的に住民を支援するなど、 郵便局との防災に関する連携を

検討する。

Cホ) 被災者の精神的疲労に対応するため、 相談体制の整備を図る。

Cへ) 福祉専門職から成る災害派遺福祉チームの派遺に伴う活動費用の制度化を国

に対して働きかける。

(ト ) 災害時において被災者支援に関わる多様な主体間の活動を調整する中間支援

機能を担う団体の育成を検討する。

Cチ) 公共施設、各種公園、小・中・高校・大学など避難場所の指定とともに、周

知の徹底を図る。

o地域における防災・避難拠点として、 防災上の環境整備を進める。

o指定避難所の非常用電源設備は、 過半数の施設が未整備の状況にあるので、

国の支援制度の積極的な活用を強く働きかける。

o公共施設等への災害対策用L P ガス設備等の導入を一層促進する。

o各施設における避難受け入れの対応マニュアルを作成する。

o避難所における食生活、 ごみ処理・ トイレ等生活環境の快適性を図る。

o熊本地震で車中泊する避難者が多か ったこ とから、商業施設や公共施設の大

規模駐車場を 「屋外避難所」 として活用できるよう、支援体制を整備する。

o県が主導して 「避難所外被災者」 の対策を進め、車中泊などによる関連死を

防ぐ取り組みを推進する。

o市町村が授乳室やおむつ替えスペー スなどを避難所に整備する際に、 県が支

援する制度の創設を検討する。

(リ) ごみ ・し尿等の処理体制の確立を図る。

(ヌ) 大・小型土木機械、運送車両や建築技術者など、支援業種団体との緊急連携

体制の確立を図る。

い)1 被災者への低利融資制度の支援と公営住宅確保を図る。
o仮設住宅は、被災者の立場に立 つた仕様・設備を準備する。
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(ヲ) 被害が想定される全ての県民に災害情報を迅速に伝えるため、 市町村防災行

政無線の整備を促進する。 また、避難支援プラン(個別計画)の策定などにより、

障害者や高齢者への情報伝達手段の充実を図る。

(ワ) 液状化被害に対する復旧・復興のため、 市町村への液状化対策に関する情報

提供等の支援を実施する。

また、 都市防災推進事業(市街地液状化対策事業)について、 補助要件の緩和

を図る。

(ヵ) トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設について、市町村にお

ける固定資産税の軽減措置の適正な運用について、 助言及び情報提供に努める。

【新規】 (ヨ) 災害ボランテ ィ アセン タ ーの設置 ・運営に係る、行政と社会福祉協議会の役

割及び費用の分担について、 明確化を推進する。

【新規】 (夕) 福祉避難所について、場所の周知をより一層徹底するとともに、現場スタッ

フの資質の向上を図る。

【新規】 (レ) 全国社会福祉協議会の提言(令和元年9月)を踏まえ、被災者への福祉的支

援活動の拠点整備を推進する。

③ 身元不明死体等の適切な取扱いの推進

(イ) 検視場及び遺体安置所の確保

o建造物等の倒壊、 津波に呑み込まれるなど災害の罹災によって死亡した死体

の検視場所及び遺体安置所、 納体袋、 棺等を確保する。

(ロ) 災害等の罹災により行方不明となった家族等の相談窓口の設置

o災害等で安否確認出来ない等行方不明者の家族等の相談窓口を設け、 身元不

明死体の検視時に得た身元確認資料と、行方不明者本人及び家族等の身元確

認資料の採取のため、 安置所に隣接する場所に行方不明者等相談窓口を設置

する。

e、) 災害用の身元不明死体情報の県警ホー ムペー ジへの登載
o死体番号、検視場所、発見年月日、死体の身長 ・体格 ・着衣 ・所持品・復顔

似顔絵の登載

④ ボランテ ィ アの育成

(イ) ボ ランテ ィ ア活動への参加を啓発 ・奨励するとともに、組織化 ・ ネ ッ ト ワ ー

クづくりを図る。

o高校 ・大学や医療関係機関におけるボランティア教育を進める。

(ロ) 研修会等を実施し、専門的知識を持 つ た災害ボランテ ィ ア リ ー ダーの養成を

図る。

o茨城県社会福祉協議会の実施する災害ボランティアリ ー ダー研修等を支援す

る と と も に、災害派遺の統一した支援体制の整備を図る。

t、l 動労者のボランティア活動を助長するため、 ボランティア休暇制度の拡充を
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図る。

(ニ) ボランティア保険の拡充を図る。

⑤ 災害に強い県土・地域づくりなど防災対策の強化

(イ) 東日本大震災クラスの地震を想定した耐震診断と補強対策を推進する。

o 県 ・市町村の庁舎、公民館(文化施設)、学校など教育施設 ・鉄道 ・道路 ・橋

梁・港湾・医療・消防施設など公共公益施設

o水道 ・電気・通信 ・ ガス ・下水道などライフライン施設

o文化財 ・神社 ・仏閣など歴史的文化施設

o原子力施設や火力発電所・鹿島臨海工業地帯・つくば研究学園都市など企業

立地帯、倉庫 ・化学工場・石油・ ガス類貯蔵施設

o河川の堤防や農業用ため池、 地滑り ・崖崩れなどの危険簡所の点検と対策

(ロ) 既存建築物の耐震対策、被災建築物の2次災害の防止のための応急危険度判

定士制度、危険ブロック塀対策など、各種建築物防災対策を推進する。

o耐震改修促進計画に基づき、 全市町村と一体となって、 耐震診断を工事につ

なげるための耐震改修補助制度の創設など、 住宅等の耐震化を促進する。

o公共施設の耐震化率が低いため、 耐震補強等の促進 ・加速化を図る。

o住民の安全確保を優先し、「耐震シェルタ ー」 「防災ベッド」等を活用し一部

屋のみを耐震化するなど、 家屋全体の耐震化以外の耐震改修について普及啓

発などを行 う と と もに、助成措置の充実を図る。

(1,、) 県内の地層 ・活断層の調査・研究や地震予知網の強化とともに、被害予測シ

ステムの適正な運用及び保守を行う。

(ニ) 首都直下地震の避難者受け入れなどを考慮し、 かつ教育機能や物流機能を備

えた、 基幹的防災拠点に準じる広域防災拠点施設の整備を国に働きかける。

Cホ) 公共施設や企業などの防災機能の強化とともに、地域や企業における自主防

災組織の育成強化を図る。

o平成27年9月の関東 ・東北豪雨において、避難勧告の在り方が改めて課題

と な っ た こ と か ら、多くの情報の中から重要な情報をつかみ、首長の判断に

つなげる、 災害の専門性を持 つた職員の育成を支援する。

Cへ) 被害からの早期復旧のため、 地震保険の加入を促進する。

(ト ) 無電柱化を推進し、災害時の通行障害の防止や緊急輸送ネットワー クの確保

のほか、 安心で快適な通行空間の確保を図る。

o県地域防災計画に指定した県管理の緊急輸送道路区域において、 電柱による

占用を禁止する措置を適用することについて、 電気事業者及び電気通信事業

者、 警察、 市町村等と協議を継続する。

Cチ) 西日本豪雨災害では、 避難指示等が出されていたにもかかわらず、 避難しな

い住民の存在が課題となったことなどを踏まえ、改めて住民の防災意識を高め
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る取り組みとともに、 これまでの防災対策の強化を図る。

⑥ 消防体制の整備 ・充実

(イ) 災害の多様化に対応した市町村の消防体制の整備を図るため、 自主的な市町

村の消防の広域化を推進するとともに、 県域(一本化)での広域化も視野に入れ

た検討を行い、 対象市町村に対する支援の充実を図る。

(ロ) 傷病者の救命率の向上を図るため、 救急高度化対策を推進する。

o高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材とA E Dなどの整備を推進する。

o搬送途上において高度な救急救命処置を実施できる救急救命士の養成を図る。

o心肺蘇生法を含めた応急手当ての知識や技術が広く普及するよう、 県民への

普及啓発活動を積極的に推進する。

o真に緊急を要し、 救急車を必要とする傷病者が迅速に利用できるよう、 県民

への適正な救急車利用の普及啓発を図る。

P、) 消防施設、防災体制の計画的 ・重点的な整備を進める。

o防災行政無線が緊急時に停電しても使用できるよう、 庁舎用自家発電装置を

設置するなど信頼性の向上に努めるとともに、機能の高度化と全国ネットワー

クの強化を図る。

o耐震性貯水槽 ・河川 ・池 ・井戸などの消防水利や各種防災施設の整備を推進

する。

o住民への知識の普及及び通信網の整備充実

目 消防団員の報酬や出動手当の引き上げを行う等、処遇の改善を図るほか、

「消防団応援の店」制度の拡充を促進するなど、 消防団の充実強化に努める。

Cホ) 災害等において公務中に負傷 ・殉職した消防職員・消防団員及び遺族に対す

る公務災害補償制度等の適切な運用に努める。

(へ) 地域防災体制の一層の整備を図るため、 公益財団法人茨城県消防協会を育成

強化する。

(ト) 海難防止及び海上保安体制の強化を進める。

(チ) 県立消防学校について、 施設改修計画や教育資機材の整備更新計画に基づき、

教育機関としての機能を損なわないよう長寿命化を図りっつ、 建替えを含め、

そのあり方を検討するとともに、消防学校を活用し県民の防災教育に努める。

(リ) 全国的に水防団員の減少や高齢化が進行し、 地域防災力の低下が懸念されて

いることから、  水防団員の確保等による水防体制の強化について一層取り組む。

(4)産業保安の確保

① 多様化している高圧ガスや火薬類等による災害の未然防止を図るため、業界 ・

団体及び事業所における自主的な保安活動を促進する。

② L Pガス一般消費者の事故防止を図るため、消費者の安全意識高揚に努めると
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と も に、 保安の高度化対策を推進する。

③ 大規模シ ョ ッ ピングセンタ ーへのガソリンスタンド併設での安全確保対策とし

て、 ガイドライン等の策定に向けた検討を進める。

( 5 )河川の改修と治水事業の促進

※ 本県河川の改修は、暫定改修済区間を含めても令和元年度末の改修率は57.9 %と

低く 、水害常襲地域及び危険区域が多い。 ひとたび集中豪雨に見舞われると、水害

常襲地域及び危険区域に住む多くの住民の生命と財産が危険にさらされることにな

るため、 関係機関と調整を図りっつ、 早急な河川改修や洪水被害防止策を推進する

必要がある。 併せて民間事業者による砂利採取事業の活用を図る必要がある。 また、

河川は水害防止や利水のためだけでなく、 河川空問の利活用を含めた河川環境整備

などを進める。 さ ら に、流域治水の考え方に基づき、河川改修などのハー ド対策の

みならず、水位計や河川監視カメラの設置、 ダムの事前放流などソフト対策も進め

る o

① 那珂川改修の促進を図る。

(イ) 那珂川下流部(J  R常磐線から下流区間)の改修

(ロ) 那珂川中流部の遊水地事業 (大場及び御前山遊水地)

② 利根川改修の促進を図る。

(イ) 利根川下流部、神栖市(旧波崎町の無堤区間)の改修

【新規】 ③ 鬼怒川改修の促進を図る。

④ 県管理河川改修事業について、 社会資本整備重点計画に基づき、 積極的な推進

を図る。

(イ) 桜川(筑波及び真壁工区など)、 中丸川、 女沼川など中小河川についても改修

事業を進める。

⑤ 土地改良のほ場整備、 土地区画整理事業などに関連した河川の改修を促進する。

⑥ 河川空問の多様な生態系に配慮する多自然川づく りを推進する。

⑦ 河川景観の美化、憩いの場づくりなど水辺環境の整備を進める。

(イ) 桜川(水戸)や飯沼川、涸沼川、前川について、かわまちづくり計画やふるさ

との川整備事業を進める。

【新規】 ⑧ 県管理河川の適切な維持管理や監視体制の強化を図る。

【新規】 ⑨ 河川の環境整備のため、繁茂 ・堆積する竹木やごみ等の撤去費用に対する助成

などを検討する。

(6 ) 海岸の整備

近年、 顕在化している海岸侵食や海岸災害を未然に防止する と と も に、 海洋レク

リエー ション利用需要の拡大に対応するため、 環境と利用に配慮した海岸保全施設
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等の整備を推進する。

① 津波 ・高潮 ・侵食による災害を防止するため、海岸保全施設の整備を進める。

(イ) 津波・高潮対策として、堤防、消波工等の整備に努める。

(ロ) 侵食対策として、防護上必要な砂浜の維持・回復を図るとともに、崖海岸の

保全対策に努める。

② 海岸からの飛砂や潮害を防止するため、 海岸防災林造成事業を推進する。

(7)土砂災害防止対策等の推進

土石流、 地滑り、 崖崩れ等の土砂災害から県民の生命 ・ 身体を保護するため、 土

砂災害防止施設整備のハー ド対策と、 「土砂災害防止法」 に基づく警戒区域等の指

定等による ソ フ ト対策を合わせた総合的な土砂災害対策を実施し、災害防止及び被

害の軽減に努める。

また、最近頻発しているゲリラ豪雨や電巻など、狭い地域に甚大な被害をもたら

す局地災害の被害者への適切な支援が行われるよう、 国に対しての働きかけを行う。

① 保全人家の多い土砂災害危険箇所のうち、避難場所や避難経路、要配慮者利用

施設を保全対象に含む箇所や実際に崖崩れが発生した箇所等について、 優先的に

土砂災害防止施設整備事業(ハー ド対策)を実施する。

※ ② 地震等の影響により地形的条件が変化した場合や、新たに土砂災害防止施設等

が設置された場合等に、 土砂災害警戒区域等の解除又は範囲の変更について、 柔

軟かつ迅速に対応する。 また、住民への周知・啓発に取り組む。

③ 電巻被害や頻発するゲリラ豪雨でみられるように、現行の被災者生活再建支援

法は、個々の被災者が甚大な被害を受けた場合であっても、一定数以上の住家の

減失等が認められない場合は適用されないことから、 適用条件の緩和や上限額の

引き上げ、一部損壊住宅についても支援対象となるよう、制度見直しを国に働き

かける。
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